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序　

文

　

江
戸
時
代
、
宮
城
郡
八
幡
村
の
領
主
で
あ
っ
た
天
童
氏
は
、
元
を
正
せ
ば
出
羽
国
天
童
城
の
城
主
で
し
た
。
天
正
一
二

年
、
最
上
氏
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
天
童
氏
は
陸
奥
国
に
移
り
住
み
、
や
が
て
伊
達
政
宗
の
家
臣
と
な
り
ま
す
。
仙
台
藩
に

お
い
て
一
門
、
一
家
に
次
ぐ
準
一
家
の
家
格
に
列
せ
ら
れ
、
一
三
四
〇
石
余
の
知
行
地
を
与
え
ら
れ
た
天
童
氏
は
八
幡
に

在
所
を
拝
領
し
、
家
臣
団
と
と
も
に
江
戸
時
代
を
通
じ
て
こ
の
地
で
暮
ら
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
天
童
氏
の
歴
史
は
本
市
の
近
世
史
を
語
る
上
で
大
き
な
存
在
で
あ
り
、
同
家
に
残
る
文
書
は
、
本
市
の
近

世
か
ら
近
代
に
至
る
歴
史
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
平
成
二
〇
年
に
寄
贈
を
受

け
た
文
書
を
市
指
定
文
化
財
に
指
定
し
、
長
く
保
存
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

天
童
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
多
賀
城
市
史
に
そ
の
一
部
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
全
容
を
把
握
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
般
改
め
て
調
査
報
告
書
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
と
し
、
市
指
定
文
化
財
の
九
十
九
点
に
加
え
、

新
た
に
寄
贈
い
た
だ
い
た
中
の
七
点
、
併
せ
て
一
〇
六
点
に
つ
い
て
報
告
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
順
次
調
査

成
果
を
報
告
し
、
文
書
の
全
体
像
を
紹
介
す
る
予
定
で
お
り
ま
す
。

　

本
書
が
、
天
童
氏
に
関
す
る
基
礎
資
料
と
し
て
近
世
の
多
賀
城
、
ひ
い
て
は
仙
台
藩
に
お
け
る
準
一
家
天
童
氏
の
役
割

解
明
の
一
助
と
な
れ
ば
、
望
外
の
悦
び
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
の
作
成
に
あ
た
り
多
大
な
る
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
本
市
文
化
財
保
護
委
員
会
委

員
で
宮
城
学
院
女
子
大
学
教
授
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
氏
を
は
じ
め
関
係
各
位
に
対
し
、
深
甚
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

平
成
二
五
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
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例　
　

言

一　

本
報
告
書
は
、
平
成
24
年
度
「
文
化
庁　

文
化
遺
産
を
活
か
し
た
観
光
振
興
・
地
域
活

　

性
化
事
業
」
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

一　

本
報
告
書
は
、
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
が
寄
贈
を
受
け
た
天
童
家
文
書
（
天
童
勲
氏
旧

　

蔵
）
の
う
ち
、
市
指
定
文
化
財
分
99
点
と
、
東
日
本
大
震
災
で
浸
水
し
た
天
童
家
の
中
か

　

ら
発
見
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、
市
指
定
文
書
を
補
完
す
る
も
の
３
点
、
中
世
文
書
４
点
、

　

計
106
点
を
取
り
上
げ
、
掲
載
し
た
。

一　

本
報
告
書
に
は
、
す
で
に
『
多
賀
城
市
史
第
５
巻
』
に
掲
載
し
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ

　

て
お
り
、
本
書
と
の
翻
刻
文
に
相
違
が
み
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
優
先
す
る
。

一　

本
報
告
書
に
は
、
以
下
の
順
番
で
文
書
を
収
録
し
た
。

　

(1)
知
行
関
係
（
史
料
１
～
31
）

　

(2)
支
配
関
係
（
史
料
32
～
36
）

　

(3)
勤
役
（
史
料
37
～
70
）

　

(4)
文
化
関
係
（
史
料
71
～
77
）

　

(5)
納
税
・
公
金
関
係
な
ど
（
史
料
78
～
81
）

　

(6)
中
世
文
書
（
史
料
82
～
85
）

　

(7)
契
約
関
係
（
史
料
86
～
106
）

一　

(1)
～
(6)
の
文
書
に
は
す
べ
て
写
真
図
版
及
び
翻
刻
文
を
、
(7)
に
つ
い
て
は
、
表
紙
の
写

　

真
図
版
及
び
翻
刻
文
を
掲
載
し
た
。
さ
ら
に
(1)
～
(4)
及
び
(6)
に
つ
い
て
は
、
翻
刻
文
の
後

　

に
、
文
書
の
解
説
を
記
し
た
。

一　

各
文
書
に
は
、
本
報
告
書
の
通
し
番
号
を
付
し
、
文
書
の
表
題
の
下
に
カ
ッ
コ
書
き
で

　

管
理
番
号
を
掲
載
し
た
。

一　

翻
刻
文
は
、
固
有
名
詞
に
つ
い
て
は
文
書
の
表
記
の
通
り
と
し
、
そ
れ
以
外
は
可
能
な

　

限
り
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一　

改
行
は
文
書
と
同
様
に
し
、
判
読
で
き
な
い
文
字
は
字
数
に
応
じ
□
で
、
字
数
が
不　

　

明
な
も
の
は

・

・

　

で
、
欠
損
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
〔
欠
〕

　

で
表
記
し
た
。
さ
ら
に
文
意
が
通
じ
な
い
も
の
に
は
、
そ
の
右
側
に
（
マ
マ
）
を
、
疑
問

　

の
箇
所
に
は
（
カ
）
を
記
し
た
。

一　

改
頁
は
「

」
で
区
切
り
を
示
し
た
。

一　

法
量
は
翻
刻
文
の
あ
と
、
縦
・
横
の
順
に
括
弧
書
き
で
記
し
た
。

一　

各
文
書
の
調
査
・
翻
刻
に
は
、
史
料
１
～
71
・
78
～
81
に
つ
い
て
は
、
宮
城
学
院
女
子

　

大
学
教
授
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
氏
、
史
料
72
・
73
・
75
・
86
～
91
に
つ
い
て
は
、
東
北
歴
史

　

博
物
館
研
究
員
籠
橋
俊
光
氏
、
史
料
82
～
84
に
つ
い
て
は
、
東
北
福
祉
大
学
教
授
岡
田
清

　

一
氏
、
史
料
85
に
つ
い
て
は
、
仙
台
市
博
物
館
仙
台
市
史
編
さ
ん
室
長
菅
野
正
道
氏
、
史

　

料
92
～
105
に
つ
い
て
は
、
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
瀧
川
ち
か
こ
、
鈴
木
孝
行
、

　

菊
地
千
夏
、
半
澤
経
明
が
あ
た
っ
た
。
史
料
74
に
つ
い
て
は
、
『
仙
台
市
史
資
料
編
12
伊

　

達
政
宗
文
書
３
』
四
七
八
頁
「
桑
折
隠
居
桑
折
政
長
後
家
カ

宛
消
息
」
を
引
用
し
た
。

一　

各
文
書
の
解
説
文
に
つ
い
て
は
、
史
料
１
～
71
に
つ
い
て
は
、
宮
城
学
院
女
子
大
学
教

　

授
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
氏
、
史
料
82
～
84
に
つ
い
て
は
、
東
北
福
祉
大
学
教
授
岡
田
清
一
氏
、

　

史
料
85
に
つ
い
て
は
、
仙
台
市
史
編
さ
ん
室
長
菅
野
正
道
氏
に
執
筆
い
た
だ
き
、
史
料

　

76
・
77
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
課
瀧
川
ち
か
こ
、
鈴
木
孝
行
が
執
筆
し
た
。

一　

巻
頭
の
「
天
童
家
文
書
を
読
み
解
く
」
は
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
氏
に
執
筆
い
た
だ
い
た
。

一　

本
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
左
記
の
方
々
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

　

東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
柳
原
敏
昭
、
青
木
圀
翰
、
安
達
竹
雄
、
荒
川
淑
子
、

　

鎌
田
和
代
、
小
林
廣
、
佐
々
木
秀
一
、
高
橋
豊
一
、
千
葉
よ
し
子
、
星
栄
之
進
、
星
正
明
、

　

伊
藤
敏
夫
、
大
山
邦
夫
、
竹
之
内
秋
子
、
三
浦
ひ
ろ
子
、
宮
田
尚
夫
、
鈴
木
正
子　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
敬
称
略
）

一　

文
書
の
整
理
等
に
は
、
瀧
川
ち
か
こ
、
鈴
木
孝
行
、
高
橋
守
克
、
菊
地
千
夏
、
半
澤
経

　

明
が
従
事
し
た
。

一　

本
報
告
書
の
編
集
は
、
文
化
財
課
瀧
川
ち
か
こ
、
鈴
木
孝
行
が
担
当
し
た
。



1

　

「
天
童
家
文
書
」
を
読
み
解
く

　

こ
こ
に
は
、
多
賀
城
市
指
定
文
化
財
「
天
童
家
文
書
」
の
写
真
と
解
読
文
を

収
録
す
る
。
（
現
）
多
賀
城
市
域
の
中
心
だ
っ
た
八
幡
村
の
領
主
だ
っ
た
天
童

家
の
文
書
は
、
こ
の
地
域
の
近
世
史
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
群
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
戦
国
期
末
か
ら
の
貴
重
な
史
料
の
写
し
な
ど
も
含
め
て
、
学
術
的
に
価

値
の
あ
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

収
録
に
あ
た
り
、
文
書
を
知
行
、
支
配
、
勤
役
、
文
化
、
契
約
講
、
納
税
・

公
金
関
係
、
お
よ
び
中
世
文
書
に
種
類
分
け
し
た
。
こ
の
文
書
の
大
部
分
は
、

所
蔵
者
の
天
童
家
か
ら
多
賀
城
市
に
寄
贈
さ
れ
市
の
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
が
、
知
行
関
係
の
一
部
お
よ
び
中
世
文
書
は
、
二
〇
一
一
年
三
月

の
東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
水
没
し
た
天
童
家
の
中
か
ら
見
つ
け
出
さ
れ
た
文

書
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
。

天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
を
め
ぐ
る
二
つ
の
説
に
つ
い
て

　

大
津
波
の
襲
来
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
所
蔵
者
ご
自
身
に
も
そ
の
存
在
が
わ

か
ら
な
か
っ
た
貴
重
な
文
書
が
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
も
そ
も

天
童
家
が
八
幡
村
に
い
つ
か
ら
所
領
（
知
行
地
）
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

こ
れ
ま
で
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

　

そ
の
名
前
が
示
す
通
り
、
天
童
家
は
、
も
と
も
と
（
現
）
山
形
県
天
童
市
域

を
所
領
と
し
た
。
そ
の
出
自
は
、
足
利
家
の
分
流
と
し
て
奥
州
管
領
に
就
任
し

た
斯
波
家
（
の
ち
大
崎
家
）
の
さ
ら
な
る
分
流
と
し
て
出
羽
探
題
と
な
っ
た
最

上
家
の
分
家
で
あ
っ
た
。
天
正
一
二
（
一
五
八
四
）
年
、
天
童
甲
斐
守
頼
澄
の

代
に
、
対
立
し
て
い
た
最
上
義
光
に
天
童
城
を
急
襲
さ
れ
た
。
頼
澄
な
ど
生
き

残
っ
た
者
た
ち
は
、
関
山
峠
を
越
え
、
宮
城
郡
の
国
人
領
主
国
分
盛
氏
を
頼
っ

た
。
の
ち
に
頼
澄
が
伊
達
政
宗
に
召
し
だ
さ
れ
、
一
〇
〇
貫
文
の
所
領
お
よ
び

準
一
家
の
家
格
を
与
え
ら
れ
、
伊
達
家
の
家
臣
と
な
っ
た
。
頼
澄
が
政
宗
の
家

臣
と
な
っ
た
年
代
を
直
接
伝
え
る
史
料
は
な
い
が
、
『
多
賀
城
市
史
』
（
註
１
） 

で
は
、
頼
澄
召
し
出
し
の
時
期
の
下
限
を
天
正
一
八
（
一
五
九
〇
）
年
と
推
定

し
て
い
る
。

　

伊
達
家
の
家
臣
と
な
っ
た
以
後
の
天
童
家
の
領
地
高
（
知
行
高
）
の
変
遷
に

つ
い
て
、
家
譜
類
お
よ
び
知
行
宛
状
な
ど
に
よ
っ
て
詳
細
に
わ
か
る
が
、
そ
の

所
領
の
所
在
が
具
体
的
に
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）

年
（
本
篇
史
料
１
）
以
降
か
ら
で
あ
る
。
知
行
地
と
は
別
に
、
召
し
出
し
当
時

の
天
童
家
の
在
郷
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
に
成
立
し
た

『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
記
述
が
あ
る
（
註
２
） 

。
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
納
め
ら

れ
て
い
る
系
譜
は
、
仙
台
藩
が
家
臣
統
制
の
基
本
資
料
と
し
て
藩
儒
に
編
ま
せ

た
も
の
で
あ
り
厳
密
に
言
え
ば
天
童
家
自
身
に
よ
る
史
料
で
は
な
い
が
、
天
童

家
が
提
出
し
た
史
料
を
下
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
細
部
は
と
も

か
く
大
筋
に
お
い
て
は
信
用
に
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の

記
述
に
よ
れ
ば
、
政
宗
の
家
臣
と
な
っ
た
頼
澄
は
、
「
宮
城
郡
利
府
」
に
住
み
、

天
童
家
が
宮
城
郡
八
幡
村
に
は
じ
め
て
移
り
住
ん
だ
の
は
、
四
代
あ
と
の
肥
後

定
義
の
代
で
あ
っ
た
と
す
る
。
定
義
は
、
寛
永
一
六
（
一
六
三
九
）
年
か
ら
貞

享
二
（
一
六
八
五
）
年
ま
で
当
主
の
座
に
つ
い
て
い
た
の
で
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』

が
伝
え
る
天
童
家
の
八
幡
村
移
住
に
つ
い
て
間
違
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の

間
の
時
期
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
述
を
も
と
に
、
『
多
賀

城
市
史
』
で
は
、
天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
の
時
期
を
定
義
の
代
と
す
る
。

　

し
か
し
、
八
幡
村
お
よ
び
村
内
の
寺
社
に
よ
る
史
料
で
は
、
天
童
家
の
八
幡

村
拝
領
を
頼
澄
の
代
の
慶
長
年
中
と
す
る
。
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
九
月
に

藩
命
に
よ
り
村
方
お
よ
び
村
内
の
寺
社
に
よ
っ
て
作
成
・
提
出
さ
れ
た
総
称
「
安

永
風
土
記
」
の
宮
城
郡
八
幡
村
の
諸
書
上
で
は
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～

一
六
一
四
年
）
に
頼
澄
が
八
幡
村
を
拝
領
し
こ
こ
に
天
童
ゆ
か
り
の
寺
社
を
建
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立
し
た
と
す
る
記
述
が
複
数
み
ら
れ
る
（
註
３
）
。 

八
幡
村
の
書
上
で
は
、
天

童
家
の
拝
領
地
（
後
述
）
の
う
ち
に
あ
っ
た
内
八
幡
社
に
つ
い
て
は
、
（
天
童

家
当
時
の
当
主
）
「
久
蔵
様
御
先
祖
慶
長
年
中
御
勧
進
」
、
同
じ
天
童
神
社
に
つ

い
て
は
「
慶
長
年
中
当
村
御
在
所
御
拝
領
之
節
（
羽
州
天
童
か
ら
）
御
遷
宮
」

と
申
し
伝
え
る
と
あ
る
（
四
五
六
頁
）
。
天
童
家
の
家
中
寺(

か
ち
ゅ
う
で
ら)

で
あ
っ
た
光
徳
院
の
開
山
に
つ
い
て
、
「
天
童
久
蔵
先
祖
同
姓
甲
斐
頼
澄
慶
長

年
中
建
立
」と
す
る
（
四
六
三
頁
）
。
天
童
家
の
入
部
以
前
か
ら
八
幡
の
地
に
あ
っ

た
宝
国
寺
の
場
合
も
、
「
天
童
久
蔵
祖
先
同
姓
甲
斐
守
頼
澄
慶
長
年
中
再
興
」

し
た
と
あ
り
、
そ
の
後
の
肥
後
定
義
代
に
天
童
家
の
菩
提
寺
に
な
っ
た
と
記
し

て
い
る
（
四
六
七
頁
）
。
宝
国
寺
の
場
合
、
記
述
内
容
に
つ
い
て
「
申
し
伝
え
」

と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
と
併
せ
て
天
童
家
入
部
以
来
に
寺

の
記
録
が
消
失
し
た
と
い
う
記
述
も
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
（
註
４
）
、
こ
の

時
点
で
宝
国
寺
に
確
か
な
記
録
が
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
甲
斐
守
頼
澄
は
慶
長
一
六
（
一
六
一
一
）
年
六
月
に
病
死
し
た
の
で
、

村
方
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
は
、
慶
長
一
（
一
五
九
六
）

年
以
後
、
同
一
六
年
以
前
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

安
永
三
年
段
階
に
村
方
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
れ
だ
け
の
記
録
と
伝
承
が
一
致

し
て
天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
と
整
備
を
慶
長
年
中
・
甲
斐
守
頼
澄
代
と
伝
え
て

い
る
こ
と
と
、
前
述
の
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の
記
述
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
の
二
つ
の
説
を
矛
盾
し
合
う
も
の
と
し
て
捉

え
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仙
台
藩
家
臣
の
在
郷
屋
敷
が
必
ず
知
行
地
と

同
じ
村
に
お
か
れ
た
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
、
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
と
村
方

史
料
が
伝
え
て
い
る
の
は
、
本
来
別
々
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
が
伝
え
る
よ
う
に
頼
澄
代
か
ら
定
義
代
ま

で
天
童
家
が
「
利
府
」
に
在
郷
屋
敷
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は

八
幡
村
の
慶
長
年
間
拝
領
と
い
う
事
実
と
は
何
ら
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
時
期
に

つ
い
て
確
か
な
史
料
は
現
存
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
る
背
景

と
し
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
シ
ナ
リ
オ
が
考
え
ら
れ
る
。
天
童
家
が
天
正

一
二
年
か
ら
国
分
氏
を
頼
っ
て
い
た
時
期
で
も
、
山
形
か
ら
随
身
し
て
き
た
譜

代
の
家
臣
と
一
緒
に
住
む
屋
敷
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
、
縁
を
頼
っ
て
当
時
留

守
家
の
所
領
だ
っ
た
利
府
領
内
に
屋
敷
を
買
得
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

（
註
５
）
。
あ
る
い
は
、
別
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、
頼
澄
が
政
宗
に
仕
え
て
か
ら

八
幡
村
を
拝
領
す
る
ま
で
の
間
、
最
低
で
も
六
年
、
最
大
で
約
二
〇
年
間
の
空

白
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
で
、
八
幡
村
拝
領
前
に
天
童
家
の
召
抱
当
時
の
所

領
が
「
利
府
」
に
あ
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
利
府
で
在
郷
屋
敷
を
取
得
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
利
府
の
屋
敷
が
藩
か
ら
の
拝
領
屋
敷
で
は
な
く
天
童
家
が

私
的
に
取
り
立
て
た
も
の
ま
た
は
買
得
し
た
も
の
な
ら
ば
、
仮
に
も
そ
こ
に
も

と
あ
っ
た
知
行
地
が
八
幡
村
に
所
替
え
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
私
有
地
で
あ
る

屋
敷
は
残
る
こ
と
に
な
り
、
天
童
家
が
こ
の
屋
敷
を
手
放
し
て
八
幡
村
に
在
郷

屋
敷
の
機
能
を
移
し
た
の
が
定
義
の
代
で
あ
っ
た
、
と
い
う
道
筋
も
考
え
ら
れ

る
。
ど
ち
ら
の
シ
ナ
リ
オ
が
よ
り
蓋
然
性
が
高
い
か
は
、
た
し
か
な
史
料
を
欠

け
る
現
在
で
邪
推
を
無
理
に
め
ぐ
ら
し
て
も
意
味
は
な
く
、
重
要
な
点
は
、（
一
）

在
郷
屋
敷
と
知
行
地
の
所
在
が
一
致
し
な
い
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
、

（
二
）
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
と
村
方
史
料
と
の
違
い
を
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
て

充
分
に
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上

で
、
天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
の
時
期
を
慶
長
年
間
と
す
る
村
方
史
料
の
説
は
充

分
に
信
頼
性
の
あ
る
も
の
だ
と
評
価
で
き
る
と
結
論
付
け
る
（
註
６
）
。 

　

な
お
、
余
談
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
天
童
家
は
、
慶
長
一
六

（
一
六
一
一
年
）
一
〇
月
（
新
暦
の
一
二
月
）
に
東
北
沿
岸
を
襲
っ
た
慶
長
の

大
津
波
の
時
に
す
で
に
八
幡
村
を
拝
領
し
て
お
り
八
幡
在
所
の
原
型
が
あ
る
て

い
ど
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
視
点
か
ら
再
び
八
幡
村
関
係
の
「
安

永
風
土
記
」
を
読
み
返
す
と
、
現
在
の
国
道
四
五
号
線
の
東
側
、
つ
ま
り
海
寄



3

り
の
位
置
に
あ
っ
た
般
若
寺
・
八
幡
神
社
の
書
上
に
よ
る
と
そ
の
門
前
町
が
す

べ
て
流
失
し
た
の
に
、 

八
幡
在
所
に
す
で
に
あ
っ
た
は
ず
の
光
徳
院
、
宝
国
寺
、

不
磷
寺
の
各
寺
院
の
書
上
に
は
、
津
波
の
被
害
を
示
す
記
述
は
見
当
た
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
八
幡
在
所
周
辺
で
は
慶
長
の
津
波
に
よ
る
大
き
な
被
害
は

な
か
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
童
家
の
在
郷

屋
敷
と
家
中
屋
敷
が
八
幡
在
所
の
高
台
に
で
は
な
く
低
地
に
あ
る
こ
と
も
、
同

様
な
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

仙
台
藩
の
家
格
制
度
と
知
行
制
度

　

天
童
家
は
、
仙
台
藩
の
準
一
家
と
い
う
上
級
門
閥
家
臣
の
家
格
を
有
し
、
か

つ
、
在
所
拝
領
知
行
高
一
三
五
〇
石
（
一
三
五
貫
文
）
の
知
行
地
を
持
つ
領
主

で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
天
童
家
文
書
を
読
む
場
合
の
事
前
知
識
と
し
て
必
要
で

あ
る
。

　

鎌
倉
時
代
以
来
続
く
陸
奥
国
の
名
家
を
継
い
だ
伊
達
政
宗
は
、
豊
臣
秀
吉
の

全
国
統
一
過
程
で
独
立
領
主
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
所
領
を
失
っ
た
南
出
羽
・
陸

奥
両
国
の
戦
国
大
名
・
領
主
の
多
く
を
自
分
の
家
臣
と
し
て
召
し
抱
え
、
仙
台

藩
の
中
で
小
幕
藩
制
的
と
で
も
呼
べ
る
領
国
体
制
を
作
り
上
げ
た
。

　

そ
の
制
度
の
一
つ
の
表
れ
が
仙
台
藩
の
複
雑
な
家
格
制
度
で
あ
っ
た
。
上
級

門
閥
の
班
が
八
つ
あ
り
、
特
に
一
門
（
一
一
家
）
、
一
家
（
一
七
家
）
、
準
一
家

（
一
〇
家
）
、
一
族
（
二
二
家
）
の
四
つ
の
班
は
、
大
名
伊
達
家
と
の
擬
制
的
な

イ
エ
関
係
を
意
味
す
る
名
称
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
擬
制
的
な
イ
エ
関
係
が
単

な
る
名
称
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
天
童
家
文
書
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

　

家
格
と
は
別
の
序
列
編
成
原
理
と
し
て
知
行
制
度
が
あ
っ
た
。
仙
台
藩
で
は
、

幕
末
ま
で
上
級
家
臣
（
馬
上
役
以
上
、
原
理
的
に
は
知
行
高
一
〇
〇
石
以
上
）

に
地
方
知
行
を
領
地
と
し
て
宛
行
い
、
そ
こ
か
ら
家
臣
の
責
任
で
年
貢
諸
役
の

徴
収
を
行
わ
せ
る
制
度
を
採
っ
た
。
普
通
の
知
行
で
は
、
拝
領
の
対
象
と
な
っ

た
の
が
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
田
畑
（
百
姓
の
屋
敷
地
は
畑
と
し
て
扱
わ
れ
た
）

だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
地
目
（
例
え
ば
町
場
、
港
、
山
林
、
川
、
野
原
）
は
知

行
地
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仙
台
藩
に
お
い
て
一
部
の
上
級

家
臣
に
は
、
城し

ろ

、
要よ

う
が
い害

、
所

と
こ
ろ

、
在ざ

い
し
ょ所

拝
領
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
拝
領
形
態
が
あ

り
、
天
童
家
は
、
宮
城
郡
八
幡
村
の
知
行
地
で
在
所
を
拝
領
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
城
・
要
害
・
所
と
在
所
拝
領
の
違
い
は
、
前
者
に
は
町
場
が
知
行
の
一
部

と
し
て
含
ま
れ
、
そ
の
町
場
に
対
し
拝
領
の
給

き
ゅ
う
に
ん

人
が
一
定
の
警
察
・
裁
判
権
お

よ
び
徴
税
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
つ
の
形
態
に
共

通
し
て
、
在
郷
屋
敷
、
家
中
・
足
軽
・
寺
屋
敷
、
お
よ
び
山
林
を
知
行
の
一
部

と
し
て
拝
領
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
天
童
家
が
拝
領
し
た
は
ず
の
山
林
が
ど

こ
に
あ
っ
た
か
を
伝
え
る
史
料
は
伝
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
八
幡
村
に
は
宿
駅
・

町
場
は
な
か
っ
た
の
で
所
拝
領
な
ど
に
な
る
条
件
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

註
１　
　

『
多
賀
城
市
史
』
２
近
世
・
近
現
代
、
五
七
頁
。

註
２　
　

関
係
す
る
系
譜
類
は
、
『
多
賀
城
市
史
』
５
歴
史
資
料
（
一
）
、
三
〇
一
～
三
〇
四
頁
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

註
３　
　

『
多
賀
城
市
史
』
５
歴
史
資
料
（
二
）
、
四
五
五
～
四
六
八
頁
所
収
。
以
下
、
本
文
で
引
用
す
る
場
合
、
該
当
す
る
頁

　
　
　

番
号
を
本
文
で
括
弧
内
に
て
示
す
。

註
４　
　

般
若
寺
の
書
上
で
は
宝
永
年
中
（
一
七
〇
四
～
一
七
一
〇
年
）
の
出
火
で
寺
の
記
録
が
焼
失
し
た
こ
と
（
四
六
四
頁
）

　
　
　

が
明
記
さ
れ
、
不
磷
寺
の
書
上
で
は
、
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
以
前
に
つ
い
て
確
か
な
記
録
が
な
く
年
号
な
ど
が
判

　
　
　

ら
な
い
と
記
録
が
残
っ
て
い
る
年
代
を
特
定
し
て
明
記
し
て
い
る
。
「
安
永
風
土
記
」
は
藩
か
ら
示
さ
れ
た
詳
細
な
雛

　
　
　

形
に
沿
っ
て
一
定
の
形
式
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
で
、
宝
国
寺
の
書
上
で
「
申
し
伝
え
」
と
書
か
ず
か
つ
記
録
の
消

　
　
　

失
に
つ
い
て
の
記
述
も
な
い
こ
と
は
単
な
る
偶
然
や
書
き
間
違
い
で
は
な
く
、
当
時
、
寺
に
確
か
な
記
録
が
あ
っ
て
そ

　
　
　

れ
に
基
づ
い
て
記
述
し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

註
５　
　

頼
澄
に
は
男
子
が
い
な
く
留
守
政
景
の
二
男
を
養
子
に
し
た
よ
う
に
、
天
童
家
は
、
留
守
家
と
も
縁
が
深
く
、
留
守

　
　
　

家
の
所
領
内
に
屋
敷
を
買
得
で
き
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
十
分
に
現
実
味
が
あ
る
と
い
え
る
。

註
６　
　

な
お
、
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の
記
述
の
別
の
解
釈
と
し
て
、
天
童
家
の
在
郷
屋
敷
が
も
と
か
ら
八
幡
村
に
置
か
れ
て

　
　
　

お
り
、
定
義
代
に
天
童
の
当
主
が
初
め
て
こ
こ
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
読
み
方
も
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

八
幡
村
は
、
戦
国
時
代
末
ま
で
に
留
守
家
の
所
領
に
含
ま
れ
て
い
た
。
「
利
府
」
が
留
守
家
旧
領
と
い
う
意
味
で
つ
か

　
　
　

わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
の
編
者
が
後
世
の
「
利
府
」
と
戦
国
期
末
の
「
利
府
」
の
範
囲
を
混
同
し
て
、

　
　
　

家
譜
で
は
別
の
場
所
の
よ
う
に
誤
認
し
て
書
い
た
可
能
性
も
ま
っ
た
く
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

註
７　
　

般
若
寺
の
安
永
風
土
記
で
は
、
津
波
に
よ
る
門
前
町
の
水
没
に
つ
い
て
「
何
年
以
前
之
義
ニ
御
座
候
哉
」
と
そ
の
年

　
　
　

代
を
不
明
と
し
て
い
る
（
『
多
賀
城
市
史
』
５
歴
史
資
料
（
二
）
、
四
六
五
頁
）
。
し
か
し
、
「
宮
城
郡
末
松
山
八
幡
宮
社

　
　
　

領
」
と
い
う
、
戦
国
時
代
の
検
地
帳
の
写
し
か
ら
、
般
若
寺
の
門
前
町
は
戦
国
時
代
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

　
　
　

き
る
（
『
多
賀
城
市
史
』
１
原
始
・
古
代
・
中
世
、
五
三
六
～
五
四
二
頁
）
。
戦
国
期
以
降
・
近
世
初
期
に
門
前
町
を
飲

　
　
　

み
込
む
ほ
ど
の
津
波
と
は
、
慶
長
の
大
津
波
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。





知
行
関
係





7

解　

説

　

現
存
す
る
天
童
家
最
古
の
知

ち
ぎ
ょ
う
あ
て
が
い
じ
ょ
う

行
宛
行
状
で
あ
る
。
大
名
と
家
臣
と
の
主
従
関
係
が
結
ば
れ
た
こ

と
の
証
と
な
る
基
本
文
書
で
、
武
家
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
文
書
で
あ
る
。
二
代
藩
主
忠
宗
の

代
に
藩
内
総
検
地
と
土
地
制
度
の
改
革
に
と
も
な
い
、
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
に
家
臣
全
員

に
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
。
天
童
家
の
知
行
地
（
領
地
）
は
二
ヶ
村
に
わ
か
れ
て
合
計
一
二
二
貫

六
〇
〇
文
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
の
仙
台
藩
の
貫
高
制
は
、
一
貫
文
一
〇
石
に
改
め
ら
れ
、
天
童

家
の
知
行
高
は
一
二
六
〇
石
相
当
と
な
っ
た
。
知
行
地
の
詳
細
を
示
す
目
録
は
現
存
し
な
い
。
本

文
最
終
行
の
止と

め

く句
は
、
「
仍
状
如
件
」
と
四
文
字
か
ら
な
り
、
厚
礼
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
主

従
関
係
の
基
本
文
書
で
あ
る
の
で
知
行
宛
状
に
は
大
名
自
身
の
黒
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
宛
名
の

最
後
の
「
殿
」
の
字
が
崩
さ
れ
、
相
手
に
対
す
る
大
名
の
優
位
を
表
現
し
て
い
る
。

江

刺

郡

軽

石

村

宮

城

郡

八
幡
村
於
右
両
村
都
合
百
弐
拾

弐
貫
六
百
文
之
所
下
行
之
訖
目
録
在

別　

紙

全
可
令
領
納
者
也
仍
状
如
件

　

寛
永
廿
一
申甲

年
八
月
十
四
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
殿

（
三
五
・
三
㎝
×
五
〇
・
〇
㎝
）

１ 
 

伊
達
忠
宗
領
知
黒
印
状　

 
(

№
０
０
５
１
２
）
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解　

説

　

伊
達
騒
動
の
後
に
大
名
と
な
っ
た
幼
少
な
亀
千
代
（
綱
村
）
の
地
位
を
固
め
る
た
め
に
、
家
臣

と
の
主
従
関
係
を
固
め
る
た
め
に
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
童
家
の
場
合
、

宮
城
郡
大
代
村
で
五
八
四
文
（
五
石
八
斗
四
升
）
の
新
田
開
発
が
終
了
し
検
地
を
受
け
て
い
た
の

で
、
そ
の
分
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
文
書
の
形
式
は
、
二
代
忠
宗
の
形
式
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
、
当
時
の
大
名
亀
千
代
（
の
ち
の
綱
村
）
個
人
の
考
え
方
が
ま
だ
文
書
形
式
に
反
映
さ
れ
て

い
な
い
。 江

刺
郡
軽
石
村
宮
城
郡
八
幡
村
大
代

村
於
右
三
ケ
村
都
合
百
弐
拾
八
貫
四
百

五
拾
六
文
之
処
下
行
之
訖
目
録
在

別　

紙

全
可

令

領

納

者

也

仍

状

如

件

　

寛
文
元
丑辛

年
十
一
月
十
六
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
修
理
殿

（
三
六
・
五
㎝
×
四
三
・
五
㎝
）

２　

伊
達
亀
千
代
領
知
黒
印
状　
　

（
№
０
０
５
１
３
）
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知
行
目
録

　
　

江
刺
郡
軽
石
村

一 

七
拾
壱
貫
九
百
拾
九
文

　
　
　

宮
城
郡
八
幡
村
内

一 

五
拾
五
貫
九
百
五
拾
三
文

　
　

同
郡
大
代
村
内

一 

五
百
八
拾
四
文

都
合
百
弐
拾
八
貫
四
百

五
拾
六
文　
　

御
墨
印

之
面
割
渡
申
候
百
姓

屋
敷
高
名
付
委

細
水
牒
有
之
者
也

仍
証
文
如
件

　
　

 
 
 
 

内
馬
場
藏
人
（
印
）

寛
文
元
年　
　
　
　

景
信
（
花
押
）  

　

十
一
月
十
六
日

　
　

 
 
 
 

木
村
久
馬
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

重
成
（
花
押
）

　
　

 
 
 
 

和
田
織
部
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

房
長
（
花
押
）

　
　

 
 
 
 

鴇
田
次
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

重
康
（
花
押
）

　
　

         

 
 
 
 
 
 
 
 

奥
山
大
学
（
印
）　

　
　
　
　
　
　
　
　

常
辰
（
花
押
）

 
 
 
 

天
童
修
理
殿

(

一
六
・
七
㎝
×
四
六
・
八
㎝
）

３　

知
行
目
録　
（
№
０
０
６
４
９
）
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解　

説

　

史
料
２
に
付
随
す
る
文
書
で
あ
る
。
知
行
目
録
の
役
割
は
、
宛
行
状
（
領
知
黒
印
状
）

に
示
さ
れ
た
知
行
高
の
所
在
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
で
あ
り
、
大
名
の
意
思
（
知
行
地
の

宛
行
）
を
実
行
に
移
す
た
め
に
必
要
な
行
政
文
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
署
名
人
は
、
大

名
で
は
な
く
、
藩
の
財
政
と
農
村
支
配
を
預
か
る
内
馬
場
蔵
人
以
下
五
名
の
出

し
ゅ
つ
に
ゅ
う
つ
か
さ

入
司
が
名

を
連
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
知
行
地
の
郡
村
名
を
示
し
た
だ
け
で
は
村
内
に
お
け
る
耕
地

片
の
実
際
の
所
在
が
特
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
知
行
目
録
に
「
水

み
ず
ち
ょ
う

牒
」
の
写
し

が
さ
ら
に
必
要
で
あ
っ
た
。
「
水
牒
」
と
は
「
御
図
帳
」
す
な
わ
ち
検
地
帳
の
こ
と
で
あ
る
。

百
姓
の
屋
敷
・
所
持
高
お
よ
び
そ
の
名
前
を
一
筆
ご
と
に
記
し
た
「
水
牒
（
帳
）
」
の
写

し
の
発
給
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
、
知
行
宛
行
状
に
記
さ
れ
た
貫
高
が
実
在
す
る
土
地
と

し
て
宛
が
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
知
行
目
録
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
水
牒
」
に
知
行
地

の
詳
細
を
別
に
記
載
す
る
こ
の
記
載
法
は
、
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
段
階
で
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
新
し
い
形
式
で
あ
る
。
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解　

説

　

江
刺
郡
軽
石
村
知
行
所
で
六
貫
三
一
一
文
（
六
三
石
一
斗
一
升
）
の
新
田
が
開
発
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
て
、
そ
の
分
を
天
童
家
の
知
行
地
に
繰
り
入
れ
る
た
め
に
発
給
さ
れ
た
宛
行
状
で
あ
る
。

文
書
の
形
式
は
、
史
料
１
・
２
の
黒
印
状
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
黒
印
状
で
は
、
知

行
地
の
合
計
高
を
一
三
四
貫
七
七
三
文
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
計
算
の
間
違
い
で
、
知
行
目
録

に
記
載
さ
れ
て
い
る
合
計
高
一
三
四
貫
七
六
七
文
が
正
し
い
。
知
行
目
録
に
記
載
さ
れ
た
実
際
の

合
計
が
次
の
宛
行
状
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

宮
城
郡
八
幡
村
大
代
村
江
刺
郡
軽
石
村
合
百

弐
拾
八
貫
四
百
五
拾
六
文
此
度
為
加
増
軽
石
村
六
貫

三
百
拾
壱
文
都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
七
拾
三
文
之
所

下
行
之
訖
目
録
在

別
紙

全
可
令
領
納
者
也
仍
状
如
件

寛
文
三
癸卯

年
十
二
月
廿
五
日
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
修
理
殿

（
三
五
・
二
㎝
×
四
九
・
三
㎝
）

４　

伊
達
亀
千
代
領
知
黒
印
状　
（
№
０
０
５
１
４
）　
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解　

説

　

史
料
４
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。

　
　
　

知
行
目
録

　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

　

一
七
拾
八
貫
弐
百
三
拾
文

　
　

宮
城
郡
八
幡
村
内
之
内

　

一
五
拾
五
貫
九
百
五
拾
三
文

　
　

同
郡
大
代
村
之
内

　

一
五
百
八
拾
四
文

　

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百

　

六
拾
七
文　
　

御
墨

　

印
之
面
割
渡
申
候

　

百
姓
屋
敷
高
名
付

　

委
細
水
帳
有
之

　

者
也
仍
証
文
如
件

　　
　
　

内
馬
場
蔵
人
（
印
）

　
　
　
　
　
　

景
信
（
花
押
）

寛
文
三
年

　

十
二
月
廿
五
日

　
　
　

和
田
織
部
（
印
）

　
　
　
　
　
　

房
長
（
花
押
）

　
　
　

鴇
田
治
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　

重
康
（
花
押
）

　

天
童
修
理
殿

（
三
三
・
三
㎝
×
四
六
・
四
㎝
）

５　

知
行
目
録　
（
№
０
０
６
５
８
）
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解　

説

①　

史
料
７
の
領
知
朱
印
状
の
封
書
で
あ
る
。
封
書
か
ら
、
朱
印
状
が
実
際
に
大
名
の
前
で
授
与

　

さ
れ
た
日
が
、
朱
印
状
に
書
か
れ
て
い
る
日
付
よ
り
五
ヶ
月
後
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

朱
印
状
の
日
付
は
綱
村
が
入
部
し
た
日
付
で
、
実
際
の
授
与
は
、
翌
年
の
正
月
に
行
わ
れ
た
こ

　

と
が
判
る
。
史
料
７
の
領
知
朱
印
状
の
日
付
を
み
る
と
、
発
給
さ
れ
た
日
が
欠
け
て
い
る
こ
と

　

に
気
が
つ
く
。
日
付
を
欠
く
こ
と
が
こ
れ
以
降
の
領
地
朱
印
状
に
継
承
さ
れ
る
。

②　

①
の
封
書
に
同
封
さ
れ
て
い
た
も
の
。

①

 
 

御
朱
印　

天
和
四
年
正
月
廿
一
日
朝　

御
二
丸
御
小
座
間

　
　
　
　
　

上
段
於　

御
前
頂
戴
之　

 

天
童
肥
後
定
義 

②
　

青
柳
を　

衣
に
ま
と
ふ

　
　
　
　
　
　

清
水
か
な

　
　

め
く
り

ほ
こ
ろ
ひ
後　

や
く
に

　
　
　
　
　
　

た
ゝ
す
も

　
　

ほ
こ
ろ
ひ
る

①
（
四
二
・
二
㎝
×
三
〇
・
五
㎝
）

②
（
三
三
・
四
㎝
×
二
八
・
四
㎝
）

６　

伊
達
綱
村
領
知
朱
印
状
封
上
書　
　

（
№
０
０
５
３
３
）

①

②
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綱
村
が
成
人
し
て
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
知
行
宛
行
状
で
あ
る
。
同
一
人
物
が
生
涯
に
二
度
も
家

臣
に
対
し
知
行
宛
行
状
の
一
斉
発
給
を
行
う
の
は
、
異
例
で
あ
る
。
文
書
の
形
式
は
、
綱
村
の
政

治
理
想
を
反
映
し
て
、
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
る
。
知
行
地
所
在
の
記
載
は
省
略
化
さ
れ
「
高
」

の
宛
が
い
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
て
お
り
、
領
知
朱
印
状
と
知
行
目
録
と
の
役
割
分
担
が
明
確

に
な
っ
て
い
る
。
本
文
末
の
止と

め

く句
は
、
「
仍
如
件
」
と
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
知
行
所
在
地
記
載

の
簡
略
化
と
あ
わ
せ
て
、
全
体
と
し
て
家
臣
に
対
し
薄
礼
化
さ
れ
、
大
名
の
優
位
性
を
表
し
て
い

る
。
最
も
目
を
引
く
の
は
、
「
伊
達
氏
代
十
九
代
綱
村
」
と
い
う
朱
印
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
武

家
社
会
で
朱
印
を
使
用
し
た
の
は
、
天
下
人
の
将
軍
だ
け
で
諸
大
名
以
下
の
武
家
は
、
忠
宗
の
知

行
宛
行
状
の
よ
う
に
「
黒
印
状
」
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
文
面
も
徳
川
将
軍
が
発
給
す
る

領
地
宛
行
状
と
全
く
同
一
の
も
の
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
陸
奥
国
で
仙
台
藩
を
小
幕
府
に
し
よ
う

と
す
る
綱
村
の
政
治
理
想
を
表
象
す
る
内
容
に
変
わ
っ
て
い
る
。
対
応
す
る
知
行
目
録
は
現
存
し

な
い
。

解　

説 　
　
　
　
　
　

天
童
肥
後
殿

江
刺
郡
軽
石
村
并
所
々

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾

七
文
目
録
在

別
紙

全
可
有
領
知
者
也

仍
如
件

　

天
和
三
年
八
月
日
（
朱
印
）

　　
　
　
　
　
　

天
童
肥
後
殿

（
三
五
・
九
㎝
×
四
九
・
八
㎝
）

（
包
紙:

四
七
・
二
㎝
×
三
三
・
八
㎝
）

７　

伊
達
綱
村
領
知
朱
印
状　

（
№
０
０
５
１
５
）



15

解　

説

　

史
料
９
の
領
知
朱
印
状
の
封
書
で
あ
る
。

　

綱
村
君
御
朱
印　
　
　

 

天
童
頼
真
頂
戴
之

　
　
　
　
　
　
　
　

貞
享
二
年
被
下
之

（
四
一
・
七
㎝
×
三
〇
・
三
㎝
）

８　

伊
達
綱
村
領
知
朱
印
状
封
上
書　

（
№
０
０
５
３
４
）



16

解　

説

　

内
容
と
形
式
は
、
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
の
も
の
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
天
童
家
の
当
主
、

肥
後
定
義
が
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
八
月
に
没
し
た
の
を
受
け
、
世
嗣
久
蔵
頼
真
が
跡
を
継
い

で
天
童
家
の
名
跡
を
安
堵
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
る
。
綱
村
の
代
以
降
、
こ
の
よ
う
な
形

で
家
臣
側
の
都
合
で
主
従
関
係
を
確
認
し
て
領
知
朱
印
状
を
発
給
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
天
童

家
に
残
さ
れ
た
こ
れ
以
降
の
領
知
朱
印
状
は
す
べ
て
、
藩
主
の
交
代
に
よ
っ
て
一
斉
に
だ
さ
れ
た

も
の
と
な
り
、
こ
の
こ
と
も
家
臣
に
対
し
大
名
が
自
分
の
地
位
の
優
位
性
を
さ
ら
に
高
め
た
こ
と

を
象
徴
的
に
示
す
。　

　
　
　
　
　
　

天
童
久
蔵
殿

江
刺
郡
軽
石
村
并
所
々
都
合
百
三
拾

四
貫
七
百
六
拾
七
文
目
録
在

別
紙

全
可
有
領
知

者
也
仍
如
件

　

貞
享
二
年
九
月
晦
日
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
　

天
童
久
蔵
殿

（
三
五
・
七
㎝
×
五
〇
・
〇
㎝
）

（
包
紙:

四
七
・
一
㎝
×
三
三
・
七
㎝
）

９　

伊
達
綱
村
領
知
朱
印
状　
（
№
０
０
５
１
６
）
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解　

説

　

史
料
11
の
領
知
朱
印
状
の
封
書
で
あ
る
。

吉
村
君
御
朱
印 

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
頼
真
被
下
之

 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

宝
永
元
年
六
月
十
六
日
奥
御
対
面
所
上
段
於

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

 

御
前
名
代
成
頼
頂
戴
之

（
四
一
・
五
㎝
×
三
〇
・
五
㎝
）

10　

伊
達
吉
村
領
知
朱
印
状
封
上
書　
（
№
０
０
５
３
５
）



18

解　

説

　

五
代
藩
主
の
襲
封
に
と
も
な
い
、
家
臣
に
対
し
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。
形

式
は
、
綱
村
代
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

天
童
淡
路
殿

江
刺
郡
軽
石
村
之
内
并
所
々

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

目
録
在

別　

紙

全
可
有
領
知
者
也
仍
如
件

宝
永
元
年
六
月
日
（
朱
印
）

　　
　
　
　
　
　

天
童
淡
路
殿

（
三
五
・
七
㎝
×
四
九
・
六
㎝
）

（
包
紙:

四
七
・
〇
×
三
三
・
七
㎝
）

11　

伊
達
吉
村
領
知
朱
印
状　
（
№
０
０
５
１
７
）
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史
料
11
の
領
知
朱
印
状
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
の
知
行
目
録
（
史
料
５
）

と
較
べ
る
と
、
際
立
つ
特
徴
が
三
つ
あ
げ
ら
れ
る
。

（
一
）
知
行
高
は
変
わ
ら
な
い
の
に
、
知
行
地
の
方
は
少
高
な
が
ら
周
辺
農
村
へ
と
少
し
ず
つ
分
散
し
て
い
る
。

軽
石
村
と
八
幡
村
で
「
倒
地
」
と
な
っ
た
耕
地
の
代
替
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
文
末
の
書
式
が
極
め
て
簡
略
化
さ
れ
、
「
水
牒
」
へ
の
言
及
も
消
え
て
い
る
。
知
行
目
録
が
本
来
持
っ
て

い
た
機
能
、
す
な
わ
ち
知
行
地
と
な
る
耕
地
片
の
特
定
と
い
う
役
割
は
実
質
的
に
失
わ
れ
て
い
る
。

（
三
）
形
式
と
し
て
は
、
極
め
て
薄
礼
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
、
署
名
人
の
布
施
以
下
三
名
は
、
か
つ

て
の
出
入
司
か
ら
、
藩
行
政
機
構
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
奉
行
職
（
他
藩
の
家
老
に
該
当
す
る
）
に
格
上
げ
さ

れ
て
い
る
。

　

知
行
目
録
の
形
式
は
こ
れ
で
固
定
さ
れ
、
藩
末
ま
で
至
る
。

　
　
　
　
　
　

天
童
淡
路
殿

　

 
 
 
 
 
 

知
行
御
割
目
録

一 

七
拾
六
貫
四
百
三
拾
四
文　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　

同
郡
栗
生
沢
村
之
内

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　
　

宮
城
郡
八
幡
村
之
内

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　
　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　

同
郡
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

同
郡
國
分
小
泉
村
之
内

 
 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　
　
　
　
　
　
　

布
施
和
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
安
（
印
）
（
花
押
）

　

宝
永
元
年
六
月

津
田
民
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
康
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

中
村
日
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
義
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　

 
 
 
 

天
童
淡
路
殿

（
三
三
・
六
㎝
×
四
一
・
九
㎝
）

（
包
紙:

四
一
・
九
㎝
×
三
〇
・
七
㎝
）

12　

知
行
目
録　

（
№
０
０
５
１
８
）

解　

説
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解　

説

　

六
代
藩
主
宗
村
の
代
初
め
に
家
臣
に
一
斉
に
出
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。
形
式
は
、
基
本

的
に
綱
村
代
の
も
の
を
継
承
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
止
句
に
使
わ
れ
た
「
全
く
領
知
有
る
可

き
」
の
言
葉
が
改
め
ら
れ
、
「
領
知
」
が
「
収
納
」
に
格
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
綱
村
・
吉
村
の
代

に
進
め
ら
れ
た
大
身
家
臣
の
知
行
地
支
配
権
整
理
の
結
果
、
知
行
地
に
町
場
を
含
ま
な
い
家
臣
の

朱
印
状
か
ら
「
領
知
」
す
な
わ
ち
「
支
配
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
取
り
除
か
れ
、
よ
り
限
定
的
な

年
貢
徴
収
権
を
意
味
す
る
「
収
納
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
天
童
家
の
八
幡
村
拝
領
が
町
場
（
定

期
市
の
開
催
を
認
め
ら
れ
伝
馬
役
を
負
担
す
る
区
画
）
を
含
ま
な
い
「
在
所
拝
領
」
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
。
以
後
、
領
地
朱
印
状
は
、
こ
の
形
式
が
幕
末
ま
で
引
き
継
が
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

天
童
彦
三
郎
殿

宮
城
郡
八
幡
村
之
内
并
所
々
都
合

百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文
目
録
在

別
紙

全

可
有
収
納
仍
如
件

　

延
享
元
年
六
月
日
（
朱
印
）

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

天
童
彦
三
郎
殿

（
三
五
・
五
㎝
×
四
七
・
一
㎝
）

（
包
紙:

四
七
・
五
㎝
×
三
三
・
〇
㎝
）

13　

伊
達
宗
村
領
知
朱
印
状　
（
№
０
０
５
１
９
）
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史
料
13
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

天
童
彦
三
郎
殿

　
　
　
　
　

知
行
御
割
目
録

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　
　

宮
城
郡
八
幡
村
之
内

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　
　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　

同
郡
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

同
郡
國
分
小
泉
村
之
内

一 

七
拾
六
貫
四
百
三
拾
四
文　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　

同
郡
栗
生
沢
村
之
内

　
　

 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

 

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　

延
享
元
年
六
月
日　

黒
沢
要
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俊
栄
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
孫
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
康
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
対
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
信
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
條
監
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
頼
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

天
童
彦
三
郎
殿

（
三
四
・
一
㎝
×
一
二
八
・
八
㎝
）

（
包
紙:

四
二
・
〇
㎝
×
三
二
・
〇
㎝
）

14　

知
行
目
録　
（
№
０
０
５
２
０
）

解　

説
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史
料
16
の
領
知
朱
印
状
の
封
書
で
あ
る
。

解　

説
重
村
君
御
朱
印　
　
　
　
　
　

天
童
頼
根
被
下
之

 

　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
八
年
七
月
朔
日
頂
戴
之（

三
七
・
八
㎝
×
二
八
・
八
㎝
）

15　

伊
達
重
村
領
知
朱
印
状
封
上
書　
（
№
０
０
５
３
７
）
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解　

説

　

七
代
藩
主
重
村
の
襲
封
に
と
も
な
い
、
家
臣
に
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。
形

式
は
、
史
料
13
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
（
以
下
、
同
じ
）
。

　
　
　
　
　
　

天
童
備
後
殿

宮
城
郡
八
幡
村
之
内
并
所
々
都
合

百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文
目
録
在

別
紙

全
可
有
収
納
仍
如
件

　

宝
暦
八
年
七
月
日
（
朱
印
）

　　
　
　
　
　
　

天
童
備
後
殿

（
三
五
・
七
㎝
×
四
七
・
八
㎝
）

　
　

（
包
紙:

四
七
・
二
㎝
×
三
二
・
八
㎝
）

16　

伊
達
重
村
領
知
朱
印
状　
（
№
０
０
５
２
１
）
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解　

説

　

史
料
16
の
領
地
朱
印
状
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

天
童
備
後
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知
行
御
割
目
録

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　
　

宮
城
郡
八
幡
村
之
内

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　
　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　

同
郡
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

同
郡
國
分
小
泉
村
之
内

一 

七
拾
六
貫
四
百
三
拾
四
文　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　

同
郡
栗
生
沢
村
之
内

　

 
 
 
 
 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
内
匠

 
 
 
 

宝
暦
八
年
七
月
日 

 
 
 

善
信
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
嶋
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
康
（
印
）
（
花
押
）

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
條
監
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
頼
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
義
（
印
）
（
花
押
）

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

天
童
備
後
殿

（
三
四
・
三
㎝
×
一
三
三
・
七
㎝
）

（
包
紙:

四
二
・
六
㎝
×
三
〇
・
三
㎝
）

17　

知
行
目
録　
（
№
０
０
５
２
２
）



25

解　

説

　

八
代
藩
主
齋
村
の
襲
封
に
と
も
な
い
、
家
臣
に
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。
。

　
　
　
　
　
　
　

天
童
内
膳
殿

宮
城
郡
八
幡
村
之
内
并
所
々
都
合

百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文
目
録
別

在　

紙

全
可

有
収
納
仍
如
件

　

寛
政
四
年
七
月
日
（
朱
印
）

　　
　
　
　
　
　
　

天
童
内
膳
殿

（
三
五
・
五
㎝
×
四
七
・
五
㎝
）

（
包
紙:

四
七
・
八
㎝
×
三
二
・
五
㎝
）

18　

伊
達
齊
村
領
知
朱
印
状　

（
№
０
０
５
２
３
）
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19　

知
行
目
録　
（
№
０
０
５
２
４
）

解　

説

　

史
料
18
の
領
知
朱
印
状
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

天
童
内
膳
殿

　
　
　
　
　

 

知
行
御
割
目
録

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　
　

宮
城
郡
八
幡
村
之
内

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　
　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　

同
郡
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

同
郡
國
分
小
泉
村
之
内

一 

七
拾
六
貫
四
百
三
拾
四
文　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　

同
郡
栗
生
澤
村
之
内

　
　

 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
田
舎
人

　

寛
政
四
年
七
月
日　
　
　

良
知
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
賀
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
雅
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
対
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
信
（
印
）
（
花
押
）

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
藤
伊
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
信
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

泉
田
大
隅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

倫
時
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
但
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
義
（
印
）
（
花
押
）

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
童
内
膳
殿

（
三
三
・
六
㎝
×
一
六
四
・
七
㎝
）

（
包
紙:

四
一
・
四
㎝
×
三
〇
・
〇
㎝
）



27

解　

説

　

一
〇
代
藩
主
齋
宗
の
襲
封
に
と
も
な
い
、
家
臣
に
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。

寛
政
八
年
九
月
に
襲
封
し
た
幼
少
の
大
名
第
九
代
周ち

か
む
ら村

の
代
の
領
知
朱
印
状
お
よ
び
目
録
は
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

宮
城
郡
八
幡
村
之
内
并
所
々

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

目
録
在

別　

紙

全
可
有
収
納
仍
如
件

　

文
化
九
年
十
月
日
（
朱
印
）

　
　

　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

（
三
五
・
八
㎝
×
四
七
・
五
㎝
）

（
包
紙:

四
七
・
〇
㎝
×
三
二
・
〇
㎝
）

20　

伊
達
齊
宗
領
知
朱
印
状　

（
№
０
０
５
２
５
）



28

解　

説

　

史
料
20
の
領
知
朱
印
状
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

　
　
　
　

知
行
御
割
目
録

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　
　

宮
城
郡
八
幡
村
之
内

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　
　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　

同
城
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

同之
内
郡
國
分
小
泉
村

一 

七
拾
六
貫
四
百
三
拾
四
文　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　

同
郡
栗
生
澤
村
之
内

　

 
 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
孫
兵
衛

　

文
化
九
年
十
月
日　
　
　

良
康
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
田
豊
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

準
直
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
勘
解
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昌
信
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
前
和
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
文
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
倉
小
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
典
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
日
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
景
（
印
）
（
花
押
）

　　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

（
三
三
・
四
㎝
×
一
六
三
・
〇
㎝
）

（
包
紙:

四
〇
・
七
㎝
×
三
〇
・
四
㎝
）

21　

知
行
目
録　

（
№
０
０
５
２
６
）



29

解　

説

　

一
一
代
藩
主
齋
義
の
襲
封
に
と
も
な
い
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
童
右
近
介
殿

宮
城
郡
八
幡
村
之
内
并
所
々
都
合

百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文
目
録
在

別　

紙

全
可
有
収
納
仍
如
件

　

文
政
三
年
六
月
日
（
朱
印
）

　　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

（
三
五
・
七
㎝
×
四
七
・
五
㎝
）

　
　

（
包
紙:

四
六
・
二
㎝
×
三
一
・
七
㎝
）

22　

伊
達
齊
義
領
知
朱
印
状　
（
№
０
０
５
２
７
）



30

解　

説

　

史
料
22
の
領
知
朱
印
状
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。
江
刺
郡
軽
石
村
知
行
地
の
う
ち
「
倒
地
」
と
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
土
地
一
貫
七
八
八
文
（
一
七
石
八
斗
八
升
）
の
代
替
地
で
あ
ろ
う
土
地
を
同
郡
角
掛
村
で
割
り
与
え

ら
れ
て
い
る
。
宝
暦
・
天
明
の
大
飢
饉
に
よ
っ
て
領
内
で
多
量
の
荒
地
・
倒
地
が
生
じ
て
家
臣
た
ち
の
年
貢
収
入

を
圧
迫
し
て
い
た
の
に
、
そ
の
代
替
地
を
割
り
与
え
る
余
裕
は
藩
に
は
な
く
、
替
地
願
を
悉
く
却
下
し
て
き
た
。

一
八
二
〇
年
ご
ろ
に
な
っ
て
よ
う
や
く
家
臣
知
行
地
の
荒
廃
に
対
し
あ
る
程
度
の
保
障
を
す
る
余
裕
が
藩
に
生
じ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

平
賀
美
濃

　

文
政
三
年
六
月
日　

 
 
 
 

　

 
 

雅
幹
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

石
田
豊
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

準
直
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

後
藤
孫
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

　

良
康
（
印
）
（
花
押
）

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
藤
勘
解
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

元
長
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

福
原
縫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

資
氏
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

松
前
和
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

廣
文
（
印
）
（
花
押
）

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
童
右
近
介
殿

（
三
三
・
〇
㎝
×
一
七
〇
・
二
㎝
）

（
包
紙:

四
〇
・
九
㎝
×
三
〇
・
〇
㎝
）

　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
之
介
殿

　
　
　
　

知
行
御
割
目
録

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　

 

　

宮之
内
城
郡
八
幡
村

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　

 

　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　

 

　

同
郡
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　

 

　

同之
内
郡
國
分
小
泉
村

一 

七
拾
四
貫
六
百
四
拾
六
文　

 

　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　

 

　

同之
内
郡
栗
生
澤
村

一 

壱
貫
七
百
八
拾
八
文　
　
　

 

　

同
郡
角
掛
村
之
内

23　

知
行
目
録　
（
№
０
０
５
２
８
）



31

解　

説

　

一
二
代
齋
邦
の
襲
封
に
と
も
な
い
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
童
内
記
殿

宮
城
郡
八
幡
村
之
内
并
所
々
都
合

百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文
目
録
在

別　

紙

全
可
有
収
納
仍
如
件

　

文
政
十
一
年
六
月
日
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
内
記
殿

（
三
五
・
九
㎝
×
四
七
・
三
㎝
）

　
　

（
包
紙:

四
六
・
七
㎝
×
三
二
・
三
㎝
）

24　

伊
達
齊
邦
領
知
朱
印
状　
（
№
０
０
５
２
９
）



32

解　

説

　

史
料
24
の
領
知
朱
印
状
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

天
童
内
記
殿

　

 
 
 
 
 
 
 
 

知
行
御
割
目
録

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　
　

宮
城
郡
八
幡
村
之
内

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　
　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　

同
郡
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

同之
内
郡
國
分
小
泉
村

一 

七
拾
四
貫
六
百
四
拾
六
文　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　

同之
内
郡
栗
生
澤
村

一 

壱
貫
七
百
八
拾
八
文　
　
　
　

同
郡
角
掛
村
之
内

　

 
 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

芝
多
佐
渡

 
 

文
政
十
一
年
六
月
日　
　

常
熈
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
大
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
生
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
原
縫
殿

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

資
氏
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
泉　

杢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
規
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
前
采
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
文
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

天
童
内
記
殿

　

（
三
三
・
七
㎝
×
一
五
六
・
七
㎝
）

（
包
紙:

四
一
・
五
㎝
×
三
〇
・
六
㎝
）

25　

知
行
目
録　
（
№
０
０
５
３
０
）



33

解　

説

　

最
後
の
藩
主
と
な
っ
た
一
三
代
慶
邦
の
襲
封
に
と
も
な
い
、
一
斉
に
発
給
さ
れ
た
領
知
朱
印
状

で
あ
る
。 　

　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

宮
城
郡
八
幡
村
之
内
并
所
々
都
合

百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文
目
録
在

別　

紙

全
可
有
収
納
仍
如
件

　

天
保
十
三
年
八
月
日
（
朱
印
）

　　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

（
三
五
・
七
㎝
×
四
七
・
三
㎝
）

　
　

（
包
紙:

四
九
・
〇
㎝
×
三
二
・
八
㎝
）

26　

伊
達
慶
邦
領
知
朱
印
状　
（
№
０
０
５
３
１
）



34

解　

説

　

史
料
26
に
付
随
す
る
知
行
目
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
之
介
殿

　
　
　
　
　

知
行
御
割
目
録

一 

五
拾
五
貫
九
百
六
拾
九
文　
　

宮
城
郡
八
幡
村
之
内

一 

九
百
八
拾
三
文　
　
　
　
　
　

同
郡
田
中
村
之
内

一 

百
九
拾
五
文　
　
　
　
　
　
　

同
郡
中
野
村
之
内

一 

七
百
三
拾
弐
文　
　
　
　
　
　

同之
内
郡
國
分
小
泉
村

一 

七
拾
四
貫
六
百
四
拾
六
文　
　

江
刺
郡
軽
石
村
之
内

一 

四
百
五
拾
四
文　
　
　
　
　
　

同之
内
郡
栗
生
澤
村

一 

壱
貫
七
百
八
拾
八
文　
　
　
　

同
郡
角
掛
村
之
内

　

 
 
 

都
合
百
三
拾
四
貫
七
百
六
拾
七
文

右
之
通
被
下
置
旨
依　

仰
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
前
和
泉

　

天
保
十
三
年
八
月
日　
　

廣
憲
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
田
豊
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
直
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

芝
多
對
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
熈
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
大
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
良
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
條
監
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
直
（
印
）
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
殿

（
三
四
・
一
㎝
×
一
五
三
・
二
㎝
）

（
包
紙:

四
〇
・
九
㎝
×
三
〇
・
九
㎝
）

27　

知
行
目
録　
（
№
０
０
５
３
２
）



35

解　

説

　

領
知
朱
印
状
お
よ
び
知
行
目
録
の
封
で
あ
る
が
、
「
御
朱
印
添
御
目
録
」
の
記
述
内
容
が
謎
で

あ
る
。
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
八
月
二
八
日
に
、
五
代
吉
村
の
治
世
中
に
津
田
又
二
郎
（
民
部

武
康
、
家
譜
に
よ
る
と
正
徳
二
年
段
階
で
は
職
に
就
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
『
伊

達
世
臣
家
譜
』
続
編　

第
二
巻
、
五
五
～
五
六
頁
）
が
「
留
守
居
之
者
」
（
重
臣
の
仙
台
屋
敷
家

老
の
よ
う
な
役
職
の
人
た
ち
）
を
呼
び
集
め
た
と
こ
ろ
、
天
童
家
か
ら
菊
地
次
兵
衛
が
出
て
知
行

目
録
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
徳
二
年
八
月
の
日
付
の
知
行
目
録
の
現

物
も
な
く
、
ま
た
、
こ
の
年
に
家
臣
に
対
し
領
知
朱
印
状
の
一
斉
発
給
が
行
わ
れ
た
形
跡
も
な
い
。

史
料
12
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
六
月
付
の
知
行
目
録
が
こ
の
年
に
実
際
に
発
給
さ
れ
た
と
考
え

る
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
知
行
目
録
が
家
臣
本
人
で
は
な
く
そ
の
留
守
居
に
手

渡
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
知
行
目
録
の
重
要
性
の
低
下
を
示
す
も
の
と
解
釈
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
徳
弐
辰
八
月
廿
八
日
津
田
又
次
郎
殿

御
朱
印
添
御
目
録 

 
 
 

出
番
何
も
一
同

ニ

留
守
居
之
者
共
御
呼
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

被
相
渡
菊
地
次
兵
衛
罷
出
受
取
之

（
三
九
・
五
㎝
×
二
九
・
一
㎝
）
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知
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録
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６
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朱
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三
通

 
 
 
 
 
 
 

外　

添
御
目
六
一
通

（
三
九
・
五
㎝
×
二
九
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一
㎝
）
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中
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中
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内
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畑
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畑
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足
軽
屋
鋪

都
嶌

天
童
肥
後
屋
敷

竪
　
四
十
二
間

横
　
四
十
壱
間

此
内
足
軽
屋
敷
壱
間
入

元
来
要
害
ノ

地
ニ

無
御
座
候

古
館
下
ニ

御
座
候

土手並杉　此川原土手築立仕候ニ付被相住候事

宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
肥
後
屋
鋪
壱
軒
六
拾
二
軒
之
内

家
中
屋
鋪
三
十
六
軒
足
軽
屋
鋪
二
十
六
軒

除
屋
敷
有
赤
星
四
拾
五
軒
御
竿
下
ハ
青
星
拾
八
軒
除
屋
鋪
不
足
ニ

付

如
是
御
座
候
事

天
和
元
年
十
一
月
十
五
日
御
尋
ニ

付
公
義
江

指
出
候
絵
図
之
写

右
絵
図
古
損
申
候
ニ

付
此
度
相
改
如
此
記
者
也
文
政
丙

七
年
二
月
吉
辰
日
写
取

只
今
之
御
殿
之
内
エ

家
中
屋
鋪
相
入
候
ニ

付
小
泉
邑
ニ
而

畑
ニ
而

被
下
置
候
事
ニ

相
見
得
申
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
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持
用

蒲
生ヨ

リ
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宮
城
郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
絵
図
（
№
０
０
５
４
６
）
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改
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６
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解　

説

　

天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
四
月
一
日
に
幕
府
老
中
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
応
え
て
、
仙

台
藩
で
は
、
重
臣
た
ち
が
抱
え
て
い
た
在
郷
屋
敷
の
調
査
を
行
い
、
こ
の
図
面
の
原
画

は
、
そ
の
調
査
の
一
環
と
し
て
作
成
さ
れ
藩
（
「
公
義
」
）
に
指
し
出
さ
れ
た
。
天
童
家
で

控
え
を
保
存
し
て
い
た
が
痛
み
が
ひ
ど
く
な
っ
た
た
め
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
に
天

童
家
で
新
た
に
複
写
を
作
っ
た
。
赤
星
（
点
）
が
付
い
て
い
る
屋
敷
は
「
除
屋
敷
」
で
知

行
高
の
内
に
含
ま
れ
な
い
も
の
、
青
星
（
点
）
が
付
い
て
い
る
も
の
は
、
「
御
竿
下
」
す

な
わ
ち
検
地
帳
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
高
付
の
土
地
を
屋
敷
に
変
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
す
。
両
方
を
合
わ
せ
た
数
が
天
童
家
の
家
中
（
侍
）
お
よ
び
足
軽
の
屋
敷
と
な
り
、
家

中
屋
敷
三
六
軒
、
足
軽
屋
敷
二
六
件
、
合
わ
せ
て
六
二
軒
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

除
屋
敷
は
四
五
軒
（
天
童
家
自
身
の
屋
敷
を
含
む
）
、
自
分
取
り
立
て
屋
敷
（
青
星
）
は

一
八
軒
あ
っ
た
。
屋
敷
の
配
置
は
、
天
童
家
の
屋
敷
を
中
心
に
左
右
に
伸
び
て
い
る
。
図

の
左
側
に
家
中
屋
敷
、
右
側
に
は
足
軽
と
寺
屋
敷
が
集
中
し
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
基
本

的
に
は
身
分
に
応
じ
た
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
空
間
は
、
天
童
家
の
家
中
寺
で
あ

る
光
徳
院
前
で
土
手
（
黒
い
線
）
と
枡
形
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
お
り
、
身
分
的
な
差
異

が
視
覚
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
右
側
の
足
軽
屋
敷
に
交
じ
っ
て
星
印
の
な
い
百
姓
屋
敷
が

七
軒
、
そ
し
て
寺
屋
敷
（
不
磷
寺
）
が
一
軒
交
じ
っ
て
お
り
、
右
側
に
お
い
て
は
、
天
童

家
と
臣
従
関
係
に
な
い
者
も
住
居
を
構
え
て
お
り
、
身
分
に
よ
る
区
別
が
貫
徹
し
て
い
な

い
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
。

　

天
童
家
の
屋
敷
は
、
中
世
の
八
幡
家
の
館
が
あ
っ
た
「
古
舘
」
の
丘
陵
に
は
置
か
れ
て

お
ら
ず
、
館
山
か
ら
少
し
離
れ
た
平
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
天
童
家
の
屋
敷
こ
そ
往
来
か

ら
外
れ
て
い
る
が
、
家
中
・
足
軽
屋
敷
の
配
置
は
、
基
本
的
に
往
来
に
沿
う
形
に
な
っ
て

い
る
。
江
戸
時
代
の
地
形
が
残
る
と
考
え
ら
れ
る
明
治
の
近
代
地
図
で
こ
の
道
の
形
を
確

認
す
る
と
、
天
童
家
の
屋
敷
だ
け
で
は
な
く
、
家
臣
団
の
屋
敷
も
中
世
の
館
お
よ
び
そ
の

館
下
町
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
区
画
の
中
心
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

近
世
の
八
幡
在
所
の
形
は
、
中
世
の
館
下
町
か
ら
位
置
を
少
し
外
し
て
、
七
ヶ
浜
方
面
に

伸
び
る
街
道
か
ら
塩
釜
に
抜
け
る
脇
道
と
し
て
一
七
世
紀
初
頭
の
慶
長
年
間
（
一
五
九
六

～
一
六
一
四
年
）
に
新
た
に
開
発
さ
れ
た
武
家
駐
屯
地
で
あ
る
形
と
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
背
後
の
古
舘
を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
位
置
で
は
慶
長
の
大
津
波
の

被
害
が
深
刻
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
往
来
に
武
家
街
が

直
接
面
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
武
家
街
の
中
に
百
姓
屋
敷
な
ど
が
混
在
し
て
い
る
こ
と

は
、
近
世
的
な
身
分
制
が
徹
底
す
る
以
前
の
早
い
時
期
に
そ
の
原
型
が
出
来
上
が
っ
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

八幡付近の地図

（「塩竈」明治 24 年 第二師団参謀部測量・製版より）
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懸
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八

31　

素
風
土
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（
№
０
０
５
４
５
）
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右
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狭
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右
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作
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被
下

居
懸
り

之
屋
敷
ハ
御
用
地
被
召
上
御
百
性
長
右
衛
門
志
願
之
上

金
（
１
）

拾

八

切

調

達

仕

右

屋

敷

拝

領

被

成

下

候
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太

夫

父
幾
右
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以
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瀧
口
丈
右
衛
門

右
同
人
屋
敷
天
明
五
年
御
百
性
太
郎
兵
衛
志
願
上
金
之
由

操
松
院
様
御
始
末
ニ
而

金
拾
四
切
上
金
仕
右
屋
敷
被
下

勿
論
夫

（
２
）

馬
等
可
相
務
由
申
上
候
、
尤
同
人
屋
敷
之
内
御
散
田

少
高
有
之
候
由
ニ
而

先
年
夫
馬
等
相
勤
候
所
中
古
よ
り
代

納
ニ

至
来
候
所
右
屋
敷
被
下
候
ニ

付
夫
馬
等
相
勤
候
筈

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湯
本
仁
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家
跡
無
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
覚
左
衛
門

右
家
跡
無
之
ニ

付
御
知
行
并
外
ニ

御
知
行
取
合
抱
目
ニ　
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被

成

下

旧

屋

敷

被

下

置

娘
江

聟

養

子

瀧

口

正

同

様
ニ

御

足

軽

組

抜

麻

上

下

帯

刀

御

免

被

成

下

御
家
中
ニ

被
成
下
度

操

松

院

様

方

御

借

金

御

証
文

可

奉

返

上

由

志

願

ニ

付
如
願
被
成
下
候
事

　
　

但
長
右
衛
門
伜
加
右
衛
門
代
願
申
上
候
事

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
古
左
門
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
子
大
平

佐

藤

慶

治

旧

屋

敷

御

改

易

被　

仰

付

家

跡

没

収

家

作

前

ゝ

同

人

買

取

置

候

段

相

達

置

御

改
（
３
）

易

已

後

屋

敷

替
ニ

成

下

度

段

大

平

奉

願

寛

政

十

一

年

如

願

被

成

下

候

事

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
々
木
一
学

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
浦
利
右
衛
門

右

家

作

大

破
ニ

付

御

屋

敷

持

幸

吉

家

跡

無

之
ニ

付

家

屋

敷

共
ニ

被

成

下

候

揚

り

屋

敷
ニ

相

成

候

処

何

年

い
か
様
之
義
ニ
而

嘉
茂
左
衛
門
江

被
成
下
候
哉
不

（
４
）

束
当
時
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拝
領
屋
敷
之
由
ニ

首
（
５
）

尾
相
成
候
事
ニ

相
聞
得
候

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
山
新
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
右
衛
門

右
前
記
之
通
伏
谷
藤
大
夫
父
幾
右
衛
門
旧
屋
敷
品

　ゝ
　

    

前
記
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
十
郎

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家
跡
無
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
之
丞

右

家

跡

無

之

持

高

并

屋

敷

共
ニ

揚
り

屋

敷　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
浦
利
右
衛
門

御

屋

敷

持

幸

吉

家

跡

無

之
ニ

付

家

屋

敷

共
ニ

父

儀

兵

衛

代

天

明

年

中
ニ

拝

領

被　

仰

付

候

事

　

但

儀

兵

衛

不

被

下

候

於

冨

沢

多

悟

七
ニ

右

家

屋

　

敷
共
ニ

拝
領
被　

仰
付
候
儀
モ

有
之
候
追
ゝ
願
之
上

　

替
ニ

被
成
下
候
ニ

付
当
屋
敷
明
ニ

付
儀
兵
衛
ニ

被
下
候
事
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雉
子
ヶ
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 

御
家
中
屋
敷
之
内　

観
音
堂　

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

菊
地
九
十
九

操

松

院

様

御

借

金

御

証

文

可

奉 

瀧
口　

正

返
上
取
合
抱

（
６
）

目
被
渡
下
度
段
願
申
上

冨
沢
七
郎
右
衛
門
旧
屋
敷
出
奔
ニ

付
揚
り

屋
敷
正
内　
　
　

抱
目
被
渡
下
御
家
中
ニ

相
入
候
節
志
願
之
上
屋
敷 

　
　

共
被
成
下
候
事

　

追
ゝ
瀧
口
半
四
郎
跡
目　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
屋
敷

　

被
召
出
候
事　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
條
五
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
地

右

同

人

御

改

易

揚
り

屋

敷

当

時

兵

吉

様
江

被

遣

置

候

事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

揚
り

屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川
権
大
夫

瀧

口

庄

蔵

屋

敷
江

替
ニ

被

成

下

候
ニ

付

右

揚
り

屋

敷　

 

意

玄

様

御

住

居

之

地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
軍
記

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
幡
正
作
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右

ハ

裏

通

り

西

之

方

御

築

山

之

内

峯

下

よ

り

十

分

弐

位

山
江

構

通

屋

敷

之

内
ニ

有

之

候

境
江　

　

夘

木

植

置

候

由
ニ

相

聞

候

得

共

境

と

て

聢
と

之

儀
ハ

前
ゝ
よ
り
無
之
候
峯
よ
り
十
分
弐
位
之
下
迄
之
様
ニ

覚

申
候
前
ゝ
え
ん
志
ゆ
木
有
之
候
処
右
境
之
由
申
事
ニ
ハ

当
分
無
之
由
ニ

相
聞
得
申
候
御
築
山
之
内
赤
間
甚
右
衛
門

屋
敷
直
ニ

引
續
上
ニ
而

当
時
御
植
立
有
之
御
築
山
続
ニ
而

坂
並
之
通
人
込
候
所
ニ

有
之
追
ゝ
不
分
明
之
儀
可
有
之
候
事

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
西
裏
館
ト

云

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
廟
守
御
屋
敷
持 

 

与
右
衛
門

 

御
廟
下
ニ

屋
敷
有
之
候
処
御
在
郷
住
居
ニ

無
之
ニ

付

家
作
共
ニ

無
之
屋
敷
ハ
被
召
上
、
御
散
畑
ニ

直
抱
目
被
召

上
御
散
田
ニ

直
り
御
暇
等
之
訳
ハ
不
分
明
之
事
勝
手
定

（
７
）

仙
ニ

候

哉
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早
坂
市
之
丞　
　

御
足
軽　
　
　
　

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷　

 
 
 
 
 
 

赤
間
甚
右
衛
門

右

早

坂

市

之

丞

在

品

出

奔
ニ

付

家

跡

没

収

被　

仰

付

家
屋
敷
共
ニ

揚
り

屋
敷
長
谷
川
権
大
夫
等
拝
借
住
居
之

処
追
ゝ

返
上
後
右
甚
右
衛
門
よ
り
御
屋
敷
裏
江

杉
苗

三
千
本
植
方
指
上
可
申
候
間
右
家
屋
敷
共
ニ

拝
領
被
成
下

度
段
願
申
上
候
付
被
下
置
候
処
杉
苗
之
植
方
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御
（
８
）

撮
当
在
之
候
得
共
彼
是
ニ
而

何
方
ニ

植
方
相
成
候
と

申

渡

不

束
ニ

候

且

同

人

屋

敷

ハ

御

築

山

水

落

下

西

ハ

御

廟

之

水

落

下

至
而

窪

地

斗
ニ

而

全

躰

狭
キ

屋

敷
ニ

有

之

右

両

方

山

方

起

銘

高

付

抱

目

之

積
リ

を

以

起

方

申

渡

置

候

由
御

役

人

共

申

出

追

ゝ

ハ

抱

目

と

屋

敷

之

訳

不

分

明
ニ

可

相

成

事

　

御

廟

守

ニ

付

御

掃

除

ニ

付

右

之

分

御

宛

　

田
代
壱
反
被
下
置
候
由
ニ

候
処
大
不
掃
除
ニ

有
之
候

　

御
参
詣
道
筋
ニ

候
間
詰
ノ
御
門
脇
よ
り
山
道

　

通

り

掃

除

表

街

道

よ

り

御

廟

道

筋

両

 

　

方

通

用
ニ

相

成

候

様

掃

除

可

然

勿

論     

　

御

廟

共

ニ

不

掃

除

ニ

有

之

候

壱

反

者

　

米

三

俵

も

物

成

作

り

取

御

宛
ニ

ハ

不

引

合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
等

　

御

築

山

水

落

下

よ

り

夘

木

垣

之

通

裏
ハ

　

家

作

之

外

明

地

五

六

間

も

有

之

処

井

并

　

梅

木

等

前

ゝ

有

之

候

其

外

裏

御

散

畑
ニ

32



48

有

之

候

祖

父

加

左

衛

門

ふ

ち

高

献

上

仕

候
ニ

付

右
裏
屋
敷
ニ

廣
ヶ
被
下
度
段

操

松

院

様

御

吟

味
ニ

有

之

候

処

高

代
ニ

而

被

下

方

可

然

彼

是

御

吟

味

之

内

夘

木

通
り

之

構

筋

裏

行

土

手

際

迄

幅

七

八

間

程

裏

行

拾

間

程

之

所

屋

敷
ニ

被

成

下

旨

御

指

図

相

済

候

外

ハ

御

屋

敷

之

内

当

時

畑
ニ

相
成
居
候
事

御
直
畑

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
右
衛
門

敷
地
四
方
卯
木
垣
之
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
構
之
内

　

右
裏
明
地
畑
前
ゝ
よ
り
左
之
通

　

当
時

　

御
直
畑　

右
裏
沼
邊
家
跡
没
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
浪
清
右
衛
門

先

年

住

居

之

由
ニ

候

処

三

拾

年

来

家

作

無

之

明
地
ニ

候
処
追
ゝ
冨
沢
七
郎
左
衛
門
御
暇
ニ

付
同
人

屋

敷
江

替
ニ

被

成

下

候

処

同

人

養

子

昌

平
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永

代

御

暇

被

下

候
ニ

付

家

跡

没

収

今
ニ　

　

清

助

屋

敷

と

唱

候

御

屋

敷

之

内
ニ

而

明

地

也

右

五

軒

ハ

御

屋

敷

之

内

御

無

用

心

之

儀

御

吟

味

ニ

而

被

指

置

候

事

と

相

見

得

候

事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飛
井
三
洞

　

先
年
伊
藤
久
右
衛
門
不
調
法
御
改
易
ニ

付
三
洞
父
所
左
衛
門

　

替
ニ

被
成
下
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
大
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
地
明
地

　

佐

藤

廣

治

旧

屋

敷
江

替
ニ

被

成

下

候
ニ

付

揚
り

屋

敷

　

当
時　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
規
よ
り
居
懸
り

　

御
直
畑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
弥
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田　

始

　
　

当
時
家
作
無
之
ニ

付
旧
御
屋
敷
持
与
三
郎
家
作　

　
　

操
松
院
様
よ
り
被
下
置
屋
敷
拝
借
同
処
ニ

住
居　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
屋
敷

　
　
　
　

揚
り

屋
敷 

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

冨
沢
勘
吾
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右

御

足

軽

佐
々

木

甚

八

家

跡

無

之

没

収
ニ

付

家

作

無

之

屋

敷

斗

替
ニ

被

成

下

度

願

之

上

先

年

替
ニ

被
成
下
当
時
揚
り
屋
敷
当
時

御
直
畑　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
沢
勘
吾

　
　

当

時

被

下

置

屋

敷

佐

々

木

甚

八

旧

屋

敷
ト

　
　

替
ニ

被
成
下　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
跡
没
収
旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
昌
右
衛
門

 

右
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

前
記
之
通
百
性
太
郎
兵
衛
丈
右
衛
門
屋
敷
被
下
候
ニ

付
明

屋

敷
ニ

付

替
ニ

被

成

下

当

時

住

居

中

頃

伏

谷

長
左
衛
門
被
下
候
処
子
共
小
源
太
出
奔
没
収
ニ

付
如
斯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
市
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
跡
無
之
没
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
武
内

　

当

時

揚
り

屋

敷

兵

吉

様

御

知

行

之

内　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
与
八

41

42

43 44 45

 46
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右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
仁
平
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
権
大
夫

右

冨

沢

庄

蔵

旧

屋

敷

願

之

上

替
ニ

家

作

自

分

買

取

候

由

品

ゝ

前

記
ニ

有

之

　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
藤
清
之
丞

　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家
跡
無
之
御
足
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

赤
間
三
之
丞

右

揚

り

屋

敷

伊

藤

清

之

丞

殿
（
カ
）

屋

敷

狭
ニ

付

添

地

被
成
下
度
先
年
願
申
上
候
処
勤
功
無
之
添
地
等
ハ

難

被

成

下

願

被

相

返

明

屋

敷

之

通

御

散

畑

年

貢

上

納

を

以

預
り

居

候

哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
屋
敷
持
伊
三
郎
子
幸
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
足
軽　

　

可
平

右

幸

内

永

代

御

暇

願

之

上

被

成

下

揚
り

屋

敷
ニ

付

御

屋

敷

持

幸

吉

弟

多

門

抱

目

無

之

屋

敷

一

通

被

下

度

段

願

申

上

家

作

相

応
ニ

付

外

人

屋

首

尾

48495051
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相

成

候

処

病

死

家

跡

無

之
ニ

付

家

屋

敷

共
ニ

可

平

被

召

出

候

節

拝

領

被　

仰

付

候

事

　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り　

御
足
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
和
大
夫

　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
悦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
左
衛
門
旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口　

仕

右
瀧
口
文
左
衛
門
家
跡
無
之
ニ

付
仕
養
父
九
左
衛
門
江

文

左

衛

門

妻

縁

組

願

申

上

相

済

候

処

追
ゝ

従　
　

 

操
松
院
様
右
九
左
衛
門
ニ

文
左
衛
門
没
収
家
屋
敷
共

拝

領

被　

仰

付

当

時

住

居

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家
跡
無
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

鍛
治
屋
敷

先

年

鍛

治

某

住

居

之

所

家

跡

無

之

狭

敷

地

揚
り

屋

敷

御

散

畑

直

り

居

候

事

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
藤
大
吉
旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

羽
左
衛
門

御
徒
組
後
藤
大
吉
出
奔
家
跡
無
之
揚
り

屋
敷
羽
左
衛
門

屋

敷

焼

失

之

後

家

作

仕

度

候

間

右

屋

敷

替
ニ　

5354555657
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被
成
下
度
願
申
上
候
ニ

付
如
願
替
ニ

被
成
下
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
足
軽
郷
古
磯
右
衛
門
旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
沢
雲
右
衛
門

一
右
磯
右
衛
門
揚
屋
敷
ニ

替
ニ

被
成
下
度
段
度
ゝ
願

　

申

上

候

処

勤

功

無

之

替
ニ

難

被

成

下

願

被

相

返

　

追
ゝ

同
人
勤
仕
之
上
ニ

而
右
屋
敷
ニ

替
ニ

被
成
下

　

候

事

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伏
谷
五
郎
七

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
山
金
治

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家
跡
無
之
揚
り
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伏
谷
吉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伏
谷
小
源
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
田
権
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

585960616263
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右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
橋
半
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　

 
 
 
 
 
 

右

四

軒

ハ

御

年

貢

畑
ニ

直
ル

当

時

　

 
 
 
 
 
 

御

直

畑

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
山
折
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菅
谷
鹿
右
衛
門

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依
出
奔
家
跡
無
之
揚
り

屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
橋
正
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家
跡
無
之
揚
り

屋
敷

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　

 
 
 
 
 
 

右
両
屋
敷
御
年
貢
畑
ニ

直
ル

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

先
規
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
茂
市

　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
持

64
6566

6768

69
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先
年
よ
り
居
懸
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幸
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
藤
久
右
衛
門

　

 
 
 
 

右
久
右
衛
門
不
調
法
御
改
易
追
而

被
召
出
候
節

　

 
 
 
 

飛
井
三
洞
父
同
氏
所
左
衛
門
旧
屋
敷
拝
領
被

　

 
 
 
 

仰
付
候
当
時
住
居

　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

家

跡

無

之

揚
り

屋

敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
銀
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
持
羽
左
衛
門
替
候
旧
屋
敷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
替
ニ

被
成
下
候
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
九
左
衛
門
江

替
ニ

被
成
下
候
同
人
跡

　
　
　
　
　
　
　

屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
同
断

　
　
　
　
　
　
　

赤
間
甚
右
衛
門
ニ

替
ニ

被
成
下
候
同
人
跡

　
　
　
　
　
　
　

屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断

　
　
　

右
四
軒
御
年
貢
畑
被
相
渡
置
候
処
当
時

70

71

72

737475
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御
直
畑

　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
屋
敷
持
家
跡
無
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

五
郎
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
屋
敷

　
　

右
瀧
口
悦
右
衛
門
裏
隣
り

壱
軒
屋
敷
有
之

　
　

御
年
貢
畑
ニ

相
成
候
処
当
時

　
　

御
直
畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

座
頭 

旧
屋
敷

 　
　

右

伏

谷

五

郎

七

屋

敷

北

裏

有

之

候

御

年

貢

　
　

御

散

畑

之

由　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
足
軽
佐
々
木
甚
八

　
　
　
　
　
　

 
 
 

東
側　

御
屋
敷
持　
　

旧
屋
敷
揚
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

清
兵
衛
旧
屋
敷
揚
り

　
　
　
　
　
　

 
 
 

西
側　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
沢
雲
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
仕
屋
敷
裏　

旧
屋
敷

　
　

  

右

ハ

一

円

之

草

原
ニ

相

成

候

事

三
百
文
代
附
左
ニ　

　

一　

御

裏

林

続

御

足

軽

与

八

裏

通
り

よ

り

土

手

際

　
　

川

原

空

地

通
り

与

八

仁

平

次

権

大

夫

清

之

丞

　
　

三
之
丞
可
平
仕
雲
右
衛
門
屋
敷
裏
迄
之
所
江　

　

7677

78

7980
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山

萱

生

茂
り

神

無

月

霜

月

之

頃

者

毎

年

御

足

軽

共

之

苅

取

候

筈

を

以

見

合

一

両

日

も

苅

取

運

方

共
ニ

仕

御

屋

敷
江

先

年

相

納

候

事
ニ

前

例

有

之

候
、

往

年

ハ

右

萱

被

相

登

候

事

も

無

之

操

松

院

様

御

住

居

よ

り

如

何

様
ニ

御

始

末

相

成

居

候

哉
、

前

ゝ

ハ

前

条

之

通
ニ

有

之

候
、

凶

災

以

来

御

足

軽

不

人

数
ニ

相

成

候

而

前

例

之

通
ニ

斗
り

に

難

成

事

も

有

之

候
、

勿

論

御

裏

関

ノ

上

よ

り

新

所

川

邊

通
り

も

苅

方

相

納

候

事
ニ

御

座

候

御

屋

敷

持

前

ゝ

人

数

有

之

候

節

ハ

御

屋

敷

廻
り

之

草

取

掃

除

ハ

希

ゝ
ニ

ハ

家

勤
ニ

相

成

居

候

様

覚

申

候

八

幡

宮

御

神

事

掃

除

等

も

御

屋

敷

持

共
と

一一

候
へ
共
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〔
付
札
〕
１

右
ハ
為
案
内
之
近
ゝ
為
苅
見
可
申
候
と
存
居
候
〔 

欠 

〕
受
ニ　

　

自
分
屋
敷
裏
ニ
而

面
ゝ
知
り
候
由
物
之
様
ニ

覚
居
候
様
之
儀
も

申
聞
候
、
尤
明
屋
敷
召
上
之
義
等
も
何
之
理
屈
か
不
同
意

多
ニ

而
召
上
候
儀
至
而
歎
ケ
敷
由
ニ

相
見
得
申
候
、
兼
而
之
通

前

後

紛

乱

若

輩

之

義

共

申

出

候

事

共

御

座

候

覚
申
候

（
二
四
・
三
㎝
×
一
六
・
三
）
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〔
付
札
〕
２

右
両
屋
敷
ハ
両
人
没
収
之
後
今
野
治
左
衛
門
苗
代
ニ

起
し

高
ヲ

付
抱
目
被
成
下
度
願
相
添
候
□筈

ニ

候
処
弥
以
苗
代
ニ

相
成

居
候

哉
不
束
之

事
共
ニ
而

急
ニ

承
候
ヘ
ハ
間
ニ

合
等
ニ
而

却
而

無

然

御

座

候

手

を

廻

御

聞

可

被

成

候

事

〔
付
札
〕
３

前
ゝ

ハ

違

足

軽
并

屋

敷

持

等

人

数

至
而

不

足
ニ

相

成

候

間

前

例

之

通
ニ

ハ

中

々

難

及

事
ニ

候

得

共

侍

之

内

心

能

斗

も

諸
事
江

仕
兎
角
申
□

（
上
候
カ
）

□
ハ
仕
不
足
と
相
見
得
申
候
何
と
か　
　

内
ゝ
到
候
義
も
有
之
哉
難
計
事
共
ニ

御
座
候
的
場
之
掃
除
等
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

侍
共
と
相
見
へ
申
候
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解　

説

　

表
紙
に
は
「
素
風
土
記
」
と
あ
る
が
、
中
の
一
枚
目
の
「
御
在
邑
風
土
記
」
と
い
う
表

題
に
な
っ
て
い
る
。
表
紙
を
含
め
て
四
〇
頁
か
ら
な
る
大
変
長
い
帳
簿
状
の
史
料
で
あ
る
。

帳
簿
本
体
と
は
別
に
、
元
の
位
置
か
ら
は
が
れ
て
い
る
付
札
も
三
枚
付
随
す
る
。
作
成
者
、

宛
て
人
、
作
成
年
代
お
よ
び
作
成
の
目
的
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
内
容

か
ら
推
定
す
る
ほ
か
な
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
記
述
内
容
が
き
わ
め
て
難
解
で

謎
の
多
い
史
料
で
あ
る
。

史
料
の
内
容　

記
述
内
容
は
、
天
童
家
の
在
所
拝
領
の
地
に
含
ま
れ
る
屋
敷
の
所
有
者
を

確
定
し
、
屋
敷
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
そ
の
境
界
を
確
認
し
、
お
よ

び
天
童
家
の
家
中
、
足
軽
、
御
屋
敷
持
（
後
述
）
が
そ
れ
ぞ
れ
在
所
拝
領
の
中
で
従
来
担
っ

て
来
た
労
役
の
義
務
・
役
割
分
担
に
つ
い
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
記
述
の
中
に
は
こ

の
史
料
作
成
当
時
の
天
童
家
家
臣
団
お
よ
び
八
幡
在
所
に
つ
い
て
の
貴
重
な
情
報
が
た
く

さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
。
整
理
の
た
め
に
読
み
下
し
文
中
に
整
理
番
号
を
付
し
て
別
表
と
し

て
ま
と
め
て
お
い
た
。
記
述
そ
の
も
の
は
規
則
性
が
乏
し
く
、
極
め
て
難
解
で
あ
る
。
当

時
、
八
幡
に
住
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て
十
分
に
理
解
で
き
る
内
容
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

が
、
例
え
ば
、
藩
に
提
出
す
る
正
式
文
書
と
し
て
の
様
式
は
備
わ
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
別
表
と
し
て
ま
と
め
た
内
容
は
、
仮
説
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て

お
き
た
い
。
な
お
、
表
題
の
「
素
風
土
記
」
の
「
素
」
と
は
、
こ
の
帳
簿
が
下
書
き
的
な

性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、
「
ス
」
と
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

作
成
年
代　

文
中
に
し
ば
し
ば
「
操
松
院
様
」
の
名
前
が
み
ら
れ
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）

年
一
一
月
没
操
松
院
殿
鐡
岩
宗
貞
居
士
す
な
わ
ち
天
童
備
後
頼
根
の
こ
と
と
確
定
で
き

る
。
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
屋
敷
占
有
権
の
移
動
な
ど
の
出
来
事
の
多
く
が
頼
根
の

代
に
属
す
る
こ
と
が
判
る
。
さ
ら
に
14
番
の
庄
子
大
平
の
項
目
に
寛
政
一
一
（
一
七
九
九
）

年
に
大
平
が
願
に
よ
っ
て
佐
藤
慶
治
の
「
旧
屋
敷
」
を
取
得
し
た
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
史
料
の
作
成
年
代
が
寛
政
一
一
年
よ
り
後
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
一
方
で
、

史
料
作
成
の
下
限
を
示
す
明
確
な
記
述
は
な
い
。
そ
れ
を
推
定
す
る
手
掛
か
り
は
、
文
末

80
番
で
の
足
軽
た
ち
の
仕
事
内
容
を
記
述
す
る
中
で
、
「
凶
災
以
来
御
足
軽
不
人
数
に
相

成
」
と
あ
る
記
述
に
あ
る
。
足
軽
の
人
数
が
大
き
く
減
少
す
る
ほ
ど
の
「
凶
災
」
と
は
、

操
松
院
の
代
と
重
な
る
天
明
の
飢
饉
（
一
七
八
三
～
一
七
八
四
年
）
を
指
す
も
の
と
考
え

ら
れ
、
こ
の
史
料
の
作
成
の
下
限
を
次
の
天
保
の
飢
饉
（
一
八
三
三
～
一
八
三
六
年
）
以

前
と
推
定
で
き
る
。

作
成
の
目
的　

こ
の
史
料
の
一
つ
の
特
徴
は
、
多
く
の
屋
敷
の
所
有
者
（
占
有
者
）
が
交

代
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
は
七
八
筆
の
屋
敷
地
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
、
所
有
者
が
交
代
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
「
居
懸
り
」
と
あ
る
の
は
、
二
八
筆
だ

け
で
あ
る
。
所
有
者
は
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
が
居
住
者
が
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
他
に

八
筆
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
居
住
の
有
無
が
判
断
で
き
な
く
不
明
と
な
っ
て
い
る
か
、
明

地
（
空
き
地
）
や
畑
な
ど
と
な
っ
て
い
る
土
地
が
四
二
筆
あ
る
。
屋
敷
の
持
ち
主
が
入
れ

替
わ
り
、
あ
る
い
は
畑
な
ど
に
変
え
ら
れ
る
時
期
と
し
て
、
操
松
院
（
頼
根
）
の
代
と
書

か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
彼
の
代
に
天
童
家
の
家
臣
団
の
減
少
と
交
代
が
起
こ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
頼
根
の
代
に
襲
っ
た
天
明
の
飢
饉
（
一
七
八
三
～
八
四
年
）
に
よ
っ
て
天
童
家

家
臣
団
が
受
け
た
打
撃
の
大
き
さ
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
末
の
「
御
屋
敷
持

前
ゝ
人
数
有
之
候
節
」
（
「
以
前
の
屋
敷
持
が
多
か
っ
た
時
代
）
や
、
付
札
３
の
「
前
と
ハ

違
足
軽
并
屋
敷
持
等
人
数
至
而
不
足
ニ
相
成
候
」
（
「
前
と
違
っ
て
足
軽
と
屋
敷
持
が
い

た
っ
て
人
数
不
足
に
な
っ
て
い
る
」
）
と
あ
る
の
は
、
特
に
足
軽
な
ど
の
下
級
家
臣
団
の

人
数
減
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
家
臣
団
が
解
体
に
瀕
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
時
期
の
家
臣
団
・
屋
敷
地
住
居
者
の
交
代
・
変
遷
を
し
っ
か
り
と

記
録
す
る
余
裕
が
な
く
、
そ
の
結
果
一
九
世
紀
初
頭
に
入
っ
て
在
所
拝
領
内
に
お
け
る
家

臣
屋
敷
地
の
再
調
査
を
、
記
憶
と
当
事
者
の
言
い
伝
え
を
頼
り
に
行
う
必
要
が
生
じ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
調
査
の
た
め
作
成
さ
れ
た
下
調
べ
帳
が
「
素
風
土
記
」
で
あ
り
、
こ

こ
に
こ
の
史
料
作
成
の
主
な
目
的
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。

作
成
者
・
受
取
人　

こ
の
史
料
が
天
童
家
の
内
部
調
査
の
一
環
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
そ
の
作
成
者
は
天
童
家
の
家
臣
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
受

取
人
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、
特
に
最
後
の
付
札
三
枚
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
こ
の

史
料
は
、
天
童
家
の
当
主
か
家
老
な
ど
、
屋
敷
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
権
限
を
有
す

る
者
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
付
札
１
後
段
の
、「
明
屋
敷
」（
空

き
屋
敷
地
）
を
（
天
童
家
が
）
召
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
家
臣
の
中
に
そ
の
「
理
屈
」（
没
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収
す
る
理
由
、
論
理
）
に
同
意
で
き
な
い
者
が
多
く
、
記
述
者
自
身
も
召
上
げ
た
（
没
収

し
た
）
こ
と
を
い
た
っ
て
「
嘆
ケ
敷
」
（
嘆
か
わ
し
い
）
こ
と
で
あ
る
と
自
分
の
意
見
ま

で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
明
屋
敷
没
収
問
題
で
家
臣
団
内
で
「
紛
乱
」
（
紛
糾
す
る
こ
と
）

す
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
史
料
作
成
の
一
つ
の
動
機
と
な
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
武
士
家
臣
団
の
中
で
は
一
方
的
な
上
意
下
達
な
関
係
で
は
な
く
、
家
臣
が
天
童
家

の
上
層
部
に
対
し
意
見
を
い
ろ
い
ろ
と
表
明
で
き
る
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
の
付
札
で
い
っ
て
い
る
没
収
屋
敷
と
は
、
本
文
中
の
43
か
44
番
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
推
測
す
る
。

「
屋
敷
」
と
「
家
作
」
は
別
物　

「
屋
敷
」
は
だ
れ
の
も
の
か　

天
童
家
が
家
臣
の
屋
敷
を

没
収
し
た
と
す
れ
ば
、
没
収
後
の
屋
敷
地
が
ど
う
な
っ
た
か
問
題
で
あ
る
。
話
の
前
提
と

し
て
、
そ
も
そ
も
文
中
で
い
う
「
屋
敷
」
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
た
か
確
認
し
た
い
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
史
料
中
の
「
屋
敷
」
と
い
う
語
彙
は
、
現
代
語
で
い
う
「
屋
敷
地
」

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
家
屋
の
こ
と
を
指
す
の
に
は
「
家
作
」
と
い
う
別
の
言
葉
を
使
い
分

け
て
い
る
。「
明
屋
敷
」と
は
、
家
屋
の
な
い
「
屋
敷
」
地
の
こ
と
で
あ
る
。「
旧
屋
敷
」は
、「
家

作
」
が
あ
る
屋
敷
地
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
家
臣
・
御
屋
敷
持
た
ち
は
、
屋
敷
地
そ
の

も
の
を
天
童
家
か
ら
拝
領
ま
た
は
拝
借
し
た
の
で
、
「
屋
敷
」
の
所
有
権
は
、
あ
く
ま
で

も
天
童
家
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
家
作
」
は
、
本
人

の
私
物
で
あ
っ
て
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
（
例
え
ば
10
番
）
。
あ
る
い
は
、
15
番
庄
子
大

平
の
よ
う
に
、
「
家
作
」
を
買
得
し
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
改
易
と
な
っ
て
天
童
家
と

の
主
従
関
係
を
解
消
さ
れ
て
も
村
内
に
留
ま
り
屋
敷
を
天
童
家
か
ら
下
さ
れ
る
と
い
う
例

も
あ
っ
た
。

色
々
な
「
畑
」　

「
家
作
」
が
な
く
な
っ
た
「
屋
敷
」
で
家
跡
が
復
活
（
13
番
・
55
番
）
す

る
見
込
み
の
な
い
場
合
に
は
、
「
屋
敷
」
と
い
う
名
目
を
廃
止
し
て
、
検
地
帳
上
の
土
地

の
品
目
を
畑
な
ど
の
耕
地
に
改
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
屋
敷
地
の
名
目

が
廃
止
さ
れ
屋
敷
と
し
て
消
え
た
土
地
は
一
七
筆
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
に
は
、

「
御
散
畑
」
・
「
畑
ニ
直
ル
」
な
ど
と
あ
る
畑
と
、
「
御
直
畑
」
と
あ
る
二
つ
の
系
統
の
畑
が

あ
る
。
散
田
・
散
畑
と
は
、
仙
台
藩
固
有
の
土
地
制
度
で
簡
単
に
い
え
ば
、
検
地
帳
上
の

名
請
人
（
そ
の
土
地
の
所
有
者
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
者
）
は
い
な
い
が
、
そ
の
土
地
を
当
分

耕
作
し
て
年
貢
納
入
を
す
る
人
を
決
め
て
耕
作
さ
せ
る
土
地
の
こ
と
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
「
御
直
畑
」
と
は
、
「
オ
ン
ハ
タ
ケ
ナ
オ
シ
」
と
読
ん
で
屋
敷
を
畑
に
直
し
た
土

地
の
こ
と
を
意
味
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
オ
ン
ジ
キ
ハ
タ
ケ
」
と
読
ん
で
、
天
童
家
の
直0

営0

の
農
地
（
現
実
的
に
は
小
作
に
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
）
を
意
味
す
る
か
、
史
料
の
記

述
だ
け
か
ら
判
明
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
述
の
よ
う
に
屋
敷
地
の
没
収
を
め
ぐ
っ

て
家
臣
が
紛
糾
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
屋
敷
地
を
「
御
直
畑
」
に
さ
れ
る
こ
と
に
対

す
る
反
発
が
背
景
に
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
身
分　

「
侍
」
・
「
足
軽
」
・
「
御
屋
敷
持
」
・
「
御
村
百
姓
」　

「
素
風
土
記
」

に
天
童
家
か
ら
屋
敷
を
下
さ
れ
た
者
の
身
分
と
し
て
、
「
侍
」
（
付
札
３
）
、
「
御
足
軽
」

（
52
・
53
・
54
・
78
番
）
、
「
御
村
百
姓
（
10
・
11
・
19
・
44
番
・
た
だ
し
重
複
及
び
一
時

的
な
事
例
を
含
む
）
お
よ
び
「
御
屋
敷
持
」
（
1
・
20
・
22
・
57
・
70
番
）
の
他
、
「
御
足

軽
組
抜
」
（
13
・
25
番
）
で
「
麻
上
下
（
裃
）
帯
刀
御
免
」
と
い
う
侍
並
み
の
特
権
を
認

め
ら
れ
た
例
も
あ
っ
た
（
人
数
は
、
史
料
作
成
当
時
の
所
有
者
を
基
準
に
し
て
い
る
）
。「
侍
」

の
中
に
は
、
57
番
後
藤
大
吉
の
よ
う
に
「
御
徒
歩
組
」
と
い
う
階
層
の
者
も
か
つ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
が
、
史
料
作
成
当
時
存
在
し
た
者
に
は
こ
の
肩
書
は
見
ら
れ
な
い
。

「
侍
」　

藩
側
の
史
料
で
は
「
家
中
」
（
ま
た
は
「
下
中
」
）
と
呼
ば
れ
る
。
史
料
30
「
宮
城

郡
八
幡
邑
天
童
氏
屋
敷
な
ら
び
に
家
中
・
足
軽
屋
敷
図
」
（
以
下
、
「
屋
敷
絵
図
」
と
す
る
）

が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
藩
の
身
分
体
系
で
は
天
童
家
の
家
中
の
ほ
と
ん
ど
は
「
凡
下(

ぼ

ん
げ)

」
す
な
わ
ち
足
軽
・
武
家
奉
公
人
や
庶
民
と
同
じ
身
分
的
範
疇
と
さ
れ
る
が
、
天

童
家
家
臣
団
内
の
身
分
序
列
で
は
、
付
札
３
で
は
、「
足
軽
」
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
「
侍
」

が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
天
童
家
家
臣
団
の
中
で
は
、
彼
ら
は
「
侍
」

で
あ
っ
て
、
「
足
軽
」
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
を
見
分
け
る

重
要
な
指
標
の
一
つ
と
し
て
苗
字
の
有
無
が
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
素
風
土
記
」

の
記
述
で
は
苗
字
の
有
無
を
足
軽
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
に
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ

る
。

「
足
軽
」　

前
記
の
人
数
を
み
る
と
、
「
足
軽
」
の
人
数
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。
「
足
軽
」
と
は
本
来
、
52
番
の
可
平
の
よ
う
に
苗
字
を
持
た
な
い
は
ず
で
あ

る
が
、
53
番
の
阿
部
和
太
夫
及
び
54
番
の
滝
口
悦
右
衛
門
は
、
苗
字
を
も
っ
て
い
る
。
さ
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ら
に
、
文
末
80
番
の
「
三
百
文
代
附
左
ニ

」
に
つ
い
て
の
説
明
文
の
中
で
、「
御
足
軽
与
八
」

と
あ
り
、
他
に
可
平
を
含
む
七
名
の
名
前
が
無
苗
字
で
連
な
っ
て
い
る
。
与
八
を
始
め
可

平
お
よ
び
51
番
以
外
こ
れ
ら
全
員
は
、
本
文
で
は
「
足
軽
」
の
肩
書
が
な
く
、
か
つ
47
番

伊
藤
与
八
の
よ
う
に
苗
字
を
も
っ
て
い
る
。
文
末
の
記
述
を
も
っ
て
彼
ら
全
員
を
「
足
軽
」

と
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
が
、
足
軽
の
多
く
が
苗
字
を
な
ぜ
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
問
題

に
な
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
一
つ
の
鍵
と
し
て
、
本
文
中
に
「
志し

が
ん
あ
げ
き
ん

願
上
金
」
（
10
・
11
番
）

つ
ま
り
天
童
家
へ
の
献
金
を
す
る
、
ま
た
は
「
操
松
院
様
借
金
証
文
」
を
返
上
（
13
・
25

番
）
し
て
天
童
家
に
対
す
る
借
金
を
帳
消
し
に
す
る
対
価
と
し
て
、
百
姓
や
足
軽
身
分
の

者
が
家
格
の
上
昇
を
果
た
し
て
い
る
事
例
に
注
目
し
た
い
。
足
軽
が
苗
字
を
名
乗
る
の

は
、
同
様
に
彼
ら
が
主
家
に
対
し
金
銭
の
献
上
を
行
っ
た
こ
と
に
対
す
る
対
価
と
し
て
苗

字
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
説
明
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
「
足
軽
」
で

も
あ
る
程
度
の
財
を
な
す
者
が
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
31
番
赤
間
甚
右
衛
門
が
杉

苗
三
〇
〇
〇
本
を
天
童
家
の
屋
敷
裏
に
植
え
て
主
人
に
差
し
上
げ
る
こ
と
を
願
い
出
た
こ

と
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
前
記
の
通
り
、
文
末
の
説
明
文
に
見
ら
れ
る
者
全
員
が
足
軽
で
あ
る
と
仮
定
す

る
な
ら
ば
、
史
料
作
成
当
時
の
天
童
家
の
足
軽
は
一
〇
人
（
52
・
53
・
54
番
の
他
、
47
・

48
・
49
・
50
・
52
・
55
・
58
番
）
だ
け
い
た
と
い
う
勘
定
に
な
る
。
史
料
30
「
屋
敷
絵
図
」

の
足
軽
屋
敷
二
六
軒
と
比
べ
る
と
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
減
少
を
意
味
す
る
。

謎
の
身
分　

「
御
屋
敷
持
」　

史
料
30
に
は
見
ら
れ
な
い
「
御
屋
敷
持
」
と
い
う
身
分
が
「
素

風
土
記
」
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
「
御
屋
敷
持
」
と
は
ど
の
よ
う
な
身
分
か
、
管
見
の

限
り
、
仙
台
藩
の
身
分
体
系
の
中
で
外
に
例
を
み
な
い
の
で
、
そ
の
実
態
を
知
る
手
掛
か

り
と
し
て
本
史
料
の
記
述
の
中
に
即
し
て
判
る
こ
と
を
整
理
す
る
他
な
い
。
文
末
の
記
述

（
80
番
）
で
は
、
「
足
軽
」
の
労
役
の
一
つ
と
し
て
彼
ら
の
屋
敷
の
裏
の
河
原
の
山
萱
お
よ

び
「
新
所
川
辺
」
の
山
萱
を
毎
年
の
一
〇
・
一
一
月
ご
ろ
に
刈
り
取
っ
て
天
童
家
の
屋
敷

に
納
め
る
こ
と
、
「
侍
」
の
仕
事
と
し
て
侍
が
的
場
の
掃
除
を
す
る
こ
と
に
対
し
、
そ
し

て
「
御
屋
敷
持
」
の
仕
事
と
し
て
か
つ
て
「
希
ゝ
」
に
天
童
家
の
在
郷
屋
敷
周
り
の
草
取

り
と
掃
除
を
し
た
他
、
八
幡
宮
祭
礼
の
時
に
掃
除
す
る
と
「
素
風
土
記
」
の
作
成
者
が
記

憶
し
て
い
る
と
あ
る
。
「
足
軽
」
と
比
べ
て
主
人
で
あ
る
天
童
家
に
対
す
る
「
御
屋
敷
持
」

の
奉
仕
の
度
合
い
が
明
ら
か
に
薄
く
、
八
幡
宮
と
の
繋
が
り
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
内

容
と
な
っ
て
い
る
。
「
御
屋
敷
持
」
と
「
足
軽
」
・
「
侍
」
と
の
差
異
を
明
確
に
示
す
記
述

も
他
に
あ
る
。
「
御
屋
敷
持
」
は
名
字
が
な
く
、「
足
軽
」
よ
り
地
位
が
低
い
こ
と
が
判
る
。

「
御
屋
敷
持
」
の
中
に
は
庶
民
の
生
業
で
あ
る
木こ

び

き挽
職
人
（
1
番
の
七
三
郎
）
が
含
ま
れ
る
。

「
御
屋
敷
持
」
が
屋
敷
替
え
を
天
童
家
に
願
い
出
る
場
合
（
57
番
）
、
そ
の
願
を
認
め
る
基

準
と
し
て
当
人
の
勤
務
評
価
は
行
わ
れ
な
い
の
に
、
「
足
軽
」・「
侍
」
の
場
合
は
、
「
勤
功
」

の
有
無
が
屋
敷
替
え
認
可
の
基
準
と
さ
れ
て
い
た
（
51
・
58
番
）
。
こ
の
よ
う
に
、
「
御
屋

敷
持
」
は
天
童
家
の
身
分
序
列
で
は
「
足
軽
」
と
も
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
も
う
一
方
で
は
、
天
童
家
と
の
主
従
関
係
に
よ
っ
て
屋
敷
の
拝
領
・
拝
借
を
認
め
ら
れ

て
お
り
、
天
童
家
に
対
し
軽
い
な
が
ら
に
も
労
役
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
一

般
の
百
姓
身
分
と
も
明
ら
か
に
異
な
る
。
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
ご
ろ
に
作
成
さ
れ
た

史
料
30
「
屋
敷
絵
図
」
に
は
在
所
拝
領
の
地
の
中
に
「
百
姓
家
」
が
足
軽
屋
敷
の
中
に
七

軒
点
在
し
て
お
り
、
こ
の
七
軒
こ
そ
が
後
の
「
御
屋
敷
持
」
の
前
身
で
は
な
い
か
と
い
う

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
推
定
に
は
問
題
も
あ
る
。

「
御
村
百
姓
」　

10
・
13
・
19
番
に
「
御
村
百
姓
」
が
天
童
家
か
ら
在
所
拝
領
の
地
内
に
お

い
て
屋
敷
を
獲
得
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
複
雑
な
経
緯
で
各
屋
敷
の
占
有

者
が
交
代
し
て
お
り
最
終
的
な
占
有
者
が
だ
れ
に
な
っ
た
か
判
断
が
困
難
で
あ
る
が
、
天

童
家
と
主
従
関
係
に
な
い
一
般
農
民
が
天
童
家
か
ら
屋
敷
の
取
得
を
認
め
ら
れ
た
こ
と

は
、
在
所
拝
領
の
本
来
の
姿
の
か
ら
す
れ
ば
逸
脱
ま
た
は
変
更
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
こ
で
、
史
料
30
「
屋
敷
絵
図
」
に
「
百
姓
家
」
が
七
軒
含
ま
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
百
姓
が
屋
敷
を
在
所
拝
領
の
地
の
中
で
獲
得
し
た
と
す
る
記
述
が
「
素
風
土
記
」

に
も
み
ら
れ
る
こ
と
自
体
は
問
題
で
は
な
く
な
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
逆
に
「
御

屋
敷
持
」
の
由
来
と
史
料
30
「
屋
敷
絵
図
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
前
述
の
推
定
と
の

間
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
整
合
性
の
あ
る
解
釈
が
難
し
く
な
る
。
さ
ら
に
、
よ

り
本
質
的
な
問
題
と
し
て
、
史
料
30
の
「
百
姓
家
」
に
は
赤
星
も
青
星
も
つ
い
て
お
ら
ず
、

天
和
元
年
段
階
で
は
、
少
な
く
と
も
藩
の
立
場
と
し
て
こ
れ
ら
の
「
百
姓
家
」
に
対
し
天

童
家
は
特
別
な
支
配
権
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
前
述
の
い
ず
れ

の
解
釈
で
も
「
素
風
土
記
」
の
記
述
と
の
間
に
一
定
の
断
絶
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
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大
石
宇
門
・
兵
吉
様
の
謎　

天
童
家
か
ら
屋
敷
地
を
下
さ
れ
て
い
た
の
は
、
村
百
姓
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
素
風
土
記
」
の
中
に
は
大
石
宇
門
（
5
番
）

お
よ
び
「
兵
吉
様
」
（
26
・
46
番
）
の
知
行
地
と
な
っ
て
い
る
土
地
も
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
坂
田
啓
編
著
『
私
本
仙
台
藩
士
事
典
』
一
六
四
頁
「
大
石
他
氏
の
動
向
」

に
よ
れ
ば
、
仙
台
藩
譜
代
家
臣
の
大
石
家
の
分
流
の
中
に
は
「
兵
吉
」
と
名
乗
る
者
が
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
兵
吉
様
」
と
「
大
石
宇
門
」
と
は
、
同
一
人
物
か
同
族
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
一
〇
〇
石
以
上
の
家
臣
の
家
譜
を
収
め
た
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
で
兵

吉
お
よ
び
宇
門
の
名
は
確
認
で
き
な
い
が
、
彼
ら
が
八
幡
村
宮
内(

み
や
う
ち)

に
在
郷

屋
敷
を
構
え
る
大
石
家
系
統
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
第
三

巻
第
六
輯
二
〇
頁
）
。
史
料
30
「
屋
敷
絵
図
」
中
の
「
都
嶌
」
と
い
う
絵
図
左
側
の
家
中

街
の
中
の
場
所
、
赤
星
（
除
屋
敷
）
と
青
星
（
自
分
取
立
の
屋
敷
）
の
境
目
に
「
他
分
畑
」

と
い
う
異
種
の
地
片
が
記
さ
れ
て
お
り
、
「
素
風
土
記
」
に
見
ら
れ
る
「
兵
吉
様
御
知
行
」

と
符
合
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
。
大
石
宇
門
の
知
行
地
に
つ
い
て

は
、「
素
風
土
記
」
で
そ
の
所
在
地
を
「
町
通
り
上
要
害
屋
敷
」
と
い
う
場
所
に
あ
る
「
百

性
地
」
（
百
姓
地
）
と
し
て
お
り
、
こ
の
土
地
は
、
「
屋
敷
絵
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
「
古

館
」
の
「
御
竿
下
畑
」
（
検
地
帳
に
登
録
さ
れ
た
耕
地
）
の
一
部
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
く
、

元
よ
り
天
童
家
の
支
配
下
に
な
か
っ
た
土
地
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
兵
吉

様
御
知
行
」
の
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
地
が
天
童
家
の
家
中
屋
敷
の
跡
地
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
天
童
家
以
外
の
武
士
が
知
行
地
と
し
て
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
意

外
と
い
う
他
な
い
。
「
兵
吉
様
御
知
行
」
の
分
の
屋
敷
地
も
、
元
来
、
「
屋
敷
絵
図
」
に
あ

る
青
星
印
の
屋
敷
、
つ
ま
り
元
来
百
姓
地
だ
っ
た
土
地
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
天
童
家

の
所
領
の
一
部
が
他
の
武
士
の
知
行
に
な
る
の
に
は
、
天
童
家
が
自
分
の
領
地
の
一
部
を

大
石
家
の
人
に
分
け
与
え
る
（
「
分
知
」す
る
）
必
要
が
あ
っ
た
。
知
行
高
一
〇
貫
文
（
一
〇
〇

石
）
の
大
石
家
と
天
童
家
と
の
間
に
、
家
格
に
し
て
も
領
知
高
に
し
て
も
大
き
な
隔
た
り

が
あ
っ
た
が
、
同
じ
村
内
に
在
郷
屋
敷
を
も
つ
直
臣
同
士
と
し
て
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
天
童
家
が
大
石
家
に
自
分
の
領
地
を
勝
手
に
譲
渡
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
形
式
的
に
は
、
藩
主
が
そ
の
土
地
を
知
行
と
し
て
大
石
家
に
宛
行
わ
な

け
れ
ば
領
地
・
知
行
に
は
な
ら
な
ら
ず
、
私
有
地
に
過
ぎ
な
い
位
置
づ
け
と
な
る
。

広
い
屋
敷
地
が
ほ
し
い　

屋
敷
に
つ
い
て
の
記
述
の
中
で
目
を
引
く
動
き
の
一
つ
に
は
、

家
臣
が
屋
敷
替
を
し
ば
し
ば
願
い
出
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
屋
敷
が
狭
い
の
で
よ
り
広
い

敷
地
を
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
7
番
の
今
野
甚
太
夫
が
、
隣
の
鈴
木
安
左
衛
門

の
空
き
地
を
「
添
地
」
と
し
て
も
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
極
端
な
例
と
し
て
、
32
番
関
口

等
が
自
分
の
扶
持
（
俸
禄
）
を
返
上
し
て
代
わ
り
に
屋
敷
裏
の
散
畑
を
高
代
（
年
貢
上
納

地
）
と
し
て
預
け
ら
れ
た
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
家
臣
が
自
分
の
扶
持
・
俸
禄
を
返

上
し
て
で
も
屋
敷
地
を
広
げ
た
い
背
景
に
は
、
敷
地
の
中
に
は
畑
や
苗
代
な
ど
、
少
額
の

俸
禄
よ
り
確
か
な
収
入
を
産
み
出
す
耕
地
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
在

郷
の
家
臣
団
の
生
活
実
態
の
一
端
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
素
風
土
記
」
か
ら
何
が
判
る
か　

以
上
、
「
素
風
土
記
」
に
つ
い
て
判
る
事
、
推
測
で
き

る
こ
と
に
つ
い
て
個
別
的
に
解
説
し
た
が
、
全
体
と
し
て
、
こ
の
史
料
か
ら
何
が
判
る
か
、

概
括
し
た
い
。

　

「
素
風
土
記
」
は
、
お
お
よ
そ
一
八
〇
〇
年
か
ら
一
八
三
〇
年
ぐ
ら
い
の
間
に
、
天
童

家
家
臣
団
の
屋
敷
の
所
有
（
占
有
）
関
係
な
ど
が
混
乱
し
て
き
た
時
に
、
屋
敷
の
当
時
の

所
有
者
と
、
元
の
所
有
者
と
の
間
の
変
遷
を
確
認
す
る
た
め
に
作
業
の
一
環
と
し
て
作
成

さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
「
元
の
所
有
者
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
藩
に
提
出
し
た
屋

敷
帳
や
、
古
く
は
寛
永
の
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
名
前
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
作
業
が

必
要
と
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
天
明
の
飢
饉
前
後
か
ら
家
臣
団
、
と
り
わ
け
足
軽
と
御
屋

敷
持
層
に
は
成
員
の
著
し
い
交
代
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
人
数
が
大
き
く
減
少
し
て
い
た
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
家
臣
の
人
数
が
著
し
く
減
少
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
家
臣

団
の
中
で
の
身
分
的
序
列
も
大
き
く
変
質
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
金
銭

な
ど
の
上
納
に
よ
っ
て
足
軽
や
百
姓
が
苗
字
の
使
用
や
裃
の
着
用
な
ど
、
本
来
侍
の
み
に

許
さ
れ
る
特
権
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
う
現
象
が
進
行
し
て
お
り
、
家
臣
団
が
大
き
な
転

換
期
を
迎
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
侍
と
足
軽
・
御
屋
敷
持
、
さ
ら
に
百
姓
と
の
境
界
線

が
薄
れ
は
じ
め
て
い
た
中
、
よ
り
上
の
身
分
の
特
権
を
獲
得
史
料
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
、

出
奔
や
永
代
御
暇
に
よ
っ
て
、
下
級
家
臣
が
主
従
関
係
を
離
脱
し
て
い
く
と
い
う
、
方
向

性
が
異
な
る
二
つ
の
潮
流
が
見
え
て
く
る
。
「
素
風
土
記
」
の
史
料
的
価
値
と
は
、
一
八

世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
進
行
し
て
い
た
こ
の
転
換
過
程
の
最
中
に
あ
る
天
童
家
家
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臣
団
と
い
う
、
仙
台
藩
の
身
分
体
系
の
中
の
更
な
る
身
分
的
小
宇
宙
の
諸
相
を
、
あ
た
か

も
一
枚
の
静
止
画
の
よ
う
に
切
り
取
っ
て
、
時
を
超
え
て
提
示
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。

用
語
解
説

（
１
）
金
拾
八
切　

仙
台
藩
で
は
、
金
一
両
の
四
分
一
つ
ま
り
一
分
を
一
切
と
数
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

金
拾
八
切
は
、
四
両
二
分
に
相
当
す
る
。

（
２
）
夫フ

バ馬　
　
　
　

年
貢
地
に
か
か
る
諸
役
の
一
つ
。
高
一
貫
文
に
つ
き
夫
馬
を
二
匹
出

　
　
　
　
　
　
　
　

す
。

（
３
）
改カ

イ
エ
キ易　

　
　

家
臣
の
主
人
と
の
主
従
関
係
を
断
ち
切
り
、
家
名
を
断
絶
さ
せ
、
屋

　
　
　
　
　
　
　
　

敷
や
家
禄
を
没
収
す
る
と
い
う
身
分
刑
罰
。

（
４
）
不フ

ツ
ツ
カ束　

　
　

行
き
届
か
な
い
こ
と
の
意
で
あ
る
が
、
本
文
の
用
例
を
み
る
と
、「
無

　
　
　
　
　
　
　
　

覚
束
」
（
お
ぼ
つ
か
な
い
）
と
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

（
５
）
首シ

ュ

ビ尾　
　
　

物
事
の
な
り
ゆ
き
、
顛
末
。
転
じ
て
、
処
理
す
る
。

（
６
）
抱カ

カ
エ
メ目　

　
　

藩
士
や
家
中
な
ど
、
本
来
年
貢
を
負
担
し
な
い
身
分
の
者
が
年
貢
上

　
　
　
　
　
　
　
　

納
地
（
「
百
姓
前
」
）を
譲
り
受
け
た
場
合
に
そ
の
土
地
を
「
抱
地
」（
「
素

　
　
　
　
　
　
　
　

風
土
記
」
で
は
「
抱
目
」
）
と
呼
び
、
持
ち
主
は
百
姓
地
・「
百
姓
前
」

　
　
　
　
　
　
　
　

並
み
に
年
貢
諸
役
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
７
）
定

ジ
ョ
ウ
セ
ン

仙　
　

 
 

常
時
、
仙
台
城
下
に
居
住
す
る
こ
と
。
「
勝
手
定
仙
」
と
は
、
主
人

　
　
　
　
　
　
　

 
 

の
許
し
を
得
ず
に
仙
台
に
定
住
す
る
こ
と
の
意
。

（
８
）
御ゴ

サ
ッ
ト
ウ

撮
当　
　

  

法
に
触
れ
る
こ
と
。
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整理
番号

所在 元の占有者 身分
現在の
占有者

身分 形状 備考 補助説明など

1 馬場 七三郎
御屋敷持木
挽

居懸り

2 三八 御屋敷持 家跡無之 明地
3 源左衛門 御屋敷持 家跡無之 明地
4 六左衛門 御屋敷持 家跡無之 明地

5 町通り上 要害屋敷 明屋敷
百姓地（明地）・大石宇
門御知行之内ト云

6
鈴木安左衛
門

（家中か足
軽・家跡無
之）

今野甚太夫
添地

家中か足軽 添地 明地

7 今野甚太夫 家中か足軽 居懸り

8 富沢庄蔵 家中か足軽
長谷川権太
夫

（家中か足
軽）

富沢→佐藤前右衛門→医
師（無名）→長谷川権太
夫・屋敷買得

医師が操松院から借用
した。医師が死亡した
のち、長谷川が家作を
自分で買い取って、
「自分替之願」を出し
て認められた。31，49
番参照。

9 与三郎 御屋敷持 家跡無之 揚り屋敷

10 檜野徳兵衛 御足軽 太郎兵衛 御村

檜野徳兵衛→伏谷籐太夫
父→御用地→百姓長右衛
門志願金献上の上拝領→
家作りを籐太夫から買得

長右衛門志願上金18
切。屋敷（敷地）は天
童家のもの、家作りは
住人の私物。

11
滝口丈右衛
門

与五左衛門
跡式

太郎兵衛 御百姓 不明
与五左衛門→滝口丈右衛
門→御百姓太郎兵衛天明5
年志願上金14切にて取得

10番との整合性が不
明。夫馬等相勤。

12
湯本仁右衛
門

家中か足軽 居懸り

13
滝口覚左衛
門

家跡無之・
足軽

不明（滝口
覚右衛門
か）

御足軽組抜
麻上下帯刀
御免

娘江聟養子知行屋敷取合
せ抱目に下される。身分
は滝口正同様。操松院代
借金証文を返上して長右
衛門忰加右衛門代に志願
して下される。

操松院への借金証文を
帳消しにすることで
「御足軽組抜」の身分
を手に入れる。9･10番
との整合性が不明。

14 郷古左門太 家中か足軽 居懸り

15 佐藤慶治 家中か足軽 庄子大平 家中か足軽

庄子が改易に遭ったが屋
敷を買得していたため、
願いの上替え屋敷を寛政
11年に下される。

改易後、村内に留ま
り、家作買得の事実を
根拠に屋敷を旧主から
下される。37番との整
合性が不明。

16 佐々木一学 家中か足軽 居懸り

17
三浦利右衛
門

嘉茂左衛門 不明 不明
三浦利右衛門→御屋敷持
幸吉→嘉茂左衛門

幸吉から嘉茂右衛門へ
の移譲の経過は不明に
なっている

18 中山新十郎 家中か足軽 居懸り

19 加右衛門
御村（百
姓）

伏谷籐太夫父幾右衛門旧
屋敷品々前記之通

10･13番との整合性が不
明

20 権十郎 御屋敷持 居懸り
21 作之丞 御屋敷持 家跡無之 揚り屋敷

22
三浦利右衛
門

家中か足
軽・家跡無
之

幸吉 御屋敷持 不明
三浦利右衛門→富沢多悟
七→幸吉父儀兵衛

屋敷拝領の移動過程に
ついて混乱がある。か
つ17番との整合性が不
明。

23
御家中屋敷
之内　雉
子ヶ嶋

観音堂 家中か足軽 居懸り

24 菊地九十九 家中か足軽 居懸り

25
富沢七郎右
衛門

家中か足
軽・家跡無
之

滝口正
御足軽組抜
麻上下帯刀
御免

操松院様借金御証文を返
上し、家中として召し出
され、追々滝口半四郎跡
目に召し出される。

26
大條五左衛
門

家中か 兵吉様 明地
大條五左衛門改易揚り屋
敷となり、明地。当時兵
吉様へ遣わされる。

「兵吉」とは5番大石宇
門と同一人物かその一
族か。

27 滝口庄蔵
家中か足軽
か

意玄様か 不明 不明

8番では元の所有者を富沢
庄蔵としている。拝領が
庄蔵→長谷川→意玄とか
わったか、庄蔵→医師
（意玄か）→長谷川とう
つったか、不明。

8番との整合性が不明。

28 滝口軍記 家中か足軽 居懸り

別　表
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整理
番号

所在 元の占有者 身分
現在の
占有者

身分 形状 備考 補助説明など

29
裏通り西之
方御築山之
内

小幡正作
家中か足軽
か

居懸り
屋敷の境界が不分明に
なっている。

30
御屋敷西裏
館

与右衛門
御廟守屋敷
持

直抱目被召
上

御廟守屋敷
持

散畑
御暇之訳ハ不分明之事、
勝手定仙ニ候哉

31 早坂市之丞 家中か足軽
赤間甚右衛
門

家中か足軽 不明

早坂市之丞→長谷川権太
夫（8,31,49番）等→赤間
甚右衛門　長谷川が別の
屋敷を取得する前に取得
したか。また、甚右衛門
は廟守のとして御廟の表
と参道を掃除する代わり
に田代1反を支給されてい
たが、参道および御廟が
大不掃除で宛行い物相応
に働いていないとされ
る。

32
御築山水落
より夘木垣
之通裏

関口等
家中か足軽
か

御直畑

家作之外明地（中略）其
外御散畑　祖父加左衛門
代に扶持を返上して屋敷
を広げ裏の散畑を高代と
して操松院からくだされ
る。幅7～8間奥行10間の
土地を屋敷として下さ
れ、当時は直畑。等の家
屋は、この畑地に続いて
別に存在していた。

33
夘木垣之通
り御構之内

沼部家 家跡没収
阿部運右衛
門

家中か足軽
居懸り・直
畑

裏明地が直畑でかつて沼
部家の屋敷跡。

34
大浪清右衛
門

家中か足軽 明地

30来家作無之→富沢七郎
左衛門御暇につき替ニ下
される→養子昌平永代御
暇被下→家跡没収→明地

「右五軒」（30～34）
ハ御屋敷之内御不用心
之儀御吟味ニ而被指置
候事と見得候事」

35 草刈喜蔵 家中か足軽 居懸り

36
伊藤久右衛
門

改易 飛井三洞 家中か足軽
「先年伊藤久右衛門不調
法御改易ニ付三洞父所左
衛門替ニ被下候事」

37
佐藤慶治→
庄子大平

直畑 14番と重複か

38
三橋弥左衛
門

家中か足軽 居懸り

39 与三郎 御屋敷持 鎌田始 家中か足軽 居懸り

「当時家作無之ニ付旧御
屋敷持与三郎家作操松院
様より被下置屋敷拝借同
所ニ住居」

御屋敷持与三郎は9番。
その「家作」（家屋）
を鎌田始が操松院から
拝借する。記述の配列
から考えると「同所ニ
住居」が与三郎の旧屋
敷ではなく、鎌田始の
当時の屋敷を指すと解
する。

40 佐々木甚八
足軽・家跡
無之

富沢勘吾 家中か足軽 直畑

富沢が願の上、揚り屋敷
となっていた佐々木の旧
屋敷地を下され、揚り屋
敷地が直畑となった、と
いう意味か。

富沢勘吾の住居はどこ
であったか不明。

41 富沢勘吾 不明
「当時被下置屋敷佐々木
勘八旧屋敷と替ニ被成下

40番との整合性が不
明。

42
渡邊四朗右
衛門

家中か足軽
か

居懸り

43
草刈昌右衛
門

家跡没収 旧屋敷

44
滝口丈右衛
門

家中か足軽
百姓太郎兵
衛→伏谷長
左衛門

長左衛門子
供小源太出
奔

没収
11番との整合性が不明。
さらに、42番と別か同一
か、不明。

45
伊藤市左衛
門

家中か足軽 居懸り

46 安武内 家跡無之 揚り屋敷
「兵吉様御知行之内」。
26番を参照。

47 伊藤与八 家中か足軽 居懸り
48 黒沼仁平治 家中か足軽 居懸り

49 富沢庄蔵 家中か足軽
長谷川権太
夫

家中か足軽 不明 品々前記ニ有之
8・31番と重複か、整合
性が不明。

50 伊藤清之丞 家中か足軽 居懸り
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整理
番号

所在 元の占有者 身分
現在の
占有者

身分 形状 備考 補助説明など

51 赤間三之丞
家跡無之御
足軽

散畑年貢上
納

伊藤清之丞殿屋敷狭ニ付
添地被成下度先年願申上
候処勤功無之添地抔は難
被成下願被相返明屋敷之
通御散畑年貢上納を以預
リ居候哉

伊藤清之丞が屋敷地と
して望んだが勤功なき
故、年貢上納をする預
リ地として預けられ
た。

52 幸内
御屋敷持伊
三郎子永代
御暇

可平＝御足
軽可平（52
番）、

御足軽

幸内永代御暇→幸内弟多
門抱目なきにより家作相
応につけて「外人屋首
尾」の後病死。家跡な
かったので可平を召し出
し拝領させた。

「外人屋首尾」の意味
が不明。仙台藩の「外
人屋」とは宿場町の
「本陣」のことのは
ず。

53 阿部和太夫 御足軽 居懸り 「先祖より居懸り」

54
滝口悦右衛
門

御足軽 居懸り

55
滝口文左衛
門

家跡無之 滝口仕 家中か足軽

文左衛門の妻が仕の養父
九左衛門に願によって縁
組をし、操松院が文左衛
門の家屋敷を養父に拝領
させた。

56 鍛冶屋敷 家跡無之 御散畑直り

57 後藤大吉
御徒歩組・
家跡無之

羽左衛門 御屋敷持

羽右衛門屋敷が焼失した
ので替に後藤大吉の旧屋
敷を下されたき旨願い
出、認められた。

家中は屋敷替えの条件
として「勤功」を求め
られ、屋敷を拝領する
が、農民身分の場合
は、恩恵として屋敷を
「下される」。

58
郷古幾右衛
門

御足軽
宮沢雲右衛
門

家中か足軽

「右幾右衛門揚屋敷ニ替
ニ被成下度段度々願申上
候処勤功無之替ニ難被成
下願被相返追々同人勤功
仕之上ニ而右屋敷ニ替ニ
被成下候事」

同じ屋敷替願でも、条
件として家中などは
「勤功」を求められ
た。

59 伏谷五郎七 家中か足軽 居懸り
60 関山金治 家中か足軽 居懸り

61 伏谷吉兵衛 家跡無之
揚り屋敷・
御直畑

62 伏谷小源太 家跡無之
揚り屋敷・
御直畑

63 山田権之助 家跡無之
揚り屋敷・
御直畑

64
髙橋半左衛
門

家跡無之
揚り屋敷・
御直畑

「右四軒（61～64）ハ御
年貢畑ニ直ル当時御直畑

65
中山折右衛
門

家中か足軽 居懸り

66
菅谷鹿右衛
門

家中か足軽 居懸り

67 髙橋正助 家跡無之
揚り屋敷・
御年貢畑

出奔

68 五郎兵衛
御屋敷持・
家跡無之

揚り屋敷・
御年貢畑

「右両（67･68）屋敷御年
貢畑ニ直ル」

69 滝口茂市 家中か足軽 居懸り
70 幸左衛門 御屋敷持 居懸り

71
飛井所左衛
門

家中か足軽
伊藤久右衛
門

家中か足軽

久右衛門が改易の後再び
召し出され、飛井三洞父
所左衛門旧屋敷を拝領し
た。

36番参照

72
滝口銀右衛
門

家中か足軽
揚り屋敷・
直畑

73 羽右衛門 御屋敷持
揚り屋敷・
直畑

羽右衛門の旧屋敷　57番
参照

74
滝口九左衛
門

家中か足軽
揚り屋敷・
直畑

53番参照

75
赤間甚右衛
門

家中か足軽
揚り屋敷・
直畑

31番参照

「右四軒（72～75）御
年貢畑被相渡置候処当
時御直畑」。「年貢
畑」と「直畑」は異な
るか。さらに、「畑に
直ル」と「直畑」はこ
となるか。31番をも散
畑として預かってい
る。

76 五郎八
御屋敷持・
家跡無之

直畑
前略「御年貢畑ニ相成候
処当時御直畑」

滝口悦右衛門（54番）
裏隣
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整理
番号

所在 元の占有者 身分
現在の
占有者

身分 形状 備考 補助説明など

77 何某 座等
御年貢御散
畑

伏谷五郎七（59番）屋
敷北裏

78 佐々木甚八 御足軽 38番を参照

79
草原・旧屋
敷

東側御足軽佐々木甚八旧
屋敷・御屋敷持清兵衛旧
屋敷揚り、西側宮沢運右
衛門・滝口仕屋敷裏

80

御裏林続御
足軽与八裏
通リより土
手際河原明
地通リ与八
仁平治権太
夫清之丞三
之丞可平仕
雲右衛門屋
敷裏迄之所

山萱生茂リ
三百文代附（3石の高を付
けられている）。

与八＝伊藤与八（47
番）、仁平治=黒沼仁平
治（48番）、権太夫＝
長谷川権太夫（49
番）、清之丞＝伊藤清
之丞（50番）、三之丞
＝赤間三之丞（51
番）、可平＝御足軽可
平（52番）、仕＝滝口
仕（55番）、雲右衛門
＝宮沢雲右衛門（58
番）。



支
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32　

年
貢
諸
役
勘
定
目
録
断
簡　

（
№
０
０
５
９
４
）

　

〔　
　

 

欠　
　
　

 

〕　

 
 

 
 

〔 
 
 
 
 

欠 
 
 
 
 

　

〕　
　

　

　
　
　

 

　

 

　
　
　
　
　

済
切

　
　
　
　
　

庫
治

一
米
弐
斗
九
升　
　

御
年
く

一
〃
壱
斗
三
升　
　

催
合

　

二
口
米
四
斗
弐
升

　
　

十
一
月
廿
二
日　

仙
台
済

お
代
合
百
八
文

一
代
三
文　
　
　
　

壱
せ
ん

一
金
壱
切
レ　
　
　

五
分
一

一
代
百
五
拾
七
文　

犬
役
八
百
屋

　
　
　
　
　
　
　
　

い
せ
ん
□

（
二
五
・
七
㎝
×
二
七
・
〇
㎝
）

一
代
五
百
五
拾
六
文
㊞　
　

百
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
リ

一
〃
百
四
拾
四
文
㊞　
　
　

二
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夏
分

一
〃
百
四
拾
四
文　
　
　
　

〃
冬
分

二
㊞
金
壱
地
分

　
　

代
壱
貫
百
拾
弐
文

　

一
代
七
百
文　
　

春
済
引

　

内　

　

一
手
形
四
切
レ　

万
右
衛
門
取

（
カ
）

残
四
百
拾
弐
文

　
　

十
一
月
廿
五
日　

一
定
運
治
取

　
　
　
　
　
　
　
　

萬
右
衛
門

一
米
壱
斗
弍
升　
　
　

御
年
く

一
〃
壱
石
五
斗
弐
升　

御
さ
ん
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
年
く

一
〃
壱
石
弐
斗　
　
　

〔　

欠　

〕
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33　

年
貢
諸
役
勘
定
目
録
断
簡　

（
№
０
０
５
９
５
）

一
代
九
拾
四
文　
　
　
　
　

犬
役
八
百
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
せ
ん

一
〃
三
百
三
拾
壱
文　
　
　

百
貫
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
リ

一
〃
八
拾
六
文
㊞　
　
　
　

二
季

一
〃
八
拾
六
文　
　
　
　
　

二
季

〆
㊞
金
半
切

　
　

代
八
百
八
拾
八
文

　

外
ニ　

　
　
　
　
　

水
下

　

内

　

一
手
形
弐
切
也　
　
　
　

万
右
衛
門
取

（
カ
）

　

一
代
八
百
弐
文　
　
　
　

運
治
取

（
カ
）

　
　
　
　
　
　
　

済
切

　

　

一
二
口
合
百
九
拾
文

一
今
代
壱
文　
　
　
　
　
　
　
　

せ
ん

一
代
百
廿
壱
文　
　
　
　
　

犬
役
八
百
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
せ
ん

一
〃　

四
百
弐
拾
七
文
㊞　

百
貫
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
リ

一
〃
百
拾
壱
文
㊞　
　
　
　

二
季

一
〃
百
拾
壱
文　
　
　
　
　

二
季
節

一
〃
弐
百
文　
　
　
　
　
　

御
さ
ん
畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
年
貢

〆
壱
貫
百
六
拾
壱
文

　
　
　

内　
　
　

　

一
五
百
三
拾
□八

文　
　
　

春
済
リ

さ
し
引

残
代
六
百
弐
拾
三
文

　
　

十
二
月
廿
七
日　
　

運
治
取

（
カ
）

　
　
　
　
　

済
切

（
二
五
・
六
㎝
×
二
七
・
六
㎝
）
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〆
金
壱
切

　

代
壱
貫
九
百
三
拾
七
文

　
　
　
　
　
　
　
　

水
下

　

内

　

一
手
形
四
切
レ　
　
　
　

万
右
衛
門
取

　

一
代
壱
貫
九
百
三
拾
七
文　

同
人
取

　
　
　
　

済
切

　
　
　
　
　
　
　
　

愛
之
進

一
米
壱
斗
六
升　
　
　

御
年
貢

一
〃
七
升
八
分　
　
　

も
弥
へ

弐
口
合
米
弐
斗
三
升
八
合

　
　

仙
代
済

出
引
合
百
拾
九
文

一
今
代
弐
文　
　
　
　

せ
ん

一
金
半
切　
　
　
　
　

五
分
壱

　
　

代
百
七
拾
文

34　

年
貢
諸
役
勘
定
目
録
断
簡　

（
№
０
０
５
９
６
）

　
　
　
　
　
　
　

弥
太
郎

一
米
壱
斗
四
合　
　
　
　
　

も
弥
へ

　
　
　

外

一
〃
七
升　
　
　
　
　
　
　

古
分

二
口
合
百
弐
拾
文

一
今
代
壱
文　
　
　
　
　
　

せ
ん

一
金
半
切
レ　
　
　
　
　
　

五
分
壱

　
　
　

代
五
百
拾
弐
文

一
〃
半
切
レ　
　
　
　
　
　

幼
少
御
役

　
　
　

代
五
百
拾
弐
文　
　

金

一
代
百
弐
拾
四
文　
　
　
　

犬
役
八
百
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
せ
ん

一
〃
四
百
四
拾
文　
　
　
　

百
貫
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
リ

一
〃
百
拾
四
文　
　
　
　
　

二
季

一
〃
百
拾
四
文　
　
　
　
　

同
断

（
二
五
・
七
㎝
×
三
二
・
九
㎝
）
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一
金
半
切
レ　
　
　
　
　
　
　

五
分
壱

一
代
弐
百
七
拾
文　
　
　
　
　

犬
役
八
百
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
せ
ん
か
け

一
〃
九
百
五
拾
五
文
㊞　
　
　

百
貫
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
リ

一
〃
弐
百
四
拾
八
文
㊞　
　
　

二
季

一
〃
弐
百
四
拾
八
文　
　
　
　

同
断

　

〆
金
六
切
半
分

　
　

代
九
貫
四
百
七
拾
七
文

　
　
　

外
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
下

　
　
　

内

　

一
代
壱
貫
弐
百
三
文　
　
　

春
済
リ

残
金
六
切
半
分

　
　

代
八
貫
弐
百
七
十
四
文

　

十
一
月
廿
六
日
一
定　
　
　

運
治
取

　
　
　

済
切

35　

年
貢
諸
役
勘
定
目
録
断
簡　

（
№
０
０
５
９
８
）

　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
右
衛
門

一
米
四
石
九
斗
四
升　
　
　

四
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
年
貢

一
〃
六
升
五
合　
　
　
　
　

催
合

一
〃
弍
升　
　
　
　
　
　
　

御
さ
ん
田

三
口
米
五
石
弐
升
五
合
也

出
代
金
六
切
レ

　
　

代
七
貫
六
百
五
拾
弐
文

一
今
代
百
四
文　
　
　
　
　

壱
せ
ん

（
二
五
・
七
㎝
×
三
二
・
〇
㎝
）
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内

　

一
三
百
四
拾
七
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
下
高
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

引

さ
し
引

残
代
百
七

拾
弐
文　
　
　

 

不
足

　
　
　

済
切

　
　
　
　
　
　
　

利
四
郎

一
米　

三
升
九
合　
　
　
　

催
合

一
〃　

壱
斗
壱
升　
　
　
　

御
さ
ん
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
年
く

一
〃　

壱
石
壱
升　
　
　
　

〃

一
〃　

壱
石
壱
升　
　
　
　

〃

四
口
米
弐
石
壱
斗
六
升
九
合

　
　
　

壱
石

　
　

内
八
斗
也
十
一
月
廿
二
日
仙
台
済

一
代
五
百
拾
三
文　
　
　

五
分
一

36　

年
貢
諸
役
勘
定
目
録
断
簡　

（
№
０
０
６
０
６
）

　
　
　
　

大
右
衛
門

一
米
四
斗
七
升　
　
　
　
　

御
年
貢

一
〃
壱
斗
六
升
九
合　
　
　

催
合

二
口
米
六
斗
三
升
九
合

代
合
百
六
拾
文

一
今
代
四
文　
　
　
　
　
　

壱
せ
ん

一
〃　

弐
百
六
文　
　
　
　

犬
役
八
百
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
せ
ん
か
け

一
〃　

七
百
三
拾
文
㊞　
　

百
貫
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
リ

一
〃　

百
八
拾
九
文
㊞　
　

二
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夏
分

一
〃　

百
八
拾
九
文　
　
　

〃　

冬
分

□
壱
貫
四
百
七
拾
八
文

　
　

内

　

一
七
百
三
拾
文　
　
　
　

春
済

（
カ
）

リ

　

一
百
八
拾
九
文　
　
　
　

〃

指
引

残
代
五
百
五
拾
九
文

（
二
五
・
八
㎝
×
三
二
・
〇
㎝
）
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史
料
32
～
36
「
年
貢
諸
役
の
勘
定
目
録
」
解
説

　

年
貢
諸
役
に
係
わ
る
勘
定
目
録
の
一
種
で
あ
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多

い
。
史
料
に
は
天
童
家
の
所
領
・
知
行
地
か
ら
の
年
貢
諸
役
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
は

な
い
。
史
料
の
作
成
者
も
年
代
も
不
明
で
あ
る
。
天
童
家
の
知
行
地
に
か
か
わ
る
帳
簿
で

あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
こ
に
あ
る
目
録
の
断
簡
が
元
は
ど
う
い
う
帳
簿
に

な
っ
て
い
た
か
、
判
断
が
難
し
い
。
な
お
、
史
料
の
破
損
が
激
し
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
断

簡
は
、
襖
の
裏
張
り
と
し
て
つ
か
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

史
料
中
に
見
え
る
人
名
は
、
百
姓
の
名
前
の
よ
う
に
、
み
え
る
。
納
入
さ
れ
て
い
る
内

容
に
は
「
御
年
貢
」
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
雑
税
の
諸
項
目
の
多
く
は
、
天
童
家
が
収

納
す
る
も
の
で
は
な
く
、
天
童
家
の
知
行
地
か
ら
上
が
る
年
貢
諸
役
の
中
か
ら
藩
に
納
入

さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
逆
に
、
知
行
地
に
係
わ
る
年
貢
勘
定
目
録
で
あ
れ
ば
、
あ
っ

て
当
然
の
雑
税
項
目
が
な
い
の
が
奇
異
に
思
え
る
。
さ
ら
に
、
藩
の
収
入
に
な
る
項
目
に

つ
い
て
は
、
普
通
、
百
姓
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ら
を
藩
に
直
接
払
う
の
で
は
な
く
、
天
童

家
の
年
貢
諸
役
の
徴
収
業
務
を
請
け
負
う
地
肝
煎(

じ
き
も
い
り)

と
い
う
村
役
人
が
ま

と
め
て
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

年
貢
諸
役
の
内
容
で
あ
る
が
、
米
で
徴
収
さ
れ
た
の
は
、
田
畑
の
高
に
応
じ
て
懸
け
ら

れ
た
本
年
貢
（
「
年
貢
」
）
、
お
よ
び
「
催
合(

も
や
い)

」（
「
も
や
え
」
な
ど
と
も
）
で
あ
る
。

　

諸
役
は
、
元
来
、
現
物
（
例
え
ば
入
り
草
、
わ
ら
）
か
労
働
力
（
人
夫
、
夫
馬
）
と
し

て
と
ら
れ
た
も
の
を
、
一
七
世
紀
中
葉
以
降
か
ら
次
第
に
銭
納
化
が
進
み
、
銭
で
納
入
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
藩
に
納
入
さ
れ
た
も
の
と
、
知
行
主
が
受
け
取
っ
た
も
の
に
分
け

て
解
説
す
る
。

用
語
解
説

知
行
主
が
受
け
取
る
も
の

年　

貢　
　

田
畑
の
高
に
応
じ
て
賦
課
さ
れ
た
百
姓
身
分
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
役
負
担

で
あ
る
。
田
は
米
、
畑
は
大
豆
と
銭
を
徴
収
す
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
。

い
せ
ん
・
せ
ん
・
壱
せ
ん　
　
　

「
一い

っ
せ
ん
か
け

銭
懸
」
の
意
。
元
来
、
「
下げ

だ

い代
は
ば
き
銭
」
と
呼
ば

れ
、
知
行
地
支
配
を
担
当
す
る
給
人
の
家
来
を
意
味
す
る
「
下
代
」
が
農
村
に
出
向
す
る

た
め
の
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
の
雑
税
で
あ
る
。
賦
課
基
準
は
、
一
貫
文
（
一
〇
石
）
に

「
本
代
」
一
〇
文
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
名
が
付
い
た
。
仙
台
藩
の
貫
文
制
の
貫
高
は
、
元
来
、

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
銭
の
標
準
貨
幣
で
あ
っ
た
永
楽
銭
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
「
本ほ

ん
だ
い代

」
と
呼
び
、
諸
役
の
代
納
基
準
を
「
本
代
」
の
額
で
表
す
の
が

通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
幕
府
が
寛
永
通
宝
と
い
う
銭
貨
を
鋳
造
し
て
全
国
的
に

こ
れ
を
永
楽
銭
の
代
わ
り
に
流
通
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
実
際
の
諸
役
納
入
に
使
わ
れ

る
銭
貨
、
つ
ま
り
寛
永
通
宝
、
を
表
す
の
に
は
「
今い

ま
だ
い代

」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
仙
台

藩
で
は
、
「
本
代
」
・
「
今
代
」
の
為
替
レ
ー
ト
を
一
八
世
紀
以
降
、
一
対
五
と
決
め
固
定

さ
せ
た
。
「
今
代
」
で
は
、
「
本
代
」
一
〇
文
は
五
〇
文
に
な
る
。
（
「
要
略
」
九
八
頁
、
及

び
寛
永
一
五
年
「
御
郡
方
御
式
目
」
『
仙
台
市
史
』
資
料
編
４
近
世
３
、
三
頁
）

給
人
の
年
貢
か
ら
藩
に
上
納
さ
れ
た
も
の

催モ

ヤ

イ合
（
も
弥
へ
）　
　

江
戸
勤
番
を
す
る
藩
士
に
対
し
、
役
職
に
も
つ
か
ず
江
戸
番
も
し

な
い
藩
士
が
知
行
に
含
ま
れ
る
田
方
の
高
に
応
じ
て
年
貢
米
の
一
部
を
藩
に
上
納
し
て
藩

が
こ
の
金
穀
を
、
知
行
高
を
基
準
に
江
戸
番
を
す
る
藩
士
に
再
分
配
す
る
、
相
互
扶
助
シ

ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

百ヒ
ャ
ッ
カ
ン
フ

貫
夫　
　

豊
臣
政
権
お
よ
び
徳
川
幕
府
が
普
請
役
な
ど
の
た
め
に
全
国
の
大
名
に
賦
課

し
た
表
高
一
〇
〇
〇
石
に
人
夫
の
割
合
の
公
役
（
「
国
役
」
）
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る

役
で
あ
る
。
賦
課
基
準
は
、
一
〇
〇
貫
文
に
つ
き
金
一
二
切
ま
た
は
本
代
一
貫
二
〇
〇
文

で
あ
っ
た
。
百
貫
夫
の
「
本
代
一
貫
二
〇
〇
文
」
は
、
後
に
は
寛
永
通
宝
（
「
今
代
」
）
六

貫
文
と
換
算
さ
れ
る
（
「
仙
台
藩
租
税
要
略
」
一
〇
〇
頁
、
以
下
「
要
略
」
と
略
す
）
。

犬イ
ヌ
ヤ
ク役　

　

大
名
の
鷹
の
餌
と
な
る
犬
を
農
民
か
ら
役
と
し
て
徴
収
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

遅
く
と
も
享
保
二
〇
年
ま
で
に
は
銭
納
化
さ
れ
、
（
高
一
五
貫
文
に
か
）
「
本
代
」
四
〇
文

＝
「
今
代
」
二
〇
〇
文
の
基
準
で
賦
課
さ
れ
た
（
「
要
略
」
九
八
頁
）
。

八ヤ

オ

ヤ

　

だ

い

百
屋
（
代
）　
　

建
前
と
し
て
大
名
が
仙
台
に
「
在
国
中
」
の
う
ち
に
台
所
費
用
に
充

て
る
た
め
に
徴
収
さ
れ
た
役
で
あ
る
。
賦
課
基
準
は
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
か
ら
享
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保
八
（
一
七
二
三
）
年
ま
で
の
間
、
大
名
が
在
国
し
た
一
〇
年
分
の
平
均
台
所
費
用
の
半

分
に
あ
た
る
銭
二
一
五
貫
五
〇
四
文
に
な
る
よ
う
に
、
高
一
貫
文
に
対
し
「
今
代
」
二
・

九
一
七
文
と
設
定
さ
れ
て
い
た
（
「
要
略
」
九
八
～
九
九
頁
）
。

二ニ

セ

ン

せ
ん　
　

「
二
銭
（
懸
）
」　

藩
の
農
村
行
政
機
能
を
担
っ
た
村む

ら
き
も
い
り

肝
煎
に
給
分
お
よ
び
行

政
入
用
金
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
高
一
〇
〇
文
（
一
石
）
に
対
し
「
本
代
」

二
〇
文
、
「
今
代
」
一
〇
〇
文
の
基
準
で
あ
っ
た
。
次
の
「
水
下
」
と
あ
わ
せ
て
、
藩
の

収
入
と
な
る
よ
り
は
、
村
入
用
（
村
の
行
政
費
）
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。

水ミ
ズ
シ
タ下　

　

「
水み

ず
し
た
に
ん
そ
く

下
人
足
」
の
略
。
高
一
貫
文
（
一
〇
石
）
）
に
つ
き
六
人
の
割
合
で
徴
収
す
る
。

用
水
路
、
堰
、
堤
、
堤
防
、
橋
梁
の
普
請
（
工
事
）
に
使
役
さ
れ
る
「
人
足
」
（
労
働
力
）

の
こ
と
で
、
当
該
村
内
の
労
働
力
で
間
に
合
わ
な
か
っ
た
場
合
に
、
同
じ
水
路
の
「
水
下
」

の
村
か
ら
も
労
働
力
を
徴
収
し
た
の
で
、
こ
の
名
前
に
な
っ
た
（
「
要
略
」
一
八
三
頁
）
。

二ニ

キ季
（
夏ナ

ツ
ブ
ン分

、
冬フ

ユ
ブ
ン分

）　
　

年
に
二
回
徴
収
さ
れ
る
役
で
あ
る
が
、
そ
の
名
目
が
不
明
で

あ
る
。

五ゴ

ブ

イ

チ

分
一
（
「
五
分
一
御
知
行
役
」
の
略
）　
　

役
職
に
つ
か
な
い
藩
士
が
勤
役
・
奉
公
す
る

代
わ
り
に
知
行
高
に
応
じ
て
年
貢
の
中
か
ら
役
金
を
藩
に
上
納
す
る
役
で
あ
る
。
次
の
「
幼

少
御
役
金
」
と
あ
わ
せ
て
、
百
姓
身
分
の
者
が
負
担
し
た
他
の
役
と
違
い
、
こ
の
二
つ
の

役
は
、
知
行
地
の
年
貢
収
入
の
中
か
ら
支
払
わ
れ
る
が
武
士
身
分
固
有
の
役
で
あ
る
。

幼ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
オ
ン
ヤ
ク
キ
ン

少
御
役
金　
　

藩
士
が
幼
少
で
勤
役
・
奉
公
で
き
な
い
場
合
に
、
代
わ
り
に
藩
に
知
行

高
に
応
じ
て
役
金
を
年
貢
の
中
か
ら
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。





勤
役
関
係
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尚
々
砂
金
殿

　
　
　

貴
様
御
縁
組
被
相
済
候

　
　
　

刻
公
儀
へ
あ
か
り
申

一

筆

致

啓

入

候
、

其

元

弥

先

日

ハ

仙

臺

よ

り

御

状

預

忝

存

候
、

御

番

御

無

異
ニ

被

相

勤

御

下

向

目

出

度

儀
ニ

存

候
、

然

者

長

吉

義

貴

様

よ

り

も

ら

い

申

此

方
ニ

而

そ

た

て

申
ニ

付

而

我

ら

存

命

之

内

何

方

成

共

聟
二

越

申

度

存

色

ゝ

申

候

處

中

目

惣

右

衛

門

被

承

聟

ニ

も

ら

い

申

申

度

由

被

申

越

候
、

御

一

家

と

申

惣

右

衛

門

事

我

ら
ニ

も

筋

も

御

座

候

衆
ニ

候

間

旁

以

一

段

之

事
ニ

存

可

申

合

と

存

候
、

貴

様
ニ

も

我

ら

大

慶

之

訳

候
、

先
ニ

為

御

知

申

末

ゝ

と

て

も

此

方

之

や

つ

か

い
ニ

仕

貴
様
御
か
ま
い
な
き
事
候
へ
共

御

悦

之

た

め

申

述

候
、

長

吉

身

躰

早

ゝ

あ

り

つ

か

セ

申

事

何

よ

り

以

満

足
ニ

存

候
、

昨

日

水

沢

よ

り

八

幡

正

左

衛

門

中

目

与

左

衛

門

参

内

證

承

事

候

条

先

以

御

他

言

必

御

無

用
ニ

候
、

押

付

お

つ

て

と

し

て

我

ら

所

へ

可

申

参

候

恐

々

謹

言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
達
安
藝

　

八
月
廿
九
日　
　

宗
重(

花
押)

　

天
童
帯
刀
殿

　
　
　
　
　

人
々
中

（
三
七
・
〇
㎝
×
五
二
・
二
㎝
）

37　

伊
達
安
芸
よ
り
天
童
帯
刀
宛
書
状　
（
№
０
０
５
４
４
）

書
物
之
う
つ
し
見

　

御
無
事
之
由
珍
重
存
候　

申
度
候
間
御
報
ニ

　
御
う
つ
し
候
て
被
遣
可
預
候
、

　
聟
取
之
書
物
も

　
同
前
二

可
在
之
候
間

　
見
申
度
候
、
以
上
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寛
文
一
一
（
一
六
七
一
）
年
の
寛
文
事
件
で
原
田
甲
斐
に
刺
殺
さ
れ
た
伊
達
安
芸
宗
重

か
ら
天
童
帯た

て
わ
き刀

宛
て
の
書
状
で
あ
る
。
天
童
家
の
系
図
に
は
「
帯
刀
」
は
い
な
い
が
、
四

代
目
定
義
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
内
容
は
、
安
芸
が
「
長
吉
様
」
（
定
義
次
男
）
を
「
も

ら
っ
て
」
養
育
し
て
い
た
が
、
中
目
惣
右
衛
門
（
長
清
）
か
ら
婿
養
子
に
も
ら
い
た
い
と

い
う
相
談
が
あ
っ
て
、
安
芸
の
方
で
は
、
こ
の
相
談
を
喜
ん
で
進
め
る
つ
も
り
で
あ
る
こ

と
を
長
吉
実
父
の
帯
刀
定
義
に
告
げ
る
と
同
時
に
、
「
尚
々
」
書
き
で
は
、
「
公
儀
」
（
藩
）

に
対
す
る
手
続
き
を
進
め
る
た
め
の
参
考
に
、
帯
刀
が
砂い

さ

ご金
家
と
縁
組
し
た
と
き
に
藩
に

提
出
し
た
書
類
の
写
し
を
送
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
依
頼
で
安
芸
が
文
を
結
ん
で
い
る
。

　

一
見
、
簡
単
な
内
容
に
見
え
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
「
家
」
の
維
持
・
継
承
を
重
視

す
る
江
戸
時
代
の
武
家
の
家
族
・
親
戚
関
係
の
複
雑
さ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
伊
達
安
芸

宗
重
は
、
実
は
、
天
童
家
三
代
目
の
頼
長
と
同
一
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
伊
達
安
芸
定

宗
次
男
と
し
て
天
童
家
二
代
目
重
頼
の
婿
養
子
と
な
り
一
旦
天
童
家
を
継
い
だ
が
、
宗そ

う

け家

の
長
男
が
病
死
し
た
の
で
戻
っ
て
宗
家
を
継
い
だ
。
代
わ
り
に
伊
達
安
芸
家
（
旧
姓
亘
理
）

の
別
家
の
亘
理
備
後
の
嫡
子
（
宗
重
の
従
弟
）
が
頼
長
の
娘
の
聟
養
子
と
な
っ
て
天
童
家

を
継
い
だ
。
こ
れ
が
長
じ
て
天
童
定
義
と
名
乗
り
、
「
定
」
の
字
は
、
伊
達
安
芸
家
か
ら

も
ら
っ
た
一
字
で
両
家
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
長
吉
」
は
、
安
芸
宗
重
か
ら
す

れ
ば
孫
に
あ
た
り
、
長
吉
を
幼
少
の
時
か
ら
宗
重
が
親
代
わ
り
に
養
育
し
て
い
た
。
天
童

家
の
次
男
で
あ
っ
て
天
童
家
を
継
ぐ
見
込
み
の
な
い
長
吉
の
将
来
を
案
じ
て
宗
重
が
婿
入

り
先
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
聞
い
た
中
目
家
か
ら
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
て
、
宗

重
が
こ
れ
に
大
喜
び
で
乗
っ
た
。
こ
の
相
談
に
つ
い
て
自
分
が
責
任
を
も
っ
て
進
め
る
の

で
（
「
此
方
之
や
っ
か
い
ニ
仕
」
）
帯
刀
に
は
干
渉
し
な
い
で
ほ
し
い
、と
は
っ
き
り
と
断
っ

て
い
る
下
り
に
は
、
実
父
と
育
ち
の
親
で
あ
る
祖
父
と
の
微
妙
な
位
置
関
係
が
表
れ
て
い

る
。
昨
日
、
水
沢
（
留
守
系
伊
達
家
の
在
所
）
か
ら
、
留
守
家
の
重
臣
の
中
目
与
左
衛
門

お
よ
び
八
幡
正
左
衛
門
が
安
芸
の
所
に
み
え
、
内
々
に
中
目
惣
右
衛
門
か
ら
の
縁
組
の
話

を
仲
介
し
て
安
芸
に
伝
え
た
が
、
こ
の
縁
談
は
ま
だ
藩
の
許
可
を
得
て
い
な
い
の
で
他
言

し
な
い
で
ほ
し
い
、
と
帯
刀
に
当
分
の
口
封
じ
を
要
請
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
話
は
、

安
芸
の
所
に
中
目
惣
右
衛
門
か
ら
直
接
来
た
の
で
は
な
く
、
中
目
家
の
親
戚
と
思
わ
れ
る

留
守
家
重
臣
の
中
目
家
、
お
よ
び
八
幡
村
の
旧
領
主
の
八
幡
家
を
使
者
と
し
て
持
っ
て
こ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
に
留
守
家
の
家
臣
が
介
在
し
て
い
る
の
は
、
単
に
中
目
家
・

八
幡
家
が
中
目
・
天
童
両
家
と
も
っ
て
い
る
関
係
性
だ
け
で
は
な
く
、
天
童
家
二
代
目
の

重
頼
が
実
は
留
守
政
景
の
二
男
で
あ
り
、
宗
重
自
身
は
、
重
頼
の
聟
養
子
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
重
層
的
な
親
戚
・
姻
戚
関
係
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
文
中
の
砂
金
家
と
の
縁
約
と
は
、
定
義
の
三
女
と
砂
金
佐
渡
隆
常
の
嫡
男
将
監

昌
常
と
の
縁
談
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
縁
談
は
、
昌
常
の
早
死
に
よ
り
解
消
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
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38　

天
童
帯
刀
よ
り
高
橋
弥
左
衛
門
宛
書
状　
（
№
０
０
５
４
３
）

　

 

猶

々

砂

金

方
へ

縁

約

申

合

候

　

 

刻　

公

儀
へ

申

上

候

願

書

物

　

 

之

写

仕

指

上

可

申

由

此

文
ニ

以

御

飛

脚

御

書

被

成

下

忝

奉

拝

見

候

然

者

長

吉

事

其

地
ニ

被

指

置

候
ニ

付

何

方
へ

成

共

聟
ニ

被

遣

度

候

由

被

成　

御

意

候
へ

ハ

中

目

惣

左

衛

門

聟
ニ

被

申

度

之

由

昨
日
水
沢
よ
り
八
幡
正
左
衛
門
方

中

目

与

左

衛

門

方

参

上

被

申

内

證

被

申

上

候

間

御

一

家

と

申

惣

右

衛

門

殿

ハ

御
前
ニ

も
御
筋
御
座
候
間
旁
々

以

一

段

之

事
ニ

被

思

召

候

条

可

被

仰

合

之

旨

御

尤

之

至

於

拙

者

も

大

慶

不

可

過

之

奉

存

候

殊
ニ

末

々

と
て
も
御
か
い
ほ
う
可
被
成
置

之

由

一

入

忝

仕

合
ニ

奉

存

候

御
影
を
以
惣
右
衛
門
殿
御
名
代

聟
ニ

罷

成

事

難

有

仕

合
ニ

御

座

候

早

々

此

方

へ

も

被

仰

下

過

分

至

極
ニ

奉

存

候

内
證
之
儀
ニ

御
座
候
間
他
言
仕

間

敷

由

相

心

得

存

候

於

公

儀

首

尾

能

相

済

申

候

得

か

し

と

念

願

迄

ニ

御

座

候

右

之

旨

可

然

様
ニ

頼

入

存

候

恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　

天
童
帯
刀

　

八
月
廿
九
日

留
メ

　

高
橋
弥
左
衛
門
殿

（
三
二
・
五
㎝
×
四
七
・
三
㎝
）

封
入
進
上
仕
候
以
上
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こ
の
書
状
は
、
伊
達
安
芸
宗
重
に
対
す
る
天
童
帯
刀
定
義
の
返
答
で
あ
る
。
日
付
が
同

じ
日
で
あ
る
の
で
、
両
者
と
も
、
当
時
仙
台
城
下
に
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

現
物
の
書
状
は
伊
達
安
芸
の
許
に
届
け
ら
れ
た
の
で
、
天
童
家
に
残
っ
て
い
る
書
状
は
写

し
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
文
末
に
花
押
（
署
名
）
は
つ
い
て
い
な
い
。

　

本
文
の
内
容
は
、
安
芸
宗
重
か
ら
の
文
面
を
、
敬
語
表
現
な
ど
を
訂
正
し
な
が
ら
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
形
で
帯
刀
定
義
と
し
て
、
安
芸
宗
重
が
長
吉
の
縁
組
に
つ
い
て
進
め
て

き
た
話
を
喜
ん
で
承
知
し
、
か
つ
、
こ
の
先
も
安
芸
に
長
吉
の
世
話
を
任
せ
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
「
尚
々
」
書
で
は
、
安
芸
が
依
頼
し
た
、
天
童
家
が
砂
金
家
と
「
縁
約
」

し
た
時
に
「
公
儀
」
（
藩
）
に
出
し
た
願
書
の
控
え
を
同
封
し
て
送
る
こ
と
を
申
し
添
え

て
い
る
。

　

安
芸
か
ら
の
書
状
が
帯
刀
自
身
に
宛
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
「
天
童
帯
刀　

人
々
中
」

と
な
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
帯
刀
の
書
状
も
安
芸
宛
で
は
な
く
、
そ
の
重
臣
と
思
わ
れ

る
「
高
橋
弥
左
衛
門
殿
」
宛
て
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
儀
礼
関
係
の
反
映
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
中
目
家
か
ら
安
芸
宗
重
に
縁
談
の
相
談
が
留
守
家
の
重
臣
を
通
し
て
持
っ

て
こ
ら
れ
た
こ
と
も
、
前
記
の
理
由
の
他
に
、
も
う
一
つ
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
的
な
意
味

合
い
も
加
味
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

安
芸
も
帯
刀
も
中
目
家
と
の
縁
談
を
こ
れ
ほ
ど
喜
ん
で
い
る
に
は
、
理
由
が
二
つ
あ
っ

た
。
一
つ
は
、
中
目
家
の
家
格
が
「
御
一
家
」
で
あ
り
、
準
一
家
の
天
童
家
と
反
り
合
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
書
状
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
目
家
の
知
行
高
が
四
九

貫
文
（
四
九
〇
石
）
余
り
で
あ
っ
た
の
で
次
男
の
養
家
（
安
芸
書
状
で
い
う
「
身
代
の
あ

り
つ
き
か
せ
」
）
と
し
て
申
し
分
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
つ
目
の
理
由
は
、
中

目
家
は
、
伊
達
安
芸
家
に
「
筋
目
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
武
士
に
と
っ
て
、
縁

談
な
ど
を
ま
と
め
る
場
合
に
は
家
格
や
知
行
高
だ
け
で
は
な
く
、
両
家
の
関
係
の
濃
淡
の

如
何
が
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

本
報
告
書
に
は
掲
載
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
書
状
と
補
完
関
係
に
あ
る
文
書
が
発

見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
こ
の
縁
談
に
基
づ
い
て
中
目
惣
兵
衛
（
惣
右
衛
門
か
）

が
古
内
源
太
郎
に
伊
達
安
芸
か
ら
の
書
状
を
差
し
添
え
て
藩
へ
の
「
御
披
露
」
（
報
告
）

を
依
頼
す
る
書
状
の
写
し
で
あ
る
。
こ
の
文
書
か
ら
は
、
当
時
、
中
目
惣
兵
衛
・
惣
右
衛

門
は
当
時
数
え
年
五
〇
歳
、
長
吉
は
ま
だ
六
歳
で
あ
っ
た
こ
と
、
中
目
家
と
伊
達
安
芸
家

を
結
ぶ
「
筋
目
」
と
は
「
国
分
能
登
」
と
の
縁
で
あ
る
こ
と
、
中
目
惣
兵
衛
の
文
書
が
寛

文
七
（
一
六
六
七
）
年
一
一
月
二
七
日
の
日
付
と
な
っ
て
お
り
長
吉
の
養
子
縁
組
の
時
期

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
分
能
登
と
は
、
宮
城
郡
南
部
を
領
し
た
戦
国
武
将
の
国
分
能

登
盛
氏
こ
と
と
推
定
で
き
る
。
盛
氏
の
娘
が
そ
れ
ぞ
れ
亘
理
家
お
よ
び
天
童
家
に
嫁
い
で

お
り
、
国
分
家
・
亘
理
家
（
後
の
伊
達
安
芸
家
）・
天
童
家
を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

中
目
家
と
国
分
家
と
の
関
係
は
現
時
点
で
不
明
で
あ
る
。
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小
旗
朽
葉
胴
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
幅
長
六
尺
三
寸
乳
金

仁
尺　

仁
尺　

仁
尺
三
寸　

合
六
尺
三
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
旗
浅
黄
胴
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
幅
長
六
尺
乳
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
此
度
書
出
シ

不
仕
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
蔵

仁
尺　

仁
尺　

仁
尺　

合
六
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
布
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
旗
幕
之
紋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
之
通
ニ

御
座
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
内
記

　
　
　

延
宝
三
年
卯
月
十
五
日　
　
　
　
　
　

書
判

留
メ　
　
　
　
　

御
目
付
衆
三
人
ニ

渡
ス

（
三
三
・
四
㎝
×
四
六
・
八
㎝
）

39　

天
童
家
小
旗
幕
之
紋　
（
№
０
０
５
３
９
）
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延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
四
月
付
で
天
童
家
か
ら
藩
に
提
出
さ
れ
た
天
童
家
小
旗
お
よ

び
陣
幕
図
柄
報
告
書
で
あ
る
。
「
天
童
内
記
」
は
四
代
目
定
義
の
こ
と
で
あ
る
。
現
物
は

藩
に
提
出
さ
れ
た
の
で
天
童
家
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
写
し
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
内
記

の
「
書か

き
は
ん判

」
（
花
押
）
は
な
く
、
そ
れ
が
あ
っ
た
場
所
に
「
書
判
」
と
い
う
字
が
あ
る
。

小
旗
は
、
侍
大
将
の
居
場
所
を
示
す
も
の
で
、
幕
は
、
そ
の
陣
地
の
周
り
に
張
っ
た
も
の

で
あ
る
。
知
行
高
一
三
四
七
石
で
家
格
が
準
一
家
の
天
童
家
は
、
代
々
番
頭
・
大
番
頭
と

い
う
軍
事
指
揮
官
を
勤
め
、
伊
達
家
の
軍
列
で
一
つ
の
備

そ
な
え（

部
隊
）
を
率
い
る
立
場
で
あ
っ

た
の
で
、
備
の
中
心
を
示
す
た
め
に
小
旗
が
必
要
で
あ
っ
た
。
小
旗
が
二
つ
あ
る
の
は
、

大
き
い
方
の
朽く

ち

ば葉
胴ど

う
く
ろ黒

の
旗
は
当
主
の
内
記
定
義
自
身
の
も
の
で
、
わ
ず
か
に
小
さ
い
方

の
浅あ

さ

ぎ黄
胴ど

う
く
ろ黒

の
方
は
、
「
百も

も
ぞ
う蔵

」
と
名
乗
る
者
の
物
で
あ
る
。
現
在
、
天
童
家
文
書
で
確

認
で
き
る
「
百
蔵
」
と
い
う
名
は
、
実
は
、
定
義
の
若
い
時
の
字

あ
ざ
な

で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の

小
旗
は
同
一
人
物
の
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
名
前
に
合
わ
せ
て
小
旗
を
使
い
分

け
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。

　

定
義
は
万
治
元
（
一
六
五
八
）
年
に
国
番
頭
に
任
命
さ
れ
て
い
る
と
『
伊
達
世
臣
家
譜
』

に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
の
役
職
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
小
旗
を
用
意
す

る
必
要
が
あ
る
役
職
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
事
実
は
確
認
で
き
る
。
定
義
の
世
嗣

久
蔵
頼
真
は
、
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
七
月
に
初
め
て
小
姓
組
に
上
が
る
の
で
、
延
宝

三
年
段
階
で
ま
だ
奉
公
に
は
出
て
お
ら
ず
独
自
に
一
つ
の
小
旗
が
持
て
る
年
齢
だ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
百
蔵
」
を
「
久
蔵
」
の
旧
名
・
別
名
と
は

考
え
に
く
い
。

　

な
お
、
こ
の
二
つ
の
小
旗
は
、
草
木
染
と
い
う
、
比
較
的
単
純
で
古
風
な
技
法
で
染
め

ら
れ
て
い
る
。
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史
料
39
の
小
旗
の
う
ち
、
内
記
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
年
代
や
持
ち
主
の
名
前
は
不
詳
で
あ

る
。
ま
た
、
史
料
の
変
色
が
大
き
く
、
朽
葉
色
が
抜
け
て
い
る
。

仁
尺　
　

仁
尺　
　

仁
尺
三
寸

右
小
旗
朽
葉
胴
黒
二
幅
長
六
尺
三
寸

乳
金

（
二
四
・
八
㎝
×
一
九
・
五
㎝
）

40　

旗
印　

（
№
０
０
６
４
６
）
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宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
八
月
付
で
藩
に
提
出
し
た
馬
印
図
柄
報
告
書
の
写
し
・
控
え
で
あ
る
。

天
童
彦
三
郎
右
近
成
頼
は
、
宝
永
七
年
六
月
に
大
番
頭
に
任
命
さ
れ
、
こ
の
馬
印
図
柄
の
提
出
が

大
番
頭
就
任
と
関
係
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。　
　
　
　
　

　

形
状
自
体
は
前
出
の
「
小
旗
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
名
称
が
「
小
旗
」
か
ら
「
馬
印
」
に

か
わ
っ
て
い
る
。
大
馬
印
は
、
陣
地
に
置
く
物
で
、
小
馬
印
は
、
実
際
に
備
と
一
緒
に
移
動
す
る

時
に
、
そ
の
位
置
を
示
す
目
印
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
馬
印
と
い
え
ば
、
長な

が

え柄
と
い
う
鎗
の
先
端

に
造
形
物
を
飾
る
形
、
例
え
ば
豊
臣
秀
吉
の
瓢
箪
の
馬
印
が
有
名
で
あ
る
が
、
天
童
家
の
宝
永
年

間
の
小
馬
印
は
、
小
旗
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
馬
印
の
両
方
の
様
子
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

　

旗
の
模
様
が
延
宝
年
間
の
物
と
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
延
宝
の
小
旗
の

模
様
が
直
線
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
波
線
を
取
り
入
れ
る
宝
永
段
階
の
技
法
に
は
、
一
八

世
紀
末
に
京
都
で
興
っ
た
友
禅
染
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

大

馬

印

　
　
　
　
　
　
　

長
八
尺

　
　
　
　
　
　
　

横
四
尺
五
寸　

但
四
幅

　
　
　

小

馬

印

金
鳥
毛　
　

金
籠

　
　
　
　
　
　
　

長
六
尺

　
　
　
　
　
　
　

横
三
尺
三
寸　

但
三
幅

　
　
　

右
之
通
相
伺
申
候
以
上

　
　
　
　

宝
永
七
年
八
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
彦
三
郎

（
三
二
・
三
㎝
×
四
二
・
五
㎝
）

41　

天
童
家
大
馬
印
・
小
馬
印　
（
№
０
０
５
４
０
）



89

解　

説

　

天
童
家
に
あ
っ
た
襖
の
裏
張
り
と
し
て
出
て
き
た
文
書
で
あ
る
。
筆
跡
と
内
容
か
ら
み
て
、
も

と
も
と
一
つ
の
帳
簿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
破
損
が
激
し
く
断
簡
の
間
の
連
続
性
を
再
現

す
る
の
が
困
難
の
た
め
、
内
容
が
不
明
の
も
の
が
多
い
。
こ
の
留
帳
の
史
料
的
価
値
を
理
解
す
る

た
め
に
断
簡
一
枚
ご
と
の
意
味
以
上
に
、
こ
の
帳
簿
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
断
片
を
一
つ
の
全
体
と

し
て
見
渡
し
た
時
に
見
え
て
く
る
天
童
家
の
仙
台
屋
敷
と
準
一
家
天
童
家
の
仙
台
藩
家
臣
団
に
お

け
る
立
場
に
つ
い
て
概
観
し
た
方
が
生
産
的
で
あ
る
。
断
簡
に
つ
い
て
は
個
別
的
に
解
説
を
加
え

る
が
、
最
後
に
全
体
的
な
解
説
に
本
旨
を
委
ね
る
こ
と
に
す
る
。

　

史
料
42
の
左
側
が
留
帳
の
表
紙
と
な
り
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
、
当
主
が
右
近
介
常
頼
の

代
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
帳
簿
の
原
題
が
「
諸
御
用
留
帳
」
で
作
成
し
た
役
方
が
「
御
留
守

居
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
裏
側
の
断
簡
は
、
但
木
志
摩
・
石
田
豊
前
宛
て
の
天
童
右
近

介
か
ら
の
書
状
の
控
え
で
あ
る
。
但
木
・
石
田
は
当
時
の
仙
台
藩
の
家
老
職
に
あ
た
る
「
奉
行
」

で
あ
っ
た
。
内
部
の
控
え
で
あ
る
の
で
「
天
童
右
近
介
」
の
名
前
を
省
略
し
て
書
い
て
い
る
。
文

末
の
後
書
「
右
両
通
如
斯
相
認
」
の
部
分
で
は
、こ
の
よ
う
な
書
状
を
宛
て
人
の
二
人
で
は
な
く
、

月
番
奉
行
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
別
の
奉
行
後
藤
孫
兵
衛
の
自
宅
に
天
童
家
留
守
居
役
の
者
が

届
け
、
受
取
を
確
認
し
た
こ
と
を
示
す
。
重
臣
と
奉
行
職
と
の
間
の
文
通
の
具
体
的
な
仕
方
が
分

か
り
興
味
深
い
が
、
肝
心
の
「
両
通
」
の
書
簡
の
内
容
が
全
く
不
明
で
あ
る
。

42　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
９
９
）

此
旨
宜
御
執
成
可
被

下
候
恐
惶
謹
言

　
　
　

天
―
―
―

正
月
朔
日　
　
　

御
書
判

但
木
志
摩
様

石
田
豊
前
様

　

右
両
通
如
斯
相
認
十
二
月
十
日
後
藤
孫
兵
衛
殿
江

　

指
出
候
処
御
請
取
之
段
申
聞
候
事　
　
　
　

　
　

文
化
五
年

諸
御
用
留
帳

　
　

正
月
ヨ
リ　
　

御
留
守
居
方

（
二
六
・
〇
㎝
×
三
三
・
二
㎝
）
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43　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
４
）　

　

切
白
紙

　

主
人
天
童
右
近
介
屋
敷
裏
狐
小
路
竹
垣
雪
柳

　

之
下
ヘ
水
風
呂
桶
壱
つ
捨
物
在
之
候
段
秋
保
兔
毛
様

　

御
旗
本
岡
崎
信
右
衛
門
よ
り
今
朝
申
来
候
付
被
越
立
合

　

見
分
仕
候
処
水
風
呂
桶
斗
ニ

而
火
入
金
物
等
無
之
何
方
よ
り
之
捨
物
ニ

御

　

座
候
哉
捨
物
ニ

無
相
違
相
見
得
申
候
ニ

付

　

屋
敷
内
江

持
参
仕
預
置
右
之
趣
相
達
申
候
段

　

兔
毛
様
御
家
来
へ
申
断
候
上
右
之
段
相
達
申
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　

天
―
―
留
守
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

　
　
　
　

三
月
七
日

　
　
　
　

御
町
奉
行
所

　
　
　

右
之
通
相
認
右
水
風
呂
桶
持
添
御
町
奉
行

　
　
　

石
川
仲
左
衛
門
殿
宅
相
達
候
処
御
請
取
之
段
取
次
へ

　
　
　

申
聞
奉
退
候
以
上

一　

近
衛
内
府
様
御
事

　
　

去
月
十
一
日
御
婚
礼
無

　
　

御
滞
被
為
済
候
段
承
知

　
　

仕
恐
悦
之
御
儀
ニ

奉
存
猶

　
　

乍
序

　
　

屋
形
様
江

右
御
悦
申
上
候
処

（
二
六
・
三
㎝
×
三
四
・
二
㎝
）



91

解　

説

　

史
料
の
前
半
の
「
切
白
紙　

主
人
天
童
右
近
介
屋
敷
裏
」
の
書
簡
は
、
留
守
居
役
の
滝

口
半
四
郎
が
仙
台
城
下
町
の
町
奉
行
石
川
仲
左
衛
門
宅
に
届
け
た
、
捨
て
物
の
届
け
で
あ

る
。
こ
の
留
帳
を
書
い
た
人
物
の
名
前
が
こ
こ
で
判
明
す
る
。
内
容
自
体
は
、
水
ぶ
ろ
の

桶
が
屋
敷
裏
の
林
の
中
で
見
つ
か
っ
た
、
と
い
う
何
の
変
哲
も
な
い
も
の
で
は
あ
る
、
こ

の
文
書
の
届
け
先
が
町
奉
行
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
の

が
後
掲
の
史
料
58
の
最
後
の
二
行
に
あ
る
。
こ
の
二
行
の
趣
旨
は
、
「
大
番
方
勤
方
留
」

と
い
う
藩
法
（
藩
法
史
料
叢
書
『
藩
法
史
料
叢
書
３　

仙
台
藩
（
上
）
』
三
八
七
頁
）
で

次
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
藩
法
集
に
は
こ
の
法
令
の
年
代
が
記
さ
れ
て

い
な
い
。

　
　
　

「
六
八

　
　
　

屋
敷
前
ニ
而
捨
物
有
之
節
ハ
、
只
今
迄
ハ
支
配
頭
江
相
達
候
処
、
向
後　
　
　

　
　
　

ハ
諸
士
・
寺
院
共
ニ
直
々
御
町
奉
行
所
へ
可
相
達
候
、
御
扶
持
人
并
拝　
　
　

　
　
　

借
屋
敷
之
者
抔
ハ
、
其
支
配
頭
江
相
達
、
頭
よ
り
直
々
御
町
奉
行
江
可

　
　
　

相
達
候
事　

」

　

こ
の
法
令
で
「
只
今
迄
」
と
は
何
時
を
指
し
て
い
る
か
、
別
の
藩
法
集
で
あ
る
「
覚
書
」

の
五
五
番
享
保
一
四
（
一
七
二
九
）
年
二
月
朔
日
の
法
令
第
一
二
条
で
確
認
で
き
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
屋
敷
前
の
横
死
・
捨
物
な
ど
に
つ
い
て
は
「
頭
々
江
相
達
」
す
る
よ
う
に
、

辻
番
所
な
ら
「
御
屋
鋪
方
」（
屋
敷
奉
行
）
に
達
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（
前
掲
『
藩

法
』
四
八
四
～
四
八
六
頁
）
。
「
覚
書
」
で
い
う
「
頭
々
」
、
「
御
屋
鋪
方
」
と
は
と
も
に
武

家
支
配
に
属
す
る
役
職
で
、
と
く
に
「
頭
」
と
は
番
頭
の
こ
と
で
、
仙
台
城
下
に
お
け
る

武
家
屋
敷
の
日
々
の
民
政
的
な
業
務
も
、
町
奉
行
で
は
な
く
、
番
頭
の
支
配
系
統
で
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
た
か
が
水
ぶ
ろ
の
捨
て
物
で
は
あ
る
が
、
こ
の
事
件
を
め
ぐ
る

事
務
処
理
の
背
景
に
は
、
元
来
、
町
人
の
み
を
管
轄
し
て
い
た
町
奉
行
の
支
配
が
、
身
分

の
垣
根
を
超
え
て
、
以
前
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
武
家
屋
敷
街
に
も
及
び
始
め

て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
世
紀
に
入
り
、
か
つ
て
の
身
分
序
列
に

亀
裂
が
入
り
始
め
て
い
た
こ
と
を
語
る
一
断
面
で
あ
る
。

　

な
お
、
文
中
の
秋
保
兎
毛
の
役
職
を
系
図
で
確
認
で
き
な
い
。
秋
保
兔
毛
盛
光
の
家
格

は
召
出
、
知
行
高
は
五
七
三
石
で
、
天
明
五
年
二
月
家
督
を
継
い
だ
人
物
で
あ
る
（
『
伊

達
世
臣
家
譜
』
続
編
第
一
巻
九
五
頁
）
。

　

史
料
後
段
の
「
近
衛
内
府
云
々
」
は
、
史
料
50
と
内
容
的
に
関
連
す
る
。
近
衛
内
府
の

婚
礼
の
こ
と
の
「
悦
び
」
を
「
屋
形
様
」
（
大
名
）
に
申
し
上
げ
る
、
と
い
う
書
状
の
一

部
で
あ
る
。
内
容
の
様
式
は
ほ
ぼ
定
型
化
さ
れ
て
お
り
、
伊
達
本
家
の
関
係
者
に
祝
儀
・

不
祝
儀
や
年
始
・
年
末
な
ど
の
時
候
に
準
一
家
の
家
格
の
一
つ
の
重
要
な
勤
め
と
し
て
こ

の
よ
う
な
儀
礼
文
を
藩
奉
行
を
通
し
て
提
出
し
て
い
る
。

　

近
衛
内
府
と
は
、
七
代
藩
主
重
村
正
室
の
養
父
広
幡
長
忠
の
孫
、
経
豊
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。



92

　

三
つ
の
文
書
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
完
全
な
も
の
は
、
中
段
に
配
さ
れ
て
い
る
、
年
始
祝
儀
の

太
刀
代
・
馬
代
を
届
け
た
際
に
一
緒
に
提
出
し
た
書
状
で
あ
る
。
宛
名
の
「
御
繰
合
方
吟
味
役
衆
」

と
は
、
藩
の
勘
定
機
構
の
中
の
実
務
担
当
役
人
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

　

前
段
の
三
行
の
文
書
は
、
海
防
に
係
わ
る
江
戸
幕
府
か
ら
の
法
令
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

後
段
の
二
行
は
、
天
童
家
が
毎
年
の
三
月
に
提
出
し
た
寺
請
并
切
支
丹
改
の
書
き
出
し
で
あ
る
。

寺
請
証
文
を
受
け
取
っ
た
「
前
島
左
源
太
」
の
家
系
は
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
な
ど
の
系
図
史
料
に

見
ら
れ
ず
、
役
所
の
中
の
下
級
役
人
と
思
わ
れ
る
。

解　

説

44　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
８
）

可
被
承
合
候

右
之
趣
陸
奥
出
羽
越
後
常
陸
浦
ゝ
ニ

領

知
等
有
之
面
々
ヘ
可
被
相
触
候

　
　
　

十
二
月

切
白
紙

　

一　

代
貳
百
文　
　
　
　

御
太
刀
代

　

一　

代
百
六
拾
七
文　
　

御
馬
代

　
　
　

貳
口
合
三
百
六
拾
七
文

　
　
　

右
之
通　
　

　
　
　

屋
形
様
江

当
年
始
御
祝
儀
代

　
　
　

献
上
之
分
相
納
候
間
取
納
手
形

　
　
　

可
被
相
出
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
名
前
御
印
判

　
　
　

文
化
五
年

　
　
　
　

三
月
六
日

　
　
　
　

御
繰
合
方
吟
味
役
衆

一　

三
月
七
日
寺
請
并
鉄
砲
証
文
切
支
丹
所
江

指
出
候
処
同
所
御
役
人
前
嶋
左
源
太
殿
受
取
書
ニ（

二
六
・
三
㎝
×
三
四
・
二
㎝
）



93

　

海
防
に
係
わ
る
江
戸
幕
府
法
令
の
一
部
で
あ
る
。
文
末
の
「
十
二
月　

正
月
四
日
瀬
上
筑
後
様

江
相
回
」
す
と
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
法
令
が
重
臣
同
士
の
支
配
系
列
の
中
で
回
覧
さ
れ
て
周

知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

後
段
の
史
料
は
、
孝
勝
寺
様
（
二
代
藩
主
忠
宗
室
）
の
百
五
十
回
忌
に
あ
た
り
藩
士
の
拝
礼
を

奨
励
す
る
藩
か
ら
の
達
に
対
し
、
自
分
は
「
長
病
」
で
あ
る
の
で
拝
み
に
出
な
い
こ
と
を
届
け
る

書
状
の
本
文
部
分
で
あ
る
。
当
時
、
常
頼
が
病
気
療
養
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
史
料

55
お
よ
び
61
が
関
連
す
る
。

解　

説
程
之
儀
ニ

候
ハ
ゝ
其
所
ニ

と
ゝ
免
手
当
い
た
し
置

可
被
相
伺
候
畢
竟
何
於
路
し
や
人
不
埒
之

次シ
タ
イ第

ニ

付
故
此
方
厳
ク

致
候
訳
ニ

候
条
油
断

な
く
可
被
申
付
候
事

右
之
通
万
石
以
上
已
下
海
辺
ニ

領
分

有
之
面
々
江

不
洩
様
可
被
相
触
事

　
　

十
二
月　

正
月
四
日
瀬
上
筑
後
様
江

相
廻
事

切
紙

　

来
月
五
日

　

孝
勝
寺
様
百
五
拾
回
御
忌
御
法
事
御
建
夜

　

被
遊
御
執
行
候
ニ

付

　

御
固
立
之
前
々
右
御
法
事
之
節
拝
ニ

罷
出
候
輩

　

勝
手
次
第
御
当
日
拝
被

　

仰
付
御
香
典
も
志
次
第
指
上
候
様
御
触
之
趣

　

承
知
仕
候
私
儀
前
々
よ
り
拝
ニ

罷
出
候
義
無
御
座
候

　

私
義
当
時
長
病
ニ
而

罷
在
申
候
間
右
之
段
共
ニ

　

相
達
申
候
以
上

（
二
六
・
五
㎝
×
三
四
・
〇
㎝
）　

45　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
９
）

此
度
□
□
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一
二
月
二
九
日
の
日
付
が
あ
る
欠
損
の
激
し
い
こ
の
文
書
は
、
年
末
の
祝
儀
の
「
御
悦
び
」
を

伝
え
る
定
型
文
書
で
あ
ろ
う
。
後
段
の
も
の
は
、
対
と
な
っ
て
年
始
の
「
御
悦
び
」
を
申
し
上
げ

る
定
型
文
で
あ
る
。

解　

説 　
　

歳
暮　
　
　

〔　
　

欠　
　
　
　

〕

　
　

御
調
恐
悦

（
カ
）　

〔　
　

欠　
　
　
　

〕

　
　

乍
憚
歳
暮
之
〔　

欠　
　
　
　

〕

　
　

申
上
度
如
斯
ニ

御
座
〔　

欠　

〕
旨

　
　

宜
御
執
成
可
被
下
候
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　

天
―
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
重
判

　
　

十
二
月
廿
九
日

　
　
　

但
木
志
摩
様

　
　
　

石
田
豊
前
様

格
通　

　
　

但
木
志
摩
様　

天
童
―
―
―

　
　

石
田
豊
前
様

　
　

一
筆
致
啓
上
候

　
　

屋
形
様
益
御
機
嫌
能

　
　

可
被
遊
御
越
候
義
恐
悦
之

　
　

御
儀
ニ

奉
存
候
乍
憚
年
始
之

　
　

御
祝
詞
申
上
度

　
　

御
太
刀
馬
代
献
上
之
仕
候　
　

（
二
六
・
〇
㎝
×
二
八
・
六
㎝
）

46　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
８
７
）

[

付
札]

屋
形
様
江
年
始
之

御
祝
詞
申
上
候
雛

（
カ
）（
カ
）

書
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前
段
の
文
書
は
、
南
部
藩
領
に
「
異
国
舩ふ

ね

」
が
み
え
た
の
で
、
仙
台
藩
領
の
海
防
体
制
を
整
え

て
お
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
後
掲
の
史
料
65
及
び
67
と

関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

後
段
の
取
り
消
し
線
の
あ
る
文
書
は
、
「
屋
形
様
」
へ
の
「
御
機
嫌
伺
い
」
で
、
こ
れ
を
季
節

の
節
目
な
ど
に
頻
繁
に
提
出
し
た
定
型
文
書
の
一
部
で
あ
る
。
取
り
消
し
線
が
あ
る
理
由
は
判
ら

な
い
が
、
提
出
し
た
文
書
の
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
記
述
の
多
さ
か
ら
す
る
と
、
こ
の

文
書
は
、
提
出
し
た
が
文
言
や
形
式
が
不
適
格
と
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
（
史
料
56
・
58
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

解　

説
　

南
部
領
田
名
部
佐
井
村
与
唱
候
浦
よ
り
三
里

　

程
沖
ニ

去
ル

十
九
日
異
国
舩
相
見
得
候
ニ

付

　

夫
ゝ
人
数
等
被
持
遣
候
右
舩
何
方
ニ

致
漂

　

流
候
得

（
カ
）（
カ
）

共
□
□
御
隣
国
之
儀
ニ

候
間
為
御
心

　

懸
之
申
越
候
ニ

付
南
部
大
膳
太
夫
殿
御
家

　

老
中
よ
り
申
越
候
御
当
領
江

漂
着
候
ハ
ゝ

　

異
国
舩
漂
流
之
節

（
カ
）

宮
城
浦
ゝ
備
等
之
義

　

前
之
打
通
置
所
早
速
人
数
相
遣
□
手

　

当
被
心
懸
ケ
候
様
可
有
候
事

　

右
之
通
御
書
付
〔　

欠　

〕

　

御
便
有
之
〔　

欠　

〕

一
筆
致
啓
〔　

欠　

〕

屋
形
様
宜
御
機
嫌
〔　

欠　

〕

御
□
□
ニ

奉
存
候
乍
憚
土
用
中
〔　

欠　

〕

如
斯
ニ

御
座
候
此
旨
宜
被
執
成
候
以
上
〔 

　

欠　

〕

　

六
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
〔　

欠　

〕

　

片
倉
小
十
郎
様　
　

右
□
書
六
月
二
日
後
藤
孫
兵
衛
様

　

石
田
豊
前
様　
　
　

□
□
□
右
衛
門
持
参
指
出
候
事

（
二
五
・
九
㎝
×
三
三
・
二
㎝
）

47　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
６
０
５
）
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前
段
は
、
藩
奉
行
に
呼
び
出
さ
れ
た
常
頼
が
、
病
気
を
理
由
に
か
、
直
接
登
城
で
き
ず
名
代
と

し
て
親
類
の
黒
沢
を
立
て
た
と
い
う
内
容
の
、
儀
礼
に
係
わ
る
文
書
の
断
簡
で
あ
る
。

　

後
段
は
、
寒
中
の
御
機
嫌
伺
い
で
あ
る
。

解　

説
右
御
名
代
之
た
免
御
親
類
黒
沢
平
左
衛
門
様
御
登

城
被
仰
渡
趣
御
承
知
御
同
人
様
直
ゝ
右

御
礼
御
奉
行
衆
候
処
御
宅
江

御
廻
勤
相

済
事

一
筆
致
啓
上
候
甚
寒
之
節

（
カ
）

御
座
候
得
共

屋
形
様
宜
御
機
嫌
罷
被
遊
御
座
恐
悦

之
御
儀
奉
存
候
乍
憚
寒
中
御
伺

御
機
嫌
申
上
度
由
如
是
御
座
候
此
旨
宜
ク

執

成
可
被
下
候
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
之

（
マ
マ
）介

　
　

十
一
月
廿
一
日　
　
　

御
書
判　
　

（
二
五
・
八
㎝
×
三
三
・
二
㎝
）

48　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
６
０
８
）

伝
書

左
□
□
伺

□
□
□
申
上
候
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孝
勝
寺
様
の
百
五
十
回
忌
が
無
事
に
終
了
し
た
こ
と
の
「
御
悦
び
」
を
申
し
上
げ
る
儀
礼
的
な

文
書
で
あ
る
。

解　

説
正
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
名
前

格
通

　
　

但
木
志
摩
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
名
前

　
　

石
田
豊
前
様

一
筆
致
啓
上
候
昨
五
日

孝
勝
寺
様
百
五
十
回
御
忌

御
法
事
御
格

（
カ
）（
カ
）

式
無
御
滞
相
済

候
段
承
知
仕
恐
悦
之
御
儀
ニ

奉
存
候
乍
憚

屋
形
様
江

右
御
歓
申
上
度　

（
二
六
・
五
㎝
×
一
八
・
三
㎝
）

49　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
７
）

小
松
付

孝
勝
寺
様
御
法
事
御
沙
汰
無

御
滞
相
済
候
ニ

付

屋
形
様
江

御
悦
申
上
候
仰
書
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日
付
が
前
後
し
て
い
る
文
書
が
三
通
並
ん
で
い
る
。
前
段
の
も
の
の
本
文
が
欠
け
て
い
る
た
め

内
容
不
詳
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
年
末
が
迫
る
中
の
儀
礼
的
な
や
り
取
り
に
係
わ
る
内
容
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
月
二
六
日
付
の
も
の
は
、
伊
達
宗
家
の
「
親
類
様
」
に
天
童
家
は
暑
寒
の

御
機
嫌
伺
い
を
出
さ
な
い
の
が
慣
例
で
あ
る
こ
と
の
届
け
で
、
一
一
月
二
八
日
の
も
の
は
、
天
童

家
に
は
代
替
わ
り
、
改
名
な
ど
を
行
っ
た
者
は
い
な
い
こ
と
を
奉
行
の
（
後
藤
）
孫
兵
衛
に
届
け

出
る
定
型
文
書
で
あ
る
。
武
士
に
と
っ
て
は
、
「
家
」
の
中
の
地
位
お
よ
び
名
前
な
ど
は
、
藩
に

届
け
て
管
理
さ
れ
る
重
要
事
項
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

解　

説

十
二
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
頼　

花
押

　
　
　

但
木
志
摩
様

　
　
　

石
田
豊
前
様

右
之
通
相
認
十
一
月
廿
六
日
後
藤
孫
兵
衛
殿
江

指
出
候
処
直
ゝ
被
受
取

候
段
申
聞
候
以
上

切
紙

　

御
親
類
様
方
江

暑
寒
之
伺

　

御
機
嫌
申
上
候
儀
等
早
ゝ
御
触
之
趣

　

承
知
仕
候
私
儀
先
年
よ
り

　

御
親
類
様
方
江

伺　

御
機
嫌
申
上
候
儀

　

無
御
座
候
右
之
段
相
達
申
候
以
上

　

十
一
月
廿
六
日　
　
　
　

天
―
―

切
紙

一
当
正
月
以
後
代
替
并
名
代
被　

仰
付
其
外

　

名
改
等
被　

仰
付
品
替
有
無
之
訳

　

可
相
達
由
之
御
触
之
趣
承
知
仕
候
私
儀

　

品
替
之
儀
無
御
座
候
右
之
段
相
達
申
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
名
前

十
一
月
廿
八
日

　
　

右
之
通
相
認
孫
兵
衛
様
江

相
達
候
処
御
受
取
之
事

　
　
　

但
木
志
摩
様　
　
　

天
童
―
―
―

　
　
　

石
田
豊
前
様

（
二
六
・
九
㎝
×
三
二
・
五
㎝
）

50　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
８
９
）

　

格
通

屋
形
様
江

被
成
□
□

御
祝
儀
申
上
候
雛
書
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史
料
43
と
関
連
す
る
。
近
衛
内
府
の
婚
礼
に
つ
い
て
「
御
悦
び
」
を
言
上
す
る
。

解　

説

近
衛
内
府
様
江

尾
張
宰
相
様
御
姉

琴
姫
様
御
縁
組
如
御
願
之
去
月
廿
七
日

被　

仰
遣
候
段
承
知
仕
候
恐
悦
之
御
儀
ニ

奉
存
候
乍
憚

屋
形
様
右
御
悦
申
上
度
私
儀
長
病
中
ニ

付

使
者
指
出
申
候
此
旨
宜
御
執
成
儀
被
下
候

以
上

十
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　

天
―
―
―

（
二
五
・
九
㎝
×
一
六
・
一
㎝
）

51　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
９
０
）
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婚
礼
な
ど
の
よ
う
な
御
祝
儀
が
滞
り
な
く
成
就
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
回
文
が
届
い
た
こ
と
を
承

知
す
る
内
容
の
儀
礼
関
係
の
文
書
の
一
部
で
あ
る
。

解　

説
無
御
滞
相
済
申
候
依
之
青
木
甲
斐
守
様

岩
城
采
女
様
有
馬
久
米
之
丞
様
河
野
勘
右
衛
門
殿

山
添
凞
春
院
今
井
帯
刀
殿
御
出
御
悦
被
進

千
秋
万
歳
目
出
度
御
事
恐
悦
至
極
ニ

奉

存
候
右
ニ

付
為
御
使
者
御
武
頭
代
リ

熊
平

繁
之
丞
被
相
下
御
一
門
中
江

御
書
被
遣
各
江

も

被
成
下　
　

御
書
候
右
之
趣
承
知
可
仕
順

孝
院
殿
江

被
申
上
御
一
門
中
始
可
被
相
通
候

（
二
五
・
七
㎝
×
一
六
・
六
㎝
）

52　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
９
１
）

シ
ン
ゼ
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前
段
は
、
大
名
が
疱
瘡
に
か
か
っ
て
快
復
し
た
こ
と
の
「
御
悦
び
」
を
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ

る
。
当
時
の
大
名
は
、
一
三
歳
ぐ
ら
い
の
伊
達
周
宗
で
あ
り
三
～
四
年
後
に
病
死
す
る
。

　

後
段
は
、
常
頼
が
松
島
へ
の
「
代
参
」
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
準
備
の
た
め
に
「
上
府
」
（
在
郷

か
ら
仙
台
に
上
が
っ
た
）
こ
と
を
届
け
る
文
書
の
控
え
で
あ
る
。
準
一
家
の
天
童
家
は
、
度
々
、

大
名
に
代
わ
っ
て
そ
の
一
族
の
一
人
と
し
て
伊
達
家
の
菩
提
寺
に
伊
達
家
の
祖
先
の
命
日
に
お
参

り
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
「
準
一
家
」
と
い
う
家
格
が
単
な
る
名
称
で

は
な
く
、
天
童
家
が
伊
達
家
の
一
員
と
し
て
そ
の
祖
先
崇
拝
儀
礼
を
代
行
す
る
役
割
を
担
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
当
時
無
職
の
常
頼
が
八
幡
村
の
在
所
に
滞
在
し
て
お
り
、
居
所
を

変
え
る
度
に
藩
に
自
分
の
所
在
を
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
判
る
。
武
士
に
対
す
る
生
活

規
制
の
一
端
が
窺
え
る
一
コ
マ
で
あ
る
。
な
お
、
代
参
を
命
じ
ら
れ
そ
れ
を
引
き
受
け
て
い
る
と

こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
松
島
代
参
に
か
か
わ
る
一
連
の
文
書
は
、
常
頼
が
脚
気
か
ら
快
復
し
た
後

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
（
史
料
55
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

解　

説 　
　
　
　
　
　

口
上

一　

屋
形
様
過
ル

十
四
日
よ
り
御
火
気
被
為
有
候
処
御
疱
瘡

　
　

被
為
成
候
過
ル

十
七
日
暁
よ
り
御
遣

（
カ
）

悦
（
カ
）

被
遊
候
段
御
触

　
　

之
趣
承
知
仕
候
乍
憚
伺
御
機
嫌
申
上
度
□

　
　

□
□
遣
候
此
旨
宜
御
執
成
可
被
下
候
以
上

　
　
　
　

正
月
廿
八
日

一　

私
義
松
嶋
へ

御
名
代
被　

仰
付
今
日
暁

　
　

上
府
仕
候
ニ

付
此
段
可
奉
申
上
候
以
上

　
　
　
　

正
月
廿
三
日　
　
　
　
　

（
二
五
・
五
㎝
×
一
六
・
八
㎝
）

53　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
６
０
１
）
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史
料
53
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
、
代
参
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
る
。
「
松
島
」
と
は
、
具
体

的
に
瑞
巌
寺
に
あ
る
陽
徳
院
廟
を
さ
し
て
い
る
。
陽
徳
院
と
は
、
初
代
藩
主
伊
達
政
宗
の
正
室
愛

姫
の
法
号
で
あ
る
。

解　

説 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
石
良
治

　
　
　

正
月
十
九
日

　

天
童
右
介

（
マ
マ
）殿

　
　

御
留
守
居
中

一
筆
令
啓
達
候
来
ル

廿
四
日
於
松
嶋

　

陽
徳
院
様
御
正
忌
年
始
御
覚

　

御
廟
御
寺
共

　

御
名
代
被　

仰
付
候
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　

但
木
志
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
判
名
前

　
　

正
月
十
九
日

　
　

天
童
右
近
介
殿

〔　

欠　

〕

前
日
申
達
候
衣
装
熨
斗
目
長
袴

（
カ
）

付
可

被
仰
付
候

御
名
代
被
相
勤
候
刻
限
等
之
義
ハ
陽
徳
院
様
江

可
被
□
合
候
御
名
代
相
済
し
候
御
同
番
へ

下
被
相
達
候
以
上

正
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
五
・
五
㎝
×
三
三
・
三
㎝
）

54　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
３
）
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前
段
は
桂
山
様
法
事
へ
の
代
参
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
承
知
す
る
と
い
う
趣
旨
の
届
け
で
あ

る
。
桂
山
様
と
は
第
八
代
藩
主
伊
達
斉
村
（
一
七
七
四
～
一
七
九
六
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

後
段
は
、
長
病
快
気
届
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
内
容
の
文
書
で
あ
る
。
常
頼
の
病
気
が
脚か

っ

け気
で
あ
っ

た
こ
と
、
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
一
二
月
か
ら
病
気
療
養
の
休
職
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
情
報

が
含
ま
れ
て
い
る
。
文
中
の
「
他
国
」
と
は
、
他
の
藩
領
な
ど
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

解　

説

55　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
６
）

　
　
　
　
　

御
繰
合
方
吟
味
役
衆

一　

当
月
廿
七
日

　
　

桂
山
様
十
三
回
御
忌
御
法
事
被
仰
付
候
儀
ニ

付

　
　

弥
御　
　

被
仰
付
候
触
之
趣
承
知
仕
候
御
当
日

　
　

指
出
吏
之
名
前
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

　
　

右
之
通
相
達
候
以
上

　
　
　
　

当
月
十
二
日
御
名
前

　
　
　
　

同
日
富
沢
金
吾
様
差
出
候
処
御
覧
ニ

付
引
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

私
義
大
番
頭
御
□
相
勤
罷
有
申
候
処
病
気
付
右
之
段

　
　

御
免
被
成
下
度
段
文
化
三
年
十
二
月
奉
願
候
処
如
願

　
　

同
年
十
二
月
如
願
御
免
被
成
下
長
病
ニ
而

罷
在
申
候
故

　
　

長
病
御
免
被
除
被
除
度
奉
願
其
後
元

（
カ
）
　
（
カ
）詰

薬
用
仕
候
得
ハ

　
　

示
通
と
本
復
江
戸
他
国
之
御
奉
公
者
不
及
申
軍
用
共

　
　

相
勤
候
義
指
支
無
御
座
候
ニ

付
御
憐
愍
を
以
如
願
被
成
下

　
　

度
奉
存
候
私
義
御
知

□
□

□
□

行
高
百
三
十
四
貫
七
百
六
拾
七

　
　

文
ニ

御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
名
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
重
判

　
　
　
　

文
化
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
孫
兵
衛
殿

　
　
　

右
之
願
黒
沢
平
大
左
衛
門
様
江

御
留
守
居
富
沢
金
吾

　
　
　

附
添
同
日
之
遣
処
後

（
カ
）
　
（
カ
）

藤
孫
兵
衛
様
御
覧
之
由
不
□
之
者

　
　
　

申
聞
候
ニ

付
引
取　

（
二
六
・
五
㎝
×
三
四
・
五
㎝
）

名
代
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内
容
は
、
一
旦
願
書
を
番
所
に
指
し
出
し
た
ら
、
常
頼
の
書
判
（
署
名
）
を
加
え
て
勘
定
所
に

再
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
意
味
の
断
簡
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
は
、
確
定
で
き

な
い
が
、
次
の
史
料
57
の
続
き
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

後
段
は
、
松
島
陽
徳
院
へ
の
名
代
代
参
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

解　

説

56　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
２
）

　
　
　

正
月
廿
一
日

　
　
　

但
木
志
摩
殿

　
　
　

右
之
通
御
同
番
様
へ

可
仰
出
候
処
書
判
之
上

　
　
　

ニ

勘
定
所
へ
指
遣
申
候
処
御
手
写
御
判
紙
被

（
カ
）

共

　
　
　

ニ

遣
早
ゝ
指
戻

（
カ
）

候
事

　
　
　
　
　
　
　

三
（
カ
）

焼
替
ニ

□
と
ら
れ
被
仰
聞
候
こ
と

一
泉
田
勇
之
進
様

　
　
　

来
ル
廿
四
日

　

□
事
松
嶋

　

陽
徳
院
様
御
正
忌
年
始
御
□
御
名
代
御　
　

（
二
五
・
五
㎝
×
一
六
・
八
㎝
）
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松
島
へ
の
代
参
に
つ
き
、
往
復
路
に
伝
馬
の
利
用
に
必
要
な
事
務
処
理
を
し
て
ほ
し
い
、
と
い

う
意
味
の
願
書
で
あ
る
。
伝
馬
と
は
、
宿
継
ぎ
で
荷
物
を
運
ぶ
た
め
の
馬
の
こ
と
で
、
代
参
が
公

用
で
あ
る
た
め
、
無
償
の
伝
馬
の
利
用
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
判
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
代
参

に
赴
く
と
き
に
は
、
天
童
家
が
自
分
の
位
と
勤
務
内
容
に
相
応
し
い
態
勢
の
行
列
を
組
ん
で
行
進

し
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
天
童
家
が
在
所
で
抱
え
て
お
い
て
い
た
家
臣
団
は
、
準
一
家
と
い
う

家
格
の
こ
の
よ
う
な
勤
務
を
支
え
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

解　

説 　
　

右
之
願

（
カ
）

い
御
当
所
よ
り
罷
成
候
事

　
　

来
ル
廿
四
日

一
私
義
松
嶋
江

御
名
代
被　

仰
付
候
ニ

付
御
格
之
通
御
伝
馬

上
下
被
立
下
候
様
御
首
尾
被
成
下
度
奉
存
候

私
義
准
一
家
ニ

而
御
知
行
高
百
三
拾
四
貫
七
百

六
拾
七
文
ニ

御
座
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介
印　
　

（
二
五
・
五
㎝
×
一
六
・
六
㎝
）

57　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
６
０
０
）
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前
段
二
行
の
本
文
内
容
は
不
詳
で
あ
る
が
、
願
書
を
役
所
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
そ
れ
を
返
さ
れ
、

肩
書
を
書
き
加
え
た
も
の
を
指
出
直
し
た
ら
受
け
取
っ
て
も
ら
え
た
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ

る
。
様
々
な
文
書
を
役
所
に
提
出
す
る
場
合
の
形
式
の
重
要
性
を
示
す
一
文
で
あ
る
。

　

中
段
の
「
白
切
紙
」
の
文
書
も
文
書
の
形
式
を
整
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

常
頼
の
長
病
（
脚
気
）
が
本
復
す
る
前
の
段
階
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
長
病
で
休
職
中
の
者
は
、

二
〇
日
置
き
に
奉
行
に
自
分
が
ま
だ
病
気
療
養
中
で
あ
る
旨
の
届
け
を
す
る
よ
う
、
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
文
書
は
そ
の
届
の
控
え
で
あ
る
が
、
「
前
例
の
通
り
」
の
文
の
届
け
を
出
し
た

と
こ
ろ
、
奉
行
の
後
藤
（
孫
兵
衛
）
の
用
人
か
ら
「
二
十
日
置
き
に
つ
き
」
と
認
め
直
す
よ
う
指

示
さ
れ
、
そ
の
通
り
に
書
き
直
し
た
ら
文
書
を
受
け
取
っ
て
も
ら
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
定
型
業
務
と
な
る
よ
う
な
文
書
を
作
成
し
た
の
は
、
常
頼
本
人
よ
り
も
留
守
居
役
の

滝
口
半
四
郎
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
留
守
居
役
の
苦
労
の
一
端
が
窺
え
る
。

　

後
段
二
行
に
つ
い
て
は
、
前
掲
史
料
43
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

解　

説 　

候
様
御
役
人
共
よ
り
相
返
候
ニ

付
肩
書
い
た
し
指
出
候
所
被
受
取
〔　

欠　

〕

　

取
次
を
以
被
仰
聞
相
済
退
出
ス

白
切
紙

　

私
儀
長
〔
長

（
カ
）（
カ
）

病
□
〕
罷
在
申
候
処
廿
日
置
ニ

付
右
之
段
致
御
届
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　

四
月
十
二
日

　

右
之
通
後
藤
様
へ
指
出
候
処
前
ゝ
之
如
達
候
廿
日
ニ

〔　

欠　

〕
ニ

付
右
之

　

段
相
達
候
有
之
候
間
前
例
之
通

（
カ
）

さ
し
出
候
処
廿
日
置

（
カ
）

ニ

付

　

と
認
直
候
様
御
用
人
申
聞
候
間
認
直
さ
し
出
相
済
引
取
候

一
屋
鋪
前
等
ニ

捨
物
有
之
候
節
昨
今
迄
ハ
支
配
頭
江

　

相
達
来
候
処
向
後
者
諸
士
并
諸
寺
院
共
直
ニ

御
町　

（
二
五
・
二
㎝
×
一
七
・
〇
㎝
）

58　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
８
８
）
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（
二
五
・
二
㎝
×
三
三
・
三
㎝
）

59　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
７
５
）

一　

浪
人
鉄
砲
所
持
之
儀
指
南
を
も
仕
候
者
ハ
不
苦
何

　
　

方
よ
り
浪
人
参
候
共
相
改
鉄
砲
所
持
仕
段
指
南
等

　
　

仕
□
者
之
由
ニ

候
共
相
改
其
品
早
速
可
申
上
事

一　

御
扶
持
人
并
諸
家
中
致
所
持
候
鉄
砲
百
姓
町
人

　
　

浪
人
当
座
ニ

茂
貸
申
間
敷
□
事

一　

御
扶
持
人
軽
キ

者
ニ

候
共
御
構
無
之
尤
扶
持
人

　
　

鉄
砲
稽
古
抔
相
止
候
儀
ニ

は
無
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

訖
度
相
守
可
申
以
上
五
年
よ
り
被
相
直
候
事

右
之
通
被
仰
渡
候
趣
承
知
仕
若
違
背
之
段
訴
人
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

下

御
座
候
ハ
ゝ
可
申
分
候
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
名
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
重
判

　
　
　
　
　
　

〔　

欠　

〕　

　
　
　
　
　
　

河
田
四
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　

石
川
仲
左
衛
門
殿

　

右
ハ
御
先
例
之
通
ニ

相
済
候
事

御
立
紙

　

天
童
右
近
介
儀
妻
子
ハ
不
及
申
ニ

家
中
之　

〔　
　
　

欠　
　
　

〕

　

□
□
迄
切
支
丹
宗
門
之
者
無
御
座　

〔　
　
　
　
　

欠　
　
　

 

〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
弐
〔　
　
　

欠　
　
　

〕

　

上
下
合
弐
百
六
十
七
人　
　

内　

□
□
候
処
全
〔　
　

欠　
　

〕

　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

一
男
百
五
十
三
人　
　
　

宮
城
郡
八
幡
村
家
中
〔　

欠　

〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
台
宗
出
家
〔　
　

 

欠　

 

　

〕

是 之 事 文 化 六 年

相 止 申 候 事
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解　

説

　

史
料
44
後
段
と
関
連
す
る
内
容
の
、
鉄
砲
お
よ
び
切
支
丹
宗
門
改
め
請
書
の
本
文
の
一

部
で
あ
る
。
提
出
先
は
、
町
奉
行
役
の
河
田
四
兵
衛
・
石
川
仲
左
衛
門
と
な
っ
て
お
り
、

史
料
44
の
「
寺
請
并
鉄
炮
証
文
切
支
丹
所
」
と
い
う
役
所
が
町
奉
行
の
下
部
機
構
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
奉
行
の
名
前
の
左
隣
に
あ
る
「
右
之
御
先
例
之
通
ニ
相
済
候
」
と
い
う

文
言
は
、
留
守
居
方
が
こ
の
留
帳
の
よ
う
に
日
々
の
業
務
を
逐
一
記
録
す
る
意
味
を
的
確

に
表
し
て
い
る
。
史
料
58
と
併
せ
て
、
日
々
藩
に
提
出
す
る
各
種
類
の
文
書
の
受
け
取

り
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、
「
先
例
」
に
則
り
文
書
を
作
成
し
、
卒
な
く
そ
れ
を
受
け

取
っ
て
も
ら
う
た
め
に
平
素
か
ら
文
書
の
文
言
と
様
式
（
立
紙
、
切
紙
な
ど
）
を
緻
密
に

書
き
綴
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
留
帳
と
い
う
文
書
の
一
つ
の
大
き
な
役
割

で
あ
っ
た
。
そ
の
作
業
の
一
部
と
し
て
、
本
文
の
上
に
文
化
五
年
に
新
た
に
生
じ
た
形
式

の
訂
正
を
も
書
き
込
ん
で
い
る
こ
と
が
こ
の
帳
簿
の
有
用
性
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
っ
た
。

　

後
段
の
「
御
立
紙
」
は
、
切
支
丹
改
（
宗
門
改
）
の
寺
請
の
一
部
で
あ
る
。
広
い
意
味

で
の
天
童
家
と
は
、
常
頼
の
家
族
の
他
、
家
臣
団
の
家
族
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
り
、
寺

請
証
文
は
、
広
い
意
味
で
の
天
童
家
全
員
を
対
象
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
上
下
合
弐

百
六
十
七
人
」
と
は
、
主
人
の
家
（
「
上
」
）
と
そ
の
家
臣
（
「
下
」
）
を
合
わ
せ
た
人
数
で

あ
り
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
段
階
の
家
臣
団
の
人
数
に
つ
い
て
の
貴
重
な
情
報
で
あ

る
。
た
だ
し
、
続
く
史
料
60
の
解
説
を
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
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一
女
百
十
四
人　
　
　
　
　
　
　
　

光
徳
院

　

右
右
近
介
義
妻
子
共
ニ

臨
済
宗
ニ
而

当
時
旦
那
〔　

欠　

〕

　

御
座
候
若
訴
人
も
候
ハ
ゝ
可
申
分
候
依
如
件
〔　

欠　

〕

文
化
五
戌

辰

年
御
書
出
御
人
数
不
足
ニ　

宮
城
郡
八
幡
村
臨
済
宗
〔　

欠　

〕

相
成
候
ニ

付　

上
下
合
百
八
十
弐
人

　
　
　
　

内
男
九
十
五
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寶
国
寺

　
　
　
　
　

女
八
拾
七
人　

御
書
出
候
事

　
　

文
化
四
年
二
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
判
〔　

欠　

〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
宅

（
カ
）

〔　

欠　

〕

　
　
　
　
　
　

河
田
四
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　

石
川
仲
左
衛
門
殿

右
之
通
四
月
九
日
切
支
丹
〔　
　
　
　

欠　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

（
二
四
・
五
㎝
×
一
五
・
五
㎝
）

60　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
５
９
３
）
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解　

説

　

寺
請
証
文
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
史
料
59
の
続
き
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
内
容
を
よ
く
吟
味
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
両
者
を
単
純
に
繋
い
で
読
む
の
に
問
題

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
現
存
す
る
史
料
59
お
よ
び
60
に
お
け
る
「
女
」
の
人
数
を
合
計

す
る
と
二
〇
一
人
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
で
史
料
59
の
「
上
下
」
人
数
を
合
わ
せ
た
二
六
七

人
に
迫
る
数
に
な
り
、
数
値
の
間
の
齟
齬
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
文
化
四
年
の
宝
国
寺
の

証
文
で
は
、
「
上
下
人
数
」
を
一
八
二
人
と
し
て
お
り
、
史
料
59
の
二
六
七
人
と
大
き
く

開
い
て
い
る
。
読
み
方
と
し
て
、
光
徳
院
を
檀
家
と
す
る
人
数
が
二
六
七
人
で
、
宝
国
寺

を
檀
家
と
す
る
人
数
は
一
八
二
人
、
と
解
釈
し
て
も
、
天
童
家
及
び
そ
の
家
臣
団
男
女
全

員
を
合
わ
せ
た
人
数
が
四
四
九
人
も
い
た
こ
と
に
な
り
、
史
料
31
「
素
風
土
記
」
で
確
認

さ
れ
る
屋
敷
数
の
大
き
な
減
退
と
い
う
現
象
と
突
き
合
わ
せ
て
考
え
る
と
理
解
し
難
い
こ

と
に
な
る
。
逆
に
、
史
料
60
の
人
数
を
文
化
四
年
段
階
の
も
の
と
し
、
史
料
59
の
人
数
を

文
化
五
年
段
階
の
も
の
と
し
て
も
、
た
っ
た
の
一
年
で
八
五
人
も
の
急
増
も
理
解
し
が
た

い
。
今
後
の
考
証
を
待
ち
た
い
。

　

な
お
、
寺
請
証
文
の
宛
書
が
鉄
炮
証
文
と
同
様
に
町
奉
行
の
河
田
と
石
川
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
実
際
に
文
書
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
史
料
44
に
そ
の
名
が
み
ら
れ
る
前
島

左
源
太
の
よ
う
な
下
級
役
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
下
級
役
人
が
史
料
58
・

59
な
ど
で
み
ら
れ
る
文
書
の
文
言
・
形
式
の
妥
当
性
に
つ
い
て
実
際
に
判
断
す
る
主
体
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
下
級
役
人
が
、
留
守
居
役
滝
口
半
四
郎
と
対
を
な

し
て
主
人
た
ち
の
日
々
の
業
務
を
支
え
て
い
た
姿
が
こ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
。
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長
病
快
気
を
届
け
て
か
ら
、
通
常
の
奉
公
に
戻
る
た
め
に
は
、
目
付
（
「
目
附
」
）
に
口
頭
で
断

る
べ
く
翌
日
の
九
月
一
五
日
に
登
場
す
る
よ
う
に
命
じ
る
差
紙
の
控
え
と
、
そ
れ
に
対
す
る
常
頼

の
「
請
書
」
の
控
え
で
あ
る
。
長
病
に
関
す
る
他
の
書
類
と
併
せ
て
、
武
士
の
勤
務
状
況
に
対
す

る
管
理
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
示
す
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

解　

説 　
　
　
　

御
差
紙
写

　
　

天
童
右
近
介
殿
中
村
日
向

御
長
病
被
相
除
候
事

　

御
自
分
儀
御
用
之
儀
候
条
明
十
五
日
五
ツ
半
時

　

登　

城
御
目
附
江

相
断
候
様
可
在
之
候
以
上

　
　
　

九
月
十
四
日

　

猶
以
病
キ

指
支
等
候
ハ
ゝ
名
代
可
被
指
遣
候

　
　
　

右
御
請

　

私
儀
御
用
之
儀
候
条
明
十
五
日
登

　

城
御
目
付
江

相
断
候
様
御
紙
面
之
趣
致

　

承
知
候
以
上

　
　
　

九
月
十
四
日

　
　

猶
以
病
キ
指
支
候
ハ
ゝ
名
代
指
遣
可
申
由
是
又

　
　

承
知
仕
候
以
上

　

中
村
日
向
様　
　

天
童
右
近
介　

（
二
五
・
二
㎝
×
三
三
・
〇
㎝
）
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常
頼
の
祖
母
が
中ち

ゅ
う
ぶ風

で
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
、
常
頼
が
三
〇
日
間
の
忌
中
、
一
五
〇
日
の
服

喪
に
入
る
こ
と
を
親
類
の
大
内
喜
膳
を
通
し
て
奉
行
の
後
藤
孫
兵
衛
に
届
け
た
。
身
内
が
死
亡
し

た
場
合
の
こ
の
種
の
届
け
は
、
天
童
家
と
そ
の
家
臣
に
は
忌
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
親
類
に
頼
ん

で
届
け
て
も
ら
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
忌
中
は
、
天
童
家
は
公
の
場
に
は
現
れ
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
た
の
で
、
こ
の
種
の
届
け
は
必
要
と
な
っ
た
。
な
お
、
中
風
と
は
、
脳
卒
中
に
よ
っ
て

起
こ
る
下
半
身
不
随
や
手
足
の
麻
痺
と
い
う
後
遺
症
を
指
す
語
で
あ
る
。

解　

説 　
　
　

右
之
通
御
留
守
居
持
参
後
藤
孫
兵
衛
様
へ

指
出
候
事

一　

天
童
右
近
介
祖
父
備
後
妻
祖
母
中
風
症
ニ
而

　
　

薬
用
不
相
叶
今
日
病
死
仕
候
ニ

付
右
右
近
介
義

　
　

今
日
よ
り
来
月
廿
三
日
迄
日
数
三
拾
日
忌
中
二
月

　
　

ヨ
リ
七
月
迠
百
五
拾
日
服
ニ
而

御
座
候
ハ
ゝ
拙
者
儀
ニ

依

　
　

親
類
一
右
之
段
順
相
達
申
候
以
上

　

二
月
廿
四
日　
　
　
　
　

大
内
喜

（
カ
）

膳

　

〔　
　

欠　
　

〕
膳
様
へ

（
カ
）

後
藤
孫
兵
衛
様
へ

被
相
遣
候
事

（
二
五
・
三
㎝
×
一
七
・
五
㎝
）
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前
後
の
本
文
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
全
体
と
し
て
の
内
容
が
意
味
不
詳
で
あ
る
が
、
各
種
届

の
取
り
扱
い
に
お
け
る
用
人
と
、
天
童
家
留
守
居
が
深
く
介
在
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
す
内
容

と
な
っ
て
い
る
。

解　

説 　

如
斯
御
座
候
此
旨
宜
御
執
成

　

被
下
度
奉
存
候
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　

天
童
―
―

二
月
六
日　
　
　
　
　

御
書
判

但
木
志
摩
様

石
田
豊
前
様

　

右
之
通
相
認
同
五
日
ニ

後
藤
孫
兵
衛
様
江

指
出
候
処
御
用
人

　

小
松
甚
右
衛
門
受
取
候
段
申
聞
候
事

　
　
　

天
童
右
近
介

　
　
　
　
　
　
　

留
守
居
江　

（
二
六
・
二
㎝
×
一
七
・
五
㎝
）
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解　

説

　

海
防
に
関
す
る
江
戸
幕
府
老
中
牧
野
備
前
守
（
忠た

だ
き
よ精

）
（
越
後
長
岡
藩
主
）
か
ら
幕
府
の
大
目

付
に
渡
さ
れ
た
達
が
、
仙
台
藩
の
江
戸
藩
藩
邸
か
ら
国
許
に
届
け
ら
れ
、
そ
の
写
し
が
重
臣
の
間

で
回
覧
と
な
っ
た
。
天
童
家
の
仙
台
屋
敷
に
回
覧
に
な
っ
た
時
に
、
留
守
居
役
が
そ
の
文
書
を
も

留
帳
に
書
き
写
し
た
。
仙
台
藩
の
番
頭
な
ど
の
軍
事
要
職
に
就
く
家
柄
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
情

報
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　

覚

異
国
舩
海
上
舩
掛
難
成
場
所
等
御
手
当
之
儀
ニ

付

牧
野
備
前
守
様
御
渡
之
由
大
目
付
衆
御
廻
帳

別
紙
写
之
通

至
（
マ
マ
）

来
之
段
公
義

（
カ
）

吏
ニ

相
達
江
戸
よ
り

被
届
候
ハ
其
御
心
得
可
在
之
候

　
　
　

写

　
　

大
目
付
ハ

領
分
海
岸
付つ

キ

之
場
所
先
達
而
中
川
飛
騨
守

遠
山
左
衛
門
村
上
監
物
見
分
之
上
異
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舩

防
（

カ

方カ

）

之
義
委
細
被
申
聞
候
次
第
も
有
之
候

得
者
私
領
之
儀
ハ
領
主シ

ュ

之
取
斗
ニ

可
被
任
筋

ニ

付
備
場
所
等
逸
ゝ
仕
ニ

者
不
申
達
候
条
猶
又

得
と
勘
弁
を
加
手
当
可
被
申
付
候
勿
論
異　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
舩
海
上
ニ

舩
掛
リ

難
（
カ
）

〔　
　

欠　
　

〕
場
所
者
備
方

間
違
ニ
而

も
不
苦
〔　
　
　

欠　
　
　

〕
掛
相
成
候
場

所
手
抜
無
之
様
被
申
〔　
　

欠　
　

〕
専
要
ニ

候
新
規
ニ

遠
見
番
所
大
筒
場
等
設
候
分
ハ
其
処

可
被
申
聞
候
難
聞
義
も
候
ハ
ゝ
飛
騨
守
左
衛
門

（
二
六
・
四
㎝
×
三
四
・
〇
㎝
）
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御
請
之
義
も
御
銘
々
よ
り
被
仰
達
候
様
ニ

是
又
被
仰
渡
候
条
各
様

　

其
御
心
得
ニ
而

御
首
尾
可
被
成
候
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猪
苗
代
主
計
内

　
　
　

七
月
十
八
日　
　
　
　
　

後
藤
守
衛

　

右
ハ
御
一
席
よ
り
壱
人
ツ
ゝ
御
呼
出
被
仰
渡
儀
ニ

在
之
候
事

御
請

　

御
家
中
之
輩
兼
而

武
器
等
心
懸
不
置
不
叶
義
ニ

候
処

　

不
心
懸
成
者
多
分
ニ

被
及　

御
徳
御
気
之
毒
被

　

思
召
候
ニ

付
乗
馬
も
可
相
立
余
柄
之
者
并
番
頭
格
以
上

　

乗
馬
も
立
武
器
も
相
成
丈
ヶ
段
ゝ
相
備
如
此
度
之

　

御
用
被　

仰
付
候
共

（
カ
）

速
ニ

相
働
候
様
兼
而

相
応
ニ

心

　

懸
置
候
様
可
仕
旨
品
　ゝ

御
書
立
を
以
被
仰
渡
処
承
知

　

仕
候
右
御
請
申
上
度
候

（
カ
）

如
是
御
座
候
以
上

　
　
　

七
月
廿
日　
　

御
名
元

　

同
日
備

（
カ
）（
カ
）

前
様
宅
へ
さ
し
出
候
由
此
書
御
受
取
候
由
ニ

退
出

一
御
用
之
義
候
間
今
八
ツ
時
迄
之
間
早
ゝ
宅
へ
罷
出
候
様

　

近
江
へ
被
申
候
以
上　
　
　
　

桑
島
一
郎

　
　
　

九
月
三
日

　
　

―
―
―
殿

　
　
　
　

留
守
居
中　

御
連
名
有
之
候
へ
共
略
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
―
□
□
□

　

浦
ゝ
番
〔　
　

欠　
　

〕
候
様
追
ゝ
持
場
不
及

　

廻
番
に
由
〔　
　

欠　
　

〕
□
□
之
通
ニ

有
之
候

（
二
五
・
二
㎝
×
三
三
・
〇
㎝
）
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解　

説

　

二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
文
書
で
あ
る
。
猪
苗
代
主
計
（
役
職
不
詳
）
の
家
来
の
後
藤
守

衛
名
で
伝
え
ら
れ
た
前
段
二
行
の
本
文
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
、
そ
れ
に
対
応

す
る
「
御
請
」
（
承
諾
書
）
の
雛
形
と
思
わ
れ
る
中
段
の
文
書
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
る
。
藩
士
た
ち
の
軍
備
の
不
備
を
憂
え
る
大
名
が
、
特
に
乗
馬
し
て
出
陣
す
べ
き

者
お
よ
び
番
頭
以
上
の
格
式
の
者
た
ち
が
乗
馬
を
平
素
よ
り
飼
育
し
、
か
つ
武
器
も
で
き

る
だ
け
備
え
て
お
き
、
こ
の
度
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
時
（
史
料
47
か
）
に
速
や
か

に
対
応
で
き
る
よ
う
命
じ
た
。
請
書
で
は
、
命
じ
ら
れ
た
通
り
の
こ
と
を
承
知
し
て
「
御

請
申
し
上
げ
る
」
こ
と
を
表
明
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
世
紀
初
頭
の
仙
台
藩
士

た
ち
の
武
備
の
不
十
分
さ
を
映
し
出
す
内
容
で
あ
る
。

　

後
段
の
「
一　

御
用
之
義
候
間
」
と
は
、
「
宅
」
（
自
分
の
支
配
頭
か
、
奉
行
の
自
宅
と

思
わ
れ
る
）
に
出
頭
す
る
よ
う
命
じ
る
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
言
い
渡
さ
れ
た
内
容
が
最

後
の
二
行
の
海
防
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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江
戸
幕
府
老
中
の
牧
野
備
前
守
忠
精
が
幕
府
大
目
付
に
出
し
た
海
防
法
令
が
江
戸
の
仙
台
藩

屋
敷
か
ら
送
ら
れ
、
天
童
家
の
留
守
居
方
留
帳
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
大
目
付
」
以
下
の

文
が
本
文
に
あ
た
る
。
レ
ザ
ノ
フ
使
節
団
の
日
本
人
漂
流
民
返
還
に
応
え
て
、
幕
府
が
文
化
三

（
一
八
〇
六
）
年
一
月
に
ロ
シ
ア
船
に
対
す
る
薪
水
供
給
を
命
じ
る
法
令
を
出
し
た
。
文
中
の
「
去

寅
の
と
し
」
に
出
さ
れ
た
「
於
路
し
ゃ
船
取

と
り
は
か
り
か
た

斗
方
」
の
義
と
は
、
こ
の
法
令
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
。
し
か
し
、
幕
府
に
通
商
交
渉
を
断
れ
た
レ
ザ
ノ
フ
の
部
下
が
同
年
の
九
月
に
カ
ラ
フ
ト
及
び

エ
ト
ロ
フ
島
の
日
本
人
居
住
地
を
襲
撃
す
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
（
「
蝦
夷
の
島
ゝ
江
来
た
り

狼ろ
う
ぜ
き藉

に
及
び
」
）
、
そ
の
事
件
を
う
け
て
幕
府
が
ロ
シ
ア
船
に
対
す
る
方
針
を
転
換
し
て
打
ち
払
い

を
命
じ
る
こ
と
を
伝
え
る
の
が
本
文
の
趣
旨
で
あ
る
。

解　

説 　
　
　
　

写
シ

　
　
　
　
　
　
　

天
童
右
近
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

留
守
居
江

　
　
　
　

覚

魯
西
亜
舩
相
見
得
候
節
取
計
方
之
儀
ニ

付

牧
野
備
前
守
様
よ
り
御
書
付
御
渡
之
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
目
付
衆

よ
り
御
廻
状

（

マ

マ

）
至
来
之
段
別
紙
写
之
通
江
戸
よ
り

申
来
候
間
其
御
心
得
可
在
之
候
以
上

　
　
　
　

写
シ

　

大
目
付
江

於
路
し
や
舩
取
計
方
之
義
ニ

付
去
寅
の
と
し

相
達
候
旨
茂
有
之
候
処
其
後
蝦
夷
之

島
ゝ
江

来
リ

狼
藉
ニ

及
ひ
候
上
ハ
向
後
何
之

浦
方
ニ
而

も
於
路
し
や
舩
と
見
受
候
ハ
ゝ
厳

重
ニ

打
払
付
近
付
ニ

お
ゐ
て
ハ
召
捕
又
ハ
打
捨

時
宜
ニ

応
し
可
申
ハ
勿
論
之
事

（
カ
）

候
万
一
難
舩
シ　

　

漂
着
ニ

ま
ぎ
れ
無
之
舩
具
等
も
損
し

（
二
六
・
二
㎝
×
三
四
・
二
㎝
）
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解　

説
処
此
度
蝦
夷
〔　

欠　

〕
江

被
罷
下
候
御
役
人
衆
御
帰
府

之
事
南
部
〔　
　

欠　
　

〕
領
夫
よ
り
相
馬
鹿
嶋

辺
ま
で
海
〔　
　

欠　
　

〕
為
見
分
之
被
相
通
候
由
之

御
書
付
被
相
渡
候
由
江
戸
よ
り
申
来
候
右
ニ

付
而
者

備
人
数
可
被
致
見
分
哉
も
不
相
知
候
処
左
候
ハ
ゝ

速
ニ

人
数
不
相
遺
候
得
ハ
不
罷
成
義
兼
心
掛

被　

仰
付
置
事
ニ

候
間
夫
ゝ
手
配
相
加

（

カ

）

居
候
儀
ハ

可
有
之
候
義

（

カ

）

ニ
ハ

候
得
共
前
書
之
趣
申
来
候
間
尚
又

相
通
申
候
勿
論
来
ル

五
日
頃
江
刺
人
首

寓
ニ
而

羽
太
安
藝
守
殿
遠
山
左
衛
門
殿
被
罷
登

候
事
ニ

相
聞
得
申
候
間
右
之
心
得
ニ
而

諸
事
可

被
心
掛
候
事

　
　

右
之
通
御
書
付
を
以
被
仰
渡
御
留
守
居
中

　
　

銘
ゝ
写
取
候
引
取
其
節
御
内
用
ニ
而

　
　

被
遊
御
出
府
候
間
直
ゝ
申
上
候
事

　
極
月

　
　

八
月
廿
六
日

　
　

観
心
院
様
三
回
御
忌
御
法
事
御
執
行

（
二
五
・
五
㎝
×
三
二
・
四
㎝
）

　

本
文
の
前
半
が
欠
け
て
い
る
上
虫
食
い
も
あ
る
の
で
内
容
を
十
分
に
把
握
で
き
な
い
が
、
江
戸

幕
府
の
役
人
が
蝦
夷
地
か
ら
江
戸
に
帰
る
途
中
に
南
部
領
か
ら
相
馬
領
ま
で
の
間
の
海
防
施
設
を

検
分
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
情
報
が
江
戸
の
仙
台
藩
邸
か
ら
届
い
た
の
で
、
海
沿
い
に
海
防
の
持

場
を
任
せ
ら
れ
て
い
る
家
臣
に
は
準
備
す
る
よ
う
命
じ
る
と
い
う
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る
。
幕
府
の

役
人
と
は
羽は

ぶ

と太
安
芸
守
正ま

さ
や
す養

及
び
遠
山
左
衛
門
影
晋
で
あ
る
。
羽
太
は
松
前
奉
行
と
し
て
ロ
シ
ア

人
襲
撃
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
失
脚
し
て
い
た
。
遠
山
は
、
文
化
四
年
か
ら
ロ
シ
ア
船
来
航
に
よ

り
蝦
夷
地
の
調
査
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
羽
太
と
一
緒
に
江
戸
に
帰
る
途
中
で
あ
っ
た
。
領
内
海

防
体
制
の
不
備
を
突
か
れ
た
ば
か
り
の
仙
台
藩
当
局
が
幕
府
役
人
の
立
ち
入
り
検
査
（
「
検
分
」
）

に
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

後
段
の
二
行
は
、
歓
心
院
様
、
す
な
わ
ち
七
代
藩
主
重
村
正
室
の
三
回
忌
の
法
事
が
無
事
に
済

ん
だ
こ
と
の
御
悦
び
を
申
し
上
げ
る
定
型
文
の
前
段
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。
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藩
内
海
岸
沿
い
の
「
御
備
持
場
」
の
写
し
で
、
天
童
家
の
持
場
が
宮
城
郡
蒲
生
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
「
御
分
領
中
海
岸
筋
村
々
里
数
等
調
査
並
海
岸
図
」（
部
分
）
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）

年
三
月
（
仙
台
市
博
物
館
蔵
）
に
よ
る
と
、
宮
城
郡
蒲
生
浦
御
備
場
の
担
当
家
臣
は
、
天
童
貞
之

助
（
在
所
宮
城
郡
八
幡
村
）
お
よ
び
柴
田
外
記
（
在
所
柴
田
郡
船
岡
村
）
で
あ
り
、
大
谷
高
城
備

場
の
担
当
者
は
、
後
藤
孫
兵
衛
（
在
所
遠
田
郡
不
動
堂
村
）
お
よ
び
和
田
常
之
丞
（
在
所
宮
城
郡

蒲
生
村
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
に
よ
る
と
家
臣
の
担
当
備
場
が
か
な
ら
ず
し
も
自
分
の
拝
領
す

る
在
所
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

解　

説 　

浦
々
御
備
持
場
左
之
通
被　

仰
渡
候

一
宮
城
郡
蒲
生
備

　
　
　
　
　

天
童
右
近
介

一
同
郡
岡
田
濱
塩
釜
迄

　
　
　
　
　
　

加
勢

〔　
　
　

欠　
　
　

〕
蔵
人

〔　
　
　

欠　
　
　

〕
足
軽
等

〔　
　
　
　
　

欠　
　
　
　
　
　

〕

（
二
五
・
五
㎝
×
一
六
・
〇
㎝
）

68　

留
守
居
方
留
帳
断
簡　

（
№
０
０
６
０
３
）



120

　

前
段
二
行
の
前
半
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
内
容
が
不
詳
で
あ
る
。
中
段
の
「
宿
継
判
紙
」
を
勘

定
所
に
納
め
た
と
い
う
内
容
と
日
付
か
ら
み
る
と
、
史
料
57
で
申
請
し
た
伝
馬
の
宿
継
判
紙
を
指

し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
後
段
の
文
書
は
、
後
半
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
内
容
不
詳
で
あ
る
。

解　

説 　

仰
付
候
由
申
上
候
ニ

付
御
加
□
者
被
相
添
候
様
□
者

　

預
取
人
指
添
此
段
申
遣
候
以
上

　
　
　
　
　

正
月
廿
日

一
宿
継
御
判
紙
正
月
廿
五
日
ニ

勘
定
所
相
納
候
処

　

□
次

（
カ
）

佐
藤
介
一
右
衛
門
預
取
候
段
申
聞
候
ニ

付
先
達

　
　
　
　
　
　
　

□
□
□
平
よ
り

　

預
取
印
形
仕
候
処
右
之
義
ハ
申
様

（
カ
）

ニ

仕
候
哉
小

　

伺
合
度
候
処
右
之
義
宜
キ
段
申
聞
候
ニ

付
引
取（

二
五
・
五
㎝
×
一
五
・
七
㎝
）
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「
文
化
六
年
分
」
と
い
う
文
字
は
、
表
紙
に
は
「
文
化
五
年
」
と
あ
っ
て
も
、
こ
の
帳
簿
に
は

少
な
く
と
も
二
年
分
の
記
事
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
裏
の
文
は
、
二
つ

の
文
書
の
断
片
で
あ
り
、
前
段
は
、
本
文
は
欠
け
て
い
る
が
奉
行
後
藤
孫
兵
衛
宅
に
文
書
を
届
け

た
際
の
受
取
人
の
御
用
人
小
松
甚
右
衛
門
が
「
御
懇
ろ
」
に
い
ろ
い
ろ
と
助
言
し
て
く
れ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。

　

後
段
の
文
は
、
歳
暮
お
よ
び
年
始
の
儀
礼
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
回
答
の
一
部
で

あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

解　

説 　
　
　
　
　

遠
藤
勘
解
由
様

　
　
　
　
　

石
田
豊
前
様

　
　
　
　
　

十
一
月
九
日
後
藤
孫
兵
衛
様
江
冨
澤
金
兵
衛

　
　
　
　
　

持
参
指
遣
候
処
御
用
人
小
松
甚
右
衛
門
御

（
カ
）（
カ
）

懇
申
聞

　
　
　
　
　

候
以
上

暑
愈
々
共
ニ

入
日
十
日
前
ニ

便
書
被
仰
遣
候
事

ニ

候
間
御
失
念
致
候
御
心
懸
被
成
候
様
可
被
下
候

〔　

欠　

〕
歳
暮
年
始
迄
も
是
ニ

順
被
申
候
事
と

　

□
□
候
為
□
聞
如
此
御
座
候
以
上　
　

若
狭

（
カ
）

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
う
薬
師

　
文
化
六
年
分

（
二
五
・
七
㎝
×
三
二
・
八
㎝
）
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「
留
守
居
方
留
帳
」
の
世
界

　

天
童
家
の
よ
う
に
仙
台
屋
敷
と
在
郷
屋
敷
を
拝
領
し
て
い
た
家
臣
に
と
っ
て
、
こ
の
二

つ
の
屋
敷
を
ど
の
よ
う
に
し
て
利
用
し
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
の
機
能
が
何
で
あ
っ
た

か
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
天
童
家
文
か
ら
留
守
居
方
留
帳
が

断
簡
と
い
う
形
で
は
あ
っ
て
も
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
大
き
な
意
義
が
あ

る
。

　

内
容
か
ら
し
て
、
こ
の
「
留
守
居
方
留
帳
」
は
、
天
童
家
の
仙
台
屋
敷
で
作
成
さ
れ
、

文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
の
留
守
居
方
が
滝
口
半
四
郎
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

当
時
の
天
童
家
の
当
主
は
、
右
近
介
常
頼
で
あ
っ
た
。
常
頼
は
寛
政
三
（
一
七
九
一
）

年
六
月
、
病
気
の
父
に
代
わ
り
「
職
を
奉
」
じ
た
。
寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
七
月
に
大

名
の
「
帰
国
」
の
礼
を
江
戸
に
使
い
と
し
て
報
告
し
た
。
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
一
一

月
に
大
番
頭
と
な
り
、
同
一
一
（
一
七
九
九
）
年
五
月
に
父
倫
頼
が
致
仕
し
て
常
頼
が
家

督
を
継
い
だ
。
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
一
一
月
に
病
気
を
理
由
に
免
職
と
な
り
、
文
政

六
（
一
八
二
三
）
年
再
び
大
番
頭
と
な
り
、
同
七
年
七
月
に
は
「
少
老
」
職
（
若
年
寄
）

に
な
っ
た
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
続
編
、
第
三
巻
｛
宝
文
堂
、
仙
台
、
一
九
七
八
年
、
六
十
頁
｝

よ
り
抜
粋
）
。
す
な
わ
ち
、
留
守
居
留
帳
が
書
か
れ
た
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
に
は
、

常
頼
は
、
病
気
を
理
由
に
休
職
中
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
常
頼
が
仙

台
屋
敷
に
常
時
詰
め
る
必
要
は
な
く
、
八
幡
在
所
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
頷
け
ら
れ
る
。

　

今
回
の
「
留
守
居
方
留
帳
」
の
発
見
に
よ
り
留
守
居
方
と
い
う
役
職
の
仕
事
内
容
の
一

部
を
残
さ
れ
た
断
簡
に
よ
っ
て
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
う
な
ら
ば
、

こ
れ
ま
で
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
た
上
級
家
臣
の
仙
台
屋
敷
の
中
に
、
入
っ
て
み
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
留
守
居
方
と
い
う
役
職
の
性
格
上
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
仙

台
屋
敷
の
世
界
と
は
、
あ
く
ま
で
公
的
な
機
能
を
担
っ
た
屋
敷
の
「
表
」
の
部
分
ま
で
で

あ
っ
て
、
常
頼
と
そ
の
家
族
の
私
生
活
、
つ
ま
り
「
奥
」
の
世
界
は
、
留
帳
に
は
ま
っ
た

く
現
れ
て
こ
な
い
。

　

留
帳
に
記
録
さ
れ
た
天
童
家
の
仙
台
屋
敷
の
公
的
な
仕
事
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
か
。
留
帳
の
記
述
を
お
お
よ
そ
次
の
も
の
に
分
類
で
き
る
。

①　

大
名
へ
の
年
始
挨
拶
・
機
嫌
伺
・
献
上
等　

（
43
後
段
、
44
中
央
、
45
後
段
、

　

46
・
47
後
段
、
48
、
49
、
50
、
51
、
52
）

②　

大
名
一
族
の
菩
提
寺
へ
の
代
参　

（
53
、
54
、
56
後
段
、
57
・
58
前
段
、

　

同
中
段
、
69
中
段
）

③　

屋
敷
周
辺
の
社
会
秩
序
に
関
す
る
届
け　

（
43
前
段
、
58
後
段
）

④　

宗
門
鉄
砲
改
関
係　

（
44
後
段
、
53
後
段
、
54
、
59
、
60
）

⑤　

当
主
の
勤
務
状
況
な
ど
に
関
す
る
藩
奉
行
と
の
往
復
文
書　

（
45
後
段
、

　

55
後
段
、
56
前
段
、
61
、
62
）

⑥　

幕
府
の
海
防
関
係
の
伝
令　

（
44
前
段
、
45
前
段
、
64
、
66
）

⑦　

藩
士
の
軍
備
や
海
防
に
関
す
る
仙
台
藩
の
伝
令　

（
47
前
段
、
65
、
67
、

　

68
）

⑧　

そ
の
他　

（
70
）

　

全
体
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
①
・
②
の
儀
礼
的
な
内
容
が
最
も
多
い
こ
と
が
目
に
つ

く
。
準
一
家
と
い
う
家
格
が
単
に
家
臣
団
内
に
お
け
る
序
列
や
藩
主
と
の
相
対
的
な
親
疎

関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
特
に
代
参
儀
礼
を
通
し
て
広
義
の
伊
達
家
の
構
成
員
で
も

あ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
日
々
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
儀
礼
と
は
、
主
家
と
門
閥
家
臣
と
の
間

の
絆
を
生
活
の
中
で
生
き
た
も
の
と
し
て
再
生
産
・
確
認
す
る
機
会
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
ロ
シ
ア
の
シ
ベ
リ
ア
・
北
方
進
出
に
伴
う
軍
事
的
緊
張
の
高
ま
り
の
な

か
で
、
天
童
家
と
い
う
上
級
家
臣
が
藩
の
軍
事
指
揮
官
と
し
て
果
た
し
て
い
た
役
割
が
こ

の
時
期
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
帳
簿
に
如
実
に
表
れ
て
く
る
。
実

は
、
天
童
家
の
代
参
と
い
う
儀
礼
的
な
役
割
と
軍
事
指
揮
官
と
し
て
の
役
割
が
深
く
結
び

つ
い
て
お
り
、
代
参
す
る
場
合
に
そ
の
役
回
り
に
ふ
さ
わ
し
い
行
列
を
整
え
て
お
く
必
要

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
行
列
の
構
成
員
と
し
て
天
童
家
の
家
臣
が
並
ん
で
い
た

は
ず
で
、
天
童
家
の
儀
礼
的
な
役
割
と
軍
事
的
な
役
割
が
こ
の
よ
う
に
交
差
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、「
留
守
居
方
留
帳
」
の
行
間
か
ら
は
、
天
童
家
と
藩
の
役
人
（
奉
行
、
町
奉
行
、

勘
定
所
な
ど
）
と
の
間
の
具
体
的
な
や
り
取
り
に
天
童
家
の
留
守
居
方
と
、
相
手
側
の
用

人
が
深
く
介
在
し
て
い
た
と
い
う
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
藩
の
公
式
記
録
に
姿
も

名
前
も
現
れ
ず
、
彼
等
の
痕
跡
も
公
式
文
書
に
残
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
一
群
の
人
員

が
当
時
の
武
家
社
会
と
行
政
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
い
た
こ
と
が
「
留
守
居
方
留
帳
」
の
様

な
文
書
に
垣
間
見
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
武
家
社
会
を
底
辺
か
ら
支
え
た
こ
の
よ
う
な

人
々
の
実
態
解
明
が
課
題
と
な
ろ
う
。
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天
童
家
の
守
り
神
で
あ
る
喜
太
郎
稲
荷
大
明
神
の
社
歴
を
記
す
。
出
羽
・
陸
奥
の
国
を
指
し
て

「
東
北
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
文
書
と
し
て
の
成
立
が
新
し
い
こ
と

が
わ
か
る
。

解　

説 　
　
　
　

喜
太
郎
稲
荷
大
明
神
之
社
歴

謹
請
再
拝
再
拝
掛
巻
毛

畏
岐

仰
毛

天
童
中
町
鎮
座
々
志
喜
太
郎

稲
荷
大
神
波

天
平
神
護
貳
年
和
氣
清
磨
之
一
子
仲
安
登

申

者
有
故
有
氐

東
北
仁

逃
志

時
当
地
仁

止
里

赤
心
崇
拝
建
立
世
留

實
仁

壹
千
有
餘
年
乃

星
霜
乎

經
多
留

古
神
奈
里

其
後
數
百
年
乎

経
氐

朱
雀
天
皇
天
慶
元
年
七
月
仲
安
乃

末
孫
喜
太
郎
登

申
者
有
仲
安
乃

遣

書
乎

携
閉

遠
津

御

祖

清

麿

及

仲

安
乃

遺

蹟
乎

探

査
世

牟

賀

爲

都
仁

登
里

歸
途
思
立
山
城
國
伏
見
稲
荷
仁
氐

行
乎

積
美

御
位
乎

奉
御
受
同
年
九
月
九
日
仁

歸
國
致
志

當
社
仁

奉
勧
請
志

當
爾

降

臨
有
天
神
慮
乎

祈
願
志

依
氐

喜
太
郎
稲
荷
大
明
神
登

稱
須

其

後
貳
百
七
拾
五
年
乎

經
氐

北
畠
顯
家
當
地
方
乃

守
護
登
奈
留

當

社
乎

祈
願
所
登
志
氐

最
上
一
社
登

奉
里

後
天
童
公
主
領
登
奈
里

舞

鶴
山
仁

移
留

座
防
寛
明
乎
遠
氐

祈
願
所
登
志

壹
千
石
之

御
朱
印

乎

献

其

信

仰

實
仁

厚
賀

里

天

童

公

衰
閉

山

形

最

上

義

光
乃

代
登

奈

里

御

朱

印

慶

除
登

奈

里

天

正

拾

参

年

貳

分
志

一
乎

東

北
乃

嶺
仁

移
志

是
乎

萬

民

狐

崎
登

稱
須

後

天

保

参

年

織

田

公

天

童

領

主
登

奈

里

城
乎

築

造
仁

際
志

御

本

尊
乎

今
乃

中

町
仁

奉

鎮

座

喜

太

郎

稲

荷

大

明

神
登

敬

申

（
三
三
・
三
㎝
×
四
七
・
八
㎝
）

71　

喜
太
郎
稲
荷
大
明
神
之
社
歴　

（
№
０
０
５
４
８
）
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磯
馴
松　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

む
か
し
在
原
業
平
朝
臣
、
小
野
小
町
に

　

あ
ひ
給
ひ
て
世
の
中
に
あ
る
と
有
け
な
る
事

　

と
も
を
ふ
た
つ
く
あ
は
せ
て
い
つ
れ
か
増
り

　

侍
ら
ん
と
た
つ
ね
給
ひ
け
れ
ハ
、
歌
よ
ミ
し
て

　

こ
た
へ
給
ひ
し
と
な
り

72　

磯
馴
松　

（
№
０
０
５
４
９
）
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長
閑
に
も

 
 

か
す
む
あ
し
た
ハ

　

 
 
 
 

さ
も
あ
れ
と

 

秋
の
ゆ
ふ
へ
の

　

 

風

そ

身

に

し

む

在

原

業

平

小
野
の
小
町
に

む
か
ひ
て
春
の

朝
と
秋
の
夕
と
ハ

い
つ
れ
か
ま
さ
る

や
と
と
ひ
給
ひ

け
れ
は
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大
井
川　
　
　
　
　
　

は
れ

　

紅
葉
流
る
　ゝ
　
　
　

そ　

え　
　

秋

ハ

あ

れ

と

 

な
ら　

　

あ

ら

し

の

　

 
 

ぬ　

 
 
 
 
 
 
 
 

や
ま
の

桜

か

り

こ

ゝ

ろ

の

か

よ

ふ

深

山

よ

り

千

種

の

は

な

の

ま

し

る

野

あ

そ

ひ

花
の
さ
か
り

　
　
　
　
　

の

　
　

あ
ら
し
山
と

　
　
　
　
　
　

紅
葉

　

流
る
ゝ 

　
　

大
井
川

　
　
　
　

と
ハ

　

い
つ
れ
か

　
　
　
　

ま
さ
り

　
　
　
　
　

た
ら
ん

さ

く

ら

狩

と　

 
 
 
 

野

遊

ひ　

 
 
 
 
 
 
 
 

と

ハ

 

い
つ
れ

か

 
 
 
 
 
 

す

く

れ

 
 
 
 
 
 
 
 

け

る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
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ね
さ
め
こ
と
と
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見

し

か

う
く
ひ
す
の　
　
　

夜
の

 
 
 

初
春
よ
り
も 

 
 
 
 

そ
ら　

 
 
 
 
 

ほ

と

ゝ

き

す

お
く
露
に

 
 

し
た
れ
ふ
し
た
る

 
 
 
 

す
ゝ

き

よ

り

い
と
や
さ
し
き
ハ

 
 
 
 
 
 

風 

の 

青 

柳

う
く
ひ
す
の
初

　

春
と
ね
さ
め

　
　
　
　
　
　

の

　
　

時
鳥
と
ハ

　
　
　

い
つ
れ
か

　

す
く
れ　

　
　
　

侍 
 

ら

　
　
　
　
　

 
 

ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や 

風
に
な
ひ
く

 
 
 
 
 
 
 
 

柳
と

 
 

露
に
し
ほ
る
ゝ

す
ゝ
き
と
ハ

 
 
 
 
 
 

い
つ
れ
か

 
 

ま

さ

れ

 
 
 
 
 
 
 
 

る

や
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風
に 

 
 
 

く
ら　
　
　

有

ち
る 

 
 
 

ふ
れ
ハ 

 
 
 
 

明

花
の 

 
 
 

さ
す
か 

 
 
 
 
 
 

の

名
残 

 
 
 

つ
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

月

 
 
 

に 
 
 
 
 

な
き

 
 
 
 
 

お
も
ふ
に
も 

 
 
 

よ
り

く
す 

 
 
 
 

忍
ふ
心
そ 

 
 
 
 

も

 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

う
ら 

 
 
 
 
 
 

あ
は
れ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

見
の 

 
 
 

し
け
き 

 
 
 
 
 
 

な
る

 
 
 
 
 
 
 
 

葉

散
花
の

 
 
 

名
残
と

有
明
の

 
 
 

わ
か
れ

と
ハ
い
つ
れ
か

 
 
 
 
 
 

ま
さ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
や

忍

ふ

草

と

 
 
 
 
 

葛
の
葉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
ハ

 
 

い
つ
れ
の

 
 
 
 
 
 
 
 

す
く
れ

 
 
 
 
 
 
 

侍
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ん
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わ
き
か
た
や

 
 
 
 
 

つ
も
れ
る
雪
の

月
の 

 
 
 
 
 

明
ほ
の
と

 

よ
な
く

 
 
 

あ
か
す
こ
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見
ん

 
 
 
 
 
 
 

松
の
あ
ら
し

お
な
し 

 
 
 

萩
の
う
ハ
風

 
 
 

ね
覚

の 
 
 
 

い
つ
れ

 
 
 
 

夢 
 
 
 
 
 
 
 
 

や

 
 
 
 
 

さ
ま
す 

 
 
 
 
 
 

は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
ん

月
の
夜
と

 
 
 
 
 
 
 

雪
の

あ
か
つ
き

 
 
 
 
 
 
 

と
ハ

 
 
 
 

い
つ
れ
か

 
 

ま
さ
り

 
 
 
 

侍
る

 
 
 
 
 
 
 

ら
ん

萩
の
う
は

 
 
 
 
 
 
 
 

風
と

松
の
あ
ら
し

 
 
 
 
 
 
 
 

と
ハ

 
 
 

い
つ
れ
か

 
 

す
く
れ

 
 
 
 
 
 

た
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や
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あ
は
れ
な

る

 
 
 
 
 

友
よ
ふ
千
鳥

風
わ
た
る 

 
 
 
 
 

猶

 
 
 
 
 

雲
井
の
雁
の

 
 
 
 
 
 
 

聲

よ

り

も

山
寺
の
入
相
の 

 
 
 

に

 
 
 
 
 
 
 
 

か
ね
の 

 
 

も

 
 

ま 
 
 
 
 
 

 
 
 

さ
る

は 
 
 

あ
は
れ 

 

な
り 

 
 
 

た
ひ

 
 

け 
 
 
 
 
 
 
 

の

 
 
 
 

り 
 
 
 
 
 
 
 

し
く
れ

雲
井
の

 
 
 
 

雁
と

 
 

霜
夜
の

 
 
 
 
 
 

千
鳥

と
ハ
い
つ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

の

 
 

か
た
や

 
 
 
 

ま
さ
り

 
 
 
 
 
 

侍
ら

ん

旅
時
雨
と

 
 
 

山
路
の

 
 
 
 
 

入
相

 
 
 
 
 
 
 

と
ハ

 
 

い
つ
れ

 
 
 
 
 

な
ら

ん
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朝

毎

に

 
 
 
 
 
 

草
の

散

し

く

 
 
 
 
 
 

か
れ

庭 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
に

落 
 

葉 
 
 
 
 
 
 

お
け
る

 
 
 
 

よ
り 

 
 
 
 
 
 

初

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
も

 
 
 
 
 

草 
 
 
 

も
ら 

 
 
 

ぬ
ら

 
 
 
 
 
 

の　

 
 
 

ぬ 
 
 
 
 

す

猶 
 
 
 
 

庵 
 
 

あ
ら 

 
 
 

ら

 

板 
 
 
 
 

の 
 
 
 

れ
や 

 
 

ん

 
 

ひ 
 
 
 
 

雨 
 
 
 
 

そ
て

 
 
 

さ 
 
 
 
 

よ
り

も 
 
 

 
 
 
 

し

枯
野
の

 
 
 
 

霜
と

 
 

庭
の

 
 
 
 

落
葉

 
 
 
 
 
 

と
ハ

い
つ
れ

 
 

ま
さ
り

 
 
 
 
 
 

侍
る

草
の
庵
の

 
 
 
 
 
 

雨
と

 
 

板
や
の

 
 
 

あ
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 

と
ハ

 

い
つ
れ
か

 
 
 
 
 

ま
さ
り

 
 
 
 

侍
ら

 
 
 
 
 
 
 

ん
や
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ま
れ
に
聞

 
 

鹿
の
音
よ
り
も

 
 
 

よ
も
す
か
ら

人

ま

つ

虫

そ

 
 
 
 

わ
ひ
し
か
り

け
り

夜 
 
 
 

遠 
 
 
 

い
と
ゝ

舟 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

淋

こ 
 
 
 

き
ぬ 

 
 
 
 

し

く 
 
 
 
 
 

た
そ 

 
 
 

き

音に 
 

ま

し

て

暁

の

 

も 
 

　

ま
れ
に
聞

 
 
 
 

鹿
の
聲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と

 
 
 
 

枕
ち
か
き

 
 

虫
の
音

 
 
 
 
 
 
 

と
ハ

 
 

い
つ
れ
か

す
く
れ

 
 
 
 

侍
る
へ
き

暁
の
き
ぬ
た

 
 
 
 
 
 

打
音
と

 
 

夜

舟

こ

く

 
 
 
 

お
と
と
ハ

 
 

い

つ

れ

の

 
 
 
 
 
 

か
た
や

 
 
 
 
 
 
 

ま
さ
り

 
 
 
 
 
 
 
 

た
ら
ん
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こ
れ 

 
 
 
 

う

 
 
 

思
ひ 

 
 
 

も 
 
 
 
 

つ
り

 
 
 
 

と
も 

 
 

そ
の 

 
 
 
 

香

 
 
 
 
 

な
を 

 
 
 

人
の

そ 
 
 
 

な 
 
 
 
 
 

形
見
と

 

て 
 
 
 

つ 
 
 

 
 

の 
 
 
 

か
し
き

 
 
 
 
 
 

わ
す　

 

あ
わ
ぬ

 
 

何 
 
 
 

ら 
 
 
 

間 

は

 
 
 

と 
 

る
ゝ

う  
 
 

頼
ミ
も

か 
 

誰 
 

き 
 
 
 
 
 

 

た 
 

に 
 

み 
 
 
 
 

あ
る
に

 
 

ら 
 
 
 
 
 

を

 
 
 

ん

形
見
と

 
 

う
つ
り

 
 
 
 
 
 

香

 
 
 
 
 
 
 

と
ハ

 

い
つ

 
 
 
 

れ

 
 
 
 
 

か
ま

 

さ
り

 
 
 

侍
る

 
 
 
 
 
 

へ
き

あ
ハ
さ
る

 
 
 
 

思
ひ
と

わ
す
ら

 
 
 
 

る
ゝ

 
 
 

恨
と
ハ

い
つ
れ

 
 
 
 
 

か

 
 

ま
さ
る

 
 
 
 
 
 

ら
ん
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袖

に

て

も

涙

は

　
　

忍
ぶ 

 
 
 

つ
ゝ
む

や 
 
 
 

心　
　
　

か

　

る　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
ひ

 
 

か
た 

 

そ 
 
 
 
 

路
を

な　
　

も

　

き

 
 
 
 

待

宵

の

か

ね

 
 

い

つ

は

り

を

聞

 
 

き

ぬ

く

の

          

 
 

鳥

の

音

よ

り

も

 
 
 
 

う

き

は

た

ゝ

涙
つ
ゝ
む

 
 
 
 
 

思
ひ
と

 
 

通
路
を

 
 
 
 
 
 

忍
ふ

 
 

心
と
ハ

 
 
 
 

い
つ
れ
か

 
 

つ
よ

 
 
 
 

か 

ら 

ん

待
宵
の
か
ね
と

き
ぬ
く
の
鳥
の

音
と
ハ
い
つ
れ
か
ま

さ 

り 

侍 

ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や
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そ
ら
た
き
の
ゆ
か
し

 

け
れ
と
も
琴
の
音
の

 

き
こ
ゆ
る
か
た
に

 

こ
ゝ
ろ
ひ
か
る
ゝ

 

い
に
し
へ
に 

 
 
 

こ
と

 
 
 

か
へ
す
夢
よ
り 

 
 

の

か 
 
 

よ
所
な
か
ら 

 
 

葉

 
 

た 
 
 

思
ふ

 
 
 
 

る 
 
 

あ
た
り
を

薫
物
の

 
 
 
 

匂
ひ
と

 

琴
の
音

 
 
 
 
 
 

と
ハ

 

い
つ
れ
か

 

す
く
れ

 
 
 
 
 

侍
る
へ
き

床
し
き
方

 
 
 
 
 
 
 

の

 
 

物
か
た
り
と

 

昔
を
ミ
る

 
 
 
 
 
 

夢
と
ハ

 
 

い
つ
れ
か

 
 
 
 
 
 

ま
さ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
ん
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手
習
い
の
た
め
の
お
手
本
で
あ
り
、
歌
道
書
で
も
あ
る
。
特
に
散
ら
し
書
き
の
書
き
方
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

解　

説

（
法
量:

二
四
・
六
㎝
×
一
五
・
七
㎝
）

 
 
 
 

薄
し
ほ　

 
 
 
 

わ
ろ

た 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 

く

 

に 
 
 
 

人
に
ハ 

 
 
 
 

と

 
 

あ
た 

 
 

　

い
か
て 

 
 

も

 
 
 
 

ハ　

 
 

添
は
て
ん

 
 
 

み
め 

 
 
 
 
 
 

あ
い

見
め
よ
く
て

 
 

し
ほ
な
か

 
 
 
 
 
 

ら
ん
と

 
 

愛
あ
り
て

 
 
 
 

み
め
わ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き

 
 
 

と
ハ

 
 
 
 

い
つ
れ
か

 
 
 

ま
し
な
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ん
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拙
者
帰
國
之
儀

于
今

定
而
可
為
近
日
候

　

凌
遙
遠
態
々

不
被
仰
出
候
難
計
候

　

音
通
祝
着
ニ

候

但
無
心
元
事
無
之
候

　

当
口
模
様
無
相
替
候

萬
慶
期
後
音
候

　

上
下
人
茶
湯

又
鬼

（
鬼
庭
石
見
守
綱
元
）

石
可
申
越
候
以
上

　

一
三
昧
ニ

候
家

（
徳
川
家
康
）

康
者

　

昨
十
一
日
御
帰
候
奥
へ

　

御
勢
遣
七
月

　

中
ニ

可
有
之
候

　

其
以
前
者
必
々

　

可
被
相
延
之
由
候

73　

伊
達
政
宗
よ
り
桑
折
治
部
大
輔
宗
長
宛
書
状　

（
№
０
０
５
４
１
）

　

珍
敷
事
候
者

　

追
而
可
申
越
候

　

恐
々
謹
言

　
　

三
（
天
正
十
九
年
）

月
十
二
日　

政
宗
（
花
押
）

 
 
 
 

（
墨
引
）

　
　
　

桑

（
桑
折
治
部
大
輔
宗
長
）

治 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
宗

（
一
七
・
四
㎝
×
五
一
・
九
㎝　

二
紙
）

　

桑
折
宗
長
は
伊
達
家
の
一
族
で
、
治
部
大
輔
後
に
播
磨
守
を
名
乗
る
。

　

内
容
か
ら
み
る
と
、
天
正
十
九
年
三
月
の
も
の
で
あ
り
、
政
宗
は
葛
西
大
崎
一
揆
へ
の
策
謀
を

疑
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
弁
明
の
た
め
に
上
京
し
て
い
た
。
こ
の
書
状
は
在
京
中
の
政
宗
が
宗
長
に

宛
て
た
も
の
で
、
「
奥
御
勢
」
と
は
、
一
揆
の
再
攻
撃
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
軍
勢
に
、
政
宗
が

参
加
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
茶
湯
三
昧
」
と
い
う
一
方
で
、
徳
川
家
康
の
帰
国
・
出
動

な
ど
奥
羽
へ
の
軍
勢
派
遣
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
下
に
あ

り
、
そ
れ
に
即
応
し
よ
う
と
す
る
政
宗
の
意
図
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

解　

説
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返
々
さ（

早

々

）

う

く

　
　

し（

祝

儀

）

う
き
ま
ん
そ
く
申
候

　
　

く
（

詳

）わ
し
く
中

　

と
（

年

）し
の

　
　
　

は
（

始

）し
め
の

か
た
よ
り
申
へ
く
候

　

い（

祝

）

わ
ゐ
ニ

　
　
　
　

よ
り

か
し
く

　

文
の
こ
と
く

　
　
　

い
（

板

）た
の
物

　

一
お

（

折

）り
給
候

　
　
　
　

い
（

幾

）く
久

　
　
　
　

し
く
と

　

め
て
た
く
御
入
候

　
　
　
　
　

正
（
飯
坂
宗
長
）

二
郎 

　

事
せ

（

成

人

）
い

　
　
　

し
ん 

74　

伊
達
政
宗
よ
り
桑
折
隠
居
桑
折
政
長
後
家
カ

宛
消
息　

（
№
０
０
５
４
２
）

に
て
昨
日

　
　

は
し
め
て

さ（

座

敷

）

し
き
ニ

も

　
　
　

な
を
し

よ
き

　

し（

仕

合

）

あ
わ
せ

　
　
　
　

と
も 

に
て
候

　

そ
れ
に
て
の

ま（

満

足

）

ん
そ
く
と

　
　

申
事
ニ

候

　
　

め
て
た
く

　
　
　

か
し
く

　

正
月
二
日

　
　
　
　

よ
り

く（

桑

折

）

わ
お
り                        

　

い（

隠

居

）

ん
き
よ 

 

ま
さ
む
ね 

 
 

　
　
　
　

ま
い
る 

（
一
五
・
八
㎝
×
四
三
・
七
㎝　

二
紙
）

　

仙
台
市
博
物
館
所
蔵
伊
達
家
文
書
「
桑
折
隠
居
桑
折
政
長
後
家
カ

宛
消
息
」
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
。

詳
し
く
は
、
『
仙
台
市
史
資
料
編
12　

伊
達
政
宗
文
書
３
』　

四
七
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

解　

説



141

　
　

正
徳
四
の
と
し　
　

す
ゑ
の
松
山
見
に

　
　
　

ゆ
き
は
へ
り
し
に　

今
ハ
海
も
ち

　
　
　
　

か

き

あ

た

り

に

は

見

え

す

　
　
　
　
　

波

の

こ

ゆ

へ

き

け（

気

配

）

は

ひ

　
　
　
　

も

な

く

岡

山

に

ふ

り

た

る

　
　
　
　
　

松

の

と

し

な

く

残

り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
か
り
に
て
そ

　

今
ハ
世
に
名
に
の
ミ
立
て
し
ら
波
の

　
　

こ
す
と
も
見
え
ぬ
す
ゑ
の
松
山　
　

　

し
ら
な
ミ
の
越
か
と
見
ゆ
る
跡
も
な
く

　
　

名
に
の
ミ
残
る
す
ゑ
の
ま
つ
山　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

吉
村

75　

伊
達
吉
村
和
歌　

（
№
０
０
５
５
０
）

（
三
四
・
五
㎝
×
四
九
・
六
㎝
）
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黄
檗
木
庵
と
は
木

も
く
あ
ん
し
ょ
う
と
う

庵
性
瑫
の
こ
と
。
江
戸
時
代
前
期
の
僧
で
、
中
国
福
建
省
の
出

身
。
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
に
隠
元
の
招
き
で
長
崎
に
渡
来
し
た
。
そ
の
後
、
隠

元
の
も
と
で
黄
檗
山
万
福
寺
（
京
都
府
宇
治
市
）
の
開
創
に
加
わ
り
、
開
山
第
一
代

で
あ
っ
た
隠
元
が
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
に
退
い
た
後
、
第
二
代
住
持
と
な
っ
た
。

萬
善
積
霊
屋

　
　
　
　

黄
檗
木
庵
書　

（
印
）

（
一
二
八
・
五
㎝
×
三
九
・
〇
㎝
）

解　

説

76　

黄
檗
木
庵
書　

（
№
０
０
５
５
１
）
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（
五
五
・
七
㎝
×
一
一
七
・
五
㎝
）

解　

説

　

天
童
氏
や
そ
の
家
臣
団
の
屋
敷
の
あ
る
「
字
鎮
守
」
の
地
図
で
あ
る
。
「
宮
城
郡
八
幡
村
」
と

い
う
標
記
か
ら
、
作
成
年
代
は
明
治
二
二
年
の
市
制
・
町
村
制
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
「
多
賀
城
村
」

成
立
以
前
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
一
九
年
の
公
図
の
体
裁
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
こ
と
か
ら
、

明
治
時
代
前
半
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

77　

宮
城
郡
八
幡
村
字
鎮
守
地
図　

（
№
０
０
５
４
７
）





納
税
・
公
金
関
係
な
ど
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明
治
卅
六
年

　
　
　

一
月
五
日

年
度
納
金

及払
出
簿

明
治
卅
五
年
度　

一
月
五
日
領
収

一
金
拾
七
円
四
拾
銭
九
リ　
　

田
租

　
　

租
税
地
租　
　
　

第
三
期　

　
　

（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
七
日
領
収

明
治
卅
六
年
度
一
月
二
十
五
日
〔
虫
食
い
〕　

第
一
期

一
金
壱
円　

〔
虫
食
い
〕　
　
　

赤
十
字
社

　
　
　

〔　

欠　
　

〕　
　
　
　

収
入

　

〔　
　
　

欠　
　
　
　
　
　

〕
度　
　
　

二
月
十
八
日
限 

　

(

二
月
廿
八
日
領
収 

金
拾
七
円
四
拾
弐
銭　
　

明
治
卅
五
年
度
第
四
期
分 

　
　

租
税
地
租
田
租

　
　

明
治
卅
六
年
旧
二
月
朔
収
入

明
治
卅
五
年
度
（　
　

三
月
一
日
ヨ
リ 

　

三
月
十
五
日
領
収

一
金
壱
円
六
拾
七
銭
弐
文

　
　

地
租
割
仝
上　

追
加

78　

地
租
・
赤
十
字
断
簡　

（
№
０
０
５
９
７
）

明
治
卅
五
年
度　

二
月
七
日
領
収

一
金
拾
壱
円
八
拾
四
銭
三
リ

　
　

□
税
地
租
割　

仝
上　

第
四
期

明
治
卅
六
年
一
月
五
日
ヨ
リ
一
月
二
十
日
限
り

　
　
　

明
治
丗
六
年
旧
正
月
十
一
日
収
入

（
二
九
・
〇
㎝
×
三
六
・
〇
㎝
）
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（
二
九
・
〇
㎝
×
三
六
・
三
㎝
）

79　

地
租
・
赤
十
字
断
簡　

（
№
０
０
６
０
４
）

（
片
面
）

明
治
卅
七
年
一
月
二
十
五
日
限
り

一
金
壱
円　
　
　

赤
十
字
社

　
　
　
　
　
　
　

一
期
分

明
治
卅
六
年
度

一
金
三
円
拾
弐
銭
八
分　
　
　

村
税
地
租
割
追
加

一
金
壱
円
弐
拾
八
銭
九
分　
　

村
税
戸
別
割
追
加

　

右
明
治
卅
七
年
二
月
十
五
日
限
り

明
治
卅
六
年
度　

卅
七
年

　
　
　
　
　
　
　

二
十
日
限
り　

田
租

一
金
拾
七
円
四
十
銭　

第
四
期

明
治
卅
六
年
度　

戸
別
割
郡
費

一
金
七
拾
五
銭
六
分

明
治
卅
六
年
度

明
治
卅
六
年
度
第
一
期
分

一
金
弐
円
四
拾
銭
四
分　
　

畑
租

一
金
壱
円
五
拾
弐
銭
九
分　

郡
村
宅
地
租

一
金
参
拾
銭　
　
　
　
　
　

雑
地
税

三
金
壱
円
弐
拾
八
銭
四
分

　

明
治
三
十
六
年
度

一
金
五
銭　
　
　
　
　
　
　

衛
生
費

明
治
三
十
六
年
度
九
月
五
日
限
り

一
金
壱
円　
　
　
　
　
　
　

赤
十
字
社　

三
期

明
治
三
十
六
年
度
十
月
十
五
日
限
り

一
金
壱
円
三
拾
五
銭　
　
　
　

縣
税
戸
数
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
半
期

明
治
三
十
六
年
度
十
一
月
廿
日
限
り
第
二
期

一
金
弐
円
四
拾
銭　
　
　

畑
税

　
　

壱
円
五
拾
壱
銭　
　

郡
村
宅
地
税

　
　

三
拾
銭　
　
　
　
　

雑
地
税

明
治
三
十
六
年
度
十
二
月
十
五
日
限
り

一
金
六
円
三
拾
四
銭　
　

戸
別
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
期

明
治
三
十
六
年
度
十
二
月
十
五
日
限
り
□
□
□

一
金
弐
拾
壱
円
四
拾
三
銭

縣
税
地
租
割
下
半
期

明
治
三
十
六
年
度
十
二
月
廿
五
日
限
り

一
金
拾
三
円
九
拾
弐
銭

縣
税
地
租
割　
　

追
加

明
治
卅
六
年
度　

卅
七
年

　
　
　
　
　
　
　

一
月
五
日　

田
租

　
　
　
　
　
　
　

限
り　
　

一
金
拾
七
円
四
拾
壱
銭　
　

第
三
期

明
治
三
十
六
年
度　

卅
七
年　
　
　
　

地
租
割

　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
五
日
限
り　

下
半
期

一
金
拾
円
三
拾
六
銭
三
分

明
治
卅
七
年
壱
月
廿
三
日
限
り

一
金
壱
円
三
拾
五
銭　

縣
税
戸
数
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　

追
加

明
治
卅
七
年
一
月
廿
四
日
限
り

一
金
七
拾
五
銭　

車
税
下
半
期
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明
治
卅
八
年
度
一
期
分

一
金
壱
円　

赤
十
字
社

明
治
卅
七
年
度
分

一
金
七
拾
五
銭　

荷
車
税

　
　
　

同
年
卅
八
年
一
月
十
五
日
限
り

明
治
卅
七
年
度
分

一
金
弐
拾
参
円
五
銭　
　
　

二
月
廿
日
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
租
四
期

明
治
卅
七
年
度
分　
　
　
　

三
月
二
十
日
限
り

一
金
弐
拾
三
円
五
銭　
　
　

田
租
五
期

明
治
卅
八
年
度　
　
　
　
　

二
月
廿
八
日
限
り

一
金
壱
円
三
拾
壱
銭
九
分　

村
税
戸
数
割

明
治
卅
七

一
金
三
円
八
拾
弐
銭　

所
得
税
戸
半
年
分

　
　

五
拾
六
銭　
　
　

仝
村
税
附
加
税

　
　
　

三
月
廿
八
日
限

明
治
卅
八
年
度
四
月
十
五
日
限
り

一
金
拾
円
八
拾
参
銭　

地
租
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
期

明
治
卅
八
年
度
四
月
廿
八
日
限
り

一
金
拾
五
円
四
銭　
　

縣
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
租
割

同
年
度
五
月
十
五
日
限
り

一
金
弐
円
拾
壱
銭　
　

地
租
割
村
農
会

同
卅
七
年
度

一
金
弐
拾
三
円
五
銭　

租
税
地
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
租
六
期
分

同
卅
八
年
度　
　
　

一
金
三
円
拾
六
銭　
　

戸
数
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
半
期

明
治
卅
八
年
度

一
金
九
円
九
拾
壱
銭　
　

戸
数
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附
加
税

明
治
卅
八
年
度

一
金
壱
円　
　
　
　
　
　

赤
十
字
社

明
治
卅
八
年
度

一
金
四
拾
銭　
　
　
　
　

貸
金
税

一
金
弐
拾
銭　
　
　
　
　

仝
附
加
税

明
治
卅
八
年
度

一
金
壱
円　
　
　
　
　
　

当
武
会
費

明
治
卅
八
年
度
十
一
月
十
五
日
第
一
期
拂
込

一
金
壱
円　
　
　
　
　

国
庫
假
債
券

明
治
卅
八
年　

六
月
廿
九
日
第
二
期
払
込

一
金
弐
円
五
拾
銭　
　
　
　

同

明
治
卅
七
年　

十
一
月
廿
九
日
限
り

一
金
六
拾
八
銭
六
分　

村
農
会
費
地
税
割

明
治
卅
七
年
度
十
一
月
廿
日
限
り

一
金
拾
八
円
弐
拾
銭　

地
租
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
半
期

明
治
三
十
七
年
度
十
二
月
九
日
限
り

一
金
一
円
七
十
一
銭　

戸
数
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　

縣
税
追
加

明
治
三
十
七
年
度
十
二
月
廿
五
日
限
り

一
金
九
円
三
拾
九
銭　

懸
税
地
祖
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　

追
加

明
治
卅
七
年
度

　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
廿
五
日
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
数
割

一
金
八
円
七
十
四
銭
五
分　
　

三
期

四
合
金
三
拾
八
円
〇
四
銭
五
分

明
治
三
十
八
年
壱
月
五
日
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
三
十
七
年
第
三
期
分

一
金
弐
拾
三
円
〇
八
銭　
　

田
租

（
二
九
・
一
㎝
×
三
六
・
五
㎝
）

80　

地
租
・
赤
十
字
断
簡　

（
№
０
０
６
０
７
）
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〔　

欠　

〕
童
無
心
居
士

（
二
九
・
〇
㎝
×
二
五
・
〇
㎝
）

81　

戒
名
断
簡　

（
№
０
０
６
０
９
）



中
世
文
書
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口　
　

宣
案

上
卿　
　

勧
修
寺
大
納
言

天
文
十
五
年
三
月
十
二
日
宣
旨

　

左
衛
門
少
尉
源
景
氏

　
　

宜
任
下
総
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

奉

　
　
　
　

蔵
人
頭
右
中
辨
藤
原
晴
秀

（
三
一
・
七
㎝
×
四
二
・
五
㎝
）

82　

口
宣
案　

（
№
０
０
６
３
１
）
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解　

説

　

本
史
料
は
、
左
衛
門
尉
源
景
氏
を
下
総
守
に
任
ず
る
口く

ぜ
ん
あ
ん

宣
案
で
あ
る
。
「
口
宣
案
」
と

は
、
本
来
は
蔵

く
ろ
う
ど
の
と
う

人
頭
が
勅
命
を
上

し
ょ
う
け
い

卿
に
口
頭
で
伝
達
す
る
際
の
手
控
え
で
あ
る
が
、
の
ち

に
は
こ
の
手
控
え
書
を
上
卿
に
交
付
す
る
よ
う
に
な
り
、
効
力
あ
る
文
書
と
し
て
「
口
宣

案
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
勅
命
を
奉

う
け
た
ま
わっ

た
者
の
署
名
は
、
帯
す
る
全
て
の
官
職

を
含
め
て
一
行
書
と
す
る
た
め
、
独
特
の
字
体
（
偏
と
旁
を
分
け
て
間
に
次
の
文
字
を
入

れ
る
な
ど
）
で
現
し
て
い
る
。
上
卿
は
、
太
政
官
が
行
う
儀
式
・
行
事
を
担
当
す
る
公
卿

を
い
い
、
弁
官
・
外
記
に
命
じ
て
儀
式
の
準
備
・
執
行
を
担
当
し
た
。
「
御
即
位
叙
位
入

眼
上
卿
」
「
除
目
入
眼
上
卿
」
「
春
日
祭
上
卿
」
な
ど
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
蔵
人
頭
藤
原

晴
秀
は
、
勧
修
寺
大
納
言
に
、
景
氏
を
下
総
守
に
補
乱
す
る
勅
命
を
口
達
し
た
が
、
備
忘

の
た
め
メ
モ
し
た
も
の
が
本
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
左
衛
門
尉
源
景
氏
に
つ
い
て
は
、
『
伊
達
正
統
世
次
考
』
巻
之
八
下
の
天

文
五
年
六
月
上
旬
条
に

　
　

稙
宗
到
リ

于
川
内
志
田
郡
師
山
城
ニ

、
六
日
出
テ
テ

検
察
ス

古
川
外
郭
ノ
辺
ヲ

、
（
中
略
）

　
　

稙
宗
帥
ヒ

一
千
余
騎
ヲ

、
ミ

自
向
フ

于
南
門
ニ

、
伊
達
ノ

宿
老
牧
野
安
芸
宗
興
・
浜
田
伊

　
　

豆
宗
景
、
各
率
テ

一
千
騎
ヲ

向
フ

于
西
北
二
門
ニ

、
黒
川
左
衛
門
大
夫
景
氏
・
内
崎
左

　
　

馬
助
宗
忠
・
（
中
略
）
遠
藤
左
近
将
監
某
等
属
シ

之
ニ

、

と
あ
る
黒
川
左
衛
門
大
夫
景
氏
に
、
左
衛
門
尉
・
左
衛
門
大
夫
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
比

定
さ
れ
よ
う
。
黒
川
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
く
、
同
書
に
は
続
け
て

　
　

黒
川
ノ
景
氏
ハ

黒
川
ノ

郡
主
也
、
源
姓
家
系
不
詳
ナ
ラ

、
或
人
ノ

曰
ク

、
最
上
右
京
ノ

大

　
　

夫
直
家
ノ

三
男
氏
直
、
始
テ

称
ス

黒
川
ト

是
也
ト

、
或
人
ノ

曰
ク

、
鎌
倉
ノ

管
領
基
氏
卿
之

　
　

末
裔
也
、
其
ノ

子
孫
ヲ

曰
清
里
ト

其
子
景
氏
、
景
氏
ノ

子
ヲ

曰
フ

稙
国
ト

、
稙
国
之
子
ハ

左

　
　

馬
ノ

頭
晴
氏
入
道
月
舟
斎
也
、

と
あ
る
か
ら
、
『
伊
達
正
統
世
次
考
』
が
編
纂
さ
れ
た
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
当
時
、

す
で
に
そ
の
家
譜
も
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
大
和
町
史
・

上
巻
』
（
一
九
七
五
）
に
は
黒
川
氏
の
系
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
「
源
家
足

利
黒
川
系
図
」
に
は
、
黒
川
清
里
の
子
と
し
て
景
氏
が
お
り
、
「
黒
川
下
総
守
、
従
五
位

下
、
実
飯
坂
弾
正
清
宗
長
子
、
左
衛
門
尉
源
景
氏
、
天
文
十
五
年
三
月
十
二
日
宣
任
下
総

守
」
と
記
載
さ
れ
、
さ
ら
に
「
源
姓
大
衡
氏
譜
」
に
は
、
黒
川
氏
矩
の
子
と
し
て

　
　

黒
川
彦
五
郎
左
衛
門
尉
、
従
五
位
下
、
下
総
守
、
天
文
元
年
十
二
月
補
奥
州
県
令
、

　
　

同
十
五
年
三
月
冷
泉
右
衛
門
佐
藤
原
永
頼
為
勅
使
来
於
陸
奥
州
時
、
令
景
氏
任
下
総

　
　

守
、
同
二
十
一
年
四
月
十
五
日
卒
、
年
六
十
九
、
法
名
道
幹
、
母
大
崎
左
京
大
夫
源

　
　

政
兼
女

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
系
図
が
い
つ
成
立
し
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
天
文
十
五
年
三

月
十
二
日
宣
任
下
総
守
」
「
同
十
五
年
三
月
・
・
・
令
景
氏
任
下
総
守
」
等
は
、
こ
の
口

宣
案
が
利
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
系
図
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
も
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。

　

上
卿
「
勧か

じ
ゅ
う
じ

修
寺
大
納
言
」
は
、
勧
修
寺
尚
顕
の
子
尹た

だ
と
よ豊

。
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
二

月
蔵
人
頭
、
右
大
弁
・
参
議
・
権
中
納
言
を
経
て
、
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
十
一
月
権

大
納
言
、
同
二
十
年
十
二
月
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
た
が
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
落
飾

（
『
公く

ぎ
ょ
う
ぶ
に
ん

卿
補
任
』
）
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
二
月
九
二
歳
に
て
薨
じ
た
（
『
公
卿
諸
家
系
図
』
）
。

藤
原
晴
秀
は
、
勧
修
寺
尹
豊
の
子
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
口
宣
案
は
子
か
ら
親
に
手
渡
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
閏
三
月
右
中
弁
、
同
十
四
年
七
月
蔵
人
頭
、

そ
の
後
、
参
議
、
権
中
納
言
を
経
て
、
天
正
元
年
十
二
月
に
権
大
納
言
、
同
四
年
に
従
一

位
に
叙
せ
ら
れ
た
が
、
同
五
年
（
一
五
七
七
）
正
月
薨
じ
た
。
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）

十
二
月
、
名
を
晴
右
に
改
め
て
い
る
（
『
公
卿
補
任
』
）
。
な
お
、
日
記
「
高
寿
院
贈
左
大

臣
晴
秀
公
御
記
」
（
原
本
題
）
が
『
続
史
料
大
成
９
』
（
臨
川
書
店
）
に
「
晴
右
記
」
と
題

し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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口　
　

宣
案

　

上
卿　

藤
中
納
言

 
 
 
 

天
文
十
五
年
三
月
十
七
日 

宣
旨

　
　
　

従
五
位
下
源
種

（
稙
カ
）国

　
　
　

宜
任
修
理
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

 

奉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蔵
人
頭
左
中
弁
近
江
権
介
藤
原
国
光

（
三
一
・
六
㎝
×
四
二
・
六
㎝
）

83　

口
宣
案　

（
№
０
０
６
４
０
）

解　

説

　

本
史
料
は
、
源
種

（
稙
カ
）国

を
修
理
大
夫
に
任
ず
る
口
宣
案
で
あ
る
。
種
国
は
、
前
掲
「
源
家
足
利
黒
川
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
景

氏
の
嫡
子
に
し
て
、

 
 
 
 

稙
国　

黒
川
修
理
大
夫

　
　
　
　
　

将
軍
義
稙
公
一
字
ヲ
賜
ル
、
天
文
十
五
年
三
月
十
七
日
従
五
位
下
源
稙
国
宣
任
修
理
大
夫

と
あ
り
、
「
源
姓
大
衡
氏
譜
」
（
前
掲
書
）
に
も
、

　
　

稙
国　

黒
川
源
次
郎
、
主
馬
助
、
修
理
亮
夫

（
マ
マ
）、

従
五
位
下
、
永
正
十
六
年
八
月
経
北
陸
道
潜
上
洛
、
謁
将
軍
権
大
納
言

　
　
　
　
　

義
稙
公
賜
諱
字
、
補
奥
州
県
令
、
同
年
十
月
廻
部
下
時
年

十
八

、
天
文
十
五
年
三
月
以
勅
使
任
修
理
大
夫
、
永
禄
三
年

　
　
　
　
　

十
一
月
六
日
卒
、
年
五
十
九
、
法
名
月
照
、
母
最
上
出
羽
守
源
義
淳
女
、

と
あ
る
稙
国
に
比
定
さ
れ
る
。
そ
の
子
晴
氏
は
『
貞
山
公
治
家
記
録
』
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
二
月
八
日
条
に
も
「
黒

川
月
舟
齋
左
馬
頭
晴
氏
入
道
」
と
あ
り
、
伊
達
政
宗
の
大
崎
侵
攻
に
抗
し
た
黒
川
氏
の
当
主
で
あ
る
。
。

　

上
卿
「
藤
中
納
言
」
は
、『
公
卿
補
任
』
（
第
三
篇
）
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
条
に
よ
れ
ば
、
高
倉
永
家
（
権
中
納
言
・

正
二
位
）
に
「
除
目
入
眼
上
卿
」
と
あ
り
、
永
家
に
比
定
さ
れ
る
。
高
倉
永
康
の
子
に
し
て
、
天
文
二
年
参
議
、
同
九
年
権

中
納
言
を
経
て
、
同
十
三
年
正
二
位
、
同
二
十
二
年
権
大
納
言
を
極
官
と
し
て
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
出
家
、
天
正
六
年

（
一
五
七
八
）
十
一
月
、
八
十
三
歳
に
て
薨
じ
た
（
『
公
卿
諸
家
系
図
』
）
。
蔵
人
頭
藤
原
国
光
は
、
広
橋
兼
秀
の
子
に
し
て
、

大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
に
誕
生
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
左
中
弁
、
翌
年
三
月
近
江
権
介
を
兼
ね
、
同
十
三
年
二
月

蔵
人
頭
に
補
せ
ら
れ
た
。
同
十
六
年
参
議
、
同
十
八
年
権
中
納
言
を
経
て
、
同
二
十
三
年
権
大
納
言
、
永
禄
二
年
正
月
正
二

位
を
経
て
、
同
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
一
月
四
十
二
歳
に
て
薨
じ
た
（
『
公
卿
補
任
』
）
。
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急
度
之
芳
問
悦
入
候
、
仍
青
木
弾
正
、
此
度
当
方
へ

不
被
申

合
与
風
他
出
候
事
、
意
外
此
事
候
、
雖
然
満
毛
丸
、
此

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
被
申
□
□

方
ニ

差
置
候
上
、
爰
元
無
余
義
候
、
先
々○

自
内
□
小
崎
へ

可
申
届
覚
悟
ニ

候
、
無
事
落
居
、
以
弥
無
程
申
出
候

事
遠
慮
可
申
候
、
併
無
拠
候
条
申
断
、
彼
口
挨

拶
に
可
得
其
意
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

追
而

　

其
地
用
心
之
義
畢
竟

　

旁
以
任
入
候
、
聊
も
不
可

　

有
油
断
候

　
　
　
　
　
　

七
月
廿
六
日　
　

盛
胤
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
胤
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
助
六
殿

（
三
三
・
八
㎝
×
三
七
・
八
㎝
）

84　

相
馬
盛
胤
・
義
胤
連
署
状
写
カ　

（
№
０
０
６
８
８
）
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解　

説

　

本
史
料
は
、
行
方
郡
小
高
（
南
相
馬
市
小
高
区
）
の
城
主
相
馬
義
胤
お
よ
び
そ
の
父
盛

胤
連
署
の
青
木
助
六
に
充
て
た
書
状
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
相
馬
方
に
味

方
す
る
は
ず
の
青
木
弾
正
が
（
伊
達
方
に
）
味
方
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
し

つ
つ
、
満
毛
丸
を
（
人
質
と
し
て
）
抑
留
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
同
族
の
青
木

助
六
に
、
相
馬
方
に
与
す
る
よ
う
工
作
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　

本
史
料
は
年
欠
書
状
で
あ
る
が
、
本
文
中
の
「
青
木
弾
正
」
は
『
性
山
公
治
家
記
録
』

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
十
月
九
日
条
に

　

○
伊
達
兵
部
大
輔
殿
実
元
家
士
青
木
玄
蕃
・
同
嫡
子
弾
正
書
状
ヲ
捧
テ
注
進
ス
。

　
　
　

相
馬
殿
盛
胤
、
伊
達
郡
川
股
ヘ
働
キ
出
ラ
ル
ニ
就
テ
、
青
木
父
子
川
股
へ 

 
 

　
　
　

助
合
セ
一
戦
ニ
及
ヒ
、
数
多
撃
捕
ル
ノ
由
ヲ
著
ス
。

　
　

御
感
ノ
余
リ
御
書
ヲ
下
シ
賜
フ
。
且
ツ　

道
祐
君
并
ニ
実
元
、
一
両
日
中
ニ
川
股
表

　
　

ヘ
御
出
張
ア
ル
ヘ
キ
由
議
定
シ
給
フ
。
青
木
ハ
数
代
安
達
郡
青
木
邑
ヲ
領
シ
テ
住
ス
。

　
　

元
当
家
ノ
一
家
懸
田
氏
ノ
郎
従
ナ
リ
。
懸
田
逆
心
滅
亡
ノ
後
、
元
亀
二
年
以
来
実
元

　
　

ニ
属
シ
テ
奉
公
ス
。
御
書
左
ニ
載
ス
。

　
　
　

態
之
来
翰
大
慶
候
。
仍
盛
胤
、
川
股
江
被
及
揺
之
処
ニ
、
自
其
元
助
合
、　
　
　

　
　
　

遂
一
戦
、
数
多
討
捕
被
得
勝
利
之
由
、
大
慶
不
及
是
非
候
、
雖
勿
論
之
義
候
、
於

　
　
　

于
向
後
モ
彼
口
江
無
油
断
助
成
之
義
、
畢
竟
其
方
父
子
前
ニ
可
有
之
候
、
就
中
道

　
　
　

祐
様
・
実
元
、
一
両
日
中
ニ
其
口
御
越
可
有
之
候
由
被
仰
候
之
間
、
何
篇
請
御
下

　
　
　

知
、
可
然
様
ニ
手
刷
之
義
任
入
訖
候
、
吉
慶
期
後
音
之
時
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

追
啓
、
自
此
方
モ
今
日
九
小
斎
江
及
揺
候
、
兵
儀
之
事
ハ
各
可
令
相
談
候
間
、

　
　
　
　
　

可
心
安
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

輝
宗　
　
　

御
黒
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

青
木
玄
蕃
允
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

同　

弾
正
忠
殿

と
あ
る
青
木
弾
正
忠
と
同
一
人
の
可
能
性
が
あ
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
伊
達
輝
宗
の
書
状

に
も
、
相
馬
盛
胤
が
川
股
を
攻
撃
し
た
こ
と
に
対
し
、
青
木
玄
蕃
・
弾
正
父
子
が
「
助
合
」

（
助
勢
）
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
義
胤
・
盛
胤
連
署
状
も
こ
の
時
（
天
正
四
年
）

の
も
の
と
理
解
で
き
る
。
義
胤
の
発
給
文
書
は
約
二
十
点
ほ
ど
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

花
押
は
大
き
く
四
型
に
分
類
で
き
る
が
、
本
書
状
の
花
押
は
も
っ
と
も
古
い
天
正
十
年
以

前
の
型
（
Ⅰ
型
）
に
分
類
で
き
る
か
ら
、
天
正
四
年
と
い
う
比
定
と
齟
齬
は
生
じ
な
い
。

　

な
お
、
青
木
氏
は
伊
達
郡
飯
野
刈
松
田
（
福
島
市
飯
野
町
青
木
）
の
城
主
で
あ
る

が
、
も
と
は
懸
田
氏
（
伊
達
市
霊
山
町
掛
田
）
の
郎
従
で
あ
っ
た
が
、
天
文
二
十
一
年

（
一
五
五
二
）
晴
宗
に
敗
れ
て
懸
田
氏
は
滅
亡
、
そ
の
後
、「
伊
達
兵
部
大
輔
殿
実
元
家
士
」

と
あ
る
よ
う
に
伊
達
実
元
（
伊
達
稙
宗
の
子
、
晴
宗
の
弟
）
に
属
し
、
さ
ら
に
伊
達
氏
に

服
属
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
書
状
は
義
胤
と
父
盛
胤
の
連
署
状
で
あ
る
が
、
義
胤
発
給
の
書
状
に
連

署
形
式
の
書
状
は
確
認
さ
れ
ず
、
連
署
状
発
給
の
背
景
を
断
定
で
き
な
い
。
な
お
、
『
奥

相
秘
鑑
』
（
近
世
の
編
纂
資
料
、
『
相
馬
市
史
』
２
所
収
）
に
よ
れ
ば
義
胤
の
家
督
相
続
は

天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
し
か
も
義
胤
が
上
位
に
位
著
し
て

い
る
こ
と
は
、
す
で
に
義
胤
が
家
督
を
相
続
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
権
力
の
分
散
を

示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
貴
重
で
あ
る
。
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貞
山
様
御
自
筆
御
書
之
写

　

其
地
江

被
打
越
候
ニ

付
而
、
御
音
信
誠
ニ

々
不
浅
候
、

　

仍
当
口
仕
置
之
儀
令
成
就
、
追
日
如
存
分
ニ
候
、

　

可
為
御
満
足
候
、
随
而
一
閑
斎
好
身
之
方
、
於
下
口

　

出
合
之
儀
申
越
候
歟
、
尤
可
然
、
早
々
被
相
出
、
珍
敷

　

子
細
も
候
者
可
承
候
、
何
様
年
月
ニ

替
、
彼
洞
中

　

六
ケ
敷
様
ニ

其
聞
候
、
旁
御
本
意
も
不
可
有
程
候

　

故
、
万
慶
期
後
音
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

九
月
廿
日　
　
　

御
書
判

　
　
　
　

天
童
殿

　

是
も
御
自
筆
御
書
ノ
写

　
　
　
　

追
日

　

細
々
、
か
や
う
の
書
中
進
候
ニ

、

　

路
次
中
も
い
か
ゝ
に
て
候
間
、

　

な
の
り
を
も
か
へ
候
て
、　
　

正
ノ
九
日
御
書
判

　

む
ね
さ
ね
と
此
す
へ
ハ　
　
　
　

天

　

か
き
申
候
へ
く
候
、
つ
ね
の
文
ハ
不
苦
候
、
お
ん
ミ
つ
の

　

用
之
時
、
其
元
よ
り
も
御
心
へ

　

可
然
候
う
へ
ニ

ハ
、
田
む
ら
よ
り
と

　

か
き
申
候
へ
く
候
、
以
上
、

（
三
二
・
六
㎝
×
四
四
・
七
㎝
）

85　

貞
山
様
御
自
筆
御
書
之
写　

（
№
０
０
６
７
０
）
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解　

説

　

こ
の
文
書
は
、
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
貞
山
様
」
す
な
わ
ち
伊
達
政
宗
の

自
筆
文
書
を
後
世
に
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
料
紙
の
中
央
よ
り
や
や
左
に

寄
っ
た
位
置
に
「
是
も
御
自
筆
御
書
ノ
写
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
料
紙
の
右

半
分
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
と
は
別
の
政
宗
文
書
が
料
紙
の
左
半
分
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
白
で
あ
り
、
こ
の
文
書
は
、
伊
達
政
宗
の
文
書
二
通
の
写
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
一
通
目
は
、
九
月
二
十
日
付
け
の
書
状
で
、
「
天
童
殿
」
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

　

内
容
は
、
前
半
に
お
い
て
、
①
「
そ
の
地
」
へ
移
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
連
絡
を
天
童

方
か
ら
受
け
た
こ
と
、
②
政
宗
が
滞
在
し
て
い
る
方
面
の
「
仕
置
」
が
首
尾
よ
く
進
ん
で

い
る
こ
と
、
を
記
し
て
い
る
が
、
後
半
は
や
や
難
解
で
あ
る
。
ま
ず
、
③
一
閑
斎
な
る
人

物
が
「
下
口
」
で
よ
し
み
を
通
じ
て
い
る
面
々
と
対
面
し
た
と
伝
え
て
き
た
こ
と
、
④
天

童
方
で
も
何
か
動
き
が
あ
っ
た
ら
報
じ
て
ほ
し
い
こ
と
、
⑤
「
か
の
洞
（
う
つ
ろ
）
」
は

状
況
が
悪
化
し
て
い
る
と
の
情
報
が
あ
る
の
で
、
天
童
氏
の
「
本
意
（
＝
願
望
）
」
も
ま

も
な
く
実
現
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た
意
か
。
文
中
の
「
洞
」
は
、
戦
国
時
代
の
奥
羽
や

関
東
な
ど
で
、
領
主
の
所
領
を
示
す
語
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
、
江
戸
時
代
初
期
に
は

ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
語
で
あ
る
。
政
宗
文
書
で
も
文
禄
年
間
以
降
の
も
の

で
は
、
管
見
の
限
り
使
用
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
に
作
成

さ
れ
た
偽
文
書
の
類
に
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
語
で
あ
り
、
文
中
に
「
洞
」
の
語
が

あ
る
と
い
う
一
点
だ
け
で
も
、
こ
の
文
書
が
近
世
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
在

し
た
天
正
年
間
の
政
宗
文
書
の
写
し
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
の
年
代
で
あ
る
が
、
文
言
に
は
っ
き
り
と
年
代
を
示
す
よ
う
な
内
容
は
窺
え

な
い
。
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
の
は
、
政
宗
が
滞
在
し
て
い
る
方
面
の
「
仕
置
」
が
順

調
に
進
ん
で
い
る
と
い
う
箇
所
で
、
九
月
二
十
日
前
後
に
こ
う
し
た
こ
と
を
政
宗
が
言
え

る
年
と
し
て
は
、
二
本
松
領
の
仕
置
を
行
っ
た
天
正
十
四
年
と
、
田
村
領
の
仕
置
を
行
っ

た
天
正
十
六
年
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
末
尾
近
く
に
あ
る
「
御
本
意
も
不
可
有

程
候
」
は
、
宛
て
所
が
最
上
氏
に
よ
っ
て
所
領
を
奪
わ
れ
た
天
童
氏
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
勘
案
す
る
と
、
最
上
氏
の
勢
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

九
月
二
十
日
と
い
う
時
期
を
勘
案
す
る
と
、
天
正
十
六
年
の
八
月
に
越
後
上
杉
氏
の
重
臣

で
あ
る
本
庄
繁
長
が
出
羽
庄
内
地
方
に
侵
攻
し
、
最
上
勢
と
合
戦
に
な
り
、
本
庄
方
が
勝

利
を
得
て
最
上
勢
二
千
五
百
人
余
を
討
ち
取
っ
た
と
の
知
ら
せ
が
九
月
九
日
に
政
宗
の
許

に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
（
天
正
日
記
）
。
「
彼
洞
中
六
ケ
敷
様
ニ

其
聞
候
」
と
い
う
文
言
は
、

本
庄
に
敗
れ
た
最
上
氏
の
状
況
を
書
き
記
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
以
上

の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
伊
達
政
宗
書
状
は
天
正
十
六
年
の
も
の
と
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
後
半
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る
政
宗
「
御
自
筆
」
で
あ
る
が
、
一
見
す
る
と
や
や
奇

異
な
感
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
政
宗
文
書
一
通
の
丸
々
の
写
し
で
は
な
く
、
お
そ

ら
く
は
末
尾
の
追
っ
て
書
き
部
分
の
み
を
書
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

冒
頭
の
「
追
日
」
は
、
お
そ
ら
く
「
追
而
」
の
書
き
誤
り
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
御
書
判
」

の
上
の
「
正
ノ
九
日
」
は
正
月
九
日
の
意
。
さ
ら
に
そ
の
隣
の
「
天
」
は
天
童
氏
の
名
字

の
一
字
を
記
し
た
も
の
。
政
宗
の
書
状
で
宛
て
所
を
名
字
の
一
字
の
み
と
す
る
こ
と
は
類

例
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
重
臣
白
石
右
衛
門
宗
実
で
、
政
宗
文
書
の
宛
て
名

で
は
「
白
右
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
白
」
と
名
字
の
一
字
の
み
を
記
す
場
合

も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
、
月
日
を
記
す
際
に
「
月
」
を
用
い
ず
「
ノ
」
を
用
い
る

こ
と
や
、
宛
て
所
を
名
字
の
一
字
の
み
に
省
略
す
る
の
は
、
や
や
く
だ
け
た
感
じ
の
書
札

例
で
あ
り
、
こ
う
し
た
書
式
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
は
政
宗
と
天
童
頼
澄
の
関

係
が
親
密
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
文
書
は
、
重
大
な
内
容
を
示
し
て
い
た
。
政
宗
は
天
童
氏
に
対
し
て
、
①

「
路
次
中
」
（
＝
道
筋
）
の
警
固
に
不
安
を
残
す
の
で
、
②
今
後
、
自
分
は
「
む
ね
さ
ね
（
＝

宗
実
）
と
署
名
す
る
こ
と
に
す
る
、
③
そ
ち
ら
か
ら
手
紙
を
出
す
際
も
、
普
通
の
内
容
で

あ
れ
ば
と
も
か
く
、
「
お
ん
み
つ
（
＝
「
隠
密
」
）
の
内
容
な
ら
ば
用
心
し
て
「
田
村
」
と

署
名
す
る
よ
う
に
、
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
宗
が
書
状
に
非
常
に
気
を
遣
っ
て
い

た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
洞
判
」
と
称
さ
れ
る
家
臣
宛
て
の
花
押
を
頻
繁
に
変
え
て
い
た

こ
と
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
文
書
の
本
来
の
差
し
出
し
と
宛
名
を
秘
匿
し

て
、
別
名
を
記
す
と
い
う
の
は
前
代
未
聞
の
内
容
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
文
書
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
正
中
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
従
来
、
天
童
氏
は
天
正
十
二
年
こ
ろ
に
本
領
を
追
わ
れ
て
宮
城
郡
の
国
分
氏
の
許

へ
亡
命
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
書
状
の
内
容
は
、
天
童
氏
が
国
分
領
で
は
な
い
地

域
に
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
政
宗
が
署
名
に
使
お
う
と
し
て
い
た
「
宗
実
」
と
い

う
名
前
は
、
伊
達
氏
の
重
臣
で
、
天
正
十
四
年
夏
以
降
、
塩
松
領
（
安
達
郡
東
部
）
を
与

え
ら
れ
た
白
石
宗
実
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
宗
が
天
童
氏
に
求
め
て
い
る
「
田
村
」は
、

言
う
ま
で
も
な
く
安
達
郡
の
東
南
に
位
置
す
る
田
村
郡
の
領
主
・
田
村
氏
の
こ
と
で
あ
る
。

断
言
は
で
き
な
い
が
、
「
署
名
を
変
え
よ
う
」
と
い
う
政
宗
の
提
案
は
、
天
童
氏
が
安
達

郡
や
田
村
郡
近
辺
に
所
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る

い
は
、
政
宗
に
よ
る
仙
道
（
現
在
の
福
島
県
中
通
り
地
方
）
作
戦
の
な
か
で
、
天
童
氏
も

仙
道
方
面
へ
の
出
兵
を
求
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
宮
城
郡
に
亡
命
し
て
以
降
の
天

童
氏
の
動
向
は
、
具
体
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
政
宗
文
書
は
、
天
童
氏
の
動

向
の
一
端
を
示
す
と
い
う
意
味
で
も
、
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
、
本
書
状
を
受
け
て
、
政
宗
が
自
ら
の
書
状
を
「
宗
実
」
の
署
名
で
発
給
し
た

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
白
石
宗
実
の
発
給
文
書
で
現
存
が
確
認
さ
れ
て

い
る
も
の
は
わ
ず
か
に
数
通
で
あ
り
、
管
見
の
限
り
で
は
、
そ
の
筆
跡
が
政
宗
の
自
筆
も

し
く
は
政
宗
の
右
筆
で
、
内
容
的
に
も
「
隠
密
」
な
事
項
を
記
し
て
い
る
と
い
う
も
の
は

確
認
さ
れ
な
い
。
同
様
に
、
田
村
か
ら
政
宗
へ
宛
て
た
書
状
も
、
白
石
宗
実
が
塩
松
領
主

と
な
っ
た
天
正
十
四
年
以
降
の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
。
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寛
政
拾
壱
年

　
　
　
　

文
化
三
年　

蓋
紙
改
候

　
　
　

念
佛
講
契
約
人
数
帳

　
　
　
　

正
月 

 
 

（
ペ
ン
書
）
紀
元
二
四
五六

六八
年

　
　
　
　

□
月
□
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

文
化
三
年
定

一
筆
頭
よ
り
三
人
組
穴

　

掘
前
か
つ
き
前
段
壱
組

　

を
以
相
廻
候
様
申
合
置
候
事

一
御
連
中
之
内

　

主
用
又
者
乍
自
分
無

　

余
儀
指

（
カ
）

支
候
節
ハ
次
之

　

組
合
へ
取
回
、
追
而
末
迄

　

相
達
候
様
帳
面
へ
首
尾
合

　

誰
様
ニ
而

も
可
被
出
候

右
之
通
瀧
口
義
右
衛
門
宿

前
ニ
而

相
極
候
事

三
橋
与
市
妻
十
二
月
九
日

病
死
之
節
前
分
之
通

之
御
吟
味
不
分
ニ

付
又
以

連
中
御
吟
味
之
直
し
右
様

之
節
ハ
極
月
四
日
以
後

正
月
十
五
日
迄
ニ
而

病
死
之
節

壱
人
前
ニ

丸
代
七
拾
三
文

宛
連
中
続
指
出
筈

申
定
候
事

右
之
通
御
吟
味
ニ

付
御
役

付
外
よ
り
相
頼
候
節
ハ
病

死
之
家
之
契
約
兄
弟

之
物
相
頼
候
筈
ニ

申
定
候

　

文
政
二
年

 
 
 
 

十
二
月
九
日

　
　
　
　
　

穴
掘
前

一　

林
蔵　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門
妻

 
 

　

理
左
衛
門 

 
 
 
 
 

病
死
之
節　

七
月
廿
七
日

一　

十
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
軍
記
妻

 
 

　

一
学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

病
死
之
節

一　

十
左
衛
門

 
 

　

軍
記

　
　
　
　
　

か
つ
き
前

一　

十
左
衛
門　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門
妻

 
 

　

軍
記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

病
死
之
節

一　

十
三
郎

　
　

一
学

一　

丹
蔵

　
　

義
右
衛
門

七
月
廿
七
日

一　

瀧
口
軍
記
妻　
　

義
右
衛
門

 
 

　

病
死
之
節 

 
 
 
 
 

甚
太
夫

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
澤
勤
吾

文
化
三
年
十
一
月
七
日
和
太
夫
娘
之
節
勤

　
　
　
　
　
　
　
　

・
今
野
甚
太
夫

同
年
同
月
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　

・
庄
子
林
蔵

文
化
四
年
二
月
廿
二
日
十
三
郎
父
之
節
勤

　
　
　
　
　
　
　
　

・
佐
々
木
一
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
十
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
九
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
軍
記

文
化
四
年
二
月
廿
二
日
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　

・
草
刈
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

文
化
三
年
十
一
月
七
日
和
太
夫
娘
之
節
勤

　
　
　
　
　
　
　
　

・
鎌
田
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
弥
左
衛
門

文
化
四
年
二
月
廿
二
日
十
三
郎
父
不
幸
之
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

伊
東
与
惣
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
寅
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
羽
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
金
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
丹
蔵

右
人
数
弐
拾
人

　

 
 
 
 
 
 
 
 

壱
人

寛
政
拾
壱
年
正
月

十
六
日
阿
部
和
太
夫
不
幸

之
節
惣
連
中
吟
味
之
上

筆
頭
よ
り
穴
掘
か
つ
き

前
共
ニ

段
々
順
番
手
伝

申
候
筈
ニ

相
極
申
候
事

一
極
月
廿
日
以
後
正
月

　

松
ノ

葉
之
内
た
り
共
不
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
之

　

節
ハ
前
々
よ
り
手
伝
申
候
筈
ニ

候
間

86　

念
仏
講
契
約
人
数
帳　

（
№
０
０
５
５
２
）

事
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是
又
連
中
其
心
得
可
被
成
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

且
又

　

右
日
合
之
内
不
幸
之
者

　

連
中
手
伝
相
受
不
申
由

　

自
分
人
数
を
以
為
間
ニ

合
度
由

　

觸
流
し
有
之
右
契
約
人
数

　

壱
人
前
よ
り
丸
代
五
拾
文
ツ
ヽ

　

不
幸
之
者
へ

相
送
已
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
中

　

申
合
之
上
滝
口
丈
右
衛
門
当
前

　

之
節
相
定
候
事

　
　

但
松
ノ

葉
之
内
穢
連
中

　
　

之
御
人
数
ハ
不
幸
之
者
よ
り

　
　

少
も
役
介
申
受
間
敷
候
事

右
之
通
契
約
人
数
申

合
之
義
ハ
都
而
不
請
合
而
己

無
之
候
追
而
成
共
吟
味
之
上

申
合
置
候
様
可
致
候

一
契
約
寄
合
之
義
者

　

毎
年
十
月
廿
日
前
相
廻

　

可
申
事

一
白
米
壱
升

　

玄
米
壱
升
ツ
ヽ

　

料
理
代
丸
代
五
拾
文
ツ
ヽ

　

之
事

一
上
る
り
座
料
之
義
ハ

　

弐
席
之
人
数
ヲ
以
何
程

　

成
共
相
成
可
申
事

一
膳
部
之
義
ハ
朝
本
膳

　

鱠
一
汁
一
菜
猪
口

　

笠
飯
之
事

　

笠
飯
之
事

一
朝
お
ち
付

 
 

吸
物
見
合

　

肴
二
種
見
合

一
昼
吸
物

 
 

□酒

□
物
二
種

　

昼

　

酒
肴
弐
献
位

昼
夜
膳
廻

 
 

吸
物

　

肴
二
種
か
さ
め
し

一
晩
吸
物　
　

上
瑠
理

　
　
　
　
　
　
　

□
□
□
肴

　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
種

　

□
伝
□
□
□

 
 

酒
肴
濱
焼
共

 
 

七
種
位

 
 
 
 

但
蓋
な

右
之
通
前
々
よ
り
□
米

之
通
相
過
申
筈
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 

庄
子
林
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 

関
山
金
治

　
　
　
　

伊
東
与
惣
右
衛
門

右
弐
人
組
当
前
之
節
ハ

先
祖
よ
り
手
伝
申
筈
若

人
数
相
加
三
人
ニ

罷
成
候
ハ
ヽ

不
及
其
儀
ニ

候
事

　
　
　
　

当
前
相
廻
候

　
　
　
　

人
数
左
之
通

寛
政
七
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
澤
勤
吾

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

瀧
口
重
右
衛
門

寛
政
八
年
十
月

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

阿
部
運
右
衛
門

寛
政
九
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
軍
記

寛
政
拾
年
十
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

安
右
衛
門

寛
政
拾
壱
年
十
月                            

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

今
野
甚
太
夫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

□
右
□
□

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

□
□
□
□
□

寛
政
拾
弐
年
十
月
□
□

廻
し
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
弥
左
衛
門

享
和
元
年
十
月
十
六
日

相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
始

享
和
弐
年
十
月
廿
日
相
廻

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

享
和
三
年
十
月
廿
九
日
相
廻
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
金
治

文
化
元
年
十
一
月
二
日
相
廻
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
重
治

文
化
二
年
十
一
月
七
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

文
化
三
年
十
一
月
六
日
相
廻
候
事

文
化
五
年
十
月
十
二
日
相
廻
候
事

　

但
、
羽
左
衛
門
へ

取
替　
　
　

伊
藤
栄
左
衛
門

　

申
候
節
、
壱
ヶ
年
廻
ス

文
化
四
年
十
月
廿
七
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
羽
左
衛
門

文
化
六
年
十
月
廿
五
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

文
化
七
年
十
一
月
十
日
相
廻
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

佐
々
木
一
学

文
化
八
年
十
月
十
二
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
十
左
衛
門

文
化
十
年
十
一
月
廿
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
三
郎

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

郷
古
十
三
郎

文
化
十
一
年
十
月
廿
一
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
与
惣
右
衛
門

文
化
十
二
年
十
一
月
十
七
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
伊
左
衛
門

文
化
十
三
年
十
月
十
七
日
相
廻
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門

文
化
十
四
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

文
政
元
年
十
月
廿
三
日
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瀧
口
悦
右
衛
門

〆
弐
拾
壱
人

右
之
通
羽
左
衛
門
屋
敷

よ
り
相
改
申
候
事

　
　
　
　
　

惣
連
中

　

文
化
四
年　
　

 
 
 
 

十
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　

寛
政
拾
弐
年
正
月
廿
七
日

瀧
口
丈
右
衛
門
不
幸
之
節
穴
掘

前
か
つ
き
前
左
ニ

　
　
　
　

か
つ
き
前

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

郷
古
十
三
郎

　

 

　
　
　
　
　

穴
掘 

瀧
口
軍
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
九
十
九

鎌
田
娘
婿
之
節

一　
　
　

 

か
つ
き
方 

菊
地
九
十
九

一 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

阿
部
運
右
衛
門

同
人
娘
之
節

一 

穴
掘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
古
十
三
郎

一　

 
 
 
 

　
　
　
　
　

佐
々
木
助
四
郎

同
人
方
之
節

一 

か
つ
き
方 

　
　
　

瀧
口
仕

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
丹
蔵

長
谷
川
弘
不
幸
之
節

一　
　
　
　
　

穴
掘　

冨
沢
金
吾

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
甚
太
夫

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
始

一　

か
つ
き　
　
　
　

三
橋
弥
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

享
和
三
年
八
月
七
日
菊
地

十
左
衛
門
不
幸
之
節
穴
掘

か
つ
き
前
左
ニ

　
　
　

掘
前　
　
　
　

黒
沼
仁
平
治

 
 

　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

長
谷
川
弘

 
 

　
　

か
つ
き
前 

 
 
 

瀧
口
悦
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

大
江
羽
左
衛
門

同
年
十
一
月
十
一
日

三
橋
弥
左
衛
門
病
死
之
節

穴
掘
人
□
□

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

草
刈
伊
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

 
 

　
　
　
　

か
つ
き
人

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
十
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
（
佐
々
木
カ
）

□
□
一
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

同
年
十
二
月
十
九
日

今
野
甚
太
夫
母
病
死
之
節

穴
掘
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
十
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
丹
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

関
山
金
治

か
つ
き
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
与
市

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

佐
藤
和
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
十
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
軍
記

文
化
元
年
十
一
月
廿
二
日

瀧
口
軍
記
不
幸
之
節

　
　
　
　

穴
掘
前　
　

阿
部
運
右
衛
門　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

　
　
　
　

か
つ
き
前　

関
山
金
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

黒
沼
伊
平
治

文
化
二
年
六
月
十
九
日

佐
々
木
一
学
妻
病
死
之
節

　
　
　
　

穴
掘
前　

 
 

三
橋
与
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
は
し
め

　
　
　
　

か
つ
き
前 

 

今
野
甚
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

　

当
前
四
人
組

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
野
庄
三
郎

（
一
三
・
三
㎝
×
三
三
・
〇
㎝
）



166

　
　

 
 
 
 

文
化
十
三
年

　
　

念
佛
講
契
約
人
数
并

定
牒

　
　
　
　

十
月
改　
　
　
　
　
　

　
　

寛
政
十
一
年
正
月
十
六
日

　
　

阿
部
和
太
夫
不
幸
之
節

　
　

連
中
吟
味
之
上
定

一
極
月
廿
日
以
後
正
月
松
ノ

　

葉
之
内
た
り
共
不
幸
有
之

　

節
ハ
前
々
よ
り
手
伝
申
筈
ニ

候

　

間
是
又
連
中
其
心
得
可

　

被
成
候
且
又
右
日
合
之
内
不

　

幸
者
連
中
手
伝
相
受

　

不
申
由
自
分
人
数
を
以
為

　

間
ニ

合
度
由
觸
流
候
ハ
ヽ

　

右
契
約
人
数
壱
人
前
よ
り
丸

　

代
五
拾
文
ツ
ヽ
不
幸
之
者
江

　

相
送
り
候
様
連
中
申
合
之
上

　

相
定
候
事

　
　

但
松
ノ
葉
之
内
穢
連
中
之

　
　

御
人
数
ハ
不
幸
之
者
よ
り
少
々
も

　
　

役
介
申
間
敷
候
事

　

右
之
通
契
約
人
数
申
合
候

　

義
ハ
都
而
不
精
合
而
己
無
之
候

　

追
而
来
春
吟
味
之
上

　

申
合
置
候
様
可
被
成
候

文
化
三
年
定
之
事

一
筆
頭
よ
り
三
人
組
穴
掘
前

　

か
つ
き
前
共
へ
相
廻
候
節

　

申
合
置
候
事
右
帳
面
別

　

冊
ニ

有
之
候
事

一
御
連
中
之
内
御
用
又
は

　

自
分
ニ
而
も

無
余
儀
差

　

支
候
節
ハ
次
之
組
合
へ
取

　

越
追
而
未
進
相
送
候
様
帳

　

面
へ
首
尾
合
可
被
成
候
事

右
両
條
ハ
瀧
口
義
右
衛
門
当

前
ニ
而

相
定
候
事

一
契
約
寄
合
申
義
ハ
毎

　

年
十
月
廿
日
前
相
廻
可

　

申
事

一
白
米
壱
升

　

玄
米
壱
升

　

料
理
代
丸
代
百
文
宛
之

　

事
文
化
十
四
年
之
事

 
 
 
 

但
し

料
理
代
丸
代
五
拾
文
宛

　
　

相
出
来
候
所
阿
部
運
蔵

　
　

当
所
之
節
よ
り
吟
味
之
上

　
　

百
文
宛
相
出
候
様
申
合
候

　
　

事

一
上

（

浄

瑠

璃

）

瑠
理
座
鋪
之
義
ハ
出
席

　

之
人
数
を
以
何
程
成
共
相
出

　

可
申
事

一
膳
部
之
儀
ハ
朝
本
膳
鱠

一
汁
一
菜
千（

猪

口

）

代
口
笠
飯

　

之
事

　
　
　

酒
肴
吸
物
阿
部
運
蔵

　
　
　

当
前
よ
り
何
□
□
□
□

　
　
　

相
定
候
事

一
朝
お
ち
付

 
 

吸
物
見
合

 
 

肴
弐
種
見
合

 
 

め
し
壱
菜

一
昼
酒
肴
弐
種
位

昼
上

（

浄

瑠

璃

）

瑠
理
過
候
以
後

一
吸
物

　

肴
弐
種
か
さ
め
し

一
晩
吸
物

　

酒
肴
濱
焼
共
ニ

　

七
種
位

 
 
 

三
種

右
之
通
相
出
候
筈
ニ

吟
味
之
上
申
合
候
以
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣
連
中

文
化
十
四
年

 
 
 
 

十
月
十
六
日

　
　
　

当
前
組
合

一 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
一
郎
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
一
学

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
源
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
玉
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
弥
兵
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
伊
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

飛
来
源
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
与
惣
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
彦
郎
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
弘

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
勇
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

87　

念
仏
講
契
約
人
数
並
定
牒　

（
№
０
０
５
５
３
）
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一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

安
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
左
衛
門

　
　
　

当
前
人
数
順
番

　
　
　

左
ニ

　

文
化
十
四
年
十
月
十
六
日
相
廻
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

　

天
保
八
年
十
一
月
三
日
三
橋
与
市
当
前
よ
り

　

相
出
候
所
蓮

（
連
）

中
吟
味

　

之
上
、
拾
ヶ
年
め

一
当
前
相
廻
筈
之
事 

 

只
野
平
四
郎

　

文
政
二
年
十
月
十
日
相
廻
し

申
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

　

文
政
元
年
十
月
廿
三
日
相
廻
し

候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門 

　

文
政
三
年
十
月
廿
五
日
相
廻
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□　
　
　
　

　

文
政
四
年
十
二
月
七
日
相
廻
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
□
□
□
□

文
政
五
年
十
月
十
八
日
相
廻
□
□

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
□
□

文
政
六
年
十
月
十
六
日
相
廻
申
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

文
政
七
年
十
一
月
十
一
日
相
廻
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
弥
兵
衛

文
政
八
年
十
月
廿
五
日
相
廻
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

文
政
九
年
十
月
十
七
日
相
廻
ス

一　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
彦
郎
右
衛
門

文
政
十
年
十
月
十
九
日
相
廻
ス

一　
　
　
　
　
　
　
　

飛
来
源
治

文
政
十
壱
年
十
月
九
日
相
廻
ス

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

文
政
十
二
年
十
月
廿
一
日
相
廻
ス

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

文
政
十
三
年
十
月
十
日
相
廻
ス

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
左
衛
門

天
保
二
年
十
月
十
七
日
相
廻
ス

文
政
四
年
今
野
荘
三
郎
殿
当
前
之
節

御
連
中
御
吟
味

之
上
同
年
よ
り

拾
ヶ
年
相
過
候
節
相
廻
候
筈

一 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

　

右
ハ
家
作
無
之
候
間
左
ニ

　

天
保
三
年
二
月
十
四
日
相
廻
候
事

一 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

伏
谷
五
郎
七

　

右
五
郎
七
一
郎
左
衛
門
当
前
よ
り
出
ル

　

頼
入
御
吟
味
之
上　

　

十
右
衛
門
次
ニ

当
前
相
廻
候
筈

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
右
衛
門

天
保
五
年
十
月
廿
五
日
相
廻
ス

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

天
保
八
年
十
一
月
三
日
相
廻
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
与
市

天
保
九
年
十
月
廿
日
相
廻
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
一
学

文
政
九
年
黒
沼
彦
郎
右
衛
門
当
前
よ
り
相
出
候
事

其
節
御
吟
味
之
上
拾
ヶ
年

め
ニ
而

相
廻
ス

筈
ニ
而

無
席
江

相
入

一　

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

三
橋
与
市

天
保
十
年

十
月
卅
日
相
廻
候
事

一 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

菊
地
玉
治

天
保
十
一
年
十
月
廿
日
相
廻
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
源
三
郎

天
保
十
二
年
十
月
廿
九
日
相
廻
□
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
甚
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

天
保
十
三
年
十
月
十
五
日
相
廻
ス

事

一　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
□
左
衛
門

天
保
十
二
年
瀧
口
十
右
衛
門
当
前
よ
り
□
出
□

御
連
中
御
吟
味
之
上

十
ヶ
年
め
ニ
て

相
廻
候
筈
ニ
て

相
入
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
弘

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

飛
来
源
治

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

〆
弐
拾
□三

人

右
之
通
阿
部
運
蔵
当
前

に
而

相
改
候
事
右
瀧
口

十
右
衛
門
・
飛
来
源
治
、
家
作

出
来
之
年
よ
り
□五

ヶ
年
目
ニ

当
前
相
廻
候
筈
ニ

申
合

候
間
如
此
相
記
置
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

惣
連
中

文
化
十
四
年

　

十
月
十
六
日

文
政
元
年
十
月
廿
三
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

座
ニ
而

組
合
改
左
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

今
野
荘
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
一
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
五
郎
七

文
政
五
年

一
郎
左
衛
門
殿
よ
り

新
キ

出
ル

瀧
口
十
右
衛
門
当
前
相
廻
り

拾
ヶ
年

同
人
当
前
相
廻
候
筈
御
連
中
と
申
合
之
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

庄
子
林
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
一
学

　
　
　
　

 
 
 
 

　
　
　

郷
古
源
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
□
□
□　

甚
（
付
箋
）右

衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
伊郡

蔵左
衛
門　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

飛
本来

源
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

阿
部
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
与
惣
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈権

吉右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

黒
沼
彦
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

長
谷
川　

弘
権
太
夫
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瀧
口
義
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
与
市

天
保
二
年
瀧
口
十
右
衛
門
当
前
よ
り

組
合
相
改
候
事

一
契
約
寄
合
之
日
ニ

相
至
り

　

自
分
ニ
て

出
席
不
仕
候

　

節
者
、
入
料
代
相
出
し
候
筈
ニ

　

申
定
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
多
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
幡
治

一 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

郷
古
源
七

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
忠
右
衛
門

一 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

関
山
金
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
与
市

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

　

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

只
野
平
四
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

一 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　

馬
場
軍
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
権
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
権
太
夫

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
留
太

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
儀
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
音
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
太
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
金
平

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
栄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
左
衛
門

                    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
連
中

　
　
　
　
　

定

一
天
保
四
年
瀧
口
権
吉
当
前
ニ

　

在
之
候
得
共
同
年
凶
歳
ニ

　

相
成
連
中
吟
味
之
上
翌
五
年
ニ

　

相
廻
ス

申
候
事

一
同
人
家
作
手
狭
ニ

在
之

　

候
得
共
連
中
一
統
吟
味
之
上

　

手
伝
申
受
相
廻
ス

申
事
ニ

　

在
之
候
間
此
末
家
作
不
仕

　

候
者
ハ
不
及
是
悲
茶
屋
付

　

に
而
も

相
廻
ス

可
申
事

　

同
五
年

 
 
 
 

十
月
廿
五
日

 

（
一
三
・
八
㎝
×
三
三
・
〇
㎝
）
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88　

穴
掘
か
つ
き
前
調
牒　

（
№
０
０
５
５
４
）

　
　

　
　
　

文
化
十
四
年

　
　

穴
堀
か
つ
き
前
調
牒

　
　
　

二
月
廿
二
日　
　
　
　

一
役
付
之
方
へ
角
代

　

百
文
ツ
ヽ
酒
代
相
出
候
処

　

三
人
ニ

相
成
候
ニ

付
、
丸
代
ニ
て

　

五
拾
文
相
出
候
筈
申
定
候

　

事
一
前
々
役
付
之
方
へ

丸
代
五
拾
文

　

宛
酒
代
相
出
候
所
一
統
吟
味
之

　

上
此
度
よ
り
丸
百
文
宛
相
出
候

　

筈
ニ

相
定
候
事

　
　
　
　
　

組
合
人
数

●
●
●
●
●
●　
　
　

阿
部
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
彦
右
衛
門

●
●
●
●
●
●　
　
　

伊
東
惣
左
衛
門

　

●
●
●
●
●　
　
　

飛
来
源
治

●
●
●
●
●
●　
　
　

長
谷
川
弘

●
●
●
●
●
●　
　
　

阿
部
和
太
夫

　

●
●
●
●
●　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

●
●
●
●
●
●　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

　
　

●
●
●
●　
　
　
　
　

音
右
衛
門

●
●
●
●
●
●　
　
　
　
　

安
右
衛
門

●
●
●
●
●
●　
　
　

伊
藤
栄
左
衛
門

当
時
之
仕
中

ニ

付
役
付
御
免

●
●
●
●
●
●　
　
　

今
野
庄
三
郎

●
●
●
●
●
●　
　
　

鎌
田
一
郎
左
衛
門

●
●
●
●
●
●　
　
　

庄
子
林
蔵

●
●
●
●
●
●　
　
　

佐
々
木
一
学

　

●
●
●
●
●　
　
　

郷
古
源
三
郎

●
●
●
●
●
●　
　
　

菊
地
玉
治

　

●
●
●
●
●　
　
　

関
山
弥
兵
衛

庄
子
林
蔵
妻

不
幸
之
節

相
勤
申
候

　

●
●
●
●
●　
　
　

三
橋
与
市

　

●
●
●
●
●　
　
　

草
刈
伊
左
衛
門

　

●
●
●
●
●　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門　

●
●
●
●
●
● 

 

　
　

瀧
口
十
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

左
金
平
殿
親
□
□

金
悟
母
病
死
之
節

相
勤
候

　
　

●
●
●
●　
　
　

伏
谷
金
平

　
　
　

●
●
●　
　
　

瀧
口
隼
太

　

●
●
●
●
●　
　
　
　
　

長
兵
衛

　
　

右
瀧
口
十
右
衛
門
御
用
支
ニ

付
此
所

　
　

瀧
口
隼
太
相
勤
候
事
瀧
口

　
　

十
右
衛
門
不
勤

金
右
衛
門
父
病
死
之
節

相
勤
候
事　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●　
　
　

馬
場
軍
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

佐
々
木
一
学
所
ニ
而

不
幸
之
相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●　
　
　

阿
部
運
蔵

　
　
　
　
　

●　
　
　

伊
東
与
惣
左
衛
門

右
之
忠
左
衛
門
義
長
兵
衛
当
り

前
ニ

候
処

無
余
儀
親
類
ニ

付
与
惣
左
衛
門
相

勤
候
事

　
　
　
　
　

●　
　
　

只
野
平
四
郎

　
　
　
　
　

●　
　
　

大
江
音
右
衛
門

  

文
化
十
四
年
二
月
廿
一
日
、
音
右
衛
門
祖
母

病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
与
惣
左
衛
門

彦
郎
右
衛
門
仙
臺
詰

に
付
名
代
相
勤
候
事　

長
谷
川
弘

同
年
七
月
八
日
阿
部
運
蔵
妻
病
死
之
節

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

飛
来
源
治

和
太
夫
運
蔵
近
縁
ニ

付　

瀧
口
義
右
衛
門

右
義
右
衛
門
名
代
相
勤
事

音
右
衛
門
定
仙
共
ニ

付 

瀧
口
悦
右
衛
門

名
代
相
勤
候
事

文
政
元
年
五
月
郷
古
十
三
郎
病
死

之
節
相
勤
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒
沼
彦
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
右
衛
門

文
政
二
年
三
月
十
一
日
佐
々
木
一
学

孫
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

安
右
衛
門
名
代
相
勤　

鎌
田
市
郎
左
衛
門

申
候
事

文
政
二
年
十
月
廿
四
日
朝

伊
東
与
惣
左
衛
門
父
不
幸
之
節
相
務

申
□

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
一
学

文
政
三
年
七
月
瀧
口
義
右
衛
門
母
病
死

之
節
相
勤
候
者
左
ニ
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関
山
弥
平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

郷
古
源
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

同
年
九
月
十
日
庄
子
林
右
衛
門

母
病
死
之
節
相
勤
候
者
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
権
吉

同
年
十
二
月
四
日
佐
々
木
一
学
母

病
死
之
節
相
勤
候
者
左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
与
惣
左
衛
門

　

但
シ

長
兵
衛
当
前
ニ

候
所
同
人

　

無
余
儀
親
類
ニ

付
右
与
惣
左
衛
門

　

相
勤
候
事

文
政
四
年
五
月
十
日
長
谷
川
権
太
夫

養
父
病
死
之
節
相
勤
候
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
彦
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

　

同
年
七
月
十
一
日
鎌
田
市
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻

病
死
之
節
相
勤
候
者
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

飛
来
源
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
権
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

同
年
七
月
廿
一
日
阿
部
運
蔵

父
病
死
之
節
相
勤
候
者
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門

文
政
五
年
閏

正
月
朔
日

関
山
弥
平
病
死
之
節
相
勤
候
事　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
一
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

文
政
五
年
閏
正
月
朔
日

関
山
弥
平

文
政
五
年
閏
月
四
日
郷
古

源
三
郎
不
幸
之
節
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
伊
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
権
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
山
徳
治

文
政
五
年
二
月
十
日
瀧
口

悦
右
衛
門
添
人
周
治
病
死

之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
一
学

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

郷
古
源
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

文
政
五
年
四
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

母
病
死
之
節
相
勤
人
数

左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

　
　
　

外
壱
人
ハ
右
契
約
人
数
よ
り
手
伝

　
　
　

致
候
ニ

付
両
人
ニ
而

相
勤
候
事

文
政
六
年
三
月
五
日
菊
地
大
右
衛
門

祖
父
病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
沼
彦
郎
右
衛
門

文
政
六
年
七
月
廿
六
日
伊
東
俊
左
衛
門
次
男

病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

飛
来
源
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

長
谷
川
権
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

文
政
七
年
二
月
三
日
郷
古
源
三
郎

母
病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
与
惣
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
悦
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

文
政
七
年
二
月
十
八
日
瀧
口
権
吉

父
病
死
之
節
相
勤
人
数
左
ニ

伊
藤
栄
左
衛
門
他
行
仕
候

故
順
番
ニ
而

相
勤
候 

　
　
　

鎌
田
市
郎
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

 
 
 
 
 
 

音
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

安
右
衛
門

文
政
七
年
八
月
廿
六
日
飛
来
源
治

祖
母
病
死
之
節
相
勤
候
者
左
ニ

伊
東
栄
左
衛
門
義
病
気
ニ

付　

菊
地
大
右
衛
門

相
勤
候
事

庄
子
林
右
衛
門
郷
古
源
三
郎

右
両
人
他
行
ニ

付
相
勤
候
事　

関
山
徳
治

　
　
　
　

順
番　
　
　

佐
々
木
幡
治

文
政
八
年
十
月
廿
二
日
今
野
□
□

今
野
荘
三
郎
養
父
病
死
之
節

相
勤
候
名
前
左
ニ

伊
東
栄
左
衛
門
順　
　
　

庄
子
林
蔵

番
ニ

候
得
共
供
立　

親
類
ニ

付
相
除　
　
　
　

伏
谷
金
平

右
林
蔵
相
勤
候
事　
　
　
　
　

順
番　
　

文
政
八
年
十
一
月
二
日
菊
地
大
右
衛
門

妻
病
死
ニ

付
勤
仕
名
前
左
ニ

　
　
　
　
　
　

順
番　

郷
古
源
三
郎

伊
藤
栄
左
衛
門
順
番　
　

瀧
口
十
右
衛
門

御
座
候
得
共
供
立

親
類
ニ

付
右　
　
　
　
　
　

瀧
口
権
吉

十
右
衛
門
相
勤
候
事

瀧
口
権
吉
儀
も　
　
　
　

草
刈
伊
左
衛
門

同
断
之
儀
ニ

付
権
吉
相
勤
候
事

文
政
九
年
二
月
九
日
関
山
金
治

母
病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
平

文
政
十
年
二
月
十
七
日
草
刈
郡
蔵
母
病
死

之
節
、
相
勤
候
人
数
左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
郎
右
衛
門

　

阿
部
運
蔵
義
無
余
儀

一
用
事
有
之
候
ニ

付
指
繰　
　
　

源
治　

　

相
勤
候
事
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伊
東
俊
左
衛
門
義
親
類
ニ

付　
　

可
平

一
右
可
平
義
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
政
十
年
四
月
廿
七
日
安
右
衛
門
父
病
死

之
節
相
勤
人
数
左
ニ

一　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
運
蔵

一　
　

 
 

　

 
 
 
 
 
 
 
 

伊
藤
俊
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

文
政
十
年
八
月
十
八
日
長
谷
川
権
太
夫
祖
母

病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　

 
 

瀧
口
儀
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
市
郎
右
衛
門

文
政
十
年
八
月
廿
六
日
草
刈

伊
左
衛
門
病
死
之
節
相
勤
候
人
数

左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門

文
政
十
一
年
正
月
廿
三
日

郷
古
源
七
妻
病
死
之
節

相
勤
候
人
数
左
ニ

一
源
七
順
番
ニ

候
所　
　
　
　

権
太
夫

　

相
除
右
勘
右
衛
門

一
相
勤
候
事　
　
　
　
　
　

大
右
衛
門

　

幡
治
義
順
番
ニ

候

一
處
近
親
ニ

付
相
除　
　
　
　

勘
右
衛
門　

　

右
大
右
衛
門
相
勤
候
事

文
政
十
一
年
八
月
廿
七
日
関
山
勘
右
衛
門

病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幡
治

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
右
衛
門

文
政
十
一
年
九
月
十
七
日
阿
部
和
太
夫

病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
市

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 
 
 

金
平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 
 
 

長
兵
衛

文
政
十
三
年
五
月
廿
九
日
佐
々
木
一
学
病
死
之

節
相
勤
候
事
人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
栄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

文
政
十
三
年
六
月
十
四
日

長
谷
川
権
太
夫
妻
病
死

之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

運
蔵

文
政
十
三
年
八
月
廿
四
日
与
惣
左
衛
門

妻
病
死
之
節
相
勤
候
人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
郎
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

源
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
太
夫

天
保
二
年
五
月
五
日
草
刈
郡
蔵

祖
母
病
死
之
節
相
勤
候
人
数

左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

可
平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

太
吉

伊
東
昌
右
衛
門
順
番
ニ

候
所　
　
　

□
□

親
類
ニ

付
相
□
□

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

天
保
三
年
三
月
三
日
瀧
口

太
吉
養
母
病
死
之
節
相
勤
候

人
数
左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
新
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
源
三
郎

天
保
五
年
二
月
十
七
日
瀧
口

十
右
衛
門
妻
病
死
之
節
相
勤
候

人
数
左
ニ

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
右
衛
門

天
保
五
年
二
月
廿
三
日
伊
東
昌
右
衛
門

父
病
死
之
節
相
勤
申
候
人
数

左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
十
右
衛
門　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

関
山
金
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

三
橋
与
市

天
保
五
年
五
月
廿
二
日
長
兵
衛

病
死
之
節
相
勤
候
人
数

左
ニ

佐
々
木
幡
治
順
番
ニ

候
処
近
親

ニ

付
相
除
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

伊
藤
栄
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

菊
地
太
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

天
保
十
年
五
月
廿
四
日
三
橋
金
右
衛
門

父
与
市
病
死
之
節
相
勤
候
事

但
シ

佐
々
木
幡
治　
　
　
　

馬
場
軍
治

順
番
ニ

候
処
自
分

指
支
在
之
連
中
へ　
　
　

只
野
権
三
郎

願
之
上
相
除
候
事

瀧
口
卯
平
太　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

親
類
ニ

付
右
同
断

天
保
十
一
年
四
月
廿
三
日
菊
地

大
右
衛
門
祖
母
不
幸
之
節
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事

但
シ

卯
平
太　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
勇

権
三
郎

金
平
順　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

番
ニ

相

当
候
処
御
用
支　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

ニ

付
相
除
候
事

天
保
十
一
年
五
月
十
九
日
瀧
口

義
右
衛
門
養
子
長
治
郎
病
死
之

節
相
勤
候
事
瀧
口
卯
平
太

順
番
ニ

候
処
御
用
支
ニ

付
相
除

伊
東
昌
右
衛
門
近
親
ニ

付
右
同
断

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

佐
藤
□
左
衛
門



172

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
権
兵
衛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

阿
部
留
吉

天
保
十
二
年
二
月
十
二
日
長
谷
川

丹
宮
祖
母
病
死
之
節
相
勤
候

人
数
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

瀧
口
卯
平
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

只
野
平
四
郎

同
年
七
月
廿
七
日
伊
東
惣
吉
妻

病
死
之
節
相
勤
候
事
瀧
口

義
右
衛
門
順
番
ニ

候
処
近
親
ニ

付
相

除
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

安
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

伊
藤
茂
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

天
保
十
三
年
四
月
十
七
日
瀧
口

九
左
衛
門
養
父
病
死
之
節

相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 
 

鎌
田
多
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
勇

弘
化
二
年
九
月
廿
一
日
瀧
口
宇
平
太

妻
病
死
之
節
相
勤
候
事

佐
々
木
幡
治　
　
　
　
　
　

鎌
田
多
右
衛
門

瀧
口
九
左
衛
門
義
約
前

ニ

候
処
近
親
ニ

付　
　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

相
除
又
次
へ
御
重
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
右
衛
門　
　
　
　

弘
化
三
年
三
月
十
一
日
大
江
音
右
衛
門
妻

病
死
之
節
相
勤
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
九
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
幡
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
三
郎

弘
和

（
化
）

三
年
三
月
廿
七
日
今
野
進
母

不
幸
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
宇
平
太

弘
和

（
化
）

三
年
五
月
晦
日
善
作
父

病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
作
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
音
右
衛
門

（
一
三
・
七
㎝
×
三
二
・
三
㎝
）
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89　

穴
掘
前
か
つ
き
前
取
合
三
人
つ
ゝ
筆
頭
よ
り
相
定
候
事　

（
№
０
０
５
５
５
）

　　
　
　

文
化
三
年
よ
り
改
る

　
　

穴
掘
前
か
つ
き
前
取
合
三
人
ツ
ヽ
筆
頭
よ
り

　
　

相
定
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
三
年
十
一
月
七
日
和
太
夫

様
不
幸
之
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
甚
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
一
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
蔵

同
年

同
四
年
二
月
廿
二
日
十
三
郎
父

死
去
之
節

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

佐
々
木
一
学

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

草
刈
伊
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

瀧
口
権
吉

文
化
五
年
十
一
月
和
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母

病
死
仕
候
相
勤
申
候
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
十
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

三
橋
与
市

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

郷
古
十
三
郎

文
化
八
年
二
月
佐
々
木
幡
治

父
病
死
之
節
相
勤
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
運
蔵

　

初
メ
三
人
位 

 

　
　

黒
沼
彦
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
与
惣
左
衛
門

同
九
年
九
月
廿
日
黒
沼　
　

長
谷
川
弘

彦
郎
右
衛
門
父

病
死
之
節　
　
　
　
　
　
　

阿
部
和
太
夫

和
太
夫
義

急
ニ

仙
御
屋
敷　
　
　
　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

御
用
ニ
而

相
登

候
ニ

付
増
人　
　
　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

同
十
年
四
月
廿
九
日

瀧
口
冨
右
衛
門
娘
不
幸
之
節

一 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

鎌
田
一
郎
左
衛
門

一 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

今
野
荘
三
郎

一 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

佐
々
木
一
学

一　
　
　
　
　

二　
　

今
野
荘
三
郎

一　
　
　
　
　

二　
　

佐
々
木
一
学

一　
　
　
　
　

二　
　

菊
地
十
左
衛
門

一
文
化
十
一
年
十
二
月
三
日

　

瀧
口
丈
右
衛
門
義
御
内
方
病
死

　

之
せ
つ
あ
な
ほ
り
か
つ
き
ま
へ
之

　

や
く
付
相
勤
候
物
共

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

大
江
羽
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

関
山
金
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

伊
東
栄
左
衛
門

一
文
化
十
二
年
九
月
廿
三
日

　

草
刈
伊
左
衛
門
父
病
死
仕
候
節

　

あ
な
ほ
り
か
つ
き
ま
へ
之

　

や
く
付
相
勤
候
物
共

　
　
　
　
　
　

二　
　

鎌
田
一
郎
左
衛
門

 
 
 
 
 
 

　
　
　

二　
　

瀧
口
丈
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

二　
　

郷
古
源
三
郎

　
　

文
化
十
三
年
八
月
十
日
弘
娘
病
死
之

　
　

節
相
勤
申
候
事

　
　
　
　
　
　

二　
　

草
刈
伊
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

二　
　

庄
子
□
□

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

瀧
口
義
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
栄
左
衛
門

　
　

 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
□
□
□

天
保
五
年
五
月
廿
八
日
長
兵
衛

不
幸
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
庄
三
郎

（
一
二
・
八
㎝
×
三
〇
・
三
㎝
）
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弘
化
三
午
年

 
 
 
 

穴
掘
か
津
き
前
繰
合
付
渡
帳

　
　
　

十
月
改 

一
筆
頭
よ
り
三
人
組
穴
掘

　

か
津
き
前
共
ニ

壱
組
ヲ

以

　

相
勤
候
様
申
合
候
事

一
連
中
之
内
御
用
者
不
及

　

申
其
外
乍
自
分
無
余
儀

　

指
支
在
之
候
節
者
次
之

　

組
合
江

取
加
追
而

未
進

　

相
送
候
様
帳
面
江

首
尾

　

可
被
成
事

一
穴
掘
か
津
き
前
之
者
江

　

当
寄
打
代
百
文
宛
不

　

幸
之
者
よ
り
相
出
候
筈
ニ

　

一
統
吟
味
相
定
候
事

一
鉦
子
打
方
之
儀
ハ
死
去

　

致
候
者
之
當
相
手
打

　

可
申
筈
ニ

候
事

　
　
　

三
人
組

○
○
○
○
○　
　
　
　

郷
古
源
七

○
○
○
○
○　
　
　
　

三
橋
徳
右
衛
門

○
○
○
○
○ 

　
　

 
 
 

草
刈
郡
蔵

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

伏
谷
金廣

人右
衛
門

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

只
野
平鐡

衛四
郎

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

馬
場
軍
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

阿
部
縫
殿
之
烝

○
○
○
○
○　
　
　
　

伊
東
昌直

吉右
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

長
谷
川
丹
宮

○
○
○
○
○　

 
 

　
　

瀧
口
九運

蔵右
衛
門

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

伊
東
栄
三
郎

○
○
○
○
○ 

 
 
 
 
 
 
 

今
野
進御

代
治

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

鎌
田
多
右
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

佐
々
木
幡
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

瀧
口
謙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

郷
古
忠
右
衛
門

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

中
山
弥
太
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

冨
澤
俊
三
郎

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

伊
藤
運
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

郷
古
豊
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

今
野
惣
八

○
○
○
○
○ 

 
 
 

　
　

中
山
吉
左
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

関
口
源
吾

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 
 
 
 

　
　

阿
邊
昌
治

　

〆
弐
拾
六
人

○
○
○
○
○　
　
　
　

江
口
茂
左
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

渡
部
寛
治

是
よ
り
相
勤
方
候
方
々
者

其
次
第
附
渡
候
様
可

被
成
事

一
弘
化
四
年
二
月
十
日
郷
古
利
源
太

　

妻
病
死
之
節
、
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
金
右
衛
門

　
　

但
郷
古
源
七
仙
御
屋
敷
定
詰

　
　

に
付
右
金
右
衛
門
相
勤
候
事

一
弘
化
四
年
五
月
廿
二
日
郷
古
左
門
太

　

病
死
之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

只
野
平
四
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
縫
殿
之
丞

　
　

但
シ

郷
古
源
七
仙
御
屋
敷
定
詰
ニ

付
右

　
　

阿
部
縫
殿
之
烝
相
勤
候
事

一
同
年
六
月
廿
四
日
昌
右
衛
門
病

　

死
之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
丹
宮

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
進

　

同
年
七
月
十
四
日
金
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
死

　

之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
多
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
幡
治

　

同
年
十
月
九
日
瀧
口
半
四
郎
母

　

病
死
之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
惣
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
謙

　

嘉
永
元
年
七
月
廿
六
日
中
山

　

吉
左
衛
門
妻
病
死
之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
源
七

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
九
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

冨
澤
俊
三
郎

　

嘉
永
弐
年
十
月
十
九
日
、
瀧
口
謙

90　

穴
掘
か
津
き
前
繰
合
付
渡
帳　

（
№
０
０
５
５
６
）
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祖
母
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
弥
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
豊
治

　

嘉
永
三
年
正
月
十
九
日
鎌
田
多
右
衛
門

　

父
病
死
之
節
、
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
要
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

一
嘉
永
三
年
三
月
十
八
日
今
野
進

　

父
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
源
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
友
治

一
嘉
永
三
年
六
月
五
日
草
刈
郡
蔵

　

妻
死
去
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　

 
 
 
 

　
　

只
野
平
四
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

阿
部
縫
殿
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
丹
宮

一
同
年
九
月
廿
二
日
今
野
進

　

病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

伏
谷
金
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

伊
東
直
吉

一
同
年
十
二
月
六
日
伊
藤
清
右
衛
門

　

病
死
之
節
相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

 

馬
場
軍
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
千
代
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
多
右
衛
門

一
嘉
永
六
年
三
月
五
日
庄
子
林
右
衛
門

　

病
死
之
節
相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

瀧
口
運
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

伊
藤
栄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
蔵
治

一
嘉
永
六
年
六
月
廿
六
日
瀧
口
運
蔵

　

養
祖
母
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
治
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
謙

一
嘉
永
六
年
九
月
廿
日
伊
東
直
衛

　

忰
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
運
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

郷
古
豊
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

瀧
口
半
四
郎

一
同
年
十
一
月
十
三
日
馬
場
運
治
祖
母

　

病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
澤
俊
三
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

今
野
要
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

中
山
吉
左
衛
門

　

嘉
永
七
年
三
月
廿
七
日
菊
地
大
右
衛
門

　

母
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
愛
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
友
治

安
政
二
年
正
月
十
八
日
佐
々
木

幡
治
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
郡
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

只
野
平
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
金
右
衛
門

　

同
年
二
月
九
日
佐
々
木
勇

　

妻
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
一
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
直
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
縫
殿
之
烝

　

安
政
三
年
二
月
□十

日日
庄
子

　

次
平
祖
父
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

伊
藤
栄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
御
代
治

　
　

但
長
谷
川
丹
宮
繰
合
ニ

候
得
共
親
類
ニ

　
　

よ
つ
て
後
前
に
付
今
野
御
代
治
相
勤
候
事

　

安
政
三
年
八
月
十
八
日

　

冨
澤
俊
三
郎
妻
病
死
之

　

節
相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

長
谷
川
丹
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
多
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
次
平

　

安
政
三
年
九
月
十
三
日

　

佐
々
木
儀
三
郎
祖
母
病

　

死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
大
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
謙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

冨
澤
俊
三
郎

　

安
政
四
年
三
月
廿
九
日

　

鎌
田
多
右
衛
門
妻
病
死

　

之
節
相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

佐
々
木
儀
三
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

郷
古
利
源
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
要
七

　

安
政
五
年
二
月
五
日
中
山

　

折
右
衛
門
弟
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

伊
東
運
作

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

滝
口
半
四
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

関
口
源
吾

　

安
政
五
年
二
月
八
日
只
野

　

織
衛
父
病
死
之
節
相

　

勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
弥
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
折
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
昌
治

　

安
政
五
年
八
月
廿
二
日
郷
古

　

愛
之
進
父
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

三
橋
友
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
伊
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
廣
人

　

安
政
五
年
九
月
八
日
滝
口
喜
三
郎

　

父
病
死
之
節
相
勤
候
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

只
野
織
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
一
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
縫
殿
之
烝

　

安
政
五
年
九
月
廿
七
日
今
野

　

要
七
父
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
愛
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
直
衛
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長
谷
川
丹
宮

　

安
政
六
年
十
一
月
廿
四
日

　

瀧
口
亀
治
父
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
次
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
義
三
郎

　

文
久
二
年
二
月
十
二
日
伊
東
運
作

　

祖
母
死
去
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
莫
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
謙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

冨
澤
俊
三
郎

　
　
　

但
今
野
新
之
烝
菊
地
進
親
類
ニ

付

　
　
　

瀧
口
謙
冨
俊
三
郎
相
勤
候
事

　

文
久
二
年
二
月
十
三
日
阿
部
甚
治

　

父
縫
殿
之
烝
死
去
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
之
烝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
利
源
太

　

文
久
二
年
十
一
月
十
四
日
今
野
要
七

　

娘
死
去
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
喜
三
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

中
山
吉
左
衛
門

　

文
久
三
年
九
月
廿
九
日
瀧
口
謙

　

祖
父
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
愛
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
寛
治

　

元
治
元
年
五
月
二
日
佐
々
木
義
三
郎

　

父
病
死
之
節
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
要
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
弥
太
郎

　

元
治
元
年
五
月
廿
一
日
伊
東
安
治
父

　

同
氏
直
衛
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

只
野
織
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
廣
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋
民
三
郎

　

慶
應
元
年
閏
五
月
四
日
佐
々
木

　

義
三
郎
妻
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
茂
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

阿
部
順
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
安
治

　

慶
應
二
年
三
月
三
日

　

三
橋
富
治
母
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
逐
之
烝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
丹
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
莫
記

　

慶
應
三
卯
年
六
月
廿
七
日

　

長
谷
川
大
之
進
儀
父
病
死
之
節

　

相
勤
候
事　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

佐
々
木
義
三
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

冨
澤
左
金
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
小
源
太

　

同
年
十
一
月
廿
日
瀧
口
謙
祖
母
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
弥
太
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

江
口
大
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
寛
治

 
 

　

但
シ

此
度
相
勤
星
三
ツ

相
附
候
筈
ニ

　
　

連
中
吟
味
之
上
相
勤
候
事

 
 

明
治
二
年
正
月
十
六
日

　

鎌
田
直
人
養
母
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
新
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

 
 

明
治
三
年
五
月
十
四
日
伊
藤
栄
三
郎

　

次
男
栄
之
烝
病
死
之
節
相
勤

　

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
直
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
弥
太
郎

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

伊
東
左
膳

　

明
治
三
年
七
月
七
日
草
刈
蔵
之
烝

　

父
郡
蔵
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
喜
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
要
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

瀧
口
謙

　

明
治
三
年
九
月
三
日

　

郷
古
愛
之
進
母
病
死
之
節

　

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
折
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾

　

明
治
三
年
十
一
月
二
日

　

伊
東
武
治
父
左
膳

　

病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
直
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
大
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
寛
治

（
一
二
・
八
㎝
×
三
一
・
五
㎝
）
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91　

契
約
御
定
帳　

（
№
０
０
５
５
７
）

　
　
　

弘
化
三
丙

午

年　

　
　

契
約
御
定
帳

　
　
　

十
月　
　
　
　
　

　

 

此　

度　
　
　
　

 

之
直 

 
 
 
 
 
 

契
約
定

一
御
一
新
ニ

付
帰
農
人
等
相
出
且
代
替

　

ニ

付
而
ハ
名
前
等
相
替
ニ

付
当
年

　

右
帳
面
可
相
改
候
所
吟
味
不
相
取

　

組
候
ニ

付
来
十
月
寄
合
之
節
帳
面

　

名
前
等
相
改
候
事
ニ

今
日
之
寄
合
ニ

而

　

御
申
合
仕
候
事　

明
治
三
午

ノ
十
月
十
七
日

一
契
約
之
儀
者

御
先
代
様
御
代
着
座
御
小
姓
組
右

両
席
ヲ

以
取
始
候
様
被

仰
出
夫
よ
り
段
々
数
年
引
續
候
処
追
々
ニ

相
成

御
足
軽
等
迄
右
講
中
ニ

相
成
候
処
此
度

格
別
之
御
吟
味
ヲ

以
御
徒
組
よ
り
御
屋
敷
持

　

迄
別
組
ニ

被
相
離
先
規
之
通
御
小
姓
組

　

以
上
計
り

壱
組
ニ

被
成
下
候
事

一
右
講
中
寄
合
振
舞
之
儀
者
此
度
よ
り
相

改
別
而
質
素
倹
約
ヲ

相
用
ひ
何
分

諸
入
料
不
相
懸
様
御
連
中
吟
味
之
事

仰
出
御
役
付
一
統
吟
味
之
上
左
ニ

　
　
　

朝
五
ツ
時
揃

　
　
　
　
　
　

押
付

一
め
し　
　
　

一
壱
汁　
　
　

一
壱
菜

　
　
　

昼
浄
瑠
璃
弐
段
過
キ

一
吸
物　
　
　

一
肴
弐
種

　
　
　

同
浄
瑠
璃
過
キ

一
吸
物
湯
と
ふ
ふ

引
替　

 

一
肴
弐
種

一
か
さ
め
し

　
　
　

晩
浄
瑠
璃
過
キ

一
吸
物　
　
　

一
肴
三
種

一
か
さ外

ニ

め
し

右
之
通
ヲ

以
可
相
過
事

　
　

弘
化
三
丙

午

年

　
　
　
　
　

十
月

一
契
約
寄
合
之
義
者
毎
年
十
月
中

　

相
過
可
申
事

一
極
月
十
日
以
後
正
月
十
五
日
前
不
幸
之
節
ハ

　

蓮
（
連
）

中
よ
り
手
傳
不
相
請
様
可
被
成
候

　

右
手
傳
銭
と
し
て
壱
人
前
よ
り
代

　

百
文
ツ
ヽ
相
出
候
様
可
被
成
候
右
銭
取

　

立
遣
候
義
者
其
年
当
前
之
者
觸
流

　

な
か
ら
右
銭
取
立
遣
候
様
可
被
成
候

一
筆
頭
よ
り
穴
掘
か
つ
き
前
共
ニ

三
人
宛
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を
以
相
過
候
筈
ニ

申
合
置
候
事

　
　

右
帳
面
別
冊
在
之
候
事

一
蓮

（
連
）

中
之
内
御
用
又
者
自
分
に
て
も
無

　

異
儀
指
支
候
節
ハ
次
之
組
合
江

取
越

　

未
進
相
送
り

候
様
帳
面
江

首
尾
可
被
成
候
事

一
契
約
振
舞
之
節
左
ニ

相
出
候
筈
ニ

申

　

定
候
事

一
玄
米
壱
升　

一
白
米
壱
升

一
代
百
文　
　

料
理
代

 
 

　

但
シ

相
場
金
壱
切
ニ

付
代
壱
〆
六
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

割
合
以
如
件

一
座
料
何
程
相
懸
候
共
出
席
蓮

（
連
）

　

中
ハ
不
申
及
当
前
之
者
迄
割
渡
候
筈

　

之
事

一
両
親
之
中
陰
た
り
共
日
数
廿
一
日
相
過
候
ハ

　

出
席
可
致
候
事

一
二
ヶ

年
病
気
断
候
ハ
ヽ
三
年
目
ニ

ハ
飯
料

　

ハ
不
申
及
諸
入
料
等
相
出
候
筈
之
事

一
五
ツ

時
迄
ニ

刻
限
延
引
致
候
ハ
ヽ
代
百
文
ツ
ヽ

　

過
料
可
相
出
筈
之
事

一
御
用
支
又
ハ
自
分
無
異
儀
用
事
在
之

　

候
候
節
ハ
宿
本
迄
相遅

刻断
可
申
事

　
　
　
　
　

当
前
割
左
ニ

一
弘
化
三
年
十
月
廿
九
日
相
過
候
事　
　
　
　
　

阿
部
縫
殿
之
烝

一
弘
化
四
年
十
月
十
七
日
相
過
候
事　
　
　
　
　

瀧
口
謙

一
嘉
永
元
年
十
月
廿
六
日
相
過
ス

事         　

只最
上
兵
衛

野
平
四
郎

一
嘉
永
二
年
十
月
四
日
相
過
ス

事           　

今
野
進

一
嘉
永
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　

相
過
シ

候
事　
　
　
　
　
　
　

      

鎌
田
多
右
衛
門

一
嘉
永
四
年
十
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

庄
子
林
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
忠
右
衛
門

一
嘉
永
五
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

瀧
口
九
左
衛
門

一
明
治
四
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

中
山
弥
覺

嘉
永
六
午
ノ

年
大
不
作
ニ

付
蓮
中
吟
味
之
上
相
延
候
事

一
嘉
永
七
寅
ノ

年
十
月
五
日

　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

　

冨
澤
俊
三
郎

一
安
政
二
年
十
月
十
日
相
過
ス

候
事　
　

 
 
 
 
 
 
 

伊
東
運
作

一
□
□
安
政
三
年
辰
ノ

十
月
十
九
日

　
　
　

相
過
ス

候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

郷
古
豊
治

一
安
政
四
巳

年
十
月
十
四
日

　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　

 
 
 
 

伊
藤
栄
三
郎

一
安
政
五
午

年
十
月
九
日

　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
金
右
衛
門

一
安
政
六
未

年
十
月
十
四
日
相
過
候
事　
　
　
　

 

三
橋
徳
右
衛
門

一
萬
延
元
申

年
十
月
五
日
相
過
候
事　
　
　
　
　

 

佐
々
木
幡
治

一
文
久
元
酉

十
月
十
日
相
過
候
事 

 
 

　
　
　
　

 
 

瀧
口
半
四
郎

一
文
久
二
戌

十
月
三
日
相
過
候
事　
　
　
　
　
　

 

菊
地
大
右
衛
門

一
文
久
三
亥

年
十
月
廿
五
日

 
 

　
　
　
　
　
　
　

相
過
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
野
要
八

一
右
昌
治
義
嘉
永
七
寅
ノ

年
冨
澤
俊
三
郎

　

当
前
之
節
よ
り
相
入
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
昌
治

一
右
茂
左
衛
門
義
安
政
二
卯
ノ

年
伊
東
運
治

 
 

当
前
之
節
よ
り
相
入
候
事　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

江
口
茂
左
衛
門

一
元
治
元
年
十
月
九
日
相
過
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

郷
古
源
七

　

慶
應
元
年
十
月
三
日
相
過
候
事

一
慶
応
三
年
十
一
月
十
二
日
相
過
候
事　
　
　
　

中
山
吉折

右
衛
門


左
右
衛
門

一
明
治
三
年
閏

十
月
十
七
日
相
過
候
事　

 　

    

伊
東
昌
右
衛
門

一　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
口
源
吾

一　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
刈
郡
蔵

一
右
寛
治
義
萬
延
元
年
佐
々
木
義
三
太

　

当
前
よ
り
相
入
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
寛
治

一　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
軍
治

一　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川
丹
宮

〆右
之
通
順
番
ヲ

以
当
前
相
過

可
申
事

　
　
　
　
　

当
合
手
割

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷今
野
　
進

古
岡
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
古
豊
治

右
茂
左
衛
門
義
安
政
三
年
十
月
十
九
日
郷
古
豊
治　
　
　
　

今
野
要
八

当
前
之
節
連
中
吟
味
之
上
右
組
江

相
入
候
事　
　
　
　
　

江
口
茂
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
林
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
々
木
幡
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
半
四
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
山
弥
覚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
古
源
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎌
田
多
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊
地
大
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
刈
郡
蔵
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関
口
源
吾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
縫
殿
之
烝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
橋
徳
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冨
澤
俊
三
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
東
昌
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
軍
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川
丹
宮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
東
運
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
九運

蔵左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伏
谷
金
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

只最
上
兵
衛

野
平
四
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿渡
部
寛
治

部
昌
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
口
謙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
藤
栄
三
郎

一
連
中
吟
味
之
上
此
末
六
拾
歳
以
上
拾
七
歳

　

以
下
之
者
穴
掘
か
津
き
方
相
除
候
筈
之
事

　

但
欠
足
有
之
候
者
ハ
是
迄
之
通
相
出
候
筈
之
事

　
　
　

文
久
二
戌

年
二
月
十
一
日

（
二
六
・
〇
㎝
×
一
六
・
五
㎝
）
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明
治
四
辛

未

年

契
約
御
定
牒

　

十
月
改　
　
　
　

一
契
約
之
儀
ハ
明
治
四
年

　

王
改
御
一
新
ニ

付
一
統
帰
農
ニ　

　

　

罷
成
連
中
吟
味
之
上
帳
面
相

　

改
候
事

一
右
講
中
寄
合
振
舞
之
儀

　

此
度
よ
り
相
改
別
而

質
素
倹
約
ヲ

相
用

　

ひ
何
分
諸
入
料
不
相
懸
様
連
中

　

吟
味
之
上
相
定
候
事

一
　
　

朝
五
ツ

時
揃

　
　
　

押
付

一
免
し　

一
壱
汁　

一
壱
菜

　
　

昼
浄
瑠
理
弐
段
過
キ

一
吸
物　

一
肴
弐
種

　
　

同
浄
瑠
理
壱
段
過
キ

一
吸
物
湯
と
ふ
ふ

引　

替　

 

　

 

一
肴
弐
種

一
か
さ
免
し

　
　

晩
浄
瑠
理
過
キ

一
吸
物　
　
　
　

一
肴
三
種

　
　

外
ニ

一
か
さ
免
し

　

右
之
通
ヲ

以
可
相
過
候
事

　

明
治
四
年

　
　
　

十
月

一
契
約
寄
合
之
義
ハ
毎
年
十
月
中

　

相
過
可
申
候
事

一
極
月
十
日
以
後
正
月
十
五
日
前
不
幸
之
節
者

　

連
中
よ
り
手
傳
不
相
請
様
可
被
成
右
手
傳
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
拾
壱
匁

　

と
し
て
壱
人
前
よ
り
金
拾
壱
朱
宛
相
出
候
様

　

可
被
出
候
右
金
取
立
遣
候
義
ハ
其
年
當

　

前
之
者
觸
流
な
か
ら
右
金
取
立
遣
候
様

　

可
被
成
候

一
筆
頭
よ
り
穴
堀
か
つ
き
前
共
ニ

三
人
宛

　

を
以
相
過
候
筈
ニ

申
合
置
候
事

　
　

右
帳
面
別
冊
在
之
候
事

一
連
中
之
内
見
得
渡
り

無
異
義
指
支
候
節
ハ

　

次
之
組
合
江

取
越
未
進
相
送
り

候
様
帳
面
江

92　

契
約
御
定
牒　

（
№
０
０
５
５
８
）
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首
尾
可
被
成
候
事

一
契
約
振
舞
之
節
左
ニ

相
出
候
筈
ニ

申
定
候
事

一
玄
米
壱
升　

一
白
米
壱
升

又
ハ
支
出
米
壱
石
捕
シ
タ
ル

ハ
明
治
廿
二三
年
旧
十
月
十
七
日
振
舞
改
革
ノ
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
氏
ニ

一
金
壱
朱　
　
　
　
　

料
理
代　
　
　

明
治
七
年
十
一
月
廿
六
日
渡
部
兵
吉
當
前
之
節
請
候

一
座
料
何
程
相
懸
候
而

も
出
席
連
中
ハ
不
及
申

　

當
前
之
者
迄
割
渡
候
筈
之
事

一
両
親
之
中
陰
た
り
共
日
数
廿
一
日
相
過
候

　

ハ
ヽ
出
席
可
致
候
事

一
二
ケ

年
病
気
断
候
ハ
ヽ
三
年
目
ニ
ハ

飯
料
ハ　

　

　

不
及
申
諸
入
料
等
相
出
候
筈
之
事

一
五
ツ

時
迄
ニ

刻
限
延
引
致
候
ハ
ヽ
金
壱
朱
宛

　

過
料
可
相
出
筈
之
事

一
無
異
義
用
事
在
之
候
節
ハ
宿
本
江

速
刻

　

相
断
可
申
候
事

一
連
中
吟
味
之
上
此
末
六
拾
歳
以
上
拾
七
歳

　

巳
下
之
者
穴
堀
か
津
き
方
相
除
候
筈
之
事

　
　

但
欠
足
在
之
者
ハ
是
迄
之
通
相
出
候
筈
之
事

一
御
本
家
様
明
治
六
歳
十
月
五
日
草
刈
善
吉

　

當
前
よ
り
連
中
エ

御
加
入
被
成
置
候
處
御
本
家

　

様
ニ

付
死
亡
取
願
方
候
江

ハ
相
加
不
申
候

　

筈
ニ

連
中
吟
味
之
上
相
定
置
候
事

　
　

當
前
割
左
ニ

一
明
治
五
年
十
月
十
三
日
相
過
候
事

　

明
治
二
十
四
年
旧
十
月
九
日
相
過
候　
　
　
　

関
口
源
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事

一
昭
和
弐
年
旧
十
月
廿
九
日
当
前
相
過
候
事

一
明
治
六
歳
旧
十
月
五
日
相
過
候
事　
　
　
　
　

草
刈
善
吉

一
明
治
三
十
五
年
旧

十
一
月
五
日

　

相
過
シ

候
事

一
昭
和
三
年
旧
十
月
二
十
二
日
当
前
相
過
候
事

　

昭
和
四
年
十
一
月
二
十
七
日
□
当
前
相
過
候
事

一
明
治
七
年
十
一
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
兵
吉

　

明
治
三
拾
六
年
度
相
過
候
事

　

十
月
十
日
當
前
相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

　
　
　

右
同
人
明
治
廿
七
年
十
月
十
九
日
菊
地
太
左
衛
門

　
　
　

当
前
ノ
節
加
入
候
事

一
明
治
八
年
十
一
月
七
日
相
過
候
事　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛
軍
平

　

明
治
三
拾
八
年
十
一
月
十
二
日
当
前
相
過
候
事

一
明
治
九
年
十
一
月
廿
日
相
過
候
事　
　
　
　
　

長
谷
川
悟忠

八

一
明
治
卅
九
年
旧
十
月
卅
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
　

当
前
相
過
ス
候
事

一
明
治
十
歳
旧

十
月
九
日
相
過
候
事　
　
　
　
　

阿
部
順
治

　

但
明
治
十
一
年
之
処
右
同
人
義
此
末
難
渋
相
及
当
前
之
節

　

前
記
契
約
規
則
之
通
可
相
過
様
在
之
候
義
ヲ
申
立

　

同
年
よ
り貢

中除
籍
被
成
筈
ニ

依
願
本
連
中
協
議
申
立

　

相
除
候
事

一
明
治
十
一
年
旧
十
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
五志

津
馬
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　

一
明
治
四
拾
年
旧

九
月
拾
日
相
過
候
事

一
明
治
十
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
左
七
郎

　
　
　

旧
十
月
六
日
相
過
候
事

一
明
治
四
拾
壱
年
旧

十
一
月
壱
日
相
過
候
事

一
明
治
十
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新清

四
郎

之
烝

　
　
　

十
月
四
日
相
過
候
事

一
明
治
四
十
三
年
旧
十
月
五
日

　

当
前
ヲ
相
過
ス
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
明
治
十
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
栄

　
忠
四
郎治

　
　

十
月
十
五
日
相
過
候
事
晴
天

　

明
治
四
十
六
年
旧

十
一
月
五
日
相
過
候
事

一
明
治
十
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
正
司

　
　
　

旧
十
月
四
日
相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
平

　

明
治
四
十
四
年
旧
十
月
廿
六
日
相
過
ス
候
事

一
明
治
十
四
年
旧
十
月
七
日
相
過
候
事　
　
　
　

御
本
家
様

　

瀧
口
栄
治
當
前
ニ

候
處
右
同
人
為
四
両
以

　

繰
越
相
過
候
事
大
正
元
年
旧

十
月
十
四
日
当
前
相
過
ス

一
明
治
十
七
年
十
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵

　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
孝

　

大
正
弐
年
旧
十
月
三
十
日
相
過
シ

候
事

一
明
治
十
八
年
旧

十
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

　

相
過
候
事

一
大
正
三
年
旧
十
月
四
日
相
過
シ

候
事

　

但
追
年
家
跡
相
直
付
節
ハ
再
度
加
入
成
筈
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
澤
俊
三
郎

一
明
治
九
年
十
一
月
廿
日
長
谷
川
悟
當
前
之
節
連
中
両
門
之
詮
議
之
事

　

右
同
人
義
戸
数
積
ニ

付
家
族
本
家
伊
東
安
治
方
へ
附
籍
ニ

付
同
年
同
日
よ
り

　

連
中
欠
落
被
相
成
依
如
此
相
記
者
也

一
明
治
十
九
年
旧

十
月
五七

日
相
過
候
事　
　
　
　

 

伊
東
武
治

一
大
正
四
年
旧

十
月
十
五
日
相
過
候
事

一
明
治
二
十
年
旧

十
月
五
日
相
過
候　
　
　
　
　

 

郷
古
小藤

吉源
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
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一
大
正
五
年
旧
十
一
月
三
日
相
過
候
事　
　
　
　
　
　

玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

英
記

一
明
治
二
十
一
年
旧
十
月
廿
八
日
相
過
候
事　
　

伊
藤
栄左

金
吾
三
郎

　

大
正
六
年
旧

十
月
十
四
日
當
前
相
過
候
事　
　
　
　

　

右
英
記
義
死
亡
致
候
処
跡
相
続
人
無
御
座
候
處

　

右
左
金
吾
右
同
人
弟
ニ

候
得
共
別
戸
相
立
候
坂
候
ニ

付
御
連
中

　

江

願
之
上
英
記
跡
江

相
加
入
相
成
候
事

一
明
治
廿
二
年
旧
十
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　

伏
谷
金伊

之
吉

右
衛
門

一
明
治
廿
三
年
旧

十
月
十
七
日
相
過
シ

候
事　
　
　

三
橋
冨
治

一
大
正
七
年
旧
十
月
廿
九
日
相
過
候
事

一
明
治
廿
四
年
旧

十
月
十
日
相
過
シ

候
ナ
リ　
　
　

天
童
頼
次

　
　

但
右
同
人
瀧
口
栄
治
當
前
よ
り
相
入
候
事

一
明
治
廿
五
年
旧
十
月
三
日
相
過　
　
　
　
　

佐
々
木
義
三
郎

　

候
事

一
大
正
八
年
旧
十
月
九
日
相
過
ス

候
事

一
明
治
廿
六
年
旧
十
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
喜惣

吉三
郎

　

相
過
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
四
郎

一
大
正
九
年
旧

十
月
三
日

　

相
過
候
事

一
明
治
廿
七
年
旧

十
月
十
九
日
相
過
候
事　

 

　
　

菊
地
雄
三
郎

一
大
正
十
年
旧
十
月
廿
七
日
相
過
候
事

一
明
治
廿
八
年
旧
十
月
七
日
相
過
候
事　
　
　
　

今
野
要
七

一
大
正
十
一
年
旧
十
月
十
日
相
過
候
事　
　
　
　
　
　

貞
治

一
明
治
廿
九
年
旧

十
月
六
日
相
過
候
事　
　
　
　

 

江
口
朝
吉治

　

大
正
十
二
年
旧
十
月
十
七
日
相
過
候
事　
　
　
　
　
　

一
明
治
三
十
年
旧
十
月
廿
九
日
相
過
候
事　
　
　

郷
古
順
之
進

　

大
正
十
三
年
旧
十
月
廿
六
日
相
過
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
明
治
三
拾
壱
年
旧
十
月
五
日
相
過
候
事　
　
　

中
山
折
右仲

衛
門

一
大
正
十
四
年
旧
新

十
一
月
二
十
五
日
当
前
相
過
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
代
替

一
明
治
三
十
二
年
旧

十
月
七
日　
　
　
　
　

 　
　

伊
東
安
治

　

當
前
相
勤
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
養重

治蔵

　

大
正
十
五
年
旧
十
一
月
廿
二
日
当
前
相
勤
候
事　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
代
替

一
明
治
二
十
三
年
旧

十
月
六
日　
　

 　
　
　
　
　

中中
山
養
吉

山
弥
太
郎

　

当
前
相
勤
候
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
明
治
四
拾
壱
年
旧

十
月
壱
日　
　
　
　
　
　
　

 

瀧
口
勘
四
郎

　

最
上
左
七
郎
当
前
ノ

際
加
過
ス

〆右
之
通
順
番
を
以
當
前
相
過
可
申
候
事

　
　
　

當
合
手
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
之
烝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
小
源
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
要
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
吉　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
義
三
郎　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
喜
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
弥養

太吉

郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
順
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
正
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
雄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
養
吉

　

明
治
廿
七
年
十
月
十
九
日
菊
地
金
左
衛
門　
　

○　

渡
辺
寛
治

　

當
前
若
連
中
協
議
ノ

上
下
記
丸
印　
　
　
　
　

○　

関
口
源
吾

　

附
ノ
四
名
新
た
ニ

当
前
□
外
ヲ

仕
組
ヲ

ナ
ス　
　
　

　
　

明
治
十
一
年
之
度
品
々
申
置
之　
　
　
　
　

○　

三阿
部
順
治

橋
徳
治　

　
　

義
ニ

付
一
統
御
吟
味
之
上
除
籍
ニ

相
成
候
事　

 

○ 
 

三
橋
富
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
人
之

（
カ
）

前　
　
　
　

富
澤
俊
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ

有　
　
　
　
　

伊
東
安養

蔵治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
頼
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
金
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
左
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡瀧
口
勘
四
郎

部
寛
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
折
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
九
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
栄
治

一
明
治
十
四
年
度
瀧
口
運
蔵
養
母
並
次
女

　

死
亡
ノ

際
御
連
中
よ
り
御
手
傳
の
其
支
出
ノ

件
ニ

付
年
々

　

契
約
ノ

席
ニ

相
為
候
論
ヲ

生
平
次
郎
タ
ル
ヤ

後
病死

亡名

　

者
役
場
江

両
方
疎
満
ヨ
リ

責
起
り

然
ル
ヲ

天
童
頼
次
殿

　

御
仲
立
ヲ

以
弥
世
争
論
無
之
訳
ニ

御
任
セ

申
付
候
然
ル

上
ハ

　

又
ハ
件
ニ

付
□
末
異
論
申
間
敷
候
尚
後
年
如
此
略
記
ス　

　

　

明
治
十
八
年
旧
十
月
十
三
日　
　
　
　

講
件　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
中
協
議
ノ

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
消
ス　
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一
明
治
二
十
一
年
十
二
月
廿
一
日
郷
古
小
源
太
病
死

　

之
節
ヨ
リ

手
傳
銭
ハ
金
拾
銭
宛
ニ

相
定
候
事

　
　

但
別
冊
ニ

も
在
之
候
事

　
　
　

本
会
費
協
議
ノ

上

　
　
　

左
ニ

確
定
シ　

　

一
玄
米
壱
升　
　
　
　

飯
米

一
金
五
銭　
　
　
　
　

餅
代

　
　
　

但
シ 

又
ハ
飯
米
支
出
ノ

儀
ニ

疫
疾
病

　
　
　
　
　

又
ハ
如
為
様
ノ

事
□
ア
ツ
テ
不
出
席
シ
ル
モ

　
　
　
　
　

又
ハ
米
丈
ハ
出
米
ヲ

要
シ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　

明
治
三
十
二
年
旧

十
月
改
メ

一
玄
米
弐
升
金
五
銭

　
　

又
ハ
関
口
慶
治
当
前
ノ

節
弐
連
中
協
議

　
　

ノ

上
本
会
ノ
会
費
ヲ

改
革
シ　
　

一
明
治
三
十
五
年
旧
十
一
月
五
日
草
刈
深
之
丞
当
前
ノ

際

　

弐
連
中
目
下
□
満
足
ノ

論
ヲ

当
前
ヲ

以依
り

質
素

　

倹
約
ヲ

旨
ト
シ
ル
ヲ

以
左
確
定
シ　

　

一
午
前
九
時
揃

一　
　

吸
物　

肴　

三
種

一　
　

但
シ

酒
宴
終
テ　

　

一
本
膳　
　
　

大
汁　

千
代
口

　
　
　
　
　
　

血
半

　
　
　
　
　
　

二
ノ

汁

　
　
　

上
生
酒
八
升
ト

確
定

一
明
治
卅
九
年
旧
拾
月
卅
日
長
谷
川
忠
八
当

　
　
　
　

御
連
中
御
協
議
上
。

　

前
節
改
革
ス

一
出
席
午
前
十
一
時
揃

　

右
時
間
ニ

至
り

過
半
数
出
席
ノ

上
へ

　

直
チ
ニ

本
膳
ヲ

過
ス

事

一
大
正
元
年
旧

十
月
十
四
日
旧
御
主
人
殿
当
前
ニ

際
シ　

　

　

旧
若
様
ノ

御
発
議
ニ

対
シ

満
場
一
致

　

御
賛
同
ヲ

表
ス

左
ノ

通
り

改
革
ス

　
　
　

一　

初
着
酒
宴
ヲ

開
キ

出
席
上
ニ　

　

　
　
　
　
　

於
テ

当
渡
ヲ

了
シ

候
事
而
シ
テ

御

　
　
　
　
　

本
膳
ヲ

過
シ

退
散
シ

候
事

　
　
　
　

但
シ

酒
宴
間
□
□
補
ト
シ
テ

御
飯
ヲ

出
シ

事

（
二
六
・
三
㎝
×
五
六
・
七
㎝
）
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明
治
四
未

年

　

穴
堀
か
津
き
前
繰
合
順
番
帳

　
　

十
月
改
メ

一
筆
頭
よ
り
三
人
組

　

穴
堀
か
津
き
前
共
ニ

壱
組

　

を
以
相
勤
候
儀
申
合
候
事

一
穴
堀
前
之
者
之
親
類
之
内

　

病
死
等
之
節
本
次
之

　

組
合
よ
り
相
過
し
追
而
相

　

勤
可
申
筈
之
事

一
穴
堀
か
津
き
前
之
者
江

　

為
骨
折
代
百
文
定
不
幸

　

之
者
よ
り
相
出
候
筈
ニ

壱
統

　

吟
味
相
定
候
事

一
鉦
子
打
方
之
儀
を

　

死
去
致
候
者
之
当
相

　

手
打
方
可
申
筈
之

　

事
一
御
本
家
様
明
治
六
年

　

十
月
十
一
日
草
刈
善
吉

　

當
前
よ
り
御
加
入
之
処

妻
死
亡
取
部
分
等

相
加
不
申
筈
ニ

吟
味

之
上
相
定
断
事

明
治
十
四
年
十
日
古

忠
三
郎
様
御
加
入
処
死

亡
取
部
分
有
御
契
義

相
加
不
申
筈
ニ

吟
味
之
事

穴
掘
舁
キ
方
ノ
儀
ハ

当
前
ノ
者
ハ
次
組
合
之

相
廻
候
事
相
定
候
事

　
　

但
シ

其
人
□ノ

当
ニ

ヨ
リ

　
　

穴
堀
後
も

勤
ム
ル

事

　
　
　
　
　
　

ア
ル
ヘ
シ

一
○
○
○
○
○
○　
　

郷
古
愛
之
進

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

三
橋
冨
治
○

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

草
刈
深
之
烝
○

　

○
○
○　
　
　
　
　
　
　

善
吉

一
○
○
○
○
○
○　
　

伏
谷
伊
之
吉

　

○
○
○　
　
　
　
　
　
　

金
右
衛
門

一
○
○
○
○
○
○　
　

最
上
佐
七
郎

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

馬
場
勝
衛
○

　

○
○
○

一
○　
　
　
　
　
　
　

阿
部
順
治

一
○
○
○
○
○
○　
　

伊
東
安
治
○

　

○
○
○　
　
　
　
　
　
　

重
治

一
○
○
○
○
○
○　
　

長
谷
川
悟

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

瀧
口
運
蔵

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

伊
藤
左
金
吾

　

○
○
○　
　
　
　
　

 
 

　

栄
三
郎
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

今
野
新
之
烝
○

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○　
　
　

鎌
田
正源

平司

　

○
○
○
○　
　
　
　

一
○
○
●
○間

違

ニ

○
○　
　

庄
子
源
蔵

　

○
○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

佐
々
木
義
三
郎
○

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

菊
地
雄
三
郎
○

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

瀧
口
五門

治郎
左
衛
門

　

○
○
○　
　
　
　
　
　

一
○
○
○
○
○
○　
　

中
山
弥源

吾吉
郎

　

○
○　
　
　
　
　
　
　

一
○
○
○
○
○
○　
　

滝
口
勘
四
郎

　

○
○
○

一
○　
　
　
　
　
　
　

冨
澤
俊
三
郎

一
○
○
○
○
○　
　
　

伊
東
武
治
○

　

○
○
記
違
○
○

　

○
一
○
○
○
○
○　
　
　

郷
古
小東

吉源
太
○

　

○
○
○　
　
　
　
　

一
○
○
○
○
○　
　
　

瀧
口
喜惣

吉三
郎

　

○
○
○　
　
　
　
　
　

一
○
○
○
○
○　
　
　

今
野
要貞

治七

　

○
○
○
○　
　
　
　
　

一
○
○
○
○
○　
　
　

中
山
折吉

左
衛
門

右
衛
門
○

　

○
○
○
○　
　
　
　
　

一
○
○
○
○
○
○　
　
　

関
口
源晃

治吾
○

　

○
○
○　
　
　
　
　
　
　
　

一
○
○
○
○
○
○　
　

江
口
朝
吉

　

○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

渡
邊
兵
吉

93　

穴
掘
か
津
き
前
繰
合
順
番
帳　

（
№
０
０
５
５
９
）
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○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

瀧
口
栄忠

四
郎治

　

○
○
○

一
○
○
○
○
○
○　
　

三
橋
徳
治

　

○
○
○　
　
　
　
　

瀧
口
勘
四
郎

　
　

都
合
五
拾
八
文

是
よ
り
相
勤
候
方
之
者

其
次
第
附
渡
候
様

可
被
成
事

明
治
四
年
十
一
月
廿
五六

日

瀧
口
運
蔵
妻
病
死
之

節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
愛
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
善
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
栄
治

　

右
栄
治
義
数

（
カ
）

年
相
勤
不
申
居
候
ニ

付

　

相
勤
候
事

明
治
五
年
十
一
月
廿
六
日

中
山
折
右
衛
門
妻
病
死
之
節

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
冨
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
金
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
左
七
郎

明
治
六
酉
年
二
月
七
日

伊
東
安
治
儘
母
病
死
之
節
相
勤
候

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
順
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
栄
三
郎

明
治
六
年
六
月
二
日

馬
場
勝
衛
父
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
安
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
正
司

明
治
七
年
七
月
十
五
日

御
本
家
御
母
御
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
之
烝

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
義
三
郎

同
歳
八
月
二
日
伊
東
武
治

祖
母
病
死
之
節
相
勤
候

事一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
五
郎
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
養
吉

明
治
七
歳
十
一
月
廿
三
日

長
谷
川
悟
祖
父
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
雄
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

冨
澤
俊
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

明
治
九
年
一
月
三
日

中
山
折
右
衛
門
父
吉
左
衛
門
病
死
之

節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
小
源
太

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
要
七

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
喜
三
郎

明
治
九
年
十
一
月
三
日

最
上
左
七
郎
妻
病
死
之
節

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
折
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾

一　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
吉

明
治
九
歳
十
一
月
十
八
日

郷
古
小
源
太
父
病
死
之
節
相
勤

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
栄
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
愛
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
冨
治

明
治
十
歳
五
月
丗
日
瀧
口
惣
吉

養
父
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
兵
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
善
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
金
右
衛
門

明
治
十
歳
八
月
廿
八
日

菊
地
雄
三
郎
母
病
死

之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
養
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悟

明
治
十
年
十
一
月
十
三
日

菊
地
雄
三
郎
親
病
死

之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
英
記

明
治
十
二
年
九
月
八
日

伏
谷
伊
之
吉
父
病
死
之

節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
正
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵

明
治
十
四
年
四
月
十
六
日

伊
東
武
治
祖
父
病

死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
義
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
五
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
養
吉

明
治
十
四
年
旧

五
月
六
日

長
谷
川
悟
郎
妻
世
去
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　

節

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
雄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
小
源
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
惣
吉

明
治
十
四
年
六
月
七
日
瀧
口

運
蔵
次
女
傳
染
病
ニ

而

病
死
致
候
処
に
付
連
中

一
統
寄
不
申
候
二
付
壱
人
前

ニ

付
金
廿
銭
宛
加
補
相
出

候
事

　

但
右
金
ハ
其
年
當
前
之

　

者
触
な
が
し
な
が
し

　

相
集
同
人
不
相
減
事
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同
年
十
月
二
日
右
同
人

母
右
病
症
ニ

而
病
死

致
候
ニ

付
右
前
同
断

之
事

明
治
十
六
年
旧

二
月
十
四
日

伊
東
重
治
殿
養
母
不

幸
ノ

節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
折
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

明
治
十
六
年
旧
十
月
廿
八
日

伊
藤
英
記
母
病
死
之
節

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
兵
吉

明
治
十
九
年
旧

七
月
一
日
渡
部
寛

治
長
女
病
死
ノ

節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
愛
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
昌
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
善
吉

明
治
十
九
年
旧
九
月
廿
七
日
長
谷
川
悟

次
男
亀
之
進
病
死
之
節
相
勤

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
伊
之
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
左
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

明
治
十
九
年
旧
十
月
晦
日
中
山
養
吉

母
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悟

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
英
記

同
歳
十
二
月
五
日
伊
藤
英
記
父

榮
三
郎
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
重
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
之
烝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
源
平

一
明
治
廿
年
旧
五
月
十
六
日
庄
子
新
太
夫

　

母
病
死
ニ

候
節
相
勤
可
候
也

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
儀
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
雄
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
五
郎
衛
門

一
明
治
弐
拾
一
年
旧
十
一
月
十
二
日
鎌
田

　

源
平
父
病
死
之
節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
養
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵

明
治
二
十
一
年
旧
十
二
月
二
十
一
日

郷
古
小
源
太
病
死
之
節

正
月
ニ

指
支
ニ

相
成
候
ニ

付

連
中
よ
り
取
都
料
と
し
て

壱
人
前
ニ

付
金
拾
銭
宛

相
出
候
事

明
治
二
十
二
年
旧
三
月
廿
日

中
山
折
右
衛
門
後
妻
病

死
之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
藤
吉
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
惣
吉

明
治
弐
拾
二
年
旧
九
月
十
一
日

菊
地
重
左
衛
門
妻
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　

中
山
折
右
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
吉

明
治
二
十
弐
年
旧
九
月
廿

七
日
伊
藤
英
記
病
死
之

節
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
兵
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
榮
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
準
之
進

明
治
廿
二
年
旧

十
一
月
廿
二
日

中
山
軍
記
父
病
死

之
際
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

草
苅
善
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
兵
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
伊
之
吉

明
治
廿
二
年
十
二
月
廿
一
日

瀧
口
惣
吉
祖
母
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悟

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
重
治

明
治
廿
三
年
正
月
廿
日

最
上
兵
衛
母
病
死
致
候
節

相
勤
御
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
左
衛
門

明
治
二
十
三
年
旧
十
月
朔
日

三
橋
冨
治
親
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
重
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
義
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵

明
治
廿
四
年
二
月
晦
日

長
谷
川
悟
郎
妻
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
源
吾

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
養
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

明
治
廿
四
年
三
月
七
日

馬
場
勝
衛
母
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
冨
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
五
郎
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
小
源
太

明
治
廿
五
年
十
二
月
十
二
日
中
山
吉
左
衛
門

祖
母
死
亡
ニ

付
正
月
ニ

指
支
取
都
料

ト
シ
テ
連
中
よ
り
金
折
銭
ツ
ゝ
指

出
被
候
事

明
治
廿
三
年
四
月
二
日
郷
古
愛
之
進

死
亡
之
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
惣
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

明
治
廿
六
年
旧
四
月
廿
四
日
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今
野
要
七
妻
病
死
ノ
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
兵
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
栄
治

同
年
旧
八
月
九
日
今
野

貞
治
父
同
氏
要
七

病
死
之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
準
之
進

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
冨
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
善
吉

本
年
旧
十
一
月
六
日
瀧
口

源
一
郎
父
五
郎
左
衛
門
病
死

之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
安
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
兵
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
伊
之
吉

明
治
弐
十
九
歳
旧
四
月
二
日

滝
口
惣
吉
母
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
重
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悟

明
治
廿
九
歳
旧
六
月
廿
六
日

伏
谷
伊
之
吉
母
病
死
之
節

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
新
之
烝

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
源
平

明
治
廿
九
年
旧

十
月
廿
四
日

中
山
養
吉
死
去
之
砌

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
雄
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
志
津
馬

明
治
廿
九
歳
旧
十
一
月
廿
九
日

草
刈
善
吉
妻
死
去

之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
義
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
孫
太

明
治
三
十
年
旧
十
月
廿
九
日

瀧
口
忠
四
郎
父
死
去
之

節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
東
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
惣
吉

明
治
三
十
二
年
旧
二
月

廿
二
日
草
刈

明
治
三
十
年
旧
十
二
月

十
二
日
伊
東
武
治
母
死

去
致
候
得
共
正
月
ニ

指

支
ニ

相
成
候
ニ

付
取
都

料
壱
人
前
ニ

付
金
拾
銭

宛
相
出
候
事

明
治
三
十
二
年
旧
二
月
廿
二
日

草
刈
深
之
烝
父
死
去

之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
慶
治

明
治
三
十
二
年
旧

三
月
十
五
日

旧
君
御
令
息
様
御
逝
去

之
際
相
働
キ

候
内

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
仲
四
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
寛
治

明
治
三
十
二
年
旧
三
月
十
九
日

伊
藤
左
金
吾
娘
死
去
ノ

節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
準
之
進

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
深
之
烝

明
治
丗
三
年
旧
四
月
拾
日
庄
子
深
蔵

母
病
死
之
節
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
伊
之
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
兵
衛

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

明
治
丗
三
年
閏
八
月
十
七
日
関
口

孝
治
母
病
死
之
節
相
勤

候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
重
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
忠
八

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
孫
兵
衛

明
治
三
十
三
年
旧
九
月
晦
日

庄
子
深
蔵
病
死
之
節
相
勤

候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
運
太

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
源
平

明
治
三
十
三
年
旧

十
一
月
十
一
日

渡
部
寛
治
ノ

内
室
死
去
ノ

際
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
重
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
儀
三
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
志
津
馬

明
治
三
十
四
年
旧

四
月
六
日

郷
古
準
之
進
妻
死
去
ノ

際

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
新太

夫之
丞

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
孫
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

明
治
三
十
四
年
旧

四
月
廿
四
日

貞
昌
院
様
御
逝
去
ノ

際
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
東
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
惣
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

明
治
三
十
四
年
旧

九
月
十
一
日

佐
々
木
運
作
ノ

父
病
死
ノ

際
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
慶
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

明
治
三
十
五
年
旧

正
月
十
一
日
三
橋
徳
衛

死
亡
ノ

際
契
約
規
則
ニ

依
り
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手
伝

御
換
金
ト
シ
テ

左
ノ

通
ニ
ス

ル

相
勤
タ
ル

事
盡
ニ

記
シ

一
金
拾
朱　
　

手
伝
料

五
ツ
ノ

場
合
ニ

際
シ

穴
堀
舁
後
前

其
勤
メ
ニ

相
出
ザ
ル
事
ヲ

約
シ

一一
明
治
三
十
五
年
旧

正
月
十
八
日

　

菊
地
重
左
衛
門
父
死
去
ノ

　

際
相
勤
メ

候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
兵
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
忠
四
郎

明
治
三
十
五
年
旧
正
月
廿
七
日

瀧
口
志
津
馬
母
死
去
ノ

際

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
準
之
進

一　
　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
伊
之
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

明
治
十
三
年
十
月
四
日
改

一
金
拾
三
銭
九
り　
　
　

満
金

　
　

但
今
野
新
之
丞
當
前
之
節

明
治
十
四
年
十
月
七
日

一
〃
三
銭
九
り　
　
　
　

満
金

　
　

但
御
本
家
様
被
□
之
節

　
　
　

内

　

一
金
弐
銭

　
　

但
明
治
十
六
年
度
寄
合
代
違

　
　
　

筈
ニ

付
右
金
無
次
補
金
ト

ス
ル

一
金
□八

リ
五
也　
　
　
　

満
金
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
深
蔵
殿

　
　

但
明
治
十
七
年
度
寄
合
代
之
節

　
　

過
シ

相
成
候
ニ

付
入
金
候
事

一
金
四
銭
也　
　
　
　
　

満
金

　
　

但
シ

明
治
廿
年
郷
古
小
源
太
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迠
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中
山
養
吉

一
○　
　
　
　
　
　
　

郷
古
愛
之
進

一
○　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
兵
吉

一
○　
　
　
　
　
　
　

菊
地
雄
三
郎

一
○　
　
　
　
　
　
　

最
上
左
七
郎

一
○　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
源
平

一
○　
　
　
　
　
　
　

江
口
大
進

一
○　
　
　
　
　
　
　

草
刈
善
吉

一
○　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悟
郎

一
○　
　
　
　
　
　
　

関
口
源
吾

一
○　
　
　
　
　
　
　

三
橋
冨
治

一
○　
　
　
　
　
　
　

馬
場
勝
衛

一
○　
　
　
　
　
　
　

伊
東
武
治

一
病
気
ニ

付
不
出
席 

　

伊
東
重
治

一
○　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
運
蔵

一
○　
　
　
　
　
　
　

伏
谷
伊
之
吉

一
○　
　
　
　
　
　
　

中
山
折
右
衛
門

一
○　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

瀧
口
五
郎
左
衛
門

一
○　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
栄
治

初
雪
降
り

浄
瑠
理
代
金
五
拾
銭
也

（
一
三
・
五
㎝
×
三
三
・
〇
㎝
）
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葬
儀
ノ
際

　

道
具
擔
任
記

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
清
四
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
東
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

一　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
重
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
惣
吉

一　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
円
二
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
源
平

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
重
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
忠
八

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

一　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
運
蔵

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
志
津
馬

一　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

（
二
五
・
五
㎝
×
三
二
・
〇
㎝
）
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大
正
弐
年

　

死
去
者
舁
夫
順
番
帳

　
　

旧
十
一
月
朔
日

○
○
○四

三
二
一

○
○　
　
　
　

三
橋
蔀

○
○
○
○
○　
　
　
　

草
刈
錬

○
○
○
○
○　
　
　
　

馬
場
軍
平

　
　
　
　

○　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

○
○
○
○
○　
　
　
　

今
野
清
四
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

佐
々
木
運
作

○
○
○
○
○　
　
　
　

菊
地
丹
下

○
○
○
○
○　
　
　
　

伊
東
清
之
助

○
○
○
○
○　
　
　
　

郷
古
東玉

治

○
○
○
○
○　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

○
○
○
○
○　
　
　
　

関
口
晃
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

江
口
朝
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

最
上
長
七
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

長
谷
川
忠
八

○
○
○
○
○　
　
　
　

鎌
田
猛

　

○
○
○
○　
　
　
　

庄
子
忠
孝

　

○
○
○
○　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　

○
○
○
○　
　
　
　

今
野
貞
治

　

○
○
○
○　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

　

○
○
○
○　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

三
橋
徳
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

滝
口
清

○
○
○
○
○　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

大
正
三
年
旧

三
月
十
一
日

江
口
朝
治
氏
父
死
去
ノ

際

相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

一　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
深
之
丞

壬
年
旧

三
月
十
七
日
伊
東
重
治

氏
ノ

妻
死
去
ノ

際
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

同
年
旧
四
月
拾
一
日
鎌
田
猛
氏

妻
死
去
ノ

際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
清
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
重
治

大
正
三
年
壬

五
月
六
日
郷
古
東
吉

氏
ノ

従
弟
惣
吉
死
去
ノ

際

相
勤　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄佐
々
木
運
作

子
忠
孝

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌菊
地
重
左
衛
門

田
猛

大
正
三
年
旧

六
月
廿
二
日

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
東
吉

大
正
弐三

年
壱
月

大
正
三
年
拾
壱
月
廿
五
日
今
野
清
四
郎

氏
母
死
亡
ノ

際
相
勤
メ

候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

一　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

大
正
五
年
旧

三
月
廿
九
日
関
口
晃
治
母

死
亡
ノ
際
堀舁

方方
相
勤
メ

候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

三江
口
朝
治

橋
徳
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

草最
上
長
七
郎

刈
錬

仝
年
旧
三
月
廿
九
日
郷
古
玉
治
養
父

死
亡
ノ
際
堀舁

方方
相
勤
メ
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

一　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
政
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
忠
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

大
正
五
年
七
月
廿
五
日
鎌
田
猛

祖
母
死
亡
ノ

節
舁
方
相
勤
め
候

事　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

大
正
五
年
旧
九
月
九
日
滝
口
清

司
弟
死
亡
ノ

節
舁
方
相
勤

メ
候
事　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

大
正
六
年
旧
正
月
十
七
日
伊
藤
昌

右
衛
門
父
死
去
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
円
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

大
正
六
年
旧
八
月
十
四
日
滝
口
清
父
死

亡
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

大
正
七
年
旧
三
月
二
日
長
谷
川

左
右
父
死
亡
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

大
正
七
年
三
月
廿
九
日
伊
東
武
治
逝
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

大
正
七
年
旧
四
月
廿
日
鎌
田
猛
母
死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
清
四
郎

大
正
八
年
旧
二
月
五
日
郷
古
丑
之
進

父
死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事
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佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
丹
下

大
正
八
年
旧
五
月
十
三
日
関
口
晃
治

母
死
去
之
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

大
正
八
年
旧
六
月
六
日
佐
々
木

運
作
母
死
亡
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

大
正
八
年
旧
十
二
月
二
日
鎌
田
猛

父
死
亡
ノ

際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

大
正
九
年
旧
九
月
十
三
日
江
口
朝
治
ノ

妹
死
去
ノ

際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

大
正
十
年
旧
四
月
八
日
中
山
中

養
子
死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
修
二

大
正
十
一
年
旧
二
月
廿
壱
日
今
ノ
貞
治

長
男
芳
吉
死
去
ノ

際
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

大
正
十
一
年
旧
八
月
廿
八
日
草
刈
錬

妻
未
ね
子
死
亡
ノ

際
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

大
正
十
一
年
旧
十
一
月
廿
六
日

佐
々
木
一
学
死
亡
ノ

際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
忠
四
郎

大
正
十
二
年
旧
四
月
八
日
天
童
頼
永

様
御
死
去
ノ

際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
清
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

大
正
十
二
年
旧

四
月
十
日
中
山
吉
左
衛
門
死
亡

際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

大
正
十
二
年
旧
七
月
廿
一
日
滝
口
半
四
郎
氏

母
死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
丹
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

大
正
十
二
年
旧
七
月
廿
九
日
郷

古
玉
治
祖
母
死
去
際

相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

大
正
十
二
年
旧
十
月
二
十
九
日
草
刈
錬

母
死
去
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

大
正
十
二
年
旧
十
一
月
一
日
伊
東
左
金
吾

妻
死
亡
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

大
正
十
三
年
旧
三
月
七
日
中
山
中
妻

死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

大
正
十
四
年
旧
六
月
六
日

最
上
長
七
郎
母
死
亡
ノ

際

相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

大
正
十
四
年
旧
十
一
月
二
十
七
日
三
橋

嘉
蔵
長
男
死
亡
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

昭
和
弐
年
旧
二
月
八
日
馬
場
軍

平
妻
死
亡
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

昭
和
三
年
閏
弐
月
二
十
日
今
野
専

次
郎
母
死
亡
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
忠
四
郎

昭
和
三
年
旧
九
月
弐
拾
参
日
滝
口

忠
四
郎
孫
死
亡
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
直
右
衛
門

昭
和
三
年
旧
十
二
月
二
日
菊
地

丹
下
氏
ノ

祖
母
死
去
之
際
相
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

昭
和
四
年
旧
四
月
十
二
日
郷
古
丑

之
進
氏
母
死
亡
之
際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

昭
和
四
年
旧
五
月
廿
五
日

今
野
今
治
方
父
死
亡
節
相
勤

候
事　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

昭
和
四
年
旧
十
二
月
二
拾
四
日

三
橋
蔀
嫁
よ
し
死
亡
節

相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

昭
和
五
年
旧
六
月
五
日
伊
東
昌

右
衛
門
死
亡
之
際
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
五
年
旧
八
月
二
日
滝
口

忠
四
郎
死
去
之
際
相
勤
メ

候
也　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

昭
和
六
年
旧
正
月
拾
六
日

渡
辺
円
次
郎
死
去
之
際

相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進
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庄
子
忠
孝

昭
和
六
年
旧
六
月
二
日

江
口
よ
し
い
死
去
之
際

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
忠
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

昭
和
六
年
二
月
十
日
長
谷
川

左
右
ノ

母
死
去
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
長
治
郎

昭
和
六
年
旧
十
一
月
三
日
天
童
末
二
殿

死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
隼
太

昭
和
七
年
五
月
三
日
江
口
朝
治

母
死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

昭
和
七
年
七
月
二
十
九
日
草

刈
錬
死
亡
ノ

際
相
勤
め

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

昭
和
七
年
旧
十
一
月
十
八
日
三
橋
蔀
母

死
亡
ノ

際
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

昭
和
八
年
旧
五
月
朔
日
三
橋

嘉
蔵
之
父
死
去
之
際
ニ

舁
方
相
勤
メ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
中

昭
和
八
年
旧
五
月
二
十
六
日
江
口

朝
治
氏
之
息
死
去
之
際

相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

昭
和
八
年
旧
八
月
二
十
一
日
瀧
口

清
ノ

母
死
去
ノ

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

昭
和
九
年
旧
正
月
十
六
日
菊
地

丹
下
父
死
去
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

昭
和
九
年
旧
弐
月
二
十
九
日

馬
場
軍
平
死
去
之
際

舁
方
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治

昭
和
九
年
旧
十
一
月
七
日
庄

子
忠
孝
ノ
母
死
去
之
際

相
勤
候
メ
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
長
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
修
二

昭
和
十
年
旧
八
月
三
日

三
橋
嘉
蔵
ノ

母
死
去
ノ

際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

昭
和
十
年
旧
八
月
二
十
四
日

佐
々
木
運
作
妻
死
亡
ノ

際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
隼
太

昭
和
十
一
年
旧
二
月
十
五
日

江
口
朝
治
妻
死
亡
ノ

際

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雅

昭
和
十
一
年
旧
九
月
二
十
七
日

渡
辺
長
次
郎
妻
死
亡
之
際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

昭
和
十
一
年
旧
十
月
二
十
六
日

滝
口
勇
四
郎
父
死
去
之

際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
丹
下

昭
和
十
二
年
旧
三
月
十
四
日

今
野
専
次
郎
父
死
去
ノ
際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

昭
和
十
二
年
旧
六
月
二
日

中
山
仲
死
亡
之
際
相
勤

　
　
　
　
　
　
　

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

昭
和
十
二
年
旧
十
月
十
六
日

江
口
進
妻
死
亡
之
際

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
定
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
十
三
年
旧
二
月
二
十
四
日

菊
地
只
之
助
祖
母
死
亡
之

際
相
勤
メ
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

（
三
二
・
六
㎝
×
一
二
・
八
㎝
）
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97　

穴
堀
順
番
帳　

（
№
０
０
５
６
３
）
あ

　
　

大
正
弐
年

　

穴
堀
順
番
帳

　
　

陰
暦

　
　
　

十
一
月
一
日
改
メ

　
　
　

規
定

一
穴
堀
夫
役
ニ

對
シ

鍬
洗

　

料
ト
シ
テ
金
三
拾
か
ら
賭
与
ス

　
　
　

但
シ

不
幸
在
ヨ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　

賄
ヲ
変
サ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

事

一
舁
方
夫
役
ニ

對
シ

　

賄
ヲ

過
こ
ス

事

一
穴
堀
舁
方
夫
役

　

順
番
ヲ
以
壱
廻
り

相
勤
メ

　

候
ハ
バ
最
初
ノ
堀
方
ニ
シ
テ

　

舁
夫
役
ヲ

勤
ム
ル

事
ヲ

　

連
印
協
議
ノ

上
確
定

　

セ
ル
ヲ

以
茲
ニ

槻
記
ス

　

又
ハ
連
中
協
議
ノ

上
規
定
ス

○
○
○四

三
二
一

○
○　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

○
○
○四

○
○　
　
　
　

江
口
朝
治

○
○
○四

○
○　
　
　
　

最
上
長
七
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

長
谷
川
忠
八

○
○
○
○
○　
　
　
　

庄
子
忠
孝

○
○
○
○マ

ち
が
為

○　
　
　
　

鎌
田
猛

○
○
○
○
○　
　
　
　

滝
口
清

○
○
○
○
○
○間

違　
　
　

滝
口
半
四
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

渡
邊
円
次
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

三
橋
徳
治

○
○
○
○三

二
一○　

　
　
　

草
刈
錬

○
○
○
○
○　
　
　
　

馬
場
軍
平

○
○
○
○
○　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

　

○
○
○
○　
　
　
　

今
野
貞
治

　

○
○
○
○　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

今
野
清
四
郎

○
○
○
○
○　
　
　
　

郷
古
玉
治

　

○
○
○
○　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　

○
○
○
○　
　
　
　

菊
地
丹
下

○
○
○
○
○　
　
　
　

関
口
晃
治

○
○
○
○
○　
　
　
　

三
橋
蔀

○
○
○
○
○　
　
　
　

伊
東
清
之
助

○
○
○
○
○　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

　
　
　
　

○　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾

大
正
三
年
旧

五
月
十
一
日
江
口

朝
治
氏
ノ
父
死
去
ノ
際
相
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　

候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

一　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
伊
之
吉

仝
年
旧
三
月
十
七
日
伊
東
幸
治

妻
死
去
ノ
際
相
勤
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

同
年
旧
四
月
拾
八
日
鎌
田
猛
氏

妻
死
去
ノ
際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
忠
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
儀
右
衛
門

一
大
正
三
年
閏
五
月
六
日
郷
古
藤
吉

　

従
弟
惣
吉
氏
死
亡
ノ
際
相
勤

一　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

大
正
三
年
旧

六
月
廿
二
日
滝
口
半
四
郎

様
死
去
ノ
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
門
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
勘
四
郎

大
正
三
年
拾
壱
月
廿
五
日
今
野
清

四
郎
氏
母
死
亡
ノ
際
相
勤
メ
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

一　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
円
次
郎

大
正
五
年
旧
三
月
廿
九
日
関
口
晃
治
母

死
亡
ノ
際
舁堀

方
相
勤
メ
候
事

一　
　
　
　
　
　
　
　

江三
橋
徳
治

口
朝
治

一　
　
　
　
　
　
　
　

最草
刈
錬
上
長
七
郎

大
正
五
年
旧
三
月
廿
九
日
郷
古
玉
治

養
父
死
亡
ノ
際
舁堀

方
相
勤
候

事　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　
　
　

長馬
場
軍
平

谷
川
忠
八

一　
　
　
　
　
　
　
　

鎌伊
藤
政
左
衛
門

田
猛

大
正
五
年
七
月
廿
五
日
鎌
田
猛
祖
母

死
亡
ノ
際
堀
方
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

大
正
五
年
旧
九
月
九
日
瀧
口
清
司
弟

死
亡
ノ
節
堀
方
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
丹
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

大
正
六
年
旧
正
月
十
七
日
伊
藤
昌
右
衛
門

父
死
亡
ノ
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
清
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

大
正
六
年
旧
八
月
十
四
日
滝
口
清
父
死

亡
ノ
際
堀
方
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀
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大
正
七
年
旧
三
月
二
日
長
谷
川
左

右
父
死
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
吉
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

大
正
七
年
三
月
廿
九
日
伊
東
武
治
死
亡
ノ

際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
左
金
吾

大
正
七
年
旧
四
月
廿
日
鎌
田
猛
母
死
去
ノ

際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
九
年
正
月
十
二
日
菊
地

丹
下
ノ
父
死
去
ノ
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

大
正
八
年
旧
二
月
五
日
郷
古
丑
之

進
ノ
父
死
亡
ノ
時
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

大
正
八
年
旧
五
月
十
三
日
関
口
晃
治

母
死
去
之
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
清

大
正
八
年
旧
六
月
六
日
佐
々
木
運
作

母
死
亡
ノ
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
円
次
郎

大
正
八
年
旧
十
二
月
二
日
鎌
田
猛
父

死
亡
ノ
際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

大
正
九
年
旧
九
月
十
三
日
江
口
朝
治
ノ

妹
死
去
ノ
際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

大
正
十
一
年
旧
四
月
八
日
中
山
中

養
父
死
去
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

大
正
十
一
年
旧
二
月
廿
三
日
今
野
貞

治
長
男
芳
吉
死
去
ノ
際
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
丹
下

大
正
十
一
年
旧
八
月
廿
八
日
草
刈

錬
孫
妻
よ
ね
死
去
ノ
際
相

勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

大
正
十
一
年
旧
十
一
月
廿
六
日

佐
々
木
一
学
死
亡
ノ
際
相
勤

メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

大
正
十
二
年
旧
四
月
八
日
天
童
頼
永
様

御
死
去
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

大
正
十
二
年
旧
四
月
十
日
中
山

吉
左
エ
門
死
去
際
相
勤
メ
候

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

大
正
十
二
年
旧
七
月
廿
一
日
滝
口
半
四

郎
母
死
去
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

大
正
十
弐
年
旧
七
月
廿
九
日

郷
古
玉
治
の
祖
母
死
亡

際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

大
正
十
二
年
旧
九
月
二
十
九
日
草
刈
錬
の

母
死
亡
ノ
際
相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

大
正
十
二
年
旧
十
一
月
一
日
伊
東
左
金
吾

妻
死
亡
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
徳
治

大
正
十
二
年
旧
三
月
七
日
中
山

中
妻
病
死
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

大
正
十
四
年
旧
五
月
六
日
最
上

長
七
郎
母
死
亡
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

大
正
十
四
年
旧
十
一
月
廿
四
日
三
橋

嘉
蔵
長
男
死
亡
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
清
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
忠
四
郎

昭
和
弐
年
旧
二
月
八
日
馬
場
軍

平
妻
死
亡
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

昭
和
三
年
閏
弐
月
二
十
日
今
野

専
次
郎
母
死
亡
ノ
際
相
勤
メ

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

昭
和
三
年
旧
九
月
弐
拾
参
日
瀧
口

忠
四
郎
ノ
孫
死
亡
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

昭
和
三
年
旧
十
二
月
十
二
日
菊
地
丹
下
氏

祖
母
死
亡
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

昭
和
四
年
旧
四
月
十
二
日
郷
古
丑
之
進
ノ

母
死
亡
之
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
四
年
旧
五
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　

今
野
今
治
ノ

父
死
亡
節
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

昭
和
四
年
旧
十
二
月
二
拾
四
日
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三
橋
蔀
嫁
お
よ
し
死
亡
ノ
節

堀
方
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
清

昭
和
五
年
旧

六
月
五
日
伊
東
昌
右
衛
門

死
亡
之
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邊
円
次
郎

昭
和
五
年
旧
八
月
二
日
瀧
口
忠

四
郎
死
去
之
際
相
勤
メ
候

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

昭
和
六
年
旧
正
月
拾
六
日
渡

辺
円
次
郎
死
去
之
際
に
相

勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
軍
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
政
之
助

昭
和
六
年
旧
六
月
六
日
江
口

よ
し
い
之
死
去
之
際
相
勤

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
貞
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
忠
四
郎

昭
和
六
年
六
月
十
日
長
谷
川

左
右
ノ
母
死
去
ノ
際
相
勤

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

昭
和
六
年
旧
十
一
月
三
日
天
童
末
二

殿
死
去
ノ
際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

昭
和
七
年
五
月
三
日
江
口
朝
治

ノ
母
死
去
ノ
際
相
勤
メ
候
事

伊
東
清
之
助　
　
　
　

馬
場
軍
平

中
山
仲　
　
　
　
　
　

今
野
専
治
郎

昭
和
七
年
七
月
二
十
九
日
草
刈

錬
死
亡
之
際
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

昭
和
七
年
旧
十
一
月
十
八
日
三
橋
蔀

母
死
亡
ノ
際
相
勤
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
八
年
旧
五
月
朔
日
三

橋
嘉
蔵
ノ
父
死
亡
ノ
際
し

穴
堀
り
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

昭
和
八
年
旧
五
月
二
十
二
日
江
口

朝
治
氏
之
息
死
亡
之
際
堀
方

相
勤
め
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

昭
和
八
年
旧
八
月
二
十
一
日
滝
口

清
ノ
母
死
去
ノ
際
堀
方
相
勤

メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
長
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
源
蔵

昭
和
九
年
旧
正
月
拾
六
日

菊
地
丹
下
父
死
亡
之
節

堀
方
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
勇
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄

昭
和
九
年
旧
弐
月
二
十
九
日

馬
場
敏
雄
之
祖
父
死
去
ノ

際
堀
方
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
政
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治

昭
和
九
年
旧
十
一
月
七
日

庄
子
忠
孝
ノ
母
死
去
ノ

際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
清
二
郎

昭
和
十
年
旧
八
月
三
日

三
橋
嘉
蔵
ノ
母
死
去
ノ
際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

昭
和
十
年
旧
八
月
廿
四
日

佐
々
木
運
作
妻
死
亡
之
際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
丹
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

昭
和
十
一
年
旧
二
月
十
五
日

江
口
朝
治
妻
死
亡
之
際

相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

昭
和
十
一
年
旧
九
月
二
十
七
日

渡
辺
長
次
郎
妻
死
亡
之
際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
中

昭
和
十
一
年
旧
十
月
二
十
一
日

瀧
口
勇
四
郎
父
死
亡
之

際
相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
十
二
年
旧
三
月
十
四
日

今
野
専
次
郎
父
死
去
之
際

相
勤
メ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

昭
和
十
二
年
旧
六
月
二
日
中
山
仲

死
亡
之
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
勇
四
郎

昭
和
十
二
年
旧
十
月
十
二
日

江
口
進
妻
死
去
之
際
相
勤

候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
長
次
郎

昭
和
十
二
年
旧
十
二
月
八
日
伊
東
親
一

死
亡
之
際
相
勤
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵
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草
刈
源
蔵

昭
和
十
三
年
旧
二
月
二
十
四
日

菊
地
只
之
助
祖
母
死
亡
之

際
相
勤
メ
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

（
三
三
・
二
㎝
×
一
三
・
〇
㎝
）
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大
正
十
一
年　

基
金
積
立
人
名

仝
十
二
年

仝
十
三
年　
　

大
正
十
五
年

仝
十
四
年　
　

昭
和
二
年

一
金
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
渡
邊
円
次
郎

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
三
橋
蔀

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
長
谷
川
左
右

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
天
童
様

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
菊
地
只
之
助

一
〃
壱
円　
　
　
　
　
　

㊞
㊞
伊
藤
左
金
吾

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
馬
場
直
右
衛
門

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
最
上
長
七
郎

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
佐
々
木
運
作

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
滝
口
半
四
郎

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
中
山
中

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
江
口
朝
治

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
郷
古
玉
治

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
今
野
清
次
郎

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
今
野
貞
治

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
庄
子
忠
孝

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
伊
東
清
之
助

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
伊
東
昌
右
衛
門

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
滝
口
清

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
鎌
田
猛

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
滝
口
忠
四
郎

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
三
橋
嘉
蔵

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
草
刈
錬

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
関
口
晃
治

一
〃
壱
円　
　

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
郷
古
丑
之
進

一
〃
壱
円　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
左
金
吾　
　

　
　
　
　

（
二
四
・
〇
㎝
×
三
二
・
四
㎝
）

98　

基
金
積
立
人
名　

（
№
０
０
５
６
４
）
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大
正
十
五
年
十
一
月

契
約
人
名
簿　
　
　

　
　
　

定

昭
和
十
一
年
十
一
月
十
八
日
今

野
専
次
郎
氏
本
契
約
当

番
ノ
際
同
氏
宅
ニ
於
テ
協
議

ニ
依
リ
左
記
ノ
事
項
ヲ
決

定
ス

一
、
本
契
約
規
定
ニ
基
ク
毎

歳
講
ヲ
過
シ
其
当
番
ノ

負
擔
シ
来
リ
タ
ル
経
費
ヲ

昭
和
十
二
年
度
ヨ
リ
本
講

員
一
人
当
リ
金
壱
円
五
拾

銭
ツ
ツ
ノ
割
ニ
テ
本
契
約
講

基
金
ノ
収
益
金
ヲ
以
テ
之

ニ
充
当
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
講
員
ニ
シ
テ
事
故
不

出
席
ノ
モ
ノ
ア
リ
ト
モ
控
除

セ
ズ
支
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

昭
和
五
年

　
　
　
　
　
　
　

○
三
橋
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀

昭
和
六
年

　
　
　
　
　
　
　

○
馬
場
直
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

昭
和
七
年

　
　
　
　
　
　
　

○
長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
直
右
衛
門

昭
和
八
年

　
　
　
　
　
　
　

○
滝
口　

清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山　

中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
十
年
十
一
月
二
十
四
日
（
旧
十
月
二
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　

○
最
上
長
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山　

中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口　

清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

昭
和
十
一
年
十
一
月
十
八
日
講
過
ス

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治

昭
和
十
二
年
十
二
月
五
日
講
過
し
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
忠
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山　

中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口　

清

　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田　

猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
錬

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
末
二

　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

昭
和
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
当
前
相
過
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
直
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治
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今
野
専
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋　

蔀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
円
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝

　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田　

猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈　

錬

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
朝
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田　

猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈　

錬

　
　
　
　
　
　
　
　

中
山　

仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝最
上口

長
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口　

清

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
直
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

計
貮
拾
四
人

一
、
昭
和
五
年
十
二
月
三
日

　
　

（
旧
十
月
十
四
日
）

　
　

講
ヲ
過
ス
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

一
、
昭
和
六
年
十
一
月
二
拾
弐
日

　
　

講
ヲ
過
ス
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
直
右
衛
門

一
、
昭
和
七
年
十
一
月
七
日

　
　

講
ヲ
過
シ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

一
、
昭
和
八
年
旧
十
月
九
日

　
　

講
ヲ
過
シ
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口　

清

一
、
昭
和
九
年
度
凶
作
ニ
付

　
　

延
期
ス

一
、
昭
和
拾
年
旧
十
月
廿
九
日

　
　
　

講
ヲ
過
ス
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
十
一
年
十
一
月
十
八
日
講

ヲ
相
過
ス
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
次
郎

（
三
三
・
一
㎝
×
一
三
・
二
㎝
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清
和
契
約
会
規
約

　
　
　
　
　

規
約

第
一
條　

本
会
ハ
清
和
契
約
会
ト
称
シ
天
童
家
ヲ

　
　

中
心
ト
シ
タ
ル
旧
家
臣
ヲ
以
テ
組
織
シ
報
本
反
始

　
　

ノ
精
神
ニ
テ
会
員
ノ
団
結
及
親
睦
ヲ
厚
ウ
ス
ル

　
　

ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
條　

本
会
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
ガ
為
秋
一
回
総
会
ヲ

　
　

開
キ
其
ノ
会
場
ハ
会
員
ノ
宅
ヲ
順
番
ニ
充
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
必
要
ニ
応
ジ
テ
臨
時
総
会
ヲ
開
ク
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
條　

本
会
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
キ
会
長
以
外下

ハ
選
挙

　
　

ス
其
ノ
任
期
ハ
四
ヶ
年
ト
ス

　

後
、
再
選
ハ
サ
マ
タ
ケ
ナ
イ

　
　

但
会
長
ニ
ハ
永
代
天
童
家
ヲ
推
戴
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　

会
長　

一
名　

副
会
長　

一
名

　
　
　
　

会
計　

二
名　

協
議
員　

五
名

第
四
條　

役
員
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
分
掌
ス

　
　

一
、
会
長
ハ
本
会
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス

　
　

二
、
副
会
長
ハ
会
長
ヲ
輔
佐
シ
会
長
事
故
ア
ル
時
ニ
ハ

　
　
　
　

之
ガ
代
理
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　

三　

会
計
ハ
役
員
合
議
ノ
上
会
計
上
一
切
ノ
事
務
ヲ

　
　
　
　

掌
ル

　
　

四　

協
議
員
ハ
会
計
上
ノ
諸
帳
簿
及
金
銭
ノ
出
納

　
　
　
　

監
査
ハ
勿
論
本
会
ニ
関
ス
ル
庶
務
ヲ
整
理
シ
且
緊

　
　
　
　

急
ヲ
要
ス
ル
事
項
ハ
会
員
ニ
代
リ
テ
決
議
ス
ル
コ
ト
ア
ル

　
　
　
　

ベ
シ

第
五
條　

本
会
ノ
基
本
金
ハ
信
用
ア
ル
銀
行
又
ハ
郵
便
局

　
　
　

ニ
預
リ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

但
相
当
ノ
保
証
ヲ
入
ル
ル
者
ニ
ハ
役
員
協
議
ノ
上
之
ヲ

　
　
　

貸
付
ケ
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
六
條　

新
ニ
入
会
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
時
ハ
役
員
協
議
ノ
上

　
　

之
ヲ
許
可
ス

　
　

但
当
時
ノ
基
本
金
ヲ
本
会
員
数
ニ
テ
除
シ
タ
ル
額

　
　

ヲ
出
金
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
條　

本
会
員
ニ
シ
テ
退
会
セ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ハ
基
本
金

　
　

ノ
分
与
ハ
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
條　

本
会
員
死
亡
ノ
場
合
ハ
相
続
者
其
ノ
権
利
義

　
　

務
ヲ
継
承
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　

但
相
続
者
幼
稚
ニ
シ
テ
会
員
ノ
義
務
ヲ
果
シ
能
ハ

　
　

ザ
ル
場
合
ハ
其
ノ
親
権
者
ヲ
シ
テ
之
ニ
代
ハ
シ
ム

第
九
條　

本
会
員
ハ
基
本
金
ノ
権
利
ヲ
他
人
ニ
譲
与
ス
ル
コ
ト

　
　

ヲ
得
ズ

第
十
條　

本
会
員
ハ
左
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　

一
、
総
会
ニ
列
ス
ル
コ
ト

　
　

二
、
会
員
ノ
家
ニ
死
亡
者
ア
ル
時
ハ
会
葬
シ
テ
次
ノ
事
項

　
　
　
　

ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　

イ
、
埋
葬
用
具
ノ
作
リ
方
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ロ
、
舁
方
（
二
名
）

　
　
　
　

ハ
、
穴
掘
（
二
名
）

　
　

三
、
災
害
時
ニ
対
ス
ル
手
伝

第
十
一
條　

本
会
員
ハ
四
名
ヅ
ヅ
ヲ
以
テ
当
相
手
ヲ
作
リ
其
ノ
一
人

　
　
　

ニ
当
リ
タ
ル
当
前
ノ
事
項
ハ
互
ニ
協
力
シ
テ
遂
行
ス
ル
コ
ト

第
十
二
條　

当
前
ハ
総
会
ノ
際
本
会
ノ
書
類
入
箱
ヲ
受
取
リ

　
　
　

タ
ル
時
ヨ
リ
次
ノ
総
会
ヲ
結
了
シ
書
類
入
箱
ヲ
次
ノ
会
員

　
　
　

ニ
譲
リ
渡
ス
時
マ
デ
ト
ス

第
十
三
條　

当
前
ノ
会
員
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
行
フ

　
　
　

一
、
総
会
ノ
場
合

　
　
　
　
　

イ
、
会
場
ノ
準
備

　
　
　
　
　

ロ
、
総
会
員
ニ
対
ス
ル
膳
部
ノ
準
備

　
　
　
　
　

ハ
、
三
日
前
総
会
ノ
期
日
ヲ
報
告
ス
ル
コ
ト

　
　
　

二
、
会
員
死
亡
ノ
場
合

　
　
　
　
　

会
員
及
其
ノ
家
族
ノ
死
亡
ノ
際
ハ
死
亡
者
ノ
氏

　
　
　
　
　

名
及
埋
葬
ノ
日
時
ヲ
報
知
シ
且
葬
儀
準
備

　
　
　
　
　

ノ
為
集
合
ス
ル
時
間
ヲ
予
告
ス
ル
コ
ト

　
　
　

三
、
臨
時
会
議
ノ
会
場
ノ
提
供

　
　
　

四
、
会
員
ニ
対
ス
ル
前
事
項
以
外
ノ
総
ベ
テ
ノ
通
知
方

第
十
四
條　

本
会
員
ハ
基
本
金
ト
シ
テ
年
一
回
総
会
ノ
時
金

　
　
　

壹
円
ヲ
貯
蓄蓄

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
條　

本
会
役
員
ハ
各
次
ノ
諸
帳
簿
ヲ
整
理
ノ
上
捺
印　
　

　
　
　

シ
置
ク
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

一
、
協
議
員

　
　
　
　
　

会
員
当
相
手
人
名
簿　

当
前
割
当
簿　
　

　
　
　
　
　

掘
方
順
番
帳　
　
　
　

舁
夫
順
番
帳

　
　
　
　
　

膳
部
定
書
帳　
　
　
　

会
議
録

　
　
　
　
　

年
度
会
計
報
告
綴　
　

記
事
録

　
　
　
　
　

規
約

　
　
　

二
、
会
計
係

　
　
　
　
　

会
計
簿　
　
　
　
　
　

年
度
会
計
報
告
綴

第
十
六
條　

会
計
ハ
年
一
回
総
会
ノ
時
年
度
決
算
書

　
　
　

（
前
年
旧
十
一
月
一
日
ヨ
リ
当
年
旧
十
月
末
日
迄
ノ
計
算
分
）

　
　
　

ヲ
総
会
員
ニ
配
布
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
條　

総
会
ニ
於
テ
決
議
ス
ベ
キ
事
項
左
ノ
如
シ

　
　
　

一
、
会
則
ノ
訂
正

　
　
　

二
、
役
員
ノ
選
挙

　
　
　

三
、
其
ノ
他

第
十
八
條　

本
会
員
ハ
前
條
ノ
規
約
ヲ
確
守
シ
後
日

　
　
　

異
議
ナ
キ
為
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　　
　
　

昭
和
十
二
年
旧
十
一
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童
頼
信
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
専
治
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
忠
孝
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑
之
進
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
隼
太
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
長
十
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
進
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
蔀
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
源
蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
定
治
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
勇
四
郎
㊞

　
　

総
会
ノ
決
議
ニ
依
リ
改
正
セ
ル
事
項

昭
和
十
三
年
旧
十
月
十
三
日
決
議　

第
五
條
ニ
左
ノ
三弐

項
ヲ
加
フ

　
　

二
、
会
員
中
不
慮
ノ
災
害
ニ
遭
ヒ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
本
人

　
　
　
　

ノ
申
込
ニ
ヨ
リ
当
相
手
保
証
ニ
依
リ
金
五
十
円
ヲ

　
　
　
　

限
度
ト
シ
月
拾
円
ニ
ツ
キ
利
子
五
銭
ノ
割
ヲ
以
テ

　
　
　
　

一
週
間
ヲ
限
リ
貸
付
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　

三
、
百
円
ノ
準
備
金
ヲ
置
ク
コ
ト

（
二
四
・
五
㎝
×
一
六
・
七
㎝
）
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昭
和
十
二
年
十
二
月

　

会
議
録

　
　

清
和
契
約
会

　

昭
和
十
二
年
旧
十
一
月
三
日

　

滝
口
隼
太
当
前
ノ
際
左
ノ
事
項
ヲ
議
決
ス

　

一
、
当
契
約
会
ノ
規
約
制
定
ノ
必
要
ヲ
認
メ
会
員
一
同
ニ
テ

　
　
　

之
ヲ
審
議
決
定
セ
リ

　

二
、
役
員
ノ
選
挙
決
定
左
ノ
通
リ

　
　
　
　

副
会
長　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　

会　

計　
　
　

滝
口
隼
太　
　
　

中
山
定
治

　
　
　
　

協
議
員　
　
　

滝
口
半
四
郎　
　

郷
古
丑
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　

三
、
本
年
度
当
前
ヨ
リ
肴
費
ト
シ
テ
一
人
前
金
壹
円
五
拾
銭

　
　
　

ヅ
ツ
会
員
数
ダ
ケ
契
約
会
貯基

金
ヨ
リ
出生

ズ
ル
利
子
ヨ
リ

費
シ
テ
従
来

　
　
　

ノ
各
会
員
ノ
出
費
セ
ル
肴
料
ヲ
全
廃
ス
ル
コ
ト

　

四
、
従
来
酒
八
升
ヲ
五
升
ニ
改
ム
コ
ト

昭
和
十
四
年
九
月
十
八
日

　

一
、
堀
方
、
舁
方
ニ
於
テ
其
ノ
番
ニ
当
リ
実
施
ゼ
ザ

　
　
　

ル
時
ハ
次
ニ
於
テ
施
行
ス
ル
コ
ト

昭
和
十
四
年
十
一
月
十
二
日

　

一
、
基
金
ト
シ
テ
毎
年
金
五
拾
銭
ヲ
積
立
ル
コ
ト

　
　
　

ヲ
決
議
ス

昭
和
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
伊
東
き
よ
じ
当
前
ノ
際
役
員
満
期
ニ

付
同
役
員
ノ
改
選
ヲ
諮
リ
タ
ル
ニ
馬
場
敏
雄
氏
ノ
発
言
ニ
ヨ
リ
役
員

ノ
選
挙
ヲ
省
略
シ
向
一
期
間
各
役
員
ノ
重
任
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
動
議

ア
リ
タ
ル
ニ
会
員
一
同
ノ
賛
成
ア
リ
動
議
成
立
シ
役
員
全
員
ノ

留
任
ト
決
定
セ
リ

昭
和
十
七
年
十
一
月　

日
総
会
ニ
於
テ
本
会
基
金

ノ
貸
付
利
率
年
壱
割
ヲ
昭
和
十
八
年
度
ヨ
リ

年
六
分
ニ
引
下
ゲ
貸
付
ク
ル
コ
ト
ニ
決
定
ス

昭
和
十
八
年
十
一
月
廿
一
日
議
決
事
項

　

一
、
鮭
ノ
求
メ
方
至
難
ノ
時
ハ
他
ノ
魚
ヲ
以
テ
代
フ
ル
コ
ト

　

二
、
酒
ハ
全
会
員
ヨ
リ
二
合
ツ
ツ
集
メ
テ
総
会
ニ
充
テ
ル
コ
ト

　
　
　

ヲ
得

昭
和
二
十
年
十
一
月
廿
日
滝
口
修
二
君
当
前
総
会
ニ
テ

本
会
ノ
役
員
満
期
ニ
付
其
改
選
ト
並
ニ
滝
口
半
四
郎

郷
古
丑
之
進
両
協
議
員
ノ
死
亡
後
欠
員
ト
ナ
リ
居
ル

101　

会
議
録
（
清
和
契
約
会
）　

（
№
０
０
５
６
７
）

三
字

抹
消

訂
正
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其
補
充
ヲ
モ
ナ
シ
ベ
キ
旨
ヲ
諮
リ
タ
ル
ニ
会
員
タ
ル
江
口

進
氏
ノ
動
議
ア
リ
本
会
ノ
規
約
ニ
ヨ
リ
役
員
ノ
改
選
ハ
選
挙

ニ
俟
ツ
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
モ
現
役
員
一
同
ハ
何
レ
モ
適
任
者
ナ
ル
ヲ
以
テ

選
挙
ヲ
省
略
シ
テ
其
儘
留
任
ト
セ
ラ
レ
タ
キ
コ
ト
又
次
ニ
協
議

員
ノ
補
充
ハ
滝
口
郷
古
両
氏
ノ
相
續
人
タ
ル
滝
口
修
二

郷
古
茂
両
君
ヲ
シ
テ
最
適
任
者
デ
モ
ア
ル
カ
ラ
欠
員
ノ
協

議
員
ト
シ
テ
挙
ゲ
タ
キ
意
見
ノ
陳
述
ア
リ
タ
ル
ト
コ
ロ
全
員
ノ

賛
成
ア
リ
テ
真
ニ
動
議
成
立
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
役
員
一
同
ノ
留

任
協
議
員
ノ
補
充
ト
シ
テ
ハ
滝
口
修
二
郷
古
茂
両
君
ト

決
定
セ
リ

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
日
菊
地
只
之
助
氏

当
前
ノ
総
会
ニ
於
テ
協
議
々
決
事
項

左
ノ
如
シ

昭
和
二
十
二
年
度
ヨ
リ

一
、
酒
五
升
並
ニ
肴
一
切
之
準
備
ヲ

　
　

全
廃
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
セ
リ

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
廿
一
日
今
野
今
治
氏
当

前
総
会
ニ
於
テ
協
議
々
決
事
項
左
ノ
如
シ

一
、
次
期
総
会
ヨ
リ
賄
ヲ
餅
ニ
変
更
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　

但
シ
各
自
餅
白
米
壱
升
ツ
ツ
ヲ
出
シ
コ
ト

一
、
昭
和
二
十
三
年
度
ヨ
リ
積
立
金
ヲ
拾
円
ツ
ツ
ト
ス
ル
コ
ト

一
、
総
会
ニ
於
ケ
ル
賄
方
ノ
変
更
ニ
ヨ
リ
即
チ
酒
並

　
　

ニ
肴
ノ
全
廃
ニ
伴
ヒ
会
ヨ
リ
補
助
金
弐

　
　

拾
四
円
ヲ
モ
停
止
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

一
、
昭
和
廿
三
年
十
一
月
十
四
日

　
　

江
口
進
殿
当
前
ニ
於
テ
決
議
事
項

　
　

舁
方
堀
方
当
番
タ
リ
シ
モ
当
日
事
項
ア
リ
タ
ル

　
　

場
合
ハ
次
ノ
番
ニ
繰
合
セ
ル
コ
ト

　
　

会
計
中
山
定
治
氏
死
亡
ニ
ヨ
リ
其
後
任
ト
シ
テ
関

　
　

口
晃
治
氏
ヲ
満
場
一
致
ヲ
以
テ
選
任
セ
リ

一
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
四
日
郷
古
茂
殿
ノ
当
前

　
　

総
会
ニ
於
テ
決
議
シ
タ
ル
事
項
左
ノ
如
シ

　
　

会
員
ニ
於
テ
基
金
ノ
融
通
ヲ
ス
ル
場
合
ハ
年
壱

　
　

割
ト
シ
期
間
ヲ
三
ケ
月
ト
ス
ル
コ
ト

　
　
　

但
シ
事
情
ニ
ヨ
リ
延
期
ス
ル
コ
ト

三
、
本
年
度
ニ
於
テ
唐
鍬
壱
丁
ト
ス
コ
ッ
プ

　
　

壱
丁
ヲ
準
備
ス
ル
コ
ト

昭
和
二
十
五
年
十
一
月
廿
六
日
中
山
忠
一
右総

会当

前
ノ
際
協
議
決
議
事
項
左
ノ
如
シ

一
、
本
会
々
員
中
に
於
て
不
時
の
不
幸
を
招
ぎ
た
る
際

　
　

若
し
も
基
金
の
融
資
を
請
わ
る
場
合
□
を

　
　

慮
り
其
資
に
充
当
す
る
目
的
に
て
先
為
其
当
り

　
　

壱
萬
円
程
度
位
ハ
基
本
金
蓄
積
の
可
否
を

　
　

諮
り
た
る
に
前

（
マ
マ
）場

異
議
な
く
賛
成
し
之
を
承

　
　

認
決
定
せ
り

　
　

但
シ
明
年
昭
和
二
十
六
年
度
及
同
二
十
七
年
度
の

　
　

弐
ケ
年
に
渉
り
会
員
一
人
ニ
付
一
年
壱
回
に
金

　
　

弐
百
円
宛
積
立
つ
る
事

昭
和
二
十
七八

年
十
一
月
十
八
日
伊
東
昌
之
助
君
当
前
の
際
総
会

に
於
て
協
議
決
議
事
項
左
の
如
し

一
、
本
会
役
員
満
期
に
付
き
其
後
任
者
選
出
方
法

　
　

を
如
何
に
す
べ
き
や
を
諮
り
た
る
に
馬
場
敏
雄
氏

{



209

　
　

は
本
会
の
規
約
に
よ
れ
ば
選
挙
に
す
べ
き
で
あ
る
も
前

　
　

例
も
あ
る
の
で
選
挙
を
省
略
し
て
推
薦
に
し
て

　
　

決
定
し
た
き
旨
を
述
べ
た
の
に
満
場
異
議
な
く
賛

　
　

成
し
た
る
も
三
橋
冨
市
氏
ハ
之
に
対
し
副
会
長

　
　
　
　

其
儘
と
て

　
　

会
計
協
議
員
三
名
の
内
壱
名
滝
口
修
二
氏
脱

　
　

会
し
た
る
に
よ
り
其
代
り
に
馬
場
敏
雄
氏
を
推
薦

　
　

し
た
い
と
述
べ
た
全
員
同
意
之
に
決
定
し
た

　
　

副
会
長
会
計
協
議
員
氏
名
左
の
如
し

一
、
副
会
長
鎌
田
猛　

会
計
滝
口
隼
太

　
　

協
議
員
菊
地
只
之
助　

同　

馬
場
敏
雄

　
　

同　

滝
口
勇
四
郎

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
六
日
関
口
勇
治
君
当
前
総

会
に
於
て
協
議
決
議
事
項
左
の
如
し

一
、
昭
和
廿
八
年
十
一
月
廿
三
日
草
刈
長
治
君
当
前
総
会
に
於
て

　
　

昨
年
よ
り
本
年
度
弐
ケ
年
間
本
会
の
決
議
に
基
き
本
総
会
員

　
　

中
不
幸
の
際
融
資
を
目
的
と
し
る
基
金
と
し
て
壱
萬

　
　

円
の
畜
積
し
た
る
も
充
分
と
云
ふ
を
得
ざ
る
感
が
あ
る
の
で

　
　

当
時
年
度
よ
り
引
続
き
弐
ケ
年
同
上
資
金
弐
萬
円
に

　
　

達
す
る
様
会
員
一
人
一
回
弐
百
円
宛
積
立
す
る
案
を
提

　
　

出
し
其
可
否
を
諮
り
た
る
所
満
場
異
議
な
く
之
に
賛
成

　
　

し
た
る
を
以
て
明
二
十
九
年
度
よ
り
実
行
す
る
事
に
決
定

　
　

せ
り

昭
和
三
十
年
十
一
月
二
十
七
日
三
橋
豊
治
君
当
前
総
会
に
於
て

前
年
度
通
り
年
一
回
会
員

一
人
に
付
金
弐
百
円
宛
積
立
つ
る

事
に
全
員
賛
成
し
之
に
決
定
せ
り

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
二
日
馬
場
敏
雄
君
当
前
総
会
に

於
て
三
橋
豊
治
氏
の
動
議
に
よ
り
従
来
貯
畜
し
ツ
ツ

ア
ル
基
金
ヲ
本
年
度
限
り
ト
シ
テ
打
切
ラ
テ
ハ
ド
う
か
と
の

意
見
の
開
陳
が
あ
り
た
る
に
よ
り
右
議
題
と
し
て
審
議
せ

し
に
昭
和
三
十
二
年
度
支
本
年
度
同
様
一
人
金
弐
百
円

宛
畜
積
し
る
事
爾
後
中
止
し
る
事
に
多
数
賛
成
あ
り
た

る
に
よ
り
決
定
せ
り

以
上
決
議
す

（
二
三
・
三
㎝
×
一
六
・
二
㎝
）
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昭
和
十
二
年
十
二
月

　

当
相
手　
　

人
名
簿

　

当
前
割
当

　
　
　
　
　
　
　

清
和
契
約
会

当
相
手
人
名

　
　

今
野
今
治

　
　

今
野
専
治
郎

　
　

郷
古
玉
治　
　
　

１

　
　

江
口
進

　
　

佐
々
木
運
作

　
　

庄
子
忠
孝

　
　

滝
口
半修



二

四
郎

　
　

滝
口
隼
太

　
　

最
上
長
七
郎　
　

２

　
　

中
山
定
治

　
　

滝
口
勇
四
郎

　
　

郷
古
丑
之
進

　
　

菊
地
只
之
助

　
　

鎌
田
猛　
　
　
　

３

　
　

草
刈
源
蔵

　
　

天
童
頼
信

　
　

関
口
晃
治

　
　

三
橋
蔀　
　
　
　

４

　
　

三
橋
嘉
蔵

　
　

渡
辺
長
十
郎

　
　

馬
場
敏
雄

　
　

伊
東
昌
之
助　
　

５

　
　

長
谷
川
左
右

　
　

伊
東
清
之
助 　
　

天
童
頼
信

　
　

当
前
割
当
人
名

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
十
七
年

十
一
月
廿
三
日 

　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　

昭
和
十
四
年　
　

〃

三

十

八

年

十
一
月
廿
三
日 

　
　
　
　

天
童
頼
信

昭
和
十
五
年　

 
 

　
　
　
　

庄
子
忠長

左
エ
門

孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
六
年

　

〃
三
月
三
日 

昭
和
廿
六七
年
十
一
月
退
会 

　
　
　
　

伊
東
清延

吉之
助

102　

当
相
手
当
前
割
当
人
名
簿
（
清
和
契
約
会
）　

（
№
０
０
５
６
８
）

昭
和
十
三
年

十
一
月
廿二

十
七三

日
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昭
和
十
七
年 

 

　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
八
年　
　

〃
十
一
月
廿
一
日 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

三
橋
蔀道

雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
九
年　
　

〃
十
一
月
廿
二
日  

 
 

 

佐
々
木
運正

二作　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

昭
和
二
十
年

十
一
月
廿
日 

昭
和
廿
六
年
十
一
月
退
会 

　
　
　
　

滝
口
半修

二四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
一
年

十
一
月
二
日

 
 

 
 

 

菊
地
只喜

久

治

之
助

 
 

 
 

昭
和
二
十
二
年

十
一
月
廿
一
日 

 
 

 
 

今
野
今
治

 
 

 
 

昭

和

廿

三

年

十
一
月
十
四
日 

 
 

　
　
　

◎
江
口
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
廿
四
年

十
二
月
四
日 

 
 

 
 

郷
古
丑
之茂

進

 
 

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭

和

廿

五

年

十
一
月
廿
六
日 

 
 

 
 

中
山
定忠

一治

 
 

 
 

昭

和

廿

六

年

十
一
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
七
年

十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

関
口
晃勇

治治

 
 

 

　
　
　
　
　
　

　

〃

廿

八

年

十
一
月
廿
三
日 

 
 

 
 

草
刈
源長

治蔵

 
 

 
 

　

〃

廿

九

年

十
一
月
廿
三
日 

 
 

 
 

渡
辺
長
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〃

三

十

年

十
一
月
廿
七
日 

 
 

 
 

三
橋
嘉豊

治蔵

 
 

 
 

　

〃
三
十
一
年

十
二
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〃
三
十
二
年

十
二
月
一
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

長
谷
川
左

保
右

 
 

 
 

　

〃
三
十
三
年

十
一
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
勇
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〃
三
十
四
年

十
二
月
六
日

 
 

 
 

 

最
上
長長

一
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〃
三
十
五
年

十
一
年
廿
七
日 
 

 
 

 

今
野
専順

蔵
治
郎

 
 

 
 

　

〃
三
十
六
年

十
一
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
隼
太

    

4
6
.
1
1
.
1
5
 

 
ま
す

す
し

(
塩

釜
)
 
 
 
 
 
 

江
口
幹
雄

4
7
.
1
1
.
2
8
 

 
平
塚

魚
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
古　

茂

会
ヒ

1
,
8
0
0

　
　

1
1
.
2
3

　

 
ホ

テ
ル

多
賀

城
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
山
忠
一

4
8
.
1
1
.
1
8

　
　

\
1
,
8
0
0

　
　

松
ケ

浜
御
殿

場
 

　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

4
9
.
1
1
.
2
3

　
　

\
2
,
0
0
0

　
　

東
田

中
星

治
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
口
正
子

5
0
.
1
1
.
2
4

　
　

\
2
,
5
0
0

　
　
　
　

〃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
刈
長
治

5
1
.
1
1
.
2
8

　
　

\
2
,
5
0
0

　
　
　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

宏

5
2
.
1
1
.
2
0

　
　

\
2
,
5
0
0

　
　

小
島

食
堂　

伝
上

山
 
 
 
 
 
 

三
橋
豊
治

5
3
.
1
1
.
1
2

　
　

\
2
,
5
0
0

　
　

沖
鈴

木
魚

屋

　
　
　
　
　
　

馬
場　

隆

5
4
.
1
1
.
1
1

　
　

\
3
,
0
0
0

　
　

上
ニ

同
ジ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川
保

 
 
 
1
1
.
1
6

　
　

\
3
,
5
0
0

　
　
　
　

〃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滝
口
清
松

5
6
.
1
1
.
1
8

　
　

\
3
,
5
0
0

　
　

米
沢

屋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
上
長
一

5
7
.
1
1
.
2
8

　
　
　
　
　
　
　

星
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
野
順
蔵

五
〇
年
よ
り
脱
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滝
口
隼
太

五
一
年　
　

脱
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎌
田
武
雄

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
童
頼
信

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
子
長
左
エ
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
古
佐
門
太

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
橋
道
雄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
々
木
正
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊
地
喜
久
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
野
今
治

　
　
　
　

 
 

 
 

　
　

 
 
 
 
 
 

二
十
二
名

 
 

 
 

 

　
　

 
 
 
 
 
 
 

二
〇
名

（
二
三
・
四
㎝
×
一
六
・
三
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昭
和
十
二
年
十
二
月

　

記
事
録

　
　
　

清
和
契
約
会

昭
和
十
二
年
旧
十
二
月
八
日

　

伊
東
清
之
助
氏
ノ
長
男
親
一
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
八
時
集
合
仝
十
時
出
棺
多
賀
城
小
學
校
ニ
於
テ
村

　

葬
ノ
禮
ヲ
以
テ
告
別
式
ヲ
擧
行

　

親
一
殿
ハ
昭
和
十
二
年
ノ
日
支
事
変
ニ
出
征
北
支
ニ
テ
名
譽
ノ

　

戦
死
シ
セ
ラ
ル

仝
十
三
年
旧
二
月
廿
四
日

　

菊
地
丹
下
氏
ノ
母
堂
ノ
埋
葬

　

午
前
八
時
集
合
仝
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

馬
場
敏
雄　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

　
　
　
　

舁
夫　
　

長
谷
川
左
右　
　
　

鎌
田
猛

仝
十
三
年
旧
二
月
廿
六
日

　

江
口
朝
治
殿
ノ
埋
葬

　

正
午
十
二
時
集
合
午
后
三
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

滝
口
隼
太　
　
　
　

今
野
今
治

　
　
　
　

舁
夫　
　

庄
子
忠
孝　
　
　
　

郷
古
丑
之
進

仝
十
三
年
四
月
七
日(

旧
三
月
七
日)

　

江
口
進
氏
ノ
弟
末
二
殿
ノ
埋
葬

　
　

午
后
一
時
集
合
仝
二
時
半
終
了

　
　
　
　

掘
方　
　

舁
夫　

ナ
シ

昭
和
十
三
年
五
月
二
十
七
日

　

今
野
専
治
郎
殿
ノ
埋
葬

　

午
后
一
時
集
合　

同
三
時
出
棺

　
　
　
　

堀
方　
　

佐
々
木
運
作　
　
　

菊
地
丹
下

　
　
　
　

舁
方　
　

今
野
今
治　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

昭
和
十
三
年
七
月
二
十
六
日

　

伊
東
清
之
助
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
七
時
集
合　

同
拾
時
出
棺

　
　
　
　

堀
方　
　

郷
古
玉
治　
　
　
　

今
野
順
蔵

　
　
　
　

舁
方　
　

渡
部
長
次
郎　
　
　

三
橋
嘉
蔵

昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
日

　

瀧
口
半
四
郎
殿
埋
葬

　

午
後
一
時
集
合　

同
三
時
出
棺

　
　
　
　

堀
方　
　

三
橋
蔀　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

　
　
　
　

舁
方　
　

瀧
口
勇
四
郎　
　
　

瀧
口
隼
太

昭
和
十
四
年
九
月
十
八
日

　

伊
東
清
之
助
殿
ノ
母
堂
ノ
埋
葬

　

午
後
二
時
出
棺

　
　
　
　

堀
方　
　

火
葬
ノ
為
ナ
シ

　
　
　
　

舁
方　
　

草
刈
源
蔵　
　
　
　

三
橋
蔀

昭
和
十
四
年
旧
九
月
十
一
日

　

郷
古
玉
治
殿
ノ
母
堂
ノ
埋
葬

　

午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

関
口
晃
治　
　
　
　

中
山
定
治

　
　
　
　

舁
方　
　

馬
場
敏
雄　
　
　
　

今
野
順
蔵

昭
和
十
四
年
旧
十
一
月
廿
五
日

　

草
刈
源
蔵
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

郷
古
丑
之
進　
　
　

江
口
進

103　

記
事
録
（
清
和
契
約
会
）　

（
№
０
０
５
６
９
）
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舁
方　
　

伊
東
昌
之
助　
　
　

佐
々
木
運
作

昭
和
十
六
年
旧
二
月
六
日

　

滝
口
隼
太
殿
娘
昌
子
埋
葬

　

午
後
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

最
上
長
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄　

長
谷
川
左
右
君

ノ
代
務　
　

　
　
　
　

舁
方　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
清
之
助

昭
和
十
六
年
旧
十
二
月
廿
三
日

　

今
野
順
蔵
殿
弟
七
郎
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
十
時
多
賀
城
校
ニ
於
テ
慰
霊
祭

　
　

執
行

　
　
　
　

掘
方　
　

瀧
口
修
治

　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

昭
和
十
八
年
三
月
三
十
日

　

関
口
晃
治
殿
ノ
弐
男
親
亮
ノ
埋
葬

　

午
前
十
時
山
王
校
ニ
於
テ
慰
霊
祭
執
行

　
　
　
　

掘
方　
　

庄
子
忠
孝

　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
勇
四
郎

昭
和
十
八
年
九
月
十
四
日

　

今
野
忠
孝
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
拾
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

三
橋
嘉
蔵　
　
　
　

渡
辺
長
十
郎

　
　
　
　

舁
方　
　

中
山
定
治　
　
　
　

郷
古
玉
治

昭
和
十
九
年
二
月
五
日

　

滝
口
隼
太
殿
娘
久
子
ノ
埋
葬

　

午
後
二
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

草
刈
み
よ　
　
　

馬
場
敏
雄

　
　
　
　

舁
方　
　

関
口
晃
治　
　
　

江
口
進

昭
和
十
九
年
三
月
十
四
日

　

郷
古
茂
殿
父
丑
之
進
ノ
埋
葬

　

午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

今
野
今
治　
　
　

伊
東
昌
之
助

　
　
　
　

舁
方　
　

長
谷
川
左
右　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
十
九
年
八
月
二
十
四
日

　

滝
口
隼
太
殿
ノ
母
き
よ
ノ
埋
葬

　

午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

郷
古
茂

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　

舁
方　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
長
左
衛
門

昭
和
二
十
年
旧
一
月
六
日

　

今
野
今
治
殿
ノ
母
も
も
よ
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
運
作

　
　
　
　

舁
方　
　

郷
古
佐
門
太

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
茂

昭
和
二
十
年
八
月
八
日

　

瀧
口
修
二
殿
ノ
母
お
か
ね
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

瀧
口
隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
晃
治

　
　
　
　

舁
方　
　

渡
辺
長
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
修
二

昭
和
二
十
一
年
一
月
十
三
日

　

郷
古
茂
殿
ノ
娘
や
す
子
ノ
埋
葬

　

午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

三
橋
富
市

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
よ
し

　
　
　
　

舁
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
勇
四
郎

昭
和
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日
馬
場
一
学
君
ノ
埋
葬

　

同
日
午
後
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

三
橋
冨
市

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
茂

　
　
　
　

舁
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
定
治

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
三
橋
昌
示
殿
ノ
埋
葬

　

同
日
午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

江
口
進

　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

昭
和
廿
一
年
十
二
月
十
七
日
中
山
定
治
殿
ノ
母
堂

ノ
埋
葬

　

同
日
午
前
十
時
告
別
式
挙
行

　
　
　
　

掘
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
長
左
衛
門

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
廿
七
日
今
野
剛
、
郷
古
東
治
郎
殿

ノ
埋
葬

　

同
日
午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛
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瀧
口
勇
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
修
二

　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
長
次
郎

昭
和
廿
二
年
十
二
月
十
八
日

　

菊
地
丹
下
殿
ノ
埋
葬

　

仝
日
午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
み
よ

　
　
　
　

舁
方

　
　
　
　
　
　
　
　

中
山
定
治

　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

昭
和
廿
三
年
三
月
十
六
日

　

瀧
口
正
之
助
殿
ノ
埋
葬

　

仝
日
午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄

昭
和
廿
三
年
八
月
十
五六

日

　

伊
東
よ
し
殿
ノ
埋
葬

　

仝
日
午
前
十
一
時
告
別
式
挙
行

昭
和
廿
三
年
拾
月
丗
一
日

　

中
山
定
治
殿
ノ
埋
葬

　

仝
日
午
前
十
一
時
告
別
式
挙
行

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
十
九
日

　

佐
々
木
運
作
殿
ノ
埋
葬

　

同
日
午
前
十
二
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

今
野
今
治

　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
隼
太

　
　
　
　

舁
方

　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄

昭
和
廿
五
年
四
月
十
六
日

　

三
橋
蔀
殿
の
埋
葬

　

仝
日
午
後
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
順
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　
　
　
　

舁
方

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
順
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌延

吉之
助

昭
和
二
十
六
年
六
月
十
一
日

　

長
谷
川
左
右
殿
ノ
埋
葬

　

午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

佐
々
木
正
二

　
　
　
　
　

〃　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　

舁
方

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
正
二

一
、
昭
和
廿
六
年
七
月
廿
一
日

　
　
　

関
口
晃
治
殿
の
埋
葬

　
　
　

午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

関
口
晃勇

治

　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
富
市

　
　
　
　

舁
方

　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
只
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

一
、
昭
和
廿
六
年
八
月
廿
九
日

　
　
　

最
上
長
七
郎
殿
の
埋
葬

　
　
　

午
前
十
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

伊
東
延
吉

　
　
　
　
　

〃　
　

中
山
忠
一

　
　
　
　

舁
方　
　

関
口
勇
治

　
　
　
　
　

〃　
　

中
山
忠
一

一
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
十
日

　
　
　

郷
古
茂
殿
の
娘
史
子
の
埋
葬

　
　
　

午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

江
口
進

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

　
　
　
　

舁
方

　
　
　
　
　
　
　
　

江
口
進

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

昭
和
廿
七
年
十
二
月
一
日

　

草
刈
み
よ
殿
の
埋
葬

　

午
前
十
一
時
出
棺

　
　
　
　

掘
方　
　

郷
古
茂

　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
一

　
　
　
　

舁
方

　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
保

　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

昭
和
廿
七
年
十
二
月
八
日

　

馬
場
敏
雄
殿
母
堂
の
埋
葬
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午
後
十
二
時
半
出
棺

　
　
　
　

掘
方

　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
保

　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
長
左
衛
門

　
　
　
　

舁
方　
　

庄
子
長
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
茂

昭
和
廿
八
年
十
一
月
十
五
日

　
　

天
童
頼
信
殿
母
堂
の
埋
葬

　
　

出
棺　

午
前
十
時

　
　
　
　

掘
方

　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　

瀧
口
勇
四
郎

　
　
　
　

舁
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治

　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
長
次
郎

昭
和
三
十
一
年
七
月
廿
九
日

　

郷
古
玉
治
殿
の
埋
葬

　
　

出
棺　

午
後
二
時

　
　
　
　

掘
方

　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
一

　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
豊
治

　
　
　
　

舁
方　
　

今
野
順
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

昭
和
三
十
二
年
一
月
二
日

　

三
橋
富
市
殿
の
埋
葬

　

出
棺　

午
前
十
時

　
　
　
　

堀
方

　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
保

　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
勇
四
郎

　
　
　
　

舁
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

な
し

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
七
日

　

渡
辺
長
次
郎
息
女
の

（
清
子
）

埋
葬

　
　

出
棺　

午
后
一
時

　
　
　
　

堀
方

　
　

鎌
田
猛

　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
一

　
　
　
　

舁
方　
　

佐
々
木
正
二

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
佐
門
太

昭
和
三
十
四
年
二
月
三
日

　

伊
東
昌
之
助
の
息
女
あ
き
の

　

埋
葬

　
　

出
棺　

午
前
十
一
時

　
　
　
　

堀
方

　
　

渡
辺
長
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

草
刈
茂
治

　
　
　
　

舁
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
喜
久
治

　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
一

昭
和
三
十
五
年
三
月
廿
六
日

　

三
橋
三
雄
氏
の
祖
母
き
く
え

　

の
埋
葬

　
　
　
　

堀
方　
　

馬
場
敏
雄

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東
昌
之
助

　
　
　
　

舁
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

庄
子
長
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
今
治

昭
和
三
十
六
年
一
月
十
六
日

　

今
野
順
蔵
氏
ノ
母
堂
の
埋
葬

　

火
葬
の
為
告
別
式
後
□
関

　
　

堀
方
舁
方
な
し

昭
和
三
十
八
年
一
月
八
日

　

関
口
等
殿
の
埋
葬

　
　

午
前
十
一
時　

葬
儀

　
　

舁
方
、
穴
堀
な
し

昭
和
三
十
八
年
一
月
十
四
日

　

関
口
晃
治
殿
の
妹
み
ち
子
殿
の
埋
葬

　
　

午
前
拾
時
自
宅
告
別
式
挙
行

　
　

契
約
連
中
正
月
中
に
付
集
合
な
し

昭
和
三
十
八
年
八
月
三
十
一
日

　

草
刈
は
る
殿
の
埋
葬

　
　

午
後
一
時　

葬
儀

　
　
　
　

堀
方

　
　
　
　
　
　
　
　

今
野
順
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
佐
門
太

　
　
　
　

舁
方　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
茂

　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
長
次
郎

昭
和
三
十
八
年
十
二
月
廿
六
日

　

馬
場
敏
雄
殿
の
埋
葬

　
　

午
後
一
時　

告
別
式
挙
行

　
　
　
　

堀
方
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佐
々
木
正
治

　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
喜
久
治

　
　
　
　

舁
方　
　

な
し

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４
４

．１
１

．１
６

規
約
一
部
改
正

１

．４
５
年
度
ヨ
リ

餅
廃
止
移
動
契
約
ト

ス

２

．会
費
１
人
１
,
５

０
０
円
ト

シ

３

．当
相
手
１
週
間
前
ニ
集
金
ノ
コ
ト

４

．利
子
分

２
,
５

０
０
円
補
助
ス

　
５

０

．１
１

．２
４

星
治
に
て

例
年
の
通
り
総
会
行
フ

滝
口
忠
雄
氏
脱
会
ヲ

報
告
ス

総
会
ニ
於
テ
脱
会
者
ニ
ハ
分
配
金
ヲ
支
払
ハ
ヌ
コ
ト
全
員
異
議
ナ
イ
事

決
議
ス

　
　

書
名
印　

江
口
幹
雄
㊞

　
　
　
　
　
　

佐々
木
正
二
㊞

（
二
三
・
三
㎝
×
一
六
・
二
㎝
）
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昭
和
十
二
年
十
二
月

　

掘
方　

順
番
帳

　

舁
夫

　
　
　
　

清
和
契
約
会

○
十
三
年　
　

二
月
廿
六
日　

   

十
九
年　
　

三
月
十
四
日　

   

廿

三

年　
　

十
一
月
十
九
日　
　

三
十
年　

五
月
八
日　
　

昭
和
三
十
六
年

十
二
月
十
日
　

 
 
 
 
 
 
 
 

今
野
今
治

○
仝　
　
　
　

二
十
年　
　

二
月
十
八
日　

 
 
 
 
 

〃　
　
　
　

〃　
　
　

仝　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滝
口
隼
太　
　
　

○
十
三
年 

 
 
 
 
 

　

七
月
二
十
六
日
　

 

十

九

年　

 

八
月
廿
四
日　
　

 

廿
五 

年　
　

 

五
月
十
六
日
　
　

三

十

年　

十
二
月
廿
日　

 

三
十
八
年　
　

八
月
三
十
一
日　
　
　
　
　

今
野
専順

蔵
次
郎

○
十
三
年　
　
　

七
月
二
十
二
日　
　

十
九
年　
　

八
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 
 

〃 
 
 
 
 
 
 
 

〃　
　
　

〃　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

○
十
三
年　
　

五
月
廿
七
日　
　

 

二
十
年　
　

二
月
十
八
日　
　

 

廿
六
年　
　

六
月
十
六
日　
　

 

三
十
一
年　

五
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

佐
々
木
運正

二作　
　

○
仝　
　
　
　

二
十
年　

八
月
八
日　
　
　
　

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
菊
地
丹
下

○
十
四
年　
　

七
月
十
日
　
　
　

〃       

廿
六
年　
　

七
月
廿
日
　
　

 

三
十
一
年　

六
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

関
口
晃勇

治治　
　
　

◎
十
三
年　
　
　

十
一
月
二
十
日　
　

二
十
一
年　

一
月
十
三
日　

   

廿
六
年　
　

七
月
廿
一
日　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

 
 

三
橋　

蔀
富
市

◎
十
三
年　
　
　
　

十
一
月
二
十
一
日　

 
 
 

〃　
　
　

廿
六
年　
　

八
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 

伊
東
清延

吉



之
助　
　

○
十
四
年　
　
　

旧
九
月
十
一
日　
　

二
十
一
年　
　

四
月
二
十
七
日　
　

廿
六
年　
　

八
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○
中
山
定忠

一治

　

旧　

十
四
年　

十
二
月
廿
五
日　
　

二
十
一
年
四
月

二
十
七
日　
　
　
　

廿
七
年　
　

十
二
月
一
日　

   

三
十
一
年

二
月
三
日　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
郷
古
丑

茂之
進

　

旧　

十
四
年　

十
一
月
廿
五
日　
　

〃　
　
　
　
　

十
二
月
十
六
日　
　

廿
六
年　
　

十
二
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○
江
口　

進

  

十
六
年　
　

旧
二
月
六
日　

 
 
 
 
 

〃　
　
　

廿
七
年　
　

十
二
月
一
日　
　

 

三
十
一
年　

七
月
十
九
日　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
上
長
七

一
郎

 
 

　

〃　
　
　

三
十
一
年　
　

十
二
月
十
七
日　
　

廿
七
年　
　

十
二
月
八
日　
　

 

三
十
二
年

一
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
川
左

保
右　

　

十
八
年　
　

三
月
二
十
日　
　
　

 

〃　
　

 
 
 
 

〃　
　
　

三
十
二
年

二
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
庄
子
忠長

左
エ
門

孝

　

十
六
年
旧　
　

十
二
月
廿
二
日　
　

二
十
二
年　
　

十
一
月
廿
七
日　
　

廿
八
年　
　
　

十
一
月
十
五
日　
　

三
十
二
年　
　

十
一
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田
猛

　

十
八
年　

三
月
廿
日　
　
　
　

〃　
　
　
　

〃　
　
　

三
十
二
年

一
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
滝
口
勇
四
郎

　

十
六
年
旧　
　

十
二
月
廿
一
日　
　

 
 

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半
四
郎

　

十
八
年　
　

九
月
十
四
日　

 
 
 

　

〃　
　
　

廿
九
年　
　
　

十
一
月
十
七
日　

  

三
十
四
年

三
月
三
日　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡
辺
長
次
郎

　

十
八
年　
　

九
月
十
四
日　
　

 

二
十
二
年　
　

十
二
月
十
八
日　

 
 
 
 

〃　
　
　

三
十
一
年　
　

七
月
二
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉重

治蔵

　

十
九
年　
　

二
月
十
五
日　
　

 
 
 

〃　
　
　

昭
和
三
十
年

三
月
十
日
　
　

 

三
十
四
年

三
月
三
日　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
刈
源武

治蔵

　

同　
　
　

廿
三
年　
　

三
月
十
六
日　
　
　

 
 
 

〃　
　
　

三
十
五
年　

三
月
廿
六
日　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
敏
雄

　

十
九
年　
　

三
月
十
四
日　
　
　

 

〃　

    

廿
六
年　
　

十
二
月
十
日　
　

 
 

〃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
東
昌
之
助

４
１

．　

３

．１

 
 
 
 

三
橋

豊
治

（母

）

　

 

菊
地

喜
久

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
郷

古
佐

門
太

 
 

〃

 
 
 
 

９

．２
２

 
 

関
口

勇
治　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
長

谷
川

保

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
最
上

良
一

４
３

．１
２

．２
７　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
江

口
進

４
４

．　

９

．２
６　

渡
辺

長
次

郎　
　

　
　

　
　

　

４
５　

１
２

．１
９　

鎌
田

た
き　

　
堀

方　
　

　
　

庄
子

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
滝

口
清

松

104　

掘
方
舁
夫
順
番
帳　

（
№
０
０
５
７
０
）

40.9.26

方　　　　　　掘
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舁
方 　

　
郷

古

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

中
山

４
６

．　

７

．１
７　

　
　

　
今

野
つ

め

（今
治

妻

）

　
〃　

　
８

．　

６　
　

　
　

今
野

今
治

　
〃　

１
２

．１
８　

　
　

　
郷

古
茂

４
７

．

　
　

　
　

１

．１
７　

　
　

　
滝

口
隼

太

４
８

．１
１

．１
４
日　

　
　

中
山
タ

ケ
ヨ

（７
５

才

）　　

４
９

．　

８

．　

６　
　

　
　

今
野

順
蔵

（７
２
才

）

４
９

．３

．１
６　

　
　

　
　

鎌
田

一
郎

氏
夫

人
死

亡　
　

　
　

　
５

．３
１　

　
　

　
　

江
口

よ
し
え

　
　

　
８

．６　
　

　
　

　
　

今
野

順
蔵　

　
　

（７
２
才

）

　
　

１
１

．１
７　

　
　

　
　

鎌
田

武
雄　

　
　

７
１

才

５
４

．４

．１
３　

　
　

　
　

天
童
ち

や
う　

　
８

３
才

　
　

　
８

．１
８　

　
　

　
　

長
谷

川
ふ

よ　
　

９
０
才

　
　

　
８

．２
６　

　
　

　
　

郷
古

佐
門

太　
　

７
７

才

５
５　

１
０

．２
３　

　
　

　
最
上
す

ゑ　
　

　
７

８
才

　
　

　
　

　
　

〃　
　

　
　

　
庄

子
長

左
エ

門　
７

９
才

○
十
三
年　
　

二
月
廿
六
日　

 

　

十
九
年　
　
　

八
月
二
十
四
日　

  

廿
七
年　
　

十
二
月
八
日　

   

三
十
五
年　

三
月
廿
六
日　

 

　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
子
忠

長
左
エ
門

孝

○
仝　
　
　
　

二
十
年　
　

二
月
十
八
日　
　
　

〃　
　
　

 

三
十
八
年　
　

八
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
丑

茂之
進　
　

○
十
三
年　
　

五
月
廿
七
日　
　

 
 

〃　
　
　

 

廿
八
年　
　
　

十
一
月
十
五
日　
　

三
十
五
年　

三
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

今
野
今
治

○
仝　
　
　
　

二
十
一
年

八
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
半修

二
四
郎　
　

○
十
三
年　
　
　

七
月
二
十
一
日　
　

 

〃　
　
　

 

廿
八
年　
　
　

十
一
月
十
五
日　
　

三
十
八
年　

八
月
丗
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

渡
辺
長
次
郎

○
十
三
年　
　
　

七
月
二
十
二
日　
　

二
十
一
年　

一
月
十
三
日　
　

 

廿
九
年　
　
　

十
一
月
十
七
日　
　

三
十
八
年　
　

十
二
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
橋
嘉豊

治蔵

◎
十
三
年　
　
　

十
一
月
二
十
日　
　

 

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

滝
口
勇

未
四
郎

◎
十
三
年　
　
　

十
一
月
二
十
日　
　

二
十
二
年　
　

四
月
二
十
七
日　
　

三
十
年　

三
月
十
日　
　
　

四
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

滝
口
隼清

松太

○
十
四
年　
　

九
月
十
八
日　
　

 

十
二
月
十
八
日

　

〃　
　
　
　
　
　

 

〃　
　
　

 

鎌
田
宅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

三
橋　

蔀富
市

○
仝
上　
　
　

廿
三
年　
　
　

十
一
月
十
九
日　
　

三
十
年　
　

十
二
月
廿
日　
　

 

四
○
年　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
刈
源長

治蔵

○
十
四
年　
　

九
月
十
一
日　
　

 
 
 

〃　
　
　

 

〃　
　
　

 

二
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場
敏
雄

○
十
四
年　
　

九
月
十
一
日　
　

 

廿
五
年　
　

四
月
十
二
日　
　

 

三
十
一
年　

七
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

今
野
専順

蔵
治
郎

　

十
四
年　
　
　
　

旧
十
二
月
廿
五
日　

 

廿
六
年　
　

六
月
十
二
日　
　

 

十仝
二
年　
　

十
二
月
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

伊伊

東

昌

之

助

東
昌
之
助

　

十
四
年　
　
　
　

旧
十
一
月
廿
五
日　

 

同
年　
　
　

六
月
十
六
日　
　

 

三
十
二
年　
　

十
一
月
十
七
日　
　
　

 
 

　

郷
古
佐
門
太　
　

 
 

○
佐
々
木
運正

二作

　

十
六
年　
　

旧
二
月
五
日　
　

 

廿
六
年　
　

七
月
廿
一
日　
　

 

三
十
八
年

二
月
三
日　
　
　

な
し　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

○
菊
地
丹
下

　
　

〃　
　
　

廿
五
年　
　

四
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

伊
東
清延

吉
之
助

　

十
八
年　
　

九
月
十
四
日　
　

 

廿
六
年　
　

七
月
廿
一
日　
　

 

三
十
二
年　

 

　

十
一
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郷
古
玉
治

　

十
八
年　
　

九
月
十
四
日　
　

 

廿
六
年　
　

八
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○
○
中
山
定忠

一治

　

十
九
年　

二
月
五
日　
　
　

廿
六
年　
　

八
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

○
○
関
口
晃勇

治治　
　
　

 
 

同　
　
　
　

廿
六
年　
　

十
二
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

○
○
江
口　

進

　

十
九
年　
　

三
月
十
四
日　
　

 

廿
二
年　
　

十
二
月
十
日　
　

 

三
十
四
年

二
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
上
長
七
郎

　

同　
　
　
　

廿
七
年　
　

十
二
月
一
日　
　

 

昭
和
三
十
六
年

十
二
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 
 
 
 
 

長
谷
川
左

保
右

　

十
九
年　
　
　

八
月
二
十
四
日　
　
　

〃　
　
　
　

仝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
田　

猛

（
二
三
・
三
㎝
×
一
六
・
二
㎝
）

40.
 9.26
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105　

契
約
講
関
係　

（
№
０
１
３
３
３
）

一
御
連
中
之
内
見
得
渡
極
国
郡
ニ

　

相
及
候
節
ハ
連
中
其
儀
之
上
相

　

恵
御吟

味定
よ
り
相
滅
当
前
相
過
不
苦
候
事
ニ

　

吟
味
相
決
候
事

一
此
末
連
中
脱
席
之
者
ハ
当
前
相
当
ヨ
リ

　

不
申
候
共
当
前
相
過
候
上
外
ニ

金
拾
円
ヲ

　

連
中
江

相
出
脱
席
仕
候
筈
之
事

（
二
四
・
八
㎝
×
一
四
・
七
㎝
）
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一
右
多
右
衛
門
義
当
年
も

引
続
病
気
ニ

付
御
吟
味
之
上
白
米
壱
升

　

料
理
代
百
文
支
出
し

候
之
事
但
し

白
米
壱
升
之
代
百
文

　

〆
代
弐
百
文

　
　

外
ニ

　

壱
年
分
代
弐
百
三
拾
文

　

弐
ケ
年
分
合
四
百
三
拾
文

　

右
此
御
連
中
御
吟
味
之
上
浄
瑠
理
代
江

相
廻
し

候
事

一
右
多
右
衛
門
義
当
年
も
引
続
病
気
ニ

付
前
々
通

　

白
米
壱
升
分
此
代
九
拾
文
料
理
代
百
文
取
合
百
九
拾
文

　

親
類
三
橋
冨
治
方
よ
り
相
出
右
代
浄
瑠
理
代
共
相
廻
候
事

　

文
久
酉
元
年
十
月
十
日

一
右
多
右
衛
門
義
当
年
も
病
気
之
處
被
去
当
年
之
義
ハ

　

当
相
手
ニ

付
酒
米
其
番
相
出
候
事
ニ

連
中
一
統
吟

　

味
之
上
相
除
候
事

　
　

文
久
二
戊
年
十
月
三
日　

菊
地
進
当
前
改
之

（
二
五
・
三
㎝
×
二
六
・
五
㎝
）

106　

契
約
講
関
係　

（
№
０
１
３
３
４
）
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番号
管理
番号

名　称
掲載

ページ

1 00512 伊達忠宗領知黒印状 7

2 00513 伊達亀千代領知黒印状 8

3 00649 知行目録 9

4 00514 伊達亀千代領知黒印状 11

5 00658 知行目録 12

6 00533 伊達綱村領知朱印状封上書 13

7 00515 伊達綱村領知朱印状 14

8 00534 伊達綱村領知朱印状封上書 15

9 00516 伊達綱村領知朱印状 16

10 00535 伊達吉村領知朱印状封上書 17

11 00517 伊達吉村領知朱印状 18

12 00518 知行目録 19

13 00519 伊達宗村領知朱印状 20

14 00520 知行目録 21

15 00537 伊達重村領知朱印状封上書 22

16 00521 伊達重村領知朱印状 23

17 00522 知行目録 24

18 00523 伊達齊村領知朱印状 25

19 00524 知行目録 26

20 00525 伊達齊宗領知朱印状 27

21 00526 知行目録 28

22 00527 伊達齊義領知朱印状 29

23 00528 知行目録 30

24 00529 伊達齊邦領知朱印状 31

25 00530 知行目録 32

26 00531 伊達慶邦領知朱印状 33

27 00532 知行目録 34

28 00536 知行目録封上書 35

29 00538 領知朱印状封上書 35

30 00546
宮城郡八幡邑天童氏屋敷ならびに家
中・足軽屋敷絵図

37・38

31 00545 素風土記 40

32 00594 年貢諸役勘定目録断簡 71

33 00595 年貢諸役勘定目録断簡 72

34 00596 年貢諸役勘定目録断簡 73

35 00598 年貢諸役勘定目録断簡 74

36 00606 年貢諸役勘定目録断簡 75

37 00544 伊達安芸より天童帯刀宛書状 81

38 00543 天童帯刀より高橋弥左衛門宛書状 83

39 00539 天童家小旗幕之紋 85

40 00646 旗印 87

41 00540 天童家大馬印・小馬印 88

42 00599 留守居方留帳断簡 89

43 00574 留守居方留帳断簡 90

44 00578 留守居方留帳断簡 92

45 00579 留守居方留帳断簡 93

46 00587 留守居方留帳断簡 94

47 00605 留守居方留帳断簡 95

48 00608 留守居方留帳断簡 96

49 00577 留守居方留帳断簡 97

50 00589 留守居方留帳断簡 98

51 00590 留守居方留帳断簡 99

52 00591 留守居方留帳断簡 100

53 00601 留守居方留帳断簡 101

54 00573 留守居方留帳断簡 102

55 00576 留守居方留帳断簡 103

知行関係

支配関係

勤役関係

番号
管理
番号

名　称
掲載
ページ

56 00572 留守居方留帳断簡 104

57 00600 留守居方留帳断簡 105

58 00588 留守居方留帳断簡 106

59 00575 留守居方留帳断簡 107

60 00593 留守居方留帳断簡 109

61 00580 留守居方留帳断簡 111

62 00602 留守居方留帳断簡 112

63 00581 留守居方留帳断簡 113

64 00582 留守居方留帳断簡 114

65 00583 留守居方留帳断簡 115

66 00584 留守居方留帳断簡 117

67 00586 留守居方留帳断簡 118

68 00603 留守居方留帳断簡 119

69 00585 留守居方留帳断簡 120

70 00571 留守居方留帳断簡 121

71 00548 喜太郎稲荷大明神之社歴 125

72 00549 磯馴松 126

73 00541 伊達政宗より桑折治部大輔宗長宛書状 139

74 00542 伊達政宗より桑折隠居桑折政長後家カ宛消息 140

75 00550 伊達吉村和歌 141

76 00551 黄檗木庵書 142

77 00547 宮城郡八幡村字鎮守地図 143

78 00597 地租・赤十字断簡 147

79 00604 地租・赤十字断簡 148

80 00607 地租・赤十字断簡 149

81 00609 戒名断簡 150

82 00631 口宣案 153

83 00640 口宣案 155

84 00688 相馬盛胤・義胤連署状写カ 156

85 00670 貞山様御自筆御書之写 158

86 00552 念仏講契約人数帳 163

87 00553 念仏講契約人数并定牒 166

88 00554 穴掘かつき前調牒 169

89 00555
穴掘前かつき前取合三人つゝ筆頭より
相定候事

173

90 00556 穴掘か津き前繰合付渡帳 174

91 00557 契約御定帳 177

92 00558 契約御定牒 180

93 00559 穴掘か津き前繰合順番帳 184

94 00560 会計簿カ 190

95 00561 契約講関係 194

96 00562 死去者舁夫順番帳 195

97 00563 穴堀順番帳 198

98 00564 基金積立人名 202

99 00565 契約人名簿 203

100 00566 清和契約会規約 205

101 00567 会議録（清和契約会） 207

102 00568 当相手当前割当人名簿（清和契約会） 210

103 00569 記事録（清和契約会） 212

104 00570 堀方舁夫順番帳 215

105 01333 契約講関係 219

106 01334 契約講関係 220

契約関係

文化関係

納税・公金関係など

中世文書

掲　載　史　料　一　覧



　

多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
三
集

　

天
童
家
文
書
Ⅰ

　
　

平
成
二
五
年
三
月
二
二
日
発
行

　　

編　

集　

多
賀
城
市
教
育
委
員
会

　
　
　
　
　

〒
九
八
五

-

八
五
三
一

　
　
　
　
　

宮
城
県
多
賀
城
市
中
央
二
丁
目
一
番
一
号

　

発　

行　

宮
城
県
地
域
文
化
遺
産
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会

　

印　

刷　

今
野
印
刷
株
式
会
社

　
　
　
　
　

〒
九
八
四

-

〇
〇
一
一

　
　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
西
町
二
〇

-

一
〇

　
　
　
　
　

本
報
告
書
は
、
平
成
24
年
度
「
文
化
庁　

文
化
遺
産
を
活
か
し
た
観
光
振
興
・

地
域
活
性
化
事
業
」
で
作
成
し
た
も
の
で
す
。


